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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １９名） 

──────────────────                
○事務局長（北川雅一君） おはようございます。 

 予算特別委員会に先立ちまして、議長、町長から

ごあいさつをいただきたいと思います。 

 最初に、議長よりごあいさつをいただきます。 

○議長（平田喜臣君） 皆さん、おはようございま

す。連日早朝からの御出席、まことに御苦労に存じ

ます。 

 先般御決定をいただきました予算特別委員会が、

本日その開会の運びと相なりました。日本経済を取

り巻く環境は大変に厳しく、本町においても、その

例外ではなく、先日の一般質問等でも、その財源等

について、いろいろと御質問のあったところでござ

います。そのような中で、本日平成１４年度の予算

特別委員会が開会されました。 

 私が申し上げるまでもなく、議会におけるこの予

算特別委員会の使命は、納税者である住民が、この

歳入あるいは歳出について、その具体的な方策がよ

くわからないと。こういった中で、この議会におい

ては、その歳入歳出を納税者の立場に立ってチェッ

クするというのが、この予算特別委員会に与えられ

た大きな使命であるというふうに思っております。 

 審査に当たりましては、金額の大小あるいは前年

度対比等は余り重要ではなく、必要なことは、その

予算で何がどれだけできたのかということが大きな

重要な点であるというふうに思っております。行政

の優先順位を検討し、あるいは予算を削ってこちら

の予算をふやすべきだというような議論があっても

よいのではないかというふうに思っております。そ

れぞれの御意見で予算の批判をするのではなく、議

会サイドでもし批判があるとするならば、その対案

を議会としてお出しいただければとも思っておりま

す。 

 いずれにいたしましても、この４日間、大変皆様

方には御苦労をおかけいたしますが、当予算委員会

の所期の目的を達すことができますことを御祈念申

し上げまして、開会に当たりましての私のごあいさ

つといたします。 

 大変御苦労さまでございます。 

○事務局長（北川雅一君） 続きまして、町長から

ごあいさつをいただきたいと思います。 

○町長（尾岸孝雄君） 皆様おはようございます。 

 ただいま議長からもお話しございましたように、

本日から４日間、予算特別委員会ということで、平

成１４年度各予算案に対します御審議をちょうだい

することに相なるわけでありますが、今定例会２日

目に御提案させていただきました平成１４年度一般

会計並びに各会計の予算案につきましては、それぞ

れ所管委員会あるいは議員協議会等々でも御説明を

申し上げてまいったわけでありますが、より一層綿

密に内部につきまして御審議賜るのが、この予算特

別委員会であるというふうに承知をいたしておると

ころであります。 

 さきにもお話をさせていただいておりますよう

に、平成１４年度予算の編成に当たりましては、基

本的に健全財政維持方針をもとにしながら、そして

なおまた、現在実施中であります行財政改革実施計

画に基づく対応を図りつつ、それぞれ１３年度歳出

一般財源ベースで５％の削減を目標に予算編成に当

たってきたところでございます。しかしながら、健

全財政維持方針でも示しておりますように、それぞ

れの年度におきましての歳入不足が生じてくるとい

うのが現状の厳しい財政運営を強いられている状況

下にございます。 

 加えて、国の地方財政の方向づけが明確に示され

てきていないというようなことから、今年度につき

ましても、次年度につきましても今後一般財源の大

きなウエートを占めております交付税収入について

は、減額措置が継続的になされるものという中にお

いての歳入減をもとにした予算編成をせざるを得な

いという厳しい状況下にございます。 

 そういう中にありまして、従前よりも内部留保資

金の額を大幅に減少させて決算ベースに近寄らせ

た、言うなれば決算ベースの予算をつくらせていた

だいているというのが現状でございます。しかしな

がら、今年度におきましても、１億円の財政調整基

金の取り崩し、また３,０００万円の公共施設整備

基金の取り崩しということで、１億３,０００万円

の基金の取り崩しをせざるを得ないというような厳

しい状況にございます。しかし、さきに申し上げま

した内部留保資金につきましては、約１億円を確保

しているところでありまして、大きな歳入の欠損、

また大きな災害等々の補正特別支出が生じなけれ

ば、何とか財政調整基金につきましては積み戻しが

でき得るのかなというふうに思っておりますが、公

共施設整備基金の３,０００万円については、積み

戻しが非常に厳しい状況下にあるわけでありますけ

れども、何とか歳出の抑制を図り、その相応分の積

み戻しができるように財政運営を図っていきたいも

のというふうに願っているところであります。 

 何とか平成１３年度におきましては、今年度にお

きましては基金の取り崩しを積み戻しすることがで

き得る決算を迎えることができそうでありますの

で、平成１４年もそういったことを含めながら、特

にこれから始まります国営土地改良事業における償

還の問題、それから大きな課題であります保健福祉



 

 

施設の建設、こういった財源確保のためにも、それ

相応の歳出削減をも含めた中で取り組まなければな

らないという厳しい財政運営の中でありますが、議

員皆様方、町民皆様方の御理解を賜りながら、それ

ぞれの予算につきましてよろしく御審議、御検討を

賜りまして、御議決賜りますことを心からお願いを

申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただき

たいと思います。 

 本日から４日間、大変御苦労さまですが、よろし

くお願いいたします。 

○事務局長（北川雅一君） では、続きまして正副

委員長の選出でございますが、３月５日定例会で議

長を除く１９名をもって予算特別委員会を構成して

おりますので、正副委員長選出については、議長か

らお諮りを願います。 

○議長（平田喜臣君） それでは、正副委員長の選

出についてお諮りいたします。 

 当議会先例によりまして、委員長に副議長、副委

員長には総務常任委員長ということになっておりま

すが、これでよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本特別委員会の委員長には久保田英市

君、副委員長には中川一男君に決定いたしました。 

○事務局長（北川雅一君） 久保田委員長は、委員

長席の方へ着席願います。 

 では、委員長からごあいさつをいただきます。 

○委員長（久保田英市君） おはようございます。 

 ただいま委員の皆様の御推挙をいただき、予算特

別委員会の委員長を就任することになり、非才な私

でございますが、委員の皆さん初め執行機関の方々

の御理解ある御協力、御支援を賜りながら、委員長

として誠心誠意務めてまいる所存でございます。 

 御提案がありました平成１４年度予算は、財政状

況が大変厳しい中での、これまでにない緊縮予算で

ございます。委員各位には慎重な御審議、審査を私

からもお願いを申し上げまして、言葉足りません

が、委員長就任のごあいさつにかえさせていただき

ます。 

 大変御苦労さまでございます。 

 ただいまの出席委員は、１９名であり、これより

予算特別委員会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程等について、事務局長から説

明させます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御説明申し上げます。 

 本特別委員会の案件は、平成１４年第１回定例会

において付託されました議案第１号平成１４年度上

富良野町一般会計予算、議案第２号平成１４年度上

富良野町国民健康保険特別会計予算、議案第３号平

成１４年度上富良野町老人保健特別会計予算、議案

第４号平成１４年度上富良野町介護保険特別会計予

算、議案第５号平成１４年度上富良野町簡易水道事

業特別会計予算、議案第６号平成１４年度上富良野

町公共下水道事業特別会計予算、議案第７号平成１

４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予

算、議案第８号平成１４年度上富良野町水道事業会

計予算、議案第９号平成１４年度上富良野町病院事

業会計予算の９件であります。 

 本特別委員会の日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、３月１４日から

１９日までの６日間とし、本日議案第１号の補足説

明と事項別明細書の歳出第７款までの質疑を行いま

す。 

 ２日目は、１４日に引き続きまして議案第１号の

事項別明細書の歳出第８款からの質疑と、議案第２

号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第

６号並びに議案第７号の補足説明と質疑を行いま

す。 

 ３日目の１８日は、議案第８号並びに議案第９号

の補足説明と質疑を行います。 

 ４日目の１９日は、本特別委員会の最終日で、全

案件の審査意見の調整と討論、表決の順で御審議賜

りたいと存じます。 

 なお、審議の順序等の詳細につきましては、本日

配付の議事日程のとおりであります。 

 本日、資料５として、中央共同墓地区画取り違い

に係る経過をお配りしましたので、審議の資料とし

ていただきますようお願いいたします。 

 なお、本特別委員会の説明員でありますが、一般

会計につきましては、当日の議案に関する課長、課

長補佐並びに係長とし、一般会計を除く各特別会計

及び企業会計につきましても、その会計に関係する

課長、課長補佐並びに係長等の出席といたしたいと

思いますので、御了承賜りたいと存じます。 

 説明は、自席にてささせていただきます。 

 なお、最終日に予定されております意見調整に当

たりましては、議会運営に関する先例により、各常

任委員会単位で予算案審査意見の取りまとめをいた

だきますよう、あらかじめお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいま説明の

とおりといたしたいと思います。これに御異議あり

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま



 

 

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいま説明の

とおり決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可といたしたと存じます。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま

す。 

 本委員会は、公開とし、傍聴人の取り扱いは委員

長の許可することに決しました。 

 委員並びに説明員にあらかじめお願いを申し上げ

ます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言くださいますようお願いをいた

します。 

 これより、議案第１号平成１４年度上富良野町一

般会計予算の件を議題といたします。 

 初めに、配付資料について説明の申し出がありま

すので、許可します。 

 資料１、総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） おはようございます。 

 それでは、事前にお配りしてございます資料につ

きまして、既に御高覧いただいているかと思います

が、簡単に御説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 最初に、資料１の平成１４年度一般会計予算案の

概要につきまして申し上げます。 

 ここでは、予算編成に当たりましての主な内容を

５点に分けまして記載したところでございます。そ

の１点目の地方交付税制度につきまして申し上げま

す。 

 既に新聞などで報道されてますことから御承知の

ことかと思いますが、国におきましては地方交付税

におきます段階補正、事業費補正などの見直しを行

い、地方自治体の自主的、主体的な改正運営を促す

との名のもとに、大幅に削減される内容となってご

ざいます。 

 このような状況を踏まえまして、本町の普通交付

税の予定額につきましては、昨年当初対比で７.３

％減の２９億８,０００万円を見込んだところでご

ざいます。 

 また、特別交付税につきましても、昨年までの交

付額を考慮しまして、昨年同額の２億７,０００万

円と計上をいたしたところでございます。 

 次に、２点目につきまして、町債の借り入れにつ

いてでございますが、この点につきましては、総額

では昨年当初対比で２.２％減の７億８,６１０万円

であります。このうち、国の恒久的減税の影響に伴

う分の減税補てん債及び交付税の振替分となります

臨時財政対策債を合わせました特別分の額につきま

しては、２億９,５９０万円となってございます。

この減税補てん債及び臨時財政対策債に係ります償

還につきましては、御案内のとおり１００％が交付

税に算入されることとなっておりますので、それら

を除きました借入額につきましては、４億９,０２

０万円になり、昨年対比で申しますと、１億８,４

９０万円減となったところでございます。総額の７

億８,６１０万円から交付税に算入されます分を除

きますと、いわゆる純粋に税金のみで償還する額と

なりますが、この額につきましては、健全財政維持

方針に定めてございます目標額の４億円以下となり

まして、額で申し上げますと３億３,７００万円余

りとなるところでございます。 

 次に、３点目の留保額につきましては、町長のご

あいさつで申し上げましたように、できる限り当初

予算に計上いたしたところでございます。 

 次、４点目の歳出の削減の関係であります。ここ

に書いてございますように、前年度一般財源の５％

を目標にそれぞれ削減の作業に取り組んだところで

ございますが、人件費初め物件費など一般行政経費

につきましては削減に至ったものの、新たな行政需

要に対応するようなことで財源を重点配分したこと

から、結果としましては、１億２,０００万円余り

の削減結果となったところでございます。 

 次、５点目の収支の見込みでございますが、町長

も申し上げましたように財政調整基金１億円、それ

と公共施設整備基金につきましては３,０００万

円、合わせますと１億３,０００万円の基金の取り

崩しを予定しているところであります。 

 この資料にも書いてございますように、留保財源

につきましては、１億円と予定してございますの

で、仮に夏場の集中豪雨等の関係で不測の財源重要

がないとしましても、基金への積み戻しにつきまし

ては、取り崩しの全額に至らないというような状況

にあることから、１４年度につきましても、実質的

には単年度収支のバランスがなかかなとれない状況

でございまして、極めて厳しい状況で認識をしたと

ころでございます。 

 現下の経済情勢を考えれば、このような状況が今

後も続くような状況下となってございます。 

 次のページをお開き願いたいと思いますが、ここ

では町税につきまして、それぞれ税目ごとにその予

定額を示してございます。ごらんいただきたいと思

います。 

 次のページをお開き願いたいと思います。次の

ページにつきましても、平成１４年度の国におきま



 

 

す地方財政対策の状況につきまして、２ページにわ

たりまして資料としてつけてございますので、この

内容につきましても参考としていただきたいと思い

ます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。ここで

は、各種の財政指標につきまして、平成８年度から

平成１６年度までの９年間にわたりまして示してご

ざいます。 

 平成１３年度以降につきましては、推計値となっ

てございます。 

 また、表下段の部分には用語解説もつけてござい

ますので、ぜひ御参考にしていただきたいと思いま

す。 

 次のページにつきましては、管内の町村ごとのラ

スパイレスの状況につきまして、９年から平成１３

年度までにわたります推移をつけてございます。こ

の点につきましても、ぜひ参考としていただきたい

と思います。 

 最後のページでございますが、最後のページにつ

きましては、町立病院に対します普通交付税及び特

別交付税の算入額の状況につきまして、年度別にそ

の推移を示してございます。これらにつきまして

も、参考としていただきたいと思います。 

 以上、資料１の説明とさせていただきます。 

○委員長（久保田英市君） 次に、資料２につい

て、企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） それでは、資料２

に基づき、平成１４年度から平成１６年度までの総

合計画実施計画について、概要の説明を申し上げま

す。 

 実施計画の策定に当たりましては、健全財政維持

方針の実行プランである行財政改革大綱と、その実

施計画に基づき、中長期財政計画との整合性を図り

ながら本計画書を作成したところであります。 

 また、３年間を計画期間として、毎年計画内容の

見直しを図り、国や道などの状況変化や財政状況の

変化などに対応しながら各種施策の実効性を高めて

まいります。 

 この実施計画では、原則としてソフト事業では１

００万円、ハード事業においては２００万円以上の

事業を対象に、政策調整会議において検討を加え、

課長会議での審議を経て実施計画書としてまとめた

ものであります。 

 次に、実施計画書の内容について御説明申し上げ

ます。実施計画書の表紙をお開き願います。 

 本ページでは、実施計画の策定趣旨、あわせて目

次を掲載しております。 

 次に、１、２ページをお開きください。本ページ

では、７ページ以降に掲載しております各分野の各

事業の総括表として、総合計画の４本の柱と一般会

計と特別会計等の区分について、事業費、そして財

源内訳を整理した表でございます。 

 １、２ページの事業区分の項目でありますが、投

資的事業費のうち、災害事業費を除き普通建設事業

として掲載しております。 

 ３ページをお開きください。３ページから５ペー

ジには、平成１４年度から１６年度までの３年間の

年度別の資金計画を掲載しております。年度別資金

計画については、国がまとめた財政の中期展望で見

込んだ経済成長率等の指数と、健全財政維持方針、

行財政改革大綱に基づいて試算した中長期財政計画

のもとに、各年度の収支見積もりを資金計画として

まとめたものであります。 

 まず、３ページの平成１４年度の資金計画につい

てでありますが、当初予算額の下段数値は、当初予

算ベース、上段の括弧書き数値につきましては、決

算ベースで記載しております。 

 また、当該年度の財政運用では、歳入において財

政調整基金から１億円、公共施設整備基金から３,

０００万円を繰り入れ、約２２億８,０００万円の

投資的事業を位置づけたところであります。 

 決算ベースでは、歳入の大きな要素である交付税

の見込み額の大きな変化と、災害等の臨時的支出が

発生しなければ、最終的には支消した財政調整基金

の１億円については、積み戻しが可能である資金計

画となっております。 

 次に、平成１５年度と１６年度の資金計画につき

ましては、決算ベースで見込みを立てております。

平成１５年度では、財政調整基金５,０００万円と

公共施設整備基金４,２００万円を財源不足に対応

する措置としてそれぞれ繰り入れたところでありま

す。 

 また、保健福祉施設の整備財源として、当該目的

基金から１億円を充て、約２７億９,４００万円の

投資的事業を位置づけたところであります。 

 ５ページの平成１６年度では、財政調整基金５,

０００万円と公共施設整備基金４,４００万円を財

源不足に対応する措置としてそれぞれ繰り入れ、ま

た保健福祉施設の整備財源として、当該目的基金の

財源すべてを支消する考え方で１億１,５０８万円

を充て、約２１億２,６００万円の投資的事業を位

置づけいたしました。 

 町債についてでありますが、町債の借入限度額に

ついては、単年度ベースで交付税の算入額を除いた

実質的負担額を４億円とする目標値を設定しており

ます。 

 計画期間の計上状況を見ますと、各年度の実質的

な負担額は平成１４年で３億３,７３０万円、１５



 

 

年度で５億２,４４３万円、１６年度４億１,３２７

万円であります。３年間の計画期間を単年度平均で

見ますと、実質負担額は４億２,５００万円となり

ました。中長期財政計画の平成１４年度から１８年

度までの５年間を単年度平均で見ますと、実質負担

額は３億５,３８７万円となったところでありま

す。 

 次に、６ページでありますが、説明を省略させて

いただきます。 

 ７ページをお開き願います。７ページ以降につき

ましては、総合計画の基本計画で掲げている４本の

柱ごとに各種施策を区分し、各年度で実施する事業

と、その事業内容、事業費、財源内訳等を整理して

掲載しております。 

 次に、１３、１４ページをお開きください。１３

ページの下から７行目に記載してあります調整交付

金事業でありますが、昨年度から特定防衛施設周辺

整備調整交付金事業を全体レベルでごらんいただけ

るよう、便宜上住みよい快適な町づくりの分野に調

整交付金事業として一括掲載をいたしております。 

 なお、この調整交付金で予定している事業につき

ましては、括弧書きに記載してありますので御参照

ください。 

 江花公民館分館の建設につきましては、平成１５

年度建設を位置づけしているところでございます。 

 また、特別会計等の主要事業につきましても、１

５ページに掲載をいたしておりますので、あわせて

ごらんいただきたいと思います。 

 以上、平成１４年３月策定の総合計画実施計画書

について説明をさせていただきましたので、御参考

にしていただければと思います。 

○委員長（久保田英市君） 次に、資料３及び資料

４について、総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） それでは、資料３につ

きまして、最初に申し上げます。 

 資料３につきましては、行財政改革実施計画に基

づきます５０の各実施項目ごとの進状況を一覧に

したものでございます。この本表につきましては、

６ページものとなってございます。 

 表則に掲げてございます各項目の内容につきまし

ては、昨年の予算特別委員会におきましてお配りし

てございます行財政改革実施計画の内容と同じもの

となってございます。 

 また、表頭の右側にかけましては、平成１３年度

の実施概要及びその効果につきまして記載をしてご

ざいます。 

 さらにその右側の欄につきましては、１４年度の

実施予定内容を示してございます。ごらんをいただ

きたいと思います。 

 なお、ただいま申し上げました平成１３年度の実

施概要及びその成果につきましては、今後決算を迎

えました段階におきまして、さらに詳しく精査を

し、御報告をさせていただきたいと思います。 

 次、資料４につきましては、道路河川課所管にお

きます主要事業の位置図となってございますので、

参考としていただきたいと思います。 

 簡単でございますが、資料３及び４につきまして

の説明といたします。 

○委員長（久保田英市君） 次に、資料５につい

て、町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 本日提出をさせて

いただきました資料５、中央共同墓地区画取り違え

に係ります経過につきまして、その概要を御説明申

し上げます。 

 町内在住のＡ氏の使用許可を受けておりました中

央共同墓地区画に、所管において、同性であったこ

とや現地確認など詳細確認を経ずいたしまして、Ｂ

氏にＡ氏使用区画を誤ってお伝えした結果、Ａの氏

の区画にＢ氏の墓碑が設置されたことが判明したも

のであります。その後早急にＡ氏、Ｂ氏とそれぞれ

協議を重ね、それぞれに御理解を賜りながら、Ｂ氏

の許可区画へ墓碑の移転をさせていただくべく、平

成１４年度予算に計上させていただいたものであり

ます。 

 このことにつきましては、平成１３年８月１４日

にＡ氏から許可を受けた墓地区画に、他の方の墓碑

が設置されているとの申し出がございまして、確認

をさせていただいたところ、町内Ｂ氏のお建てに

なった墓碑であることが判明をいたしました。Ｂ氏

に確認させていただきましたところ、Ｂ氏の使用の

許可を受けていた区画の確認のため、担当課に平成

１１年７月ごろに御照会をいただいており、確認を

し、同年９月に墓碑の建立したものであるとのお話

をちょうだいいたしました。このことについて、担

当から上司への報告とともに、担当内での調査を進

めたところ、Ｂ氏へ誤ってＡ氏区画をお伝えしたこ

とが判明したものでございます。担当において、墓

地現地図をもって声のみでお伝えしたものでありま

した。 

 以降Ａ氏、Ｂ氏と協議を進めさせていただきなが

ら御理解を賜ってきたものでありますが、担当とい

たしまして、まことに申しわけなく、二度とあって

はならないことと肝に命じているところでもござい

ます。 

 また、担当者への町長からの厳重注意処分がなさ

れたところでもあります。 

 係る事態を引き起こすことのないよう、使用許可

関係検索システムを早急に整備をいたしまして対応



 

 

を図ったところでもございます。 

 以上、Ａ氏、Ｂ氏へおかけいたしました御迷惑は

もとより、議会並びに町民皆様に衷心よりお詫びを

申し上げます。 

 なお、経過等につきましては、別紙に添付をさせ

ていただきました。 

 以上をもって説明とさせていただきます。 

○委員長（久保田英市君） 以上で資料の説明を終

わります。 

 ただいまの資料説明について、質疑があれば承り

ます。 

 質疑の場合は、挙手の上、議席番号を告げ、委員

長の許可を得た後に自席で起立し、ページ数を申し

出て発言されるようお願いを申し上げます。 

 また、説明員は挙手の上、職名を告げ、委員長の

許可を得た後に説明員席で起立の上説明願います。 

 質疑があれば承ります。 

 １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 三つほど。一つは、普通

交付税ですか、新聞に出ているのと町の予算で約９

００万円ぐらい違うのですかね、この違いをちょっ

と。新聞の方は３億２,８９４万９,０００円と出て

いますね。これは前の年のですか。はい、わかりま

した。 

 次は、これは実施計画、企画課長、これの江花公

民館、これは軽スポーツができるような計画はされ

ておりますか、これが一つですね。 

 それから、この道路の市街地は街路灯ということ

しか載ってないのですけれども、こういうようにふ

れあい通りということで、米軍とか、こういうよう

に努力しているのですよ。ようこそ上富良野へ、美

食ガイドマップ、ふれあい通り、こういうようにし

て、どこの店には何々と。これはホテルなんかに泊

まりますとこういうのやっておりますけれども、上

富良野では、これどこもやってないのですよ。これ

部隊の方でやってくれているのですよ。若い方とい

うのは、やっぱり汗かいて、夜は酒でも飲んでとい

うようなのが一番いいことなのです。それで、ここ

のふれあい通りのけが出ているのですよ、結構。

滑って転んで、言ってないですけれども、転んで捻

挫したり、打ち身やったり、骨折もおります。酔っ

ぱらってますからね、我々も危ないですよね、年を

とってくると。それでここのロードヒーティングと

いうようなのは、お考えになっていないのか。これ

後で見てみたらいいです。全部店載せてます、公平

に載せてます。ここのところですね。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） １１番梨澤委員の

御質問２点にお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の江花公民館の関係でありますが、

先ほどの説明でもお話をさせていただきましたが、

江花公民館につきましては、平成１５年度建設を予

定してございます。 

 なお、内容等につきましては、現在地域の代表者

の方々と原課、社会教育課の方で今内容を詰めさせ

ていただいている段階であります。 

 また、２点目のふれあい通りのロードヒーティン

グの計画はないのかということでありますが、これ

につきましては、１４から１６年度の計画の中では

予定をしてございません。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 資料５についてお尋ねをし

たいと思います。 

 所管で大変恐縮に存じますが、今定例会を迎える

に当たって、さきの委員会では、担当課長から大ま

かなアウトラインの説明を聞いてきております。そ

のときは、私はまことに遺憾であるということで終

わっておりまして、今定例会におかれまして、時系

列で経過を出すということで、今手にしたわけです

けれども、見まして幾つか町長の考え方について、

この際お伺いしておきたいと思います。 

 見ましたら、１３年、去年の８月１４日にわかり

まして、そして１３年９月７日に教育民生常任委員

会に、助役がその概略について説明しているわけで

すよね。９月定例会ありましたけれども、事態収拾

のために奔走していたと考えられます。１２月定例

会でも、町長の行政報告の中にその報告がない。今

定例会にも抵触されてない。結果的に、議会で話題

になって新聞に報道れさる。いつも町長には大変申

しわけなく存じますけれども、負の関係ですね。い

わゆる不祥事については、何かしら時間がかかり過

ぎていて、ひたすら温度が下がるのを待っていると

思いませんけれども、なぜかしらそこが素直に理解

することができない。この点町長に、今後こういう

ことは再び起きないと思いますけれども、スピー

ド、透明という観点から考えても、もう少し手際よ

く行政の対応の仕方について、町長のリーダーシッ

プを発揮していただかなければ困ると思うのです

よ。その点、町長にお伺いしておきたいと思いま

す。 

 それから、この１００万円という予算が出ている

わけですけれども、その関係については予算の中で

お伺いしたいと思っています。根拠についてです

ね。本人は負担しないと、全額行政費用でやってく



 

 

れということで、いわゆる支出の関係ですよね。委

託費で組めば、本人に支払わなくてもいいけれど

も、この予算書の中の科目であれば、節であれば本

人に支払うような形になりますよね。その辺の見解

を自分は理解したいと思っているのですけれども。 

 それと、要するに１人のやったことではあるけれ

ども、それが容認しているわけですよね。単純な間

違いなのですよね。名前が同じだから、はいここで

すよというとは余りにも軽率だと言わざるを得な

い。したがって、行政処分ですよね。口頭注意処分

にしたと、厳重にしたと、こう書いてありますけれ

ども、少なくとも町の損害を、実害を発生したわけ

ですから、町長の考え方で厳重に注意処分なので

しょう。ですけれども、ここで顛末書提出させた

と、そして確認検討９月１９日にされたと、関係職

員から事件の顛末書を提出させ、確認検討した結

果、町長は厳重注意処分にしたと。 

 自分は理解したいのは、顛末書を提出させて確認

しなければならなかったことはどういう考え方か、

その１点をお尋ねしたいと思います。 

 それと、最後になりますけれども、いわゆる大変

古傷に触るようで恐縮ですけれども、いわゆる行政

処分の町長の配慮は極めて僕は、自分は不公平だと

言いたいわけですよ。さきにもお話しさせてもらっ

たかと思いますけれども、クリーンセンターの方は

実害ないのに、町長にただ報告ない。行政報告は、

町長は議会に対しては極めて遅い、スローだと。９

月、１２月、今回の行政報告に含まれていない。ク

リーンセンターについは、報告ないということで行

政処分、懲戒処分している。日の出山では、実害あ

るから同等な考え方を持って対応していない。今回

も実害あるから口頭厳重処分で終えている。それは

町長の考え方で、私がとやかく言及することでない

かもしれませんけれども、その辺の自分からして言

わせてもらえると思ってお聞きいただきたいと思う

のですけれども、不公平であると。この一言をもっ

て、町長の考え方をお聞きいたしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、この件につきましては、職員の単純なミス

によって、このような結果を生んだということにつ

きましてはまことに申しわけなく、町民並びに委員

の皆さん方に深くお詫びを申し上げたいと思いま

す。 

 この件につきましては、発生を確認したのが８月

１４日ということでありますが、その間担当係長並

びに課長、助役等々で調整をさせていただきまし

て、９月７日の所管委員会に、こういう実態があり

ましたという経過報告をさせていただいて、そして

これから両者の調整をさせていただくと、何とか町

としては円満に用地の取りかえをしていただければ

なというようなことを含めながら協議に入ったわけ

であります。ただ、結果報告につきましては、所管

委員会に結果報告をさせていただいていると。今日

までなしのつぶてでいたわけでないということで御

理解を賜りたいというふうに思います。 

 その結果、最終的には移設をしてほしいという要

望で決着がついた。そして、これにつきましては、

もう冬になってきたので、すぐということにはなら

ないので、雪が解けてからということになりまし

て、平成１４年度予算で計上させていただくような

経過になったということでありますので、ひとつ御

理解を賜りたいと。決して内密にしていたわけでは

なく、所管委員会には報告させていただいていると

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

 その後、私といたしましては、係の職員、担当の

係長、それから課長等々から状況を確認し、そして

顛末書の提出をいたただきまして種々対応した結

果、職員に対するそれぞれの職責に沿って厳重注意

処分を課したところでございます。 

 これらの対応につきましては、私としては委員は

どうも職員間における処分の仕方が平等でないので

ないかという御指摘でありますが、私はこの過去に

おきまして処分をした、例えばクリーンセンターの

問題、これは管理者に報告をせず、内輪で処理をし

ようとした。損害を与えたということと、金銭的な

部分でも大きくあれしているわけでありますが、内

輪で処理をしようとして上司への報告を怠った。こ

のことによって、地域との信頼関係を失墜したとい

うことに対する処分をさせていただいたということ

であります。金銭的に重いのか軽いのかということ

は、はかるのはなかなか難しい面がありますが、行

政執行上、上司に対する重要課題の報告をしないと

いうことは、これは決して許されることではない。

このような重大な課題を上司に報告しないで、事故

で処理しようとすることについては、私は重大なも

のであるという認識のもとで処分をさせていただき

ました。 

 それからもう１点、日の出公園の部分につきまし

ては、金銭的に、あるいは貴重な山林を枯らしてし

まった。この責任は非常に重いわけでありますが、

これは枯らすつもりでやったわけでない。いろいろ

な事情の中で、そういう結果に相なったわけであり

ますが、これについての処分につきましても、私は

その当時も何度も申し上げましたように、幾度も議

員の皆さん方からそういう事実があるのでないかと



 

 

いう御質問を受けて、担当所管にこの事実調査をし

なさいと指示をしている。その結果、そういうこと

はありませんという報告が返ってくる。 

 また、そういう事実、そうは言うけれども、また

議員の皆さん方そういうことを言ってますよと、こ

ういう事実があったと言ってますよということで再

調査を指示する。それでもありません。何度も調査

を指示しても、その結果そういう事実はありません

という虚偽の報告をしていたと。これについても、

先ほどのクリーンセンターと同じように、上司に対

する事実を正確に報告し、指示をあおいでいなかっ

たということに対する私は処分をいたしたというこ

とであります。 

 今回のこの件につきましては、金銭的にこのよう

な損害をまた生じてしまったということにつきまし

ては、職員のうっかりミスとはいえ、まことに申し

わけないことでありますが、これらにつきまして

は、私はそういう観点から厳重注意処分ということ

で対処させていただいたということで、ひとつお許

しを賜りたいものだなというふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番よろしいですか。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 質問したことに対して、メ

モってくれているから、当然答弁いただけると思う

のですけれども、顛末書を出して町長がいわゆる厳

重注意したと。事実関係がはっきりしているのにだ

から、顛末書を職員が出して熟慮した結果だと、こ

の辺が理解しづらいのですよ。したがって、さきに

自分は、顛末書の内容が、どういう顛末書を出して

もらったのですかと、それは町長の行政判断するの

にどれだけの役割を果たしたのですかと、その顛末

書が、そこの答弁がないのですよ。 

 それと、せっかくですから、余り時間かけること

は大変恐縮に思っております。町長の今の答弁の中

で、何も日の出山、クリーンセンターのことを詳し

く聞いているわけではないのですよ、自分は。それ

は町長の考え方で、もう議了してもう決済済みのこ

とですから。墓地の関係で、たまたま自分の考え方

で蛇足させてもらったわけであって、町長は切れる

刀差して、自分が刺しているのは竹光ですから、町

長の考え方がそうであれば、自分その考え方に努め

て立たなければならないという考え方に立っていま

す。ですけれども、少なくともそれについては、僕

は不公平であると。町に損害与えておいて、確かに

住民に対する報告の関係あって町長に報告が遅い、

こういうことであるかもしれませんけれども、だと

するならば、この件に関しては所管で話したから行

政報告しないと、こういう言及されました。ただい

ま墓地に関しては。所管で説明したと、昨年の９

月。自分が言っているのは、所管は６名、７名、教

民については６名しかいないのですよ。議長を除

く、副議長を除いても１２名の方は全く知らないわ

けですよ。それはいつかの時点で町長が説明される

のであれば、全議員が承知できますけれども、寝耳

に水なんですよ。少なくともそういう行政配慮、職

員に厳しさを求めるのであれば、みずから律しなけ

ればならないと思うのですよ。所管で説明したのは

墓地の件ですよ。行政報告しない、９月はいろいろ

事態収拾していたから間に合わなかったかもしれま

せん。しかし１２月の行政報告はあったのです。今

回の行政報告の中でも一言も触れていない。した

がって、こういう時間の浪費がかかっている。これ

らについて、自分は甚だ遺憾に思っているわけで

す。 

 さきに質問した問題について御答弁お願いしま

す。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 福塚委員の再質問にお答え

させていただきますが、１点答弁漏れがありました

ことをお詫びします。 

 まず、それぞれの責任者である課長から状況を報

告を受けて、関係する職員全員から顛末書の提出を

求めたと、そして事実関係を確認した。報告は一々

職員からではなくて、担当課長からの報告というこ

とで対処して、顛末書の提出をしていただき、そし

てそれをもとにして処分をしたということでありま

す。 

 それから、もう１点の処分の平等性につきまして

は、不平等ではないかということにつきましては、

こういう実情で、こういうことでこういうふうな形

の処分をしましたということで説明をさせていただ

きました。 

 それから、最後の点でありますが、決して、先ほ

ど私の答弁がそういうふうに受けとめられたとした

ら訂正しなければいけないと思いますが、９月７日

に所管委員会で、こういう不祥事を発生してしまい

ました、お詫びを、今後解決に向かって対応します

よという所管委員会の報告をさせていただきました

ということを申し上げましたが、だから行政報告を

しなかったという意味ではないということで、ひと

つその誤解は解いていただきたい。 

 行政報告を載せればよかったではないかという御

指摘に対しましては、顕著に受けとめさせていただ

き、行政報告にあるべきだったことにつきまして

も、十分反省をいたしたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １１番梨澤委員。 



 

 

○１１番（梨澤節三君） 関連になるのですけれど

も、きのう一般質問で合併支援プランの７７項目に

ついてお尋ねしたところ、本質は忘れていたという

ことのようですね。９月１３日に上川支庁から来た

と、それを忘れていたと。１２月の総務委員会で、

この市町村合併についての説明を企画課長からして

もらっているのですけれども、そのときこれを入れ

ていないのですよ。入っていないのですよ、説明の

中に。町長には、報告これ行っていないと思います

よ、これについての。こういうことについて、忘れ

たとか、おくれたとか、今のと全く同じ体質でない

のかなという感じするのですけれども、町長その辺

のところどのようにお考えになりますか。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） ただいまの御質問

にお答えをさせていただきますが、合併支援プラン

につきまして、たまたま忘れていたとかということ

ではなくて、あそこに総務省から来ている書類があ

ります。その中に、合併支援プラン７７項目などを

まとめたものが総務省の資料の中に入ってございま

す。そしてもう１点、釈明に聞こえるかもしれませ

んけれども、あそこの中にも、もしこれ以外の資料

についての合併に関する資料等につきましては、か

なり膨大になるものですから、企画調整課の方に置

いてございますので、もしお求めであれば要求して

いただければお見せできますよというようなことで

掲げてございます。 

 ということで、たまたま文章やなんかのすべてが

町長のところに、合併支援プランやなんかは決済い

ただいているところでありますが、そのほかの小さ

な合併やなんかの支庁から流れてくる資料等につい

ては、文書規定に基づいて町長の決済をいただいて

いないこともございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） あの件については、町長

がよくおいしいあめ玉と言っているのですけれど

も、私ら知らないのです。わからないのです。あれ

に書いてあるのです。ですから、ああいう大事なも

のについては、町長の決済を受けて、これは情報公

開のところへ出すか出さないかという、そういう検

討が必要ではないかと思うのです。ですから、２月

の道職員が来て説明をたときには、職員はそれをき

ちっと入れて持って来ているのですよ。こういうこ

とがあるのですから、皆さんこれ見て判断してくだ

さいよと。ですから、論議をうんとしてくださいと

いうことで来ているのですよ。そのままぼっとして

いたのでは、これからあれですけれども、正規に企

画調整課が合併の窓口になりますから問題はないの

ですけれども、こういうようなのはほかのことにつ

いても同じですから、きちっと選定区分というか、

やっていただきたいというように思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ただいま事務的な問題でご

ざいますので、私の方からお答えさせていただきま

す。 

 たびたび事務の不手際によりまして、不祥事等起

きているわけでございますけれども、この点につき

ましては、深くお詫びを申し上げたいと思います。

係る意見いろいろと出て、私ども受けてございます

ので、十分組織として、その辺のところ踏まえまし

て今後の対応に当たってまいりたいと思いますの

で、どうか御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １７番小野忠君。 

○１７番（小野忠君） 墓地の問題についてちょっ

とお伺いいたします。 

 これ所管でございますが、前回の所管委員会のと

きに説明はあったのです。具体的な説明は求められ

なかったということで、ぼんと言われたものですか

ら、全くわからなかったということだったので、こ

の間もっと説明をしていただきたいということ私は

言ったはずなのです。それで、今町長がいろいろと

御答弁なされいる中に、全く報告がないのだという

ような現状が続いているようであります。それで、

何事についても、このごろは何かちょっとおかしい

のでないかと。全く報告のないものが、この間も御

意見私出したはずであります。町長になぜきちんと

報告をしていかないのかと、専決するものは専決を

とりなさいという、すなわち条例もある。施策があ

ると思うのです。だけれども職員の方々が、なぜこ

ういうものをきちっと報告してやらないのか。 

 いろいろありますよ。まだまだ本当に私が言おう

とするならば、まだまだ職員の甘さのものはござい

ます。でも、きょうは言いませんけれども。こうい

う職員の甘さというのが、現実に出ているのでない

かと思う。だから厳重注意をしたということは、町

長どこまで厳重注意をしたかと。これはもう、あく

までもこの問題はここでごたごたする問題でなく

て、もうこれは減俸処理ですよ。完全にもう私たち

は減俸しますと、こういうふうにはっきりと表示し

てください。それで決まるはずだ。これいつまでも

この議論をして、腹黒い意見を出しやっこしてもだ

めですから。これは当然それはやるべきだし、今こ

のところに間違った若者の職員が、やっぱりもう少

し責任を持った今後の生き方があると思うのです。

これからの若い者なのだから、その人たちのやっぱ

りきちっとした処遇を与えなければ、今後こういう



 

 

問題がどんどん出てきても、いや注意処分で終わる

のだということができてくるのでないですか。こう

いう点をもう少し今後きちっとしてやっていただい

て、今私が言ったとおりに、この厳重注意処分だけ

でなくて、私たちもここで責任をとりますというこ

とを完全にもう表示してください。それによって皆

さんの御意見が決まると思いますが、どうでしょう

か町長。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番小野委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 私はちょっと誤解を受けているのかなと、町長に

何も報告がないわというように受けとめられている

ような気がしたのでありますが、決してそういうこ

とはございません。すべてのことに対しまして、私

の決裁がなければ物事が進まないと。そして、すべ

てのことに対する報告は、それぞれの全職員は、そ

れぞれの分野で報告をいたしますし、それに対し一

つ一つ指示を与え、あるいは文書決裁で残さなけれ

ばならないものは、文書決裁で残しているというこ

とで、決して報告がないということではありませ

ん。この報告につきましては、十分私は職員間との

連携は、過去よりもより一層綿密にとれてきている

なというふうに認識いたしております。 

 それから職員の処分の問題でありますが、これに

つきましては、私は人事権を預かる者として、この

職員に対する厳重注意処分をいたしております。１

案件につき２度の処分、３度の処分と、１度の処分

の過ちであったということにつきましては、私は２

度の処分を課するつもりはございません。厳重注意

処分ということが的確であったと私は判断をいたし

ているころであります。 

 しからば、その判断が管理者としての責任はどう

なのよという部分につきましては、十分私も反省を

し、私自身の責任についても、委員のおっしゃるよ

うに、私自身の責任を問えということであれば、私

自身もその責任を問うつもりでございます。 

○委員長（久保田英市君） ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） ただいまの件に関係しまし

て、私は先般の議会のときにこの問題が出て、新聞

報道されて、初めてその内容を知ったというのが現

実であります。できれば、そのようなことのないよ

うに、議員が新聞報道で知るというようなことのな

いように、あらかじめ全議員がその前に知るような

情報公開をお願いしたと思うわけです。 

 また、処罰につきましても、まあ厳重処分をされ

たこと、また１事件について重ねてまた処分するこ

とはできませんけれども、その内容がはっきりわか

れば、議員としての意向も町長にお願いすることも

できるのではないかと。それからでも処分をしても

遅くない。やっぱり議員が知らないというのは、所

管だけでわかっていればあとはいいというもので私

はないと思いますので、今後その点、全議員に諮ら

れることも必要ではないかということでお願いを申

し上げます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 吉武議員の御質問にお答え

申し上げます。 

 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、

こういう事態の内容につきましては、それぞれ解決

しなければならない問題等もあって、時間がかかる

点もございます。そういう点も、今回もこの件に関

しましては、一つの実害を与えたいうことで、果た

して職員にその休職権を求めることができるかとい

うような点もございまして、その辺の法令の実例等

もいろいろ調査をいたしたわけでございますけれ

ど、通常重大な過失があるという場合につきまして

は、休職権を求めることができるわけでございます

が、今回の件につきましては手違いだということ

で、重大な過失に至らないというようなことで、こ

のまままことに申しわけございませんが、町として

補償措置をしていくという形の中で対処をさせてい

ただいているところでございます。 

 そういう中で、非常に時間がかかったというの

は、その点のとこも、弁解ではございますがござい

ます。こういう点につきましは、非常に不名誉なこ

とでもございますので、今後こういうようなことの

ないように努めますけれども、万が一ありました場

合におきましては、速やかに議会等におきましても

御協議を申し上げていきたいというふうに思います

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 資料関係の質疑につい

ては。 

 １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 今助役の方から、これらの

調査、処理に時間がかかるということでお話があっ

たのですが、この今資料見まして、我々９月７日に

委員会で報告を受けて、それからなお調整をして、

後報告をするという案だと。この資料を見ますと、

９月１９日で経過がもうはっきりしたわけでしょ

う。それから今までかかかっているわけでしょう、

報告するのが。ですから、僕はこの９月１９日以降

の議会関係の中で、この報告が早くできていれば、

こんなに問題大きくならなかったと思うのですよ。

それが、もうこの前の議員協議会の関係等の中で出

てきたということから、なお議員の皆さん方が、何

だこんなにと、透明性もないしスピードもない、そ



 

 

ういうことを言われているので、これはやろうとし

てやったわけでない。結果的にこんな形になった。

そのために、また内部でこの８月から１１月のそれ

ぞれの体制を整えたということだから理解ができる

けれども、９月１９日以降、やはり速やかに議会に

報告をすべきだということを私は言いたいのです。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 中村委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 ここでも、最終的なまとめの中で、１４年の１月

というようなことで最終的なまとめをしたところで

ございます。先ほどもお答え申し上げておりますと

おり、いろいろな本人との交渉だとか、そういう面

にもかなりかかった。間違った事態はすぐ承知でき

たわけでございますけれども、その後の対応につき

まして、かなり時間を要している点もございます。

そういう点ございますので、またこの職員を処分す

るとは別に、休職権の問題につきましても、私がな

りましてから、その辺のところの法令等の根拠で、

実例、そういうものがないかということで調査を私

自身が命じた経緯もございます。なかなかそういう

事例が見つからないような状況でございまして、上

川支庁の方にも問い合わせをした経緯もございま

す。そういう中で、休職権の問題についてもかなり

時間を要したということで、私先ほど申し上げたわ

けでございます。 

 そんなことで、この事件の内容等につきまして

は、中村委員がおっしゃるとおり、速やかにその内

容を報告いたしまして、以後の対応については、そ

の後にやるといたしまして、こういう事態が起きた

ということにつきましては、議会の方に対しまして

も必要の都度報告を申し上げていきたいというふう

に思いますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 資料関係の質疑につい

ては、この程度にとどめたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、資料関

係の質疑を終了いたします。 

 この際、若干休憩をとります。 

──────────────────                
午前１０時１６分 休憩 

午前１０時３５分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 これより、議案の１ページから１０ページまでの

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） ないようですので、次

に事項別明細書、歳入、第１款、１８ページから１

９ページまでの質疑に入ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １８ページ、１款の町税

の件でございますが、個人の方は今回４.８％減の

予算でございますけれども、法人の方の法人税、

やっぱりこれ経営者の厳しさがこの予算にあらわれ

ているのかと思うのですけれども、この法人税の落

ち込み方マイナス４５％、１,７３０万円減になっ

ておりますが、法人税がこのような落ち込みとなる

とすれば、何か手を打たなければならないのでない

でしょうか。企業が先細りになっていってしまうの

でないかと思って大変心配なのですけれども、約こ

の半分の落ち込みをどのような分析をされているの

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（上村延君） １５番村上委員の質問に

お答えします。 

 法人税につきましては、法人税割で１,７３０万

円減となっておりますが、その理由としましては、

長引く不況で企業収益が落ち込んだことによりまし

て、国に対する法人税額が下がったため、この影響

で法人税額の減額となりました。 

 町は、国に納入する法人税額の１４.７％をいた

だいておりますので、それで減額となった理由でご

ざいます。 

○委員長（久保田英市君） 他にございますか。 

 １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） １款の町税の関係でござい

ますけれども、１２月の定例で明らかにした不納欠

損、１０年間で３,７７１万円、それから滞納額が

７,６１１万円というようなことの報告をしていた

だいたのですが、この中で不納欠損５年の時効でご

ざいますけれども、分納の誓約を交わした滞納額の

中で、どのぐらいあるのかというのが１点。 

 それから、分納誓約を交わせば、５年の時効はど

うなるのか、というような２点についてちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（上村延君） １番中村委員の質問にお

答えします。 

 分納はどのぐらいあるのかの質問でございます

が、町税につきましては、分納は多数ございます。

それで分納の契約というか、誓約書は取っておりま

せんけれども、分納されている方は何十件もありま

す。誓約書いただいても、それでまた中断されるの



 

 

かという御質問だと思いますけれども、幾らか分納

されて、された時点で中断されますので、それから

また５年間ということになります。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） たまたま音更の議会だより

を見たのですね。そうすると、分納誓約書をとれ

ば、５年の時効はないですということで、音更の議

会で理事者が答弁しているのです。ですから、今税

務課の職員が一生懸命町税の徴収に御苦労される。

それから、期を決めて役職者の課長でプロジェクト

つくってやっていると。ですから、不納欠損をなく

すために、僕は正式に分納誓約書を提出をすれば、

５年間の事項がないということだから、であればそ

れをきちっととっていって、不納欠損の処理をでき

るだけ少なくして徴収増を図るということを具体的

に考えていかなければならないのでないかという気

がします。その点で、ただ分納で１,０００円だ、

５００円だともらうのでなくて、きちっと分納誓約

書をとってよっていけば、５年の時効はないという

ようなことを音更の議会だよりの中で載ってました

ので、そのことをちょっと確認したかったのです。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 中村委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 ただいま中村委員がおっしゃるとおり、分納の誓

約を受けまして、そこから５年間という形になりま

す。これは法的な取り扱いとして、そのようになっ

てございます。 

 ただ、不納の欠損の関係につきましては、居所不

明だとか、そういうことでいわゆる納税者が確認で

きない場合という点がございますから、その場合に

つきましては、一定期間とりまして、その辺の確認

行為を、もうこれ以上納入が見込めないという段階

で不納欠損の処分をするという手続になってござい

ますので、御理解いただきたいと思います。 

 したがいまして、今滞納のいわゆるプロジェクト

を設けまして実際にやってございますが、そういう

中でやはり誓約書なりをいただいた中で、きちっと

そのいわゆる開始時期等を明確にしておかなければ

ならないというふうに考えておりますので、そのよ

うなことで今後対応してまいるという考えでござい

ます。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 個人個人のそれぞれ税が

落ち込んでいます。給与等の引き下げ等や、景気に

かかわっての部分が大半かなというふうに思いま

す。そこでお伺いしたいのは、今後なかなか先行き

が不透明で予測つかない点があるかと思いますが、

まだ個人、法人税等あたりが税収が落ち込むという

ような予想がつくかと思いますが、大体これ今後ど

のような推移でなっていくのかという予想は立てて

おられるのか、この点。 

 それと、国有資産所在地の交付金が２００万何が

しが減っておりますが、これの算定の根拠と、どう

いう理由のもとで減額になったのか、この点。 

 それと、ここでさらにお伺いしたいのは、要介護

認定者における障害者控除の対象の問題でありま

す。通常でしたら市町村が、いわゆる簡単に言え

ば、障害者であれば控除の対象が受けられるという

ふうな通達がなされております。近年、いわゆる介

護を受けている方にも障害者の認定の控除が受けら

れるという厚生省等の通達が出されています。こう

いう実態を御存じかどうか、まず。 

 また、こういう要介護認定者の控除対象という形

の中で、これが該当になると思いますが、その点に

ついて伺っておきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（上村延君） 米沢委員の質問にお答え

します。 

 個人個人の税収の落ち込みは、また予想はという

ことなのですけれども、落ち込みの理由としまして

は、平成１３年度の給与所得者、公務員の人事院勧

告が０.０８％でありましたが、基本給の改定見送

り、期末手当０.０５カ月分減額等のため、１,３９

８万８,０００円の減額となったわけでございま

す。 

 今後につきましては、またこれからのことだと思

いますけれども。 

 それから、固定資産税の国有資産等所在市町村の

交付金、防衛施設局の２９２万２,０００円落ちた

理由なのですけれども、減額の理由につきまして

は、平成１４年度は国有資産台帳の５年ごとの改正

に当たるため、見直しされ減額となったわけでござ

います。それで、４階建て、５階建ての官舎があり

ますが、減価償却のため価格が落ちたことと、東町

官舎の老朽化が激しく、住んでいない状況によりま

して落ちたわけでございます。 

 それから、要介護の障害控除につきましては、普

通控除といたしまして、常に就床を要し複雑な介護

を受けている人を障害控除と認めております。これ

は２７万円控除されます。 

 特別控除は、６カ月以上の就床を要し、介護を受

けなければみずから排便などをすることができない

障害者の方に対して４０万円の控除となっておりま

す。 

 通達についてはありませんけれども、確定申告の

手引という本がございまして、それによって控除し



 

 

てございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の最初の御質問に

お答え申し上げたいと思いますが、いわゆる税の見

通しの関係でございますけれども、現下のこういう

経済状況、厳しい状況でございます。そういう中

で、税収の見込みというのは極めてその懸念をされ

る状況にございます。さきに配付させていただきま

した中期財政計画の中におきましては、１３年度の

決算の状況等を見た中におきまして、１４年度にお

きましては、ここに掲げている予算よりも約１,２

００万円がまだ見込みとして見込めるのでないかと

いようなことと、それから１７年度以降につきまし

ては、国におきましては、今いわゆるデフレの対策

というようなことから、景気対策を１７年以降にそ

の効果があらわれるというようなことで、いわゆる

経済成長率を２.５％名目で掲げているわけでござ

います。そういう点も加味しながら、１７年度以降

につきましは、この景気が回復するというような国

の方針に基づきまして、税収の面につきましても若

干上積みをさせて見ている状況にございます。 

 現下の状況におきましては、この辺のところが果

たしてどうなるかという不安はありますが、私ども

の財政見通しの中におきましては、そういう考えの

もとに試算をさせていただいている状況でございま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 今税務課長の答弁により

ますと、要介護認定者についても控除の対象になり

ますという方かというふうに思います。この根拠

は、所得税法の施行令の第１０条に基づいて、精神

または身体に障害のある年齢６５歳以上の人は、市

町村長の認定により障害者手帳などの有無にかかわ

らず、障害者控除の対象者となり得るという根拠か

ら出てきているわけです。これが、今社会的に要介

護認定者がふえまして、こういうところにも控除の

対象がならないのかというところで、これはどうな

のだろうということで調べた結果、厚生省の社会局

長の通達の中で、都道府県知事に対して、対象とな

る高齢者に対する趣旨徹底に遺憾なきよう特段の配

慮をされたいという旨の通達が出されていると思い

ます。これ、ぜひ調べていただきたい。 

 どういう方が対象になるかというと、例えば普通

控除で言えば、大体１、２級が２７万円、３から５

までの人が特別障害者控除という形の中で４０万円

対象になるということが明らかになっています。と

ころが、ここで問題なのが、こういう制度はあるの

だけれども、地方自治体でしたくないから、いわゆ

る常に就床、いわゆる寝ている人が対象だと。寝起

きできる人は、これはだめですよという判断のもと

で制約する自治体も出てきております。しかし、厚

生省等の通達であれば、寝ている人であっても起き

ている人であっても、障害者認定なんだからこれは

控除の対処になりますよということが言われている

と思いますが、これはこういう条文からいけば、当

然そういうふうな解釈になると思いますが、助役さ

んどういうふうに解釈されるかお伺いしたいのと、

それとこういう通達があっても知らされてないとい

う問題、知らないという問題。今介護者の方は、相

当いろいろな形の中で経費がかさんできています。

わずかな出費でも所得がない人にしてみれば、大変

なやっぱり生活にしわ寄せが来るという状況の中

で、この障害者控除というのが、大変該当になれば

うれしいという声が広がっています。そういう意味

で、町においてもこういう制度がありますよという

ことを周知徹底する。きちっと介護認定者に至って

も、通達するということをやる必要があると思いま

すが、この点についてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 まことに不勉強で申しわけないと思いますが、い

わゆる法令等によりまして、そういう対応の措置

が、私承知まだしてございません。そういうような

通知が参っているとすれば、その辺のところ十分研

究させていただきまして、やはりこの障害に特別な

そういう条件を付しているということでございます

ので、その辺のところ十分意を踏まえまして今後判

断させていただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に、歳入、第２款、

２０ページから第９款３５ページまでの質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ２６ページの国有提供資

産のいわゆるかかわる助成交付金についてお伺いい

たします。 

 これは、近年減るような感じにも見受けられま

す。これにかかわって言えば、演習場、飛行場及び

弾薬庫等にかかわる燃料庫も含めてですが、それに

かかわる固定資産税の評価に対して、地方自治体に

交付されているというふうに思います。現況で言え

ば、いわゆるこれ政策的な配慮もありまして、その

米軍の演習が多いところだとか、いろいろな問題が

ありますが、現状ではこの固定資産にかかわる評価

額と実際の評価額に対してこういう算定になってい



 

 

ると思いますが、その関係についてお伺いしたいと

いうふうに思います。 

 本来であれば、基準の税率に基づいて評価されな

ければなりませんが、こういう特殊な事情だという

ことでの軽減という形の中で、別枠で税率が制定さ

れています。今税収が落ち込みという状況の中で、

こういった部分のやはり税収の確保という点でも、

交付金の確保という点でも非常に大切だと思います

が、この点についてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 国有提供の関係につきましては、委員も議員歴長

いわけですけれども、この辺の関係につきまして

は、資産割として７５％が評価される、それから２

５％につきましては、地域事情によりましていわゆ

る地域の財政需要等を見込んだ中で国が判断する部

分に分かれてございます。 

 今回落ち込んでございますのは、資産評価５年に

１回やってございまして、その辺の関係で落ち込ん

できております。御存じのとおり、国全体として

は、土地の評価だとか家屋の評価だとかと、そうい

う点で若干下がり気味な状況にございます。そうい

う観点で、うちの町におきましても、昨年この見直

しにかかりまして、今年度このような形で落ちてき

ているところでございます。 

 いわゆる２５％の部分の政治的な配慮の部分につ

きましては、町長も上京するたびに関係の省庁等に

もこういう点で特殊事情にあるというようなことで

要望を申し上げている経緯もございますので、この

点、こういう財政厳しい状況でございますので、そ

の辺のところにつきましては、今後も対応をしてい

きたいというふうに考えておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に、歳入、第１０

款、３６ページから第１２款、４７ページまでの質

疑に入ります。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 小澤課長にお尋ねします。 

 実務担当なので、ＯＢで大変恐縮でありますが、

４６ページから４７ページの耕地費の委託金３００

万円、１３年度の調査ということで、相当額の委託

金を受けてきてますけれども、しろがねについて

は、御案内のとおり終盤を迎えようとしている今、

何を調査するのか。対して支出が１５０万円ないの

で、恐らく職員の能力で処理、対応できるという考

え方だと思うのですけれども、実績報告が伴わない

のか伴うのか。人件費相当額に財源内訳なっている

と思いますけれども、いずれにしましても何を調査

するのか。 

 それから、フラヌイ事業中止しておりますが、事

業遂行しないのに、今さら何を調査するのか。これ

は憶測で大変申しわけないのですけれども、ダム用

地用買終わっているので、上富良野町はきのうの説

明によりますと３億５,０００万円負担する、美瑛

町は一銭も負担しない。となれば、用地が国有地と

上富良野町有地と分けて調査するのかしないのか、

その辺期待しているわけですけれども、いずれにし

ましても白金１５０万円、フラヌイ１５０万円、こ

の事業の内容をお知らせいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚委員の御質問

にお答えをいたします。 

 ４６ページのしろがね地区の土地改良事業調査、

それから国営フラヌイ土地改良事業の調査でありま

す。 

 まず、しろがね関係でありますけれども、平成１

４年度をもって完了するわけであります。一部残工

事、いわゆるパイプラインの設置等が残っておりま

す。それに対しますいわゆる地元の調整等をこれか

ら行わなければならないというような業務も残って

おります。それらに対する委託であります。それか

ら支払いは、支出の方は人件費等に充当させるもの

であります。それから、実績報告についても、当然

しなければならないというふうに思っております。 

 それから、フラヌイの関係でありますけれども、

１７年完了予定でありますけれども、しろがね事業

と、それからフラヌイ事業の関係が水の共用をする

ということで１本になると。施設が１本になるとい

うようなことで、それらの共用がございます。した

がいまして、日新ダムからフラヌイ事業の関係で、

パイプの接続等が実は事業として残っております。

水が来るのはしろがねから来ます。それで日新ダム

に入ります。日新ダムから、申し上げれば旧草分土

地改良関係の区域になりますけれども、ここへ水を

配水することになると。したがいまして、ここ日新

ダムから以下のパイプの接続がありますということ

でございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 小澤課長の説明どおりなの

かもしれません。そう理解しなければならないと

思っています。が、１３年度においてもしろがねに

ついては調査しますよと、二千数百万円もらってい

るはずなのですよ。それで終わりかのように説明さ

れてきているわけですよね。引き続き同じようなパ

イプライン残工事があるということは、いつまで



 

 

いったら、１５年で終わるというのに１６年もいく

のか、こんな感じすら持たされるわけですよ。その

辺の関連がどうあるのか、引き続き残があったのだ

ということで理解したいと思いますけれども。 

 それから、フラヌイについては、表現なのですけ

れども、あくまでも名称はフラヌイともう消えてい

るわけですよね。開発がその名称をまだ呼称を使っ

ているとするならばそうなのかもしれませんけれど

も、あくまでもいわゆる今の日の出ダムの機能を、

４５万トンしか水入らないのにから、今の説明聞け

ば日新ダムですか、日の出ダムですか、日新ダム

ね。 

 では、質問続けさせてもらいます。なぜそのフラ

ヌイなのか、なぜ廃止した事業名をこれに使うの

か、その点についてお知らせください。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚委員１点目の

しろがね事業の関係であります。いずれにしても１

４年完了であります。昨年、１３年度は工事という

か、事業の実施中であります。残工事としては、１

３年度よりはありませんけれども、１４年度として

若干残るということであります。昨年御質問のよう

に２,８００万円程度の委託料来てますけれども、

これはほとんど人件費に充てたという状況になって

おります。今年も一応１３年度当初予算１５０万円

程度見ましたけれども、今後内容によってはふえる

可能性もあるということで御理解をいただきたいと

思います。まだこれにつきましては、開発の方とも

調整はしておりますけれども、どこまで事業が進む

のか、いずれにしても終わりますけれども、期間中

どこまで行くのかという今後進めていくことであり

ます。 

 それから、フラヌイの関係でありますけれども、

名称は国営フラヌイ地区ということで名称になって

おります。いずれにしましても、先ほど申し上げま

したように、１７年で完了の予定でありますので、

そういうことになっております。 

○委員長（久保田英市君） 他にございますか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ４２ページのいわゆる国

庫支出金の負担金の問題でお伺いいたします。 

 ここで保育所の運営費という形で、それぞれの施

設に運営費１人当たり単価何ぼという形で来ており

ます。これ近年、さほどこの基準が変わってないよ

うに見受けられますが、この施設規模、例えば中央

保育所で言えば９０人、西で言えば４５人、わかば

で言えば６０人だというふうに思いますが、何％か

上乗せもありますが、その施設規模によって、この

保育単価というのは変わるのかどうなのか、具体的

に例示を示していただいて、こちらの方に示してい

ただきたいと思います。 

 それと、わかばのように民間に委託している場

合、この部分については、さらに特例加算という形

の中で、何かいわゆる人件費等にかかわる部分等の

上乗せもあるかと思いますが、これは過去５年前か

ら比べて、率としてどのぐらい経費が上がっている

ということで、それにふさわしい単価で上がってき

ているかと思いますが、どのぐらいの率で毎年上

がってきているのか、この点をお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の施設規模により保育単価が変わる

のかという御質問でございますが、通常の部分につ

きましては、これは年間の支弁額という基準額で

もって、それぞれの基準に基づいた設定で措置費と

いうものが積算されてございまして、ただ保育単価

につきましては、乳幼児と、それから３歳児以上と

か、それぞれの年齢階層によって、この保育単価と

いうものは額が違います。乳幼児の方が保育単価は

高く設定されているところでございまして、入所の

定員によって保育単価が設定するということでない

ということは、まず御理解いただきたいと思いま

す。 

 それから、２点目の民間のわかばの例を御質問で

ございますが、これにつきましては委員の御質問の

とおり、民間につきましては職員の給与改善等の部

分で、公設の保育所よりは高い額で設定されてござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 課長の押さえとしては、

規模にかかわらず均一だと、保育単価というのは均

一だということなのですが、それでは何か、この間

担当者に聞きましたら、いわゆる規模によって、人

員によってかかる経費、少なければ少なくなるほど

かかる経費は、１人当たりかかる経費というのは多

くなりますよね。そういうことも含めて、人員規模

によって、その保育単価も当然乳幼児であれば高く

なるけれども、その変化があるのだということの説

明があったのですが、今担当の課長の中では、それ

はないと、規模の大小にかかわらず同じだというこ

となのですが、そこら辺はどういう見解なのか、も

う一度確認しておきたいと思います。 

 それと保育単価の率は、その過去５年から見て、

いわゆる今年度どのぐらいの率で毎年上がってきて

いるのか、例えば具体的な例示で、乳幼児であれば



 

 

５年前はこのぐらいの単価でしたと、今回比べたら

このぐらいの単価です、この点を聞きたいわけで

あって、これは町の近年持ち出しが多いという状況

の中で、やはりそれにふさわしいような措置という

のがなかなかされないというところで、どこの自治

体もこの分にふさわしいような措置単価を求める運

動も広がっているわけで、こういう実態をまず私聞

きたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 先ほどの御質問に

答弁漏れございました。 

 前年度、これまでの年度からどれぐらいの推移が

あるのかということについては、後ほど資料を取り

寄せまして御答弁させていただきたいと思います。 

 それから、先ほど施設規模によって単価は変わら

ないというお答えをさせていただきましたけれど

も、ただ加算の部分がございまして、例えばちょっ

と例を申し上げます。先ほど入所定員によって、そ

の基本額については変わらないというお答えさせて

いただきましたけれども、ちょっとお答えした部分

について訂正をさせていただきたいと思います。 

 例えば、乳児につきまして、ゼロ歳児ですね。ゼ

ロ歳児につきましては定員９０名、中央保育所でご

ざいますけれども、ここについては１５万３,３８

０円、それからこれ小規模保育所という形になりま

すが、西保育所、４５人以上９０人未満の保育所に

つきましては、今のゼロ歳児の部分については１６

万８,９３０円ということで、小規模の部分につい

ての上乗せといいますか、加算的な分が、要素が含

んでございます。先ほどのお答えに対して、大変申

しわけないと思います。 

 そのほかに、障害児の子供さんを受け入れたとき

には、加配といいまして障害児の部分の単価も国庫

補助の中で算入されるというような形になってござ

います。 

 前年度、これまでの年度等については、後ほどお

答えさせていただきます。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進みた

いと思います。 

 次に、歳入、第１３款、４８ページから第１４

款、５５ページまでの質疑に入ります。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ５５ページ、利子及び配当

金ですね。これまた知っているくせにと思われる懸

念もいたしますが、大変申しわけないのですけれど

も、野菜価格安定基金利子、これの現在積立額は幾

ら、資料もらっているはずなのですけれども、飲み

込んでませんので、幾ら残高になっているのか。こ

の１００万円だけ突出しているのですよね、この低

金利時代に。安全かつ有利という精神から、この金

額になっていると思うのですけれども、できればこ

の際情報をキャッチしておきたいというようなこと

で、どうしてこの１００万円も突出しているのか、

その点をお尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚委員の御質問

にお答えをいたします。 

 この１００万円に対する積み立ては、１億円にな

ります。それから、この１億円に対しまして１％の

利子で１００万円ということでございます。内容的

には、今この預貯金にいたしましても利息も低いわ

けでありますけれども、預け入れ先農協であります

けれども、その野菜の振興というようなことも兼ね

まして１％という、今の時期にしては高い金利で行

うものであります。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） この際お尋ねしておきたい

と思いますけれども、１億円ですね。これは期間、

書きかえありますよね。今日１％の高率の預金は、

定期については皆無だというふうに思うわけですけ

れども、これいつの定期、農協さんに積み立ててお

りますよね、その辺。 

 それと、これに限らず基金の、収入役にお尋ねし

ますけれども、自分もその経験をさせてもらった立

場にあるのですけれども、社会情勢が変わって、経

済情勢も変わってきていることは御理解いただける

と思うのですけれども、４月からペイオフになりま

したよね。農協に１億円預けたい。こんな関係含め

て、基金の保管について、ペイオフ対策に対して、

収入役が現金管理しているわけですから、その辺の

ところこの機会にお知らせいただければ幸いだと思

います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚委員の御質問にお

答え申し上げたいと思います。 

 この基金は、御案内のおり野菜価格安定基金とい

うことで、野菜のこの果実運用ということで、その

事業に農協とともに運用するというようなことで、

従前から１％という形でずっと継続してございま

す。現段階におきましては、今の町の農業振興計画

の中におきまして、この事業が推進される最後とい

うのは、一応は１５年になってございます。それ以

後継続するかどうかにつきましては、またこれから

の話になりますけれども、従来その野菜価格の中

で、その費用を捻出するために、こういう有利な形

でのことを農協にお願いしながら、ともにこの辺の



 

 

ところの果実の運用を図っていくという中でやって

いるものでございまして、そういう面におきまして

は、ペイオフ始まって１億円も預けてどうなのかと

いう心配は、農協が万が一つぶれるというような点

あれば心配なのでしょうけれども、今の状況におき

ましては、農協自体でも別な保証機構を持ってござ

いまして、その中で同じように１,０００万円まで

の補償はされるわけでございますけれども、１億円

ということで相当な額でございますけれども、現状

況におましては、農協がつぶれるようなことはない

なというふうに判断はいたしております。 

 一つの町と農協の野菜の事業の展開の中で、こう

いうような措置をさせていただいているということ

で御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 野菜については了解いたし

ますが、では他の基金についての基金管理につい

て、４月ペイオフの対応に対して町長の考え方、収

入役をもって管理していると思います。その辺の考

え方お聞かせください。 

○委員長（久保田英市君） 収入役。 

○収入役（樋口康信君） ３番福塚委員のペイオフ

の関係についてお答えいたします。 

 さきの議員協議会の中でも資料で説明をさせてい

ただいたところでございますけれども、町におきま

しても、一般の預金者と同じようにペイオフの対象

なると。それで、本年度につきましては定期預金、

来年度からは普通預金も対象になってくると。そう

いう中におきまして、まず安全性を第１にというこ

とで、今後の預金の保管については考えているとこ

ろでございます。 

 それで、庁内にも公金管理検討委員会等を設け、

その中で預け入れ先についてもまた検討していきた

いというふうに考えてございます。 

 それから、定期預金等につきましても相殺するこ

とが一番いいのかなと。と申しますのは、町の方で

銀行から借入金の部分もございます。それとこちら

で預けている預金と相殺することが一番町のリスク

もないのかなと。そういうことも入れながら、今後

ペイオフの対策に当たってまいりたいというふうに

考えています。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 他にございますか。 

 １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ５５ページの職員住宅貸

付料ですが、これは労働組合というあれで、まだ無

料で貸しているのですかね。あそこは、あれが建ち

ますから、いずれ立ち退きとかそういうことになっ

ていくのかなと考えられるのですけれども、取り壊

しになればですよ。商工労働会館ということで、あ

そこに入れば入れてやればいいではないですか。あ

そこにセントラルプラザなんて言っているのですけ

れども、これ昔から商工労働会館という本来なら名

称なのです。だからあそこに、あの方たちに入って

もらう。 

 私嫌なのは、顔見られたくないのでないかと思っ

ているのです。だからああいうところにぼつぼつと

入っているのでないかと思うのですよ。遠慮なくあ

そこに入って、そしてやらせるようにしたらいい

じゃないですか。労働活動でも何でもやらせたらい

いじゃないですか。こそこそやるから変に変にと勘

ぐられるのですよ。というように思うのですけれど

も、この職員住宅の貸し付けは、まだ無料でやって

いるのですか。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １１番梨澤委員の職員

住宅の貸付料につきましての御質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 まず、この職員住宅につきましては、宮町にござ

います職員住宅、延べ６戸の住宅の貸付料というこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

 それと労働会館の関係につきましては、今までも

御説明申し上げてますとおり、その内容で今現在も

取り進めているところでございますので、御理解を

いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ちょっと不勉強なもので

すから、１点お伺いいたしますが、町に示されまし

たペイオフ対策という形で、いわゆる現行は原資を

預託して、それに対して貸し付けるという方法を

とっておりますが、今後利子補給制度に移管すると

いうような表現が書かれていますが、これによって

与える影響や、いろいろなマイナス面とプラス面と

いうのは当然あるかと思いますが、こういったとこ

ろはどういうふうに評価されているというか、内容

になるのかちょっとお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １２番

米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 現在、商工では空知信組さん、それから旭川信金

さんにそれぞれ融資を行って、町の中小企業者に対

する融資を行っていただいているところでございま

すけれども、現在、ことしは定期から普通預金に融

資額を移しまして、１４年度は運用しようというこ

とで整っておりますけれども、１５年におきまして

は、今御質問にあったとおり、そういった１,００

０万円までというふうな規定もございますので、利



 

 

子補給のみということにしてまいりたいということ

でございますけれども、金融サイドから申せば、引

当金等の原資がなくなるわけでございますので、よ

り一層貸し付けに対するものが厳しくなるのかなと

いうことがマイナス面。 

 それからプラス面としては、今申しましたとおり

そういったことの事態におても原資が守られるとい

うメリットがあるというふうに承知しております。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の御質問にちょっ

と補足させていただきますけれども、いわゆる預託

方式とっていて今後どうするのか、利子補給制度に

ついて預託しない方法ということで基本的には考え

てございますが、ただいま課長申し上げましたとお

り、ことしにつきましては普通預金がまだペイオフ

の外でございますので、今年度は普通預金の中で対

応していくということで考えてございまして、１年

この期間ございますものですから、町としては利子

補給制度で預託方式をとらない方向で各銀行に働き

かけをしていきたいというふうに考えてございま

す。 

 この１年間、そういう中での対応措置をしていき

たいなということでございますので、リスク等の関

係につきましては、こういう時世になってきており

まして、銀行本来の状況に戻っている中で、非常に

中小企業等におきましては、大きな影響を受けてい

るというような点は踏まえているところでございま

す。その点も踏まえまして、この１年間そういう

ちょっと研究をさせていただきたいというふうに

思っておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進めた

いと思います。 

 ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） ５１ページなのですが、

ちょっとわからないのですけれども、この農林業の

補助金、米穀計画出荷推進費交付金という、これ４

０万円なのですけれども、これどういう目的で出さ

れてきているのかちょっと御説明をお願いしたいと

思うのです。それ１点お願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 西村委員の御質問

にお答えをいたします。 

 この米穀出荷推進交付金につきましては、町で昨

年度で申し上げますと８００ヘクタールの水稲が作

付されております。それに伴いまして、約７万俵程

度の米が出されておりますので、それらの調整をす

るというようなことで、全額道費ということで受け

ております。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進めさ

せていただきます。 

 次に、歳入、第１５款、５６ページから第１９

款、６７ページまでの質疑に入ります。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ６５ページ、雑入、交通安

全損害賠償補償保険金１００万円、従来このたぐい

の予算については、節で計上されたところだと思い

ますが、思い起こしてみるときに、１３年の事故の

発生の状況からかんがみまして、事故の皆無という

ことは終局の目的であって、どうしてもこれだけの

職員、車両の台数からいったら、ここで計上するこ

とになるのかと思いますが、単独事故の場合、１３

年度になって日の出山で単独事故起こしましたね。

そのとき総務課長の説明では、保険の歳入、受けは

既に既定予算の中で配慮していると。歳出について

は、既定の予算で支払いできるという説明を承って

経過しているわけですけれども、保険金が単独事故

の場合は、処分書を議会で議決することがどうだっ

たかなと。この際、専決処分書、単独事故の場合は

議会に議決を求める要があったのかなかったのか、

その辺を承知したい。 

 それと、いわゆる保険金で直すことができたのか

どうか。したがって歳入歳出、この日の出山の単独

事故に対する経費の関係をお伺いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ３番福塚委員の２点の

御質問にお答えします。 

 まず、１点目の議会への報告の件でありますが、

この件につきましては、自治法の９６条の規定によ

りまして、町が損害賠償を行う場合には、議会の議

決を要するということになってございまして、その

規定に沿いまして、本町におきましては自治法の規

定に基づきまして、交通事故に係る損害賠償の額１

００万円までにつきましては、町長において専決処

分することができる旨の御承認を賜っているところ

であります。したがいまして、自損事故等につきま

しては、この範疇ではないということで、議会のそ

のたぐいの報告は、実態としてはしてないところで

ございます。 

 ２点目の自損事故の関係で、保険金で賄えたかに

つきましての御質問でありますが、一応予算につき

ましては、委員おっしゃるように、歳入歳出におき

まして自損事故につきましても、事故があるという

ことを想定することはいかがなものかと思います



 

 

が、今のこの時代に、最終的にはなかなか自賠責で

カバーできない等のことがありますので、任意保険

に加入しているのが実態でございます。 

 そういう中で、自損事故につきましても、結果と

しまして、歳入歳出におきまして５０万円の予算を

想定したところでございます。 

 御質問の件につきましては、実際には６０万円の

費用が伴ったわけであります。これにつきまして

は、任意保険の加入の中で車両の評価をしていただ

いているところでございますが、その範疇で修理が

可能ということでございまして、したがいまして、

結果としましては、車両保険におきましてかかった

費用全額が補てんされたということでございます。 

 しかしながら、予算的には、冒頭申し上げました

ように、５０万円という想定のもとでございますの

で、これらの既定の予算、それとそのことに伴いま

す実績の結果、予算の更正するか等につきまして

は、今後全体の中で判断をして対処してまいりたい

といういうふうに考えているところでございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ただいま説明受けて了解で

きるわけですけれども、町長、これも人事管理の観

点から考えて、少なくとも単独事故といえども、行

政報告の中で町長の姿勢として、やはり報告する責

任というものがあったのでないかと自分は思うわけ

ですよ。その点については、町長いかが感じておら

れますか。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚委員の行政報告の

内容すべてにわたっての考え方かなというふうに

思っておりますが、行政執行上における行政報告、

これらについてどの部分を報告をし、どの部分を報

告から省くかというようなことにつきましては、そ

れぞれの中で判断をさせていただいているところで

ありますが、やはり委員から御質問にありますよう

な経過のものについては、今後行政報告の中に取り

入れるべきが妥当であるというふうに再認識をしな

がら、今後の行政報告のあり方について十分対処し

ていきたいというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 町長から、まことしやかに

本当に人事管理上における不祥事についての前向き

な答弁を聞いて信頼を、自分としてはですよ、町長

はどう受けとめて評価しているかわかりません。自

分としては、極めて心強く頼もしく思っているわけ

ですけれども、ただ行政報告の中で町長がするもの

は決まっているわけですよ。整理するとか整理しな

いというものではないと思うのですよ。他人事でな

いと思う。行政的に上富良野町長としての限界は、

おのずとはっきりしていると思うのですよ。そこで

整理して行政報告する、しないということは、おの

ずと何かしら大意があるのでないかと、みずからで

すね。そういう物差しを当てるような考え方につい

ては、町長らしくない。整理することは行政報告で

何もないと、私はこう思うのですけれども、しつこ

いようで大変恐縮ですけれども、いかがですか。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 行政報告の内容を整理する

という意味でなくて、行政報告というものについ

て、今後十分報告すべきもの、行政報告の中で報告

をすべきもの、そして行政報告の中で報告しなくて

も済むと申しますか、しない部分、そういうものを

判断して対応したいということを申し上げているの

でありまして、すべての行政経過報告をするという

ことになると膨大になります。それをできるわけで

ありませんから、その中で整理をするものは整理、

決して隠すものを隠そうという意味で申し上げてい

るのでなくて、そういう中にあっての精査というこ

とを申し上げているということで御理解いただきた

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番、小野委員。 

○１７番（小野忠君） この問題については、私さ

きの委員会で、議員協議会等で指摘した問題なので

すが、これ総務課長にお伺いしますが、総務課長に

私はお伺いしたときには、条例があるのだと。それ

で１００万円以下においては、町長の専決をいただ

いて報告の義務はないのだと。ですけれども、私は

聞いたのは、義務はなくても歳入歳出がなぜ出ない

のだということをお聞きしたはずなのです。ただ難

しいことは言ってません。なぜ歳入歳出が出てこな

いのだということを私お聞きした。ところが、それ

が出てこなかった。金額も出てこなかった。このぐ

らいのことで金額は６０万円もかかっているのです

から、あの日に十何万円の補正さえ、賠償金の問題

さえもやったでしょう。専決処分やったでしょう。

十何万円、これは人身事故がないからいいけれど

も、人身事故ないからそれはいいんだという考え方

が、私はおかしいではないかと言って総務課長にお

話ししたことがあるでしょう。それは条例あるで

しょう、ちゃんと。でも、町長の専決がされなけれ

ばならない。町長の専決を受けて、初めて報告はし

なくても歳入歳出に出さなければならない。何で平

成１３年の７月に事故起こしたものが、どうして９

月にも出てこない、１０月にも出てこなかったので

すか。おれそれを言っているのですよ。ですから、

６０万円かかったの聞いてます。これ１２月１３日

にお払いした。だから保険から幾ら入って、そして

何ぼ払ったという報告ぐらいあったって知るべしで



 

 

ないですか。ところが、それに全然補正に出てこな

いということは、カムフラージュしているのでない

ですか。また言葉悪くなる。また宗男さんと言われ

たら困りますからね、言いませんけれども、それら

ちょっともう少し総務課長考えてください。私たち

わからないから聞いているんだよ。そのわからない

のに、そうやってあんた言っていたでしょう。だか

らおかしいと言う。そのぐらいのこと私だって幾ら

か知っているんだわ。だからお聞きしているんだか

ら。言うたでしょう、どうですか、どうして出さな

かったのですか。７月ですよ、７月。７月の日にち

言いますか。そのときに事故起こして、そうして

直ったのが農協に入ったでしょう、１回は。農協で

きないんだ、金かかるから。平成６年車の車ですか

ら大変でしょう。だからこれ５０万円しかもらえな

いのですよ。６年車ですから、あれがないから。そ

れで１０万円は負担したと思いますよ。それで１２

月１３日にお金払っているんだよ、ある整備工場に

ね。そうしたら、その前にもう決定して、保険金来

ているのだから何とかいい方法なかったのですか。

だから私聞いたのですよ、どうなんですかと。別段

そんな難しいこと聞いていません。その説明、私は

間違っていましたか、御意見ください。何も私は悪

いこと言ってません。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 たびたびこういう形の中で意見を交換するという

のは、まことに残念でありますけれども、基本的に

総務課長先ほどちょっとお答え申し上げております

けれども、第三者に損害を与えた場合につきまして

は、損害賠償となりまして、９６条の議会の議決要

件として、議会の議決を受けなければならない。本

当は、こういう交通事故というのはあってはならな

いわけですけれども、こういうパーセンテージ的に

起きているという観点から、議会におきましては、

１００万円以下のものについては、ひとつ町長に専

決事項として委任しましょうという形の中で取り扱

いをさせていただいております。この第三者に損害

を与えたものにつきましては、一番早い時期に議会

に報告するという形をとらさせていただいておりま

すのが１点でございます。 

 今、小野委員が御質問ありましたのは、自前で自

分でいわゆる事故を起こした、車庫にぶつけてやり

ましたよ、あるいは山のところで管理が悪くてぶつ

けてしまったというものにつきましては、予算措置

の中で対応させていただいているわけでございまし

て、いわゆる自損のものにつきましては、町長の裁

量の中で取り扱いをさせていただいております。そ

ういう点で、第三者に与えたものと同じような考え

ではないということで、ひとつまずこの辺のところ

の区分をお願い申し上げたいと思います。 

 総務課長申し上げましたのは、自損の事故につき

ましては、この損害賠償と同じように、損害賠償に

おきましては、１００万円それぞれ歳入と歳出に見

てございます。それから、自損の場合につきまして

は、５０万円ずつ歳入と歳出に見ているわけでござ

います。 

 先ほど、６０万円の何がしかのやつにつきまして

は自損でございまして、この５０万円の予算措置の

中で対応させていただいている状況にございまし

て、それからいたしますと、１０万円が不足すると

いうことでございますので、この辺につきまして

は、不足する額につきましては、次の議会のときに

補正をさせて手続をさせていただくということで取

り扱っているということで御理解をいただきたいと

思います。 

 なお、３番福塚委員の方からも、町長のこういう

種の問題についての行政報告等の件がございますけ

れども、この点に関しましても、自損の事故につき

ましてもピンからキリまでございます。そういう点

で、ひとつこの第三者に損害を与えるというような

ことで１００万円のラインを設けてございますの

で、この辺、この予算の中におきましては５０万

円、５０万円がいいのかどうかわかりませんが、ひ

とつ私どもの方で一定の金額を示した中で、議会の

方に御協議を申し上げる一つの案というものを今後

検討してまいりたいと思いますので、その点で御協

議を賜ることで、ひとつ御理解を賜っておきたいな

というふうに思いますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 助役さんの言うのはわかっ

たよ。私は、やって悪いとは一つも言ってない。だ

から事故起こしたのも悪いと言ってません。これは

仕方ないんだ。みんなお互いに車に乗っている以上

は、いつ事故起こすかわからない。事故なんて悪い

と言ってません。ただ、お金が、歳入歳出があった

のでしょうと、どうして上げてこないのですかと、

私はこれだけなのですよ。あと、そんな細かいこと

聞いてません。ただ、どうして上げなかったのです

かとこう聞いたのですから、その点誤解しないでく

ださい。 

 ですから、今回上げてきたらこれでいいのだけれ

ども、私何か言って、今もう平成１３年の７月に

やったのが、今ごろ上がってくるのだからおかしい

なというような感じもするけれども、１３年度だか

らいいのでしょう。１４年度に上がってきたのだか



 

 

らね。それはそれでいいのですけれども、なるべく

そういうことがあったときぐらいは、やっぱり隠し

ておかないで、みんな見ているのですよ。あら、だ

から農協さんのテントかけたの、あのしりもちつい

てやってしまったということは皆さん見ているの

さ。だから何にもそんなの隠すことない、やりまし

たよと、とうとうひっくり返って飛んできたのだ

と、だけれども人身事故なかったからいいんでしょ

う。だから私は歳入歳出を聞いただけなのですか

ら、今後そういう点については、やっぱりきちっと

お考えをしていただきたいなということで結構で

す。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 今の同僚委員の質問に関し

てですけれどもね、助役の話は、説明は理解できる

わけですよ。質問者は、同僚委員がどんな考え方で

言われているか、自分には篤とわからないわけで

す。ただ、１００万円以内の専決は町長にあるわけ

ですよ。であっても、近い議会でこのように処分し

ましたということは、自分が言わなくても、もう御

案内のとおりなのですよ。そこで同僚議員が聞いて

いるのは、そうしているじゃないかと、単独の場合

は保険金もらったら、保険金きかせたらと言った方

がいいですか、そういう１００万円以内であっても

議会で報告しないのかと、その点を承知したいと

言っているわけですから、その点の説明してやれ

ば、同僚委員は、今も納得しているということです

けれども、さらに納得していただけるのでないかな

というふうに私は感じているわけです。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚委員の御質問にお

答えします。 

 私は今小野議員にお答えいたしましたとおり、こ

の自損であっても一定のラインのところにつきまし

は、ひとつ御報告の措置をとらせていただくような

案として、今後議会とも協議しまして、その辺案づ

くりにつきまして御協力賜りたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） 他にございますか。 

 １６番清水委員。 

○１６番（清水茂雄君） ちょっと２点ほど御説明

お願いしたいのですが、６５ページのＢ＆Ｇ海洋セ

ンター修繕助成と、それから社会教育総合センター

コミュニティ助成（トレーニング機器購入）、この

２点、ちょっと内容説明お願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） １６番清水委員の

御質問にお答えします。 

 Ｂ＆Ｇにつきましては、以前からかなり修理を要

するということでございまして、１４年度事業とい

たしまして、鉄骨、それからプールの塗装、上屋

シート張りかえということで、Ｂ＆Ｇ財団の方に申

請をいたしまして、事業費の３０％の助成をいただ

くということで、２,０００万円を限度ですから、

３０％で６００万円の助成を計上したところでござ

います。 

 それから、社協センターのトレーニング機器でご

ざいますけれども、これにつきましては、今トレー

ニングルームにございます機器の購入でございま

す。ランニングマシーン２台、それから足を鍛える

トレーニング機器１台の合計３台でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 先ほどの米沢委員の説明について、保健福祉課長

より御報告をいたさせます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 先ほど国の保育単

価の設定額について、過去の金額とどのような推移

になっているかということで比較をさせていただき

ました。それで、１１年度が今最も直近でございま

すけれども、昨今の物価が安定している関係もござ

いますのか、１１年度と比較しまして、先ほど申し

上げました額の、１１年度１.１％の増で今年度の

予算の設定額ということでございます。 

○委員長（久保田英市君） これをもって、歳入に

対する質疑を終了いたします。 

 若干早うございますが、昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午前１１時５０分 休憩 

午後 １時０１分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 けさほど開会の折お願いを申し上げましたが、質

疑、答弁については、要点を明確にし、簡潔に発言

方、再度よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 次に、事項別明細書、歳出、第１款７０ページか

ら第２款９１ページまでの質疑に入ります。 

 １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 委託料についてちょっとお

伺いを申し上げます。 

 ８３ページ、十勝線バス運行、これは町が委託し

ているのだと思います。この件につきまして、どの

ような委託業務を契約されているのか、そして燃

料、それから修理、車検と、これらはどちらが負担

を持ってやっているのかお聞きしたいと思います。 



 

 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 十勝岳線バス運行

に係ります契約でございますが、これにつきまして

は、バスの運行、いわゆる運転業務にかかわりまし

て委託をしているものでございます。修繕等含め

て、需用費等につきましては直接費でカバーをいた

してございます。（「聞こえない」と呼ぶ者あり） 

 大変失礼しました。バスの運行に関して委託をい

たしているところでございまして、燃料等含めて需

用費に係りましては、直接費で賄っております。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） これ委託業務やっている

の、これ聞くところによると、ガソリンから何から

すべて町が負担して、それでこれ６００万円から金

額お払いになっているのですけれども、これは全部

お払いになってありながら、これは運転手の給与な

んていうのは、２５万円ぐらい払われているらしい

ですよね。そうすると、これは半分残らないかい。

だから、これらちょっと疑問の点があるのでないか

なと思いますが、その点はどうでしょうか、もう一

度答弁してください。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） バスの運行に関し

ましては、３６４日間毎日３往復をお願いをして、

日曜日は別といたしまして、運行させていただいて

ございまして、これらの運転手さん等にかかわりま

す賃金、それから各種の年金等も含めて関連がござ

いますので、これにつきましては、契約の段階では

入札をさせていただきながら進めているということ

でございまして、どれだけの賃金をお支払いになっ

ているかということについては、あくまで受託の会

社側の基本的な整理の中で行われるものだというふ

うに理解しております。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） そうなってきますと、これ

は少し金額がはばかっているのでなかろうかと思う

のですよね。とかく運転手さんには２５万円ぐらい

の給料は払わさっているとお聞きしております。そ

うなってくると、これ燃料費もすべて、それから経

費は一切町が負担しているのだということになる

と、これだけの金額というのは、どうしても必要性

があるのかないのか、ここら辺をもう一度御答弁い

ただきたいと思います。わかりますか。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 ただいま課長の方から御説明ありましたように、

運転の業務を委託をいたしているわけでございま

す。したがいまして、運転手にかかる人件費を私ど

もの方で積算して、それを一定の委託をすることに

よりまして、一定の利益を受けれるような形でいわ

ゆる業者委託をしてございます。基本的に小野委員

おっしゃっているのは、通常の給与の額からいきま

すと、その辺の方が高く感じられるのだろうと思い

ますが、やはり委託を受ける会社におきまして、人

を雇う場合におきましては、事業主負担というのが

伴ってまいります。いわゆる厚生福利費、失業保険

だとか、そういうものがそこに加わってございます

から、見た目には高く感じるかもしれませんけれど

も、事業主負担がそこに入ってございますので、そ

の辺のところが積算されているということで御理解

を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） これ民間委託なんでしょ

う。民間委託をお願いしているのだということに

なったら、やっぱり民間委託となると少し軽減され

るのでなかろうかと思いますが、これでは全然なっ

てないのでないですか。六百何十万円、例えば払う

ということになりますと、結局全部一切がっさい経

費は町が持っていると。そして、こういくならば、

これは何も民間委託の給与でなくて、一般でもこ

れ、町でもやっても６００万円あったらやれるので

ないですか。だから、そこら辺がちょっと私たちに

わからないから御説明をいただきたい。 

○委員長（久保田英市君） ２番中川委員。 

○２番（中川一男君） 町の職員がやったときは何

ぼかかると、年間、それを出して、差額でこれだけ

の差がありますと、そういう説明していただけれ

ば。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 関連質問させていただきま

す。 

 米田課長、極めて機械的な答弁なのですよ。運行

とプリントしているのですよ。十勝岳線バス運行経

費です。人件費です。そういう機械的な答弁は、質

問者に対して納得いくわけないのですよ。要するに

委託費ということは、入札しているわけでしょう。

だから私は入札の方法、それからその６２２万７,

０００円の根拠、その点を説明されることを、聞か

れなくても、守りばっかりに入らないで、攻める答

弁側に立つような姿勢持っていただきたいと思いま

す。お願いです。 

○委員長（久保田英市君） １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） この十勝岳線バスなの

ですけれども、これ業務日報は委託業者から出され

ているのですか。それお聞きしたいと思います。 



 

 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野委員さん、それから福

塚委員の御質問にお答え申し上げたいと思います

が、一般的に十勝岳線をバスを委託する場合におき

まして、当然検討をしました。中川委員の方から御

質問ありましたように、町の方では、このバスに専

任運転手をつけてございました。その人件費が１,

０００万円のラインでございました。この委託する

ことによりまして、大体６００万円ぐらいのところ

で委託が可能という判断を持ちまして、入札の中で

そういう条件を付しましてやった結果、このような

予算措置でやっているわけでございまして、そこに

町としてのいわゆる委託による効果があらわれてい

るということで御理解を賜りたいと思います。 

 長谷川委員の質問につきましては、所管課長の方

にお願いします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 日報につきまして

は、毎日の料金表によってすべて毎日提出されてご

ざいます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 入札の方法につき

ましては、町内のタクシーの運行会社２社にそれぞ

れ入札の参加を求めて行ってございます。 

 なお、積算の根拠につきましては、基本賃金、そ

れから手当、それから法定の福利費等を総計計算を

いたしまして、これらの予定の見積もり価格を設定

しているところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 入札が２社でやっていると

いうことに対しては、２社にどうしても限定、限ら

れた考え方に立つのかどうか、その点まずお伺いし

たい。 

 町内では、やはり６００万円のものだったら、そ

の人方も参加してみたいと、入札に、そういう希望

が町民の中になきにしもあらずなのですよ。だか

ら、そういうことをやはり行政は町民に対しての幸

せを、行政サービスのいろいろな中で過去にわたっ

て配慮していると思うのですけれども、２社でやっ

ていくについては、いろいろな好ましくない話も飛

び交っているわけであって、それを払拭することは

ないのかもしれませんけれども、どうしても２社と

いうことは、ここで名前出して差し支えあるかどう

かわかりませんので、わからないままに話をさせて

いただきますけれども、十勝岳ハイヤーと上富ハイ

ヤーですか、だったらやはり最近問題になってい

る、いわゆる清掃の郵便局だとか教育委員会の清掃

業務、警備保障会社、新聞に最近特に出てますけれ

ども、そんなうわさも町内ではささやかれているわ

けですよ。だから、どうしてもこの２社で、十勝岳

線が存続する限り２社でやっていくことになるの

か、また新しいメンバーを加えていくのか、いかれ

ないというのは、どういう資格、要件をこれに整わ

なければ参加できないのか、その辺の今の考え方で

よろしいですからお答えください。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚委員の御質問にお

答え申し上げます。 

 基本的には、過疎バス路線であるということで、

陸運局の届け出が必要になります。それから、業者

におきましては、旅客運送法の免許を持った方とい

うことで限定してございます。そういう中におきま

して、町内におきましては２社ということでござい

ますので、２社の競争で取り扱っているということ

で御理解をいただきたいと思います。 

 なお、そういう条件にかなう業者がいる場合につ

きましては、当然入札に参加していただく機会は持

つべきというふうに考えているところでございま

す。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ７９ページ、７８ページ

の企画費で、これであわせて今回町において、上富

良野町で米軍の演習が行われました。それにかかわ

る情報が一切入ってこないというような状況であり

ます。通常でしたら、演習場で行われる分について

は防災無線等で流れる、あるいはこういう１年間で

何日演習が行われるという状況の中での報告があり

ますが、これが行われない。どういうことをやって

いるのだろうと。確かに所管、関係が違うからとい

うところもあるのかもしれませんが、この点。 

 さらにお伺いしたいのは、米軍が帰路につく途中

に上富良野のクリーンセンターを利用しました。何

を利用したかというと、飛行機に乗るために重量を

オーバーになったら困るから、バスごと米兵が乗っ

て、いわゆるクリーンセンターで目方をはかって

いったというような状況になっています。こういう

施設をいわゆる目的外のことをやって、町は聞きま

したら、町長は知らないと、助役さんも知らない

と。担当課長に聞いたら、直接自衛隊の方から来

て、そういう申し出があったという話でありまし

て、一体こういうことを許していいのかどうかと、

目的外使用だということだと思いますが、ましてや

その演習の中身というのは、敵をいわゆる撃つと、

戦闘行為を行う、そういうことをやって、それの延



 

 

長線の中で帰っていって町の施設を使っているわけ

です。これとんでもない話です。 

 今後この問題は、いろいろと私も要望していきた

いと思いますが、町長も知らない、助役も知らな

い、担当の課長だけが知っていると。こういうこと

が行政の中で平然と行われているということが許さ

れるかどうかと。目的外使用ではないかということ

だと思いますが、この点についてお伺いいたしま

す。 

 それと、きのうも申し上げましたが、７２ページ

にかかわる臨時職員等の処遇の改善でありますが、

町は定数の見直しを行いました。結局こういうもの

が全部臨時職員等の雇用につながっていっていま

す。その職種によっては、それぞれ内容等も違いま

すが、同等とは言えませんが、似たような補完する

仕事を行っていながら、一向に臨時職員等の給与の

改善処遇が行われていないという問題なのですね。

同じ職場で働いて、同じ業を営みながら、一向に処

遇の改善が行われていないのは、ましてや地方自治

体というのは、処遇をやはり国の指導に基づいてき

ちっと改善し、給与体系も引き上げていくという方

向でのやられてしかるべきだけれども、結局それが

やられない。総定数は抑える、こういうところを改

善すべきでないですか。 

 今臨時職員等の賃金等は、過去にさかのぼってど

のぐらい引き上げられているのか、もしくはどうい

う職種が何ぼ上がって、引き上げられてない職種も

あると思いますが、この点まずお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 米沢委員の１点目

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、米軍の演習の情報についての関係でありま

すが、米軍の演習につきましては、２月１８日から

３月６日までの７日間、当演習場等で行われたとこ

ろであります。ただ、防災無線等で一切の情報は提

供されていないということでありますが、これにつ

きましては、この演習計画が小銃、機関銃などの比

較的小さな銃器での演習というようなことで、うち

の方で防災無線で流していますのは火砲、またヘリ

コプター等の飛来による情報提供は防災無線で提供

させていただいてきているところであります。今回

につきましては、そのような演習内容でなかったと

いうことで、周知がなされなかったということであ

ります。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） クリーンセンター

の重量計の利用の件に関しましては、基地調整室を

通じまして駐屯地よりの要請によって、先ほど委員

おっしゃられましたとおり、搭乗にかかわります荷

物類の検量を行ったということでございまして、駐

屯地の中型トラック９台によりまして、荷物と中型

バス総計５台によりまして乗った状態での計量を

行ったものでございます。要請によって対応したも

のであります。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ３点目の御質問にお答

えします。 

 臨時職員の処遇の問題につきましては、基本的に

は正職員と一線を引かざるを得ないと認識してござ

います。しかしながら、臨時職員の処遇につきまし

ても、その時代の移り変わりの中で改善をしなけれ

ばならないという認識はございます。それで、本町

におきましても一般事務職、それからほかのそれぞ

れ免許を有する専門職等につきまして賃金水準の定

めをしてございますが、事務職につきましては、こ

こ当分の間見直しはしてない実態にございます。し

かしながら、一方の専門職等につきましては、人材

の確保の面もございまして、その状況に応じて改

善、検討しながら現在の水準に至っているところで

ございます。 

 いずれにしましても、今後もあるらゆる面から見

て、必要な部分につきましては処遇の改善をしなけ

ればならないというふうに認識しているところでご

ざいます。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の御質問のいわゆ

る米軍の焼却施設での測定の問題でございますけれ

ども、議員御指摘のとおり目的外使用ということで

ございます。担当の方では、課長補佐の方で対応し

たということでございます。基本的には、目的外使

用のきちっと届け出というか、事務の手続をきちっ

ととるべきというふうには思います。ただ、担当の

方での判断のもとに、通常のこういう測定というの

は、町の方では焼却施設の目的外使用ということは

一般的には想定してございませんでした。たまたま

今回の米軍が帰国するという中で、そのような措置

をとったわけでございますけれども、近くに測定す

る場所がないというようなことから、近くで言えば

上富良野町の焼却施設でそういう検量がきるのかど

うかというような問い合わせもいただいた中で、そ

れらができるかというようなことで部隊を通じまし

て連絡が来たところでございます。 

 通常、米沢委員としては、軍事行動の延長線上と

いうことではございますが、内容的には、担当者と

しては日常の生活行動の範囲で、不足する分につい

て部隊の方との緊密な連携とっている中で、御協力



 

 

できる面があればというような中で判断をして、口

頭許可というようなことで取り扱ったところでござ

いますので、その点御理解を賜りたいなというふう

に思うところでございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 日常の生活行動と言うけ

れども、その内容がどうして日常の生活行動につな

がるのですか。相手は、戦闘行為を合同演習場で

行って、そのまま引き続き帰る、帰路につくという

状況ですから、それを日常的な生活行為の一環とし

てとらえること自体が、私はおかしいと思うのです

よ。 

 こういう施設については、やはり町長も知らな

い、助役も知らないということで行われたわけで

しょう。ここにやっぱり行政の問題があると思うの

です。一連のいろいろな事故から含めて、やはりこ

ういう重要な問題を担当の課長の判断で、もしくは

補佐の判断で行ったということになれば重大問題で

すよ、これは。ましてや、その内容等が重大である

わけですから、なぜそういう表現になるのか、私は

どうも理解しかねるわけです。 

 もう一度お伺いいたしますが、これは既存の空港

あるいはそういったところではできないのか、もし

くは一人一人、できるできないにかかわらずだめな

のですけれども、どういう形の中でこういう要請が

あったのかもう一度確認するのと同時に、他の施設

ではこういうことはできないのか、空港及びそう

いったところで。可能だと思いますが、この点お伺

いいたします。 

 それと処遇の改善では、総務課長よくわかってお

られると思いますから言いませんが、やはり同じ、

どういうことになっているかということになれば、

結局労働の処遇の低い水準におさまっているという

ことなのですよ。本来、正職員でやはり補完しなけ

ればならないものを、すべて臨時対応という形に

なっていると。そこに目を向けたときに、いわゆる

処遇の改善がなされない。部分的にはなされたとし

ても、やっぱり低い水準にとどまっているというこ

とだというふうに思います。こういうことも含め

て、今後十分有休の体制も含めながら、改善すべき

ものは改善していく必要があると思います。この点

確認いたします。 

 さらにもう１点確認したいのは、６カ月雇用とい

う形の中で再雇用されている。そういう中で、有休

がいわゆる６カ月雇用だから持ち越しはできません

よという法的な解釈は成り立つのですか。普通でし

たら、延長されて１年通常雇用という形になってい

るわけですから、それを考えた場合には、有休も繰

り越しができるというふうに労働基準監督署あるい

はそういったところでも言われておりますけれど

も、その点はどういう解釈かお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、第１点の米軍の帰国に伴いますクリーンセ

ンターでの計量器での測量の件でありますが、私と

しては、手続上の問題は十分今後も是正をさせ、担

当の方からの対応は是正させなければいけないなと

いうふうに思っておりますが、利用させることにつ

きましては、私は日米安全保障条約のもとで、日米

の自衛隊と米軍との演習がこの上富良野駐屯地で展

開されたと。その帰途に伴って、測定をする必要が

あった。そのために、ある施設を利用させてくれ

と。これは目的外利用ではありますけれども、その

本来の利用に支障がない範囲内での施設長の判断の

もとで利用させたということでありますが、手続上

の問題は是正しますが、私は今後もそういうような

状況があれば便宜供与はしていくつもりでおりま

す。これは日米安全保障条約のもとで、国が定めた

基準に従って私は考えていきたいというふうに思っ

ております。 

 それから、臨時職員の処遇の問題でありますが、

細部につきましては、総務課長から御説明申し上げ

ますが、私は基本的には、上富良野町の民間企業に

働く人たちの労働賃金と、我が町の臨時職員との賃

金とはどうなのか。我が町の職員は地方公務員とい

うことで、その一つの公務員制度のもとにおいての

賃金体系ができている。臨時職員につきましては、

私は我が町の町内の民間企業に働く人たちの賃金体

系と大きな格差を開くことのないような賃金体制で

臨時職員の勤務をお願いしたいものだなというふう

に基本的に考えているということで御理解をいただ

きたいと思います。 

 他のことにつきましては、担当課長からお答えさ

せます。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） 臨時職員の有給休暇の

関係についてお答えします。 

 議員も御承知のように、有給休暇につきまして

は、労働基準法の既定に基づきまして運用してござ

いますし、今後も法の解釈が変われば別ですが、そ

うでない限りにつきましては、法の解釈に基づきま

して運用を図ってまいりたいというふうに考えてい

るところであります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ページは８１ページ、総

務課長、８１ページの報償費、叙勲受賞者の見直し

がされました。平成９年から、それだけでよろしい



 

 

です。一応皆さんにわかるように。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ８１ページの報償費の

中にございます叙勲受賞者に対します報償金の関係

でありますが、委員からいろいろ御意見賜りまし

て、その後解釈につきまして、明確に運用できるよ

うな内容で、今現在それに基づいた運用をしている

ところでございます。 

○委員長（久保田英市君） 他にございますか。 

 １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） ８１ページ、これちょっと

お聞きしておきたいのですが、国内外交流を進める

町民の会の負担、ちょっと読めないですね。それと

国内外交推進ですか、これ二つあるのですけれど

も、この国内外交というの、これはどういうことな

のかお聞きしておかないと、何かこれはどこかへ補

助金を持っていけるのであるのか、聞かれたとき説

明しなければならないので、これちょっと御説明を

いただきたい。下の国内外交推進補助、これはよく

わかります。これは説明書がありましたから、これ

はお聞きしない。ただ、このもう１点。 

 それから、もう一遍８１ページ、魚の棲む環境づ

くり事業補助、これは以前からなぜこれらがこうい

ふうに動いているのかなと。前回私たちがずっと見

てきた覚えにしては、これ魚を本当に何をやってい

るのかなと。これに対して、これの巷間あったのは

清富小学校でありました。清富小学校の自然を何と

か、子供さんたちが研修会をしておりました。この

ときに、この魚を放していただいたのだということ

は、去年の清富小学校でお聞きしてまいりました。

それで、これらが本当にどのように活動されている

のか、これ毎年私何回かこれ言ったことあったので

すけれども、これ本当に活動されているのかどう

か、この点ちょっと、この２点について御説明をい

ただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １７番小野委員の１点

目の御質問にお答えします。 

 まず、ここに書いてございます国内外交流を進め

る町民の会につきましては、正式名称につきまして

は、上富良野町の国内外交流を進める町民の会と申

しまして、通称名につきましては、友好委員会と申

します。ぜひこの機会に覚えていただきたいと思い

ますが。 

 この会につきましては、町民の方の個人、団体で

２００名近くの個人、団体の方で構成する町民の組

織であります。事務局につきましては、総務課内に

ございます。それで、もう御案内のとおり、国内に

つきましてては津市との交流を進めてございます

し、国外につきましては、カナダ国カムローズ市と

の交流を進めてございまして、こういうことにつき

まして、町民の立場でそれぞれ御尽力をいただいて

いる会でございます。 

 この会に対しまして、町の方から５０万円の負担

補助等の要素がございますので、助成策等を講じて

いるものでございますので、そのような会というこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） ２点目の魚の棲む

環境づくり事業補助ということでの御質問でありま

すが、会には平成６年度から助成をしてございま

す。この目的といたしましては、御承知のように上

富良野町内において、河川で魚がすめる環境は非常

に少ないというようなことから、稚魚の放流、環境

美化等の活動ということで助成を行ってまいりまし

た。 

 特に、平成１３年度の活動の内容でありますが、

清富の開拓の沢川、またベベルイ川本流、神谷川上

流にニジマスの３年生の稚魚約５,０００匹を放流

してございます。 

 また、委員からの質問でもありましたように、清

富小学校の清富スマイルタイム学習の一環で、この

稚魚放流の体験と生態観測の学習が行われてきてい

るところであります。 

 また、会におきましては、そのほかの川やなんか

への稚魚放流等を行っていて、非常に本町にとりま

しては、効果の高い事業であるというふうな認識を

しているところであります。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 今、企画課長からの御答弁

は、フラヌイの例えば東中の川ですか、これは何川

というのですか、ベベルイ川というのですか、これ

の河原の放流もこの間の研修で、中学生の研修を私

たち見てまいりましたのですけれども、この人たち

は、それは学校の範囲内でやっておられる。それで

魚を一生懸命になって研究、研修をされているので

す、子供さんたちは。その発表会に私たちお招きを

いただいたのですけれども、やっぱりこういうお金

を大人の人たちは使っても、子供さんたちに何かい

い待遇を与えなければならないのだけれども、だけ

れどもこれは大人が使っているのですよ。それはい

ろいろな名前を使って、例えば魚を放しましたと、

ダムに放しました。ダムだって水なくなるのです

よ、あれね。だから全然魚なんて生きてられませ

ん。どうしてこういう金を一生懸命やっているお子

さん方に、なぜ援助していかないのかということな

のですよ。大人の人たちが集まったら、これは魚

釣っているのか食っているのか知らないけれども、



 

 

言葉悪いけれども、そういう点を今後もう少し改革

していただかなければ困るわ、やっぱり。どうです

か、企画課長。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 小野委員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 この会につきましては、会員が会費を集めて稚魚

の購入費やなんかに反映をさせているところであり

ます。それで、ちなみに先ほど言いました平成１３

年度におきましては、町から２７万円の補助をして

おりますが、稚魚代として３２万５,０００円の事

業費がかかってございます。そこら辺の費用につき

ましては、会員がそれぞれとうとい会費を負担し

合ってやっているということで御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 企画課長、そうであるなら

ば、ここういうことはもうすべてボランティア精神

でやっていただかなければならない、ボランティア

精神で。会費皆さんで、何十人おられますか知らな

いけれども、会費を集めてこういうことやるなら

ば、やっぱりボランティア精神でやっていただい

て、そしてお金を使ってもらうのだと。このお金は

貴重なお金なのです。子供さんたちの学習塾に回し

て、本当に一生懸命やっている子供さん方のために

使っていただきたいのですよ。これは大人が使う金

ではないのです。これはボランティアでやってくだ

さい。今後どのようにお考えになっていくか知らな

いけれども、私はこれを要望しておきます。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 若干答弁が不足し

ているのかなと思いますが、町の方からは２７万円

の補助をさせていただいております。その中で、先

ほど言いましたが、ニジマス５,０００匹の稚魚代

に３２万５,０００円を経費をかけているというよ

うなことで、大半がその会のボランティア的な精神

の中で運営がされているものと認識しているところ

であります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 国内外交流で覚えてくだ

さいということで、覚えるよりも入りたいのです。

議員全員に入れていただきたい。というのは、海外

研修というのは批判が多いのですよ、結構。しか

し、いろいろ研修は私は本質的にはやった方がいい

という方なのですけれども、批判が多い。 

 これは、カナダに町民と一緒に行けるのですよ、

これに入って、かつこの海外研修という旅費を使っ

て公務員としてですよ、行けるのですから。だから

これ全員に案内出してください。その議員２０人恐

らく入ると思いますから。いかがですか。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １１番梨澤委員の御質

問にお答えします。 

 私どものＰＲが足りないかと思いますが、非常に

会についてはオープンでございまして、いつでも毎

日会員を募ってございますので、ぜひ主体的にお入

りいただきたいなというふうに考えているところで

あります。 

 ただ、この会に入りましたら、海外に特典的に行

けるという性格のものは余りございませんので、そ

の辺については、ぜひこの機会に十分御認識をいた

だきたいなと思っています。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 私今聞いているのに、結論

がまだあるのですけれども、すぐ次に移ってしまっ

たので、私いつ結論聞けばいいのですか。私の質問

聞いてください。 

 企画課長、ニジマスを相当の、五千何百匹だか

ぶっ放しているんだよね、川にね。だからそれらが

いつ釣れて、どういうふう釣って、どのように釣ら

れておるのかということを今お聞きしようと思った

のですよ。ただ放しっぱなしかいということさ。放

しっぱなしで、その魚はどこの方へ行っているのか

なと。その点をもう一度お聞きしたいと思うので

す。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 再度の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 魚を放流するということは、魚を釣るというよう

な、過去には日新ダムやなんかに放流をして魚を釣

るような施策をとってございました。しかし、近年

魚を釣るということではなくて、うちの町は硫黄分

が多いというようなことで、魚がすめる環境にない

と。そういうことで、魚がすみつくようにというこ

とで放流をしているということで、いつだれがどこ

で釣るかとかという話で我々は考えておりませんの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） それで、この魚を私ベベル

イ川にも放しているでしょう。でも、ベベルイ川で

は魚は生きてません。この間子供さんたちがいろい

ろ研究して魚を釣ってやったのですよ。でも、全然

魚はまず１匹しか釣れてない。これは民生委員の方

が行きました。ですから、本当に放流している魚が

どっちの方へ行っているのかと。オホーツク海に出

ていっているのか、日本海に出ていってるのかとい

うことになると思うのですよ。だから子供さんたち

でも魚が釣れるような、大きくなって戻ってくるよ



 

 

うな仕組みをつくる、魚を育む会ならつくっていた

だきたい。ただ投げっ放し、やりっ放しの、魚オ

ホーツク会に出たって日本海に出たってどうもなら

んですよ。それを子供さんたち一生懸命に魚釣りし

て、どういう珍味になっているか、どういうふうな

大きさになっているかと真剣にやってますよ。行っ

て見てください。だからそういうこともお考えに

なって、今後この仕事はやっていただきたいなとい

うことでひとつお願いを申し上げます。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 町では、魚がすめ

るような環境ということで、上側等に魚道工やなん

かもつくって魚がすめるようにしてござます。 

 また、今魚が育ってないぞというようなことで、

そこら辺も観測しながら、また魚がすむには、そう

いう環境をつくっていくのにはかなり時間が要する

のかなと思います。そういうこともまたお子さん方

も生態観測を学習しながら、また我々もそういう意

見を聞きながら魚がすめるような環境を少しでもつ

くっていきたいというふうに考えているところであ

ります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 何周記念かでカナダ今度

行きますね。カナダ訪問されるのでないですか。そ

ういうようなこと、カナダだけど交流はしてます

ね。そういうのに議員がそれに一緒に入るというよ

うな、そういうようなことはできないのですか、ど

んなものでしょう。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １１番梨澤委員の御質

問にお答えしますが、今ここ当面カナダに向けまし

ての計画は、今現在持ち合わせてございません。し

かしながら、本年の７月を迎えますと、津市との関

係でちょうど５周年迎えることから、町民に募集を

しまして、先ほど言いました通称友好委員会が事業

主体となりまして、訪問ツアーを今現在計画中で予

算のお願いをしているところであります。 

 そのようなことで、議員に特定するとかという考

え方ございませんので、広く町民に声をかけてそう

いう計画を実行したいなということで考えてござい

ます。 

○委員長（久保田英市君） 次に、歳出、第３款、

９２ページから１０５ページまでの質疑に入りま

す。 

 ここで説明員が交代いたしますので、自席で少々

お待ち願います。 

 それでは、質疑をお受けいたします。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 第３款の民生費、９４

ページでございます。老人福祉費が３,５２０万７,

０００円増の予算となっているわけですけれども、

これは幾つかの新規事業がありますので、それはわ

かるのですけれども、特に今年度は介護予防に力を

入れていくのだということで、町長の施政方針の中

にもありまして、またそれらが新聞にも報道された

わけなのですけれども、脳卒中、そのあれを見ます

と、予算額としては、これら介護予防事業といたし

まして４０８万３,０００円ですか、これを見込ん

でいるのですけれども、脳卒中、それから転倒、骨

折、それから閉じこもり等、これらの予防事業の展

開だとあるわけですけれども、どういうメニューを

考えておられるのか。特に介護予防を力入れていく

というのでありましたならば、これですと毎年余り

変わりのないような事業ではないかという気がして

いるのですけれども、その１点お願いしたいと思い

ます。 

 それと１０１ページ、同じく民生費の学校週休５

日制の推進事業講師謝礼金５万円でございますけれ

ども、これにつきましては、もう２年ぐらい前から

この５日制を推進するのに当たりまして、いろいろ

と準備もされてきたり、講師を迎えてやっていらし

たと思うのですけれども、いよいよことし４月から

完全実施になりまして、それでもなおかつこれらの

予算が必要なのでしょうか、その点をお伺いしま

す。 

 それと、同じく３款民生費の１０３ページ、ここ

のところで幼児健康診断、その下に保育所の職員の

方の健康診断の中で腰痛検査ということで、これは

新規かと思うのですけれども、予算化されているの

ですけれども、これは職員の希望として上がってき

たものなのでしょうか、また何かデータ、大変腰痛

の方が多いと。職業病というのでしょうか、そう

いった１０人中に何人ぐらいの職員の方が腰痛を訴

えていらっしゃるのか。何かそういうデータござい

ましたらちょっと教えていただきたいと思います

し、またこれらの腰痛の検査にどれぐらいの費用を

見込んでいらっしゃるのか、またどんな検査をする

のか、痛くならないうちに検査をするというので

しょうか。 

 よく腰痛で、それらの治療に通っていらっしゃる

なんていうことはよく聞くのですけれども、そこら

の職員の方からの希望があって、このようにことし

新規として上げてこられているのか、その点お伺い

したいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １５番村上委員の

３点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の介護予防事業のメニュー内容とい



 

 

いますか、昨年１３年度の実施でございますが、本

年度は特に元気高齢者の方と、それから虚弱の高齢

者の方を区分いたしまして、元気高齢者の方はいつ

までも元気でいただくという趣旨で、この元気高齢

者に対してのそれぞれのメニューを予定を組んでご

ざいまして、例えばというよりも、その中で老人ク

ラブとかのいろいろな活動ございましたときに、そ

の場の中でいろいろな例えば健康相談とか、あるい

は運動の機能のチェックしたりとか、そういうよう

な専門職員を配置しまして、そういう事業をやろう

という考えでございますし、礎大学の対象の方に対

しても、いろいろな健康体操とか、転倒、骨折予防

の学習とか、そういうようなメニューを考えてござ

います。 

 あと、虚弱高齢者の方を対象にいたしますのは、

脳卒中予防、それから転倒予防、閉じこもり、特に

にこの虚弱高齢者の方は、だんだんと身体が弱く

なっていきますと、どうしても足の、外出する機会

が少なくなってくることがいろいろな身体の状態を

悪化していくというようなことで、閉じこもり特に

ないようにということで、いろいろな事業を考えさ

せていただいております。 

 その中でも、生きがいデイサービスというのは、

既に今３カ所でサテライトデイ、自立認定者と、そ

れから要支援になった方をサテライトデイサービス

やってございますが、その中で年間何回かというこ

とで専門職やなんかを配置していろいろな機能訓練

の事業等を展開していきたいということとか、ある

いは介護予防教室やなんかもいろいろな運動メ

ニューを取り寄せまして実施していきたいというよ

うなことでございます。 

 それから、一番虚弱高齢者をだんだんさらに悪化

して寝たきりにならないような状態にしていくため

には、やはり地域の住民会とか、あるいは福祉推進

員さん方の地域福祉の部分での御協力やなんかがこ

れからますます必要になっていくということで、こ

の住民会等とも連携しながら、いろいろな行事の中

でそういう転倒予防とかいろいろな学習を進めてい

きたい、事業を進めていきたいということで予定し

てございます。そういうふうなことであります。 

 それから、２点目の児童館の方の学校週休５日制

の御質問でありますけれども、これにつきましても

以前から児童館あるいは学校等、教育委員会等でも

この５日制に対応した行事等土曜日に実施してござ

いまして、１３年度においては、試行的に児童館で

１週置きに行事を組むとかというような形でやって

ございます。 

 それから、それをさらに完全週休５日制というこ

とでございますので、これらについても本施行でご

ざいますので、やはり土曜日の子供たちの交流とい

うことでは、この事業は継続していくということ

で、児童福祉の予算の中に計上させていただいてい

るところであります。 

 それから、３点目の保育所の職員の腰痛検査でご

ざいますけれども、これにつきましては、上川支庁

から児童福祉施設の定期的に運営上の指導監査がご

ざいます。その中で、この児童福祉施設職員等の腰

痛検査が設置者に対して、その実施するようにとい

うような指導がございまして、本年度から実施する

ことで、この保育士の職員、子供たちと接する職員

に対して腰痛検査を全職員実施する予定でございま

す。 

 それの金額につきましては、１人大体１万８,６

００円ぐらいの金額が検査料としてかかる。これは

レントゲンやなんかも当然その中に、検査料の中に

入ってございます。そんなようなことで、費用につ

いては以上のようなことであります。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 最初の介護予防の件でご

ざいますが、元気な老人と虚弱な老人と分けて、そ

れぞれ予防を考えているとおっしゃるわけですけれ

ども、年をとってまいりますと体力も衰えますし、

視力、聴力落ちてきますし、また病気にもなること

も多いと思うのですけれども、なぜかこの今先ほど

脳卒中、それと転倒、これらあたりに非常にこだ

わってらっしゃるので、それでどれぐらいの老人の

方が脳卒中という、そのデータをちょっと教えてほ

しいと申し上げたのですけれども。 

 それと、私思いますのは、どちらかと言います

と、一つの病気を持っている方が、それが二つにふ

えたとか、三つになってしまったと、こういうふう

なところをよく調べていきますとか、それから今結

核ですとか呼吸器系統、肺、結構そういう方の系統

も非常に多いかと思うのですけれども、ひとつ何か

もっと知恵を出していただいて、ことしのメーンと

言えば介護予防と、こういうふうな力入れていくと

いうことでございますので、そこら考えていただき

たいと思うのですが。そのデータちょっとありまし

たら教えてほしいと思うのですけれども。 

 それと、腰痛の検査でございますけれども、レン

トゲンをかけて血液検査をするのかなとこう思うの

ですが、ほかの職種の方も、例えば看護師とか、あ

るいはラベンダーハイツの寮母さんですとか、子供

さんでなくて大人の人を寝かせたり起こしたりいろ

いろありますので、それらの人もどうなのかと。こ

れ優先順位を、今回は保育所の職員の方にして、次

年度以降はそういうことなのかと思いますけれど

も、他町村の関係なんかではどのようになっている



 

 

のでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 それから、何かデータ今、職業病と申しましょう

か、その保育所に勤務してらっしゃる方、職員の方

でそういう腰痛関係の何かデータでもありますで

しょうか、押さえておられますでしょうか、そうい

うのをちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １５番村上委員の

再々質問でございますが、まず脳卒中予防の必要性

というのか、これはもう従来から町の健康づくりの

中で、新寝たきりゼロ作戦事業を展開させていただ

いております。これ１１年度から、この新寝たきり

ゼロ作戦というものを脳卒中予防対策とか、あるい

は筋骨格系疾患の対策を取り組んでございまして、

今先ほどデータ的にどうなのかという部分でござい

ますが、これ国保加入者の医療費ベースで分析して

いるものがございますが、この中で医療費等につき

ましては、１１年度と１２年度の比較でさせていた

だきますが、これについては老人医療費等の部分で

ございますけれども、１人当たりで１１年度が８８

万８,０００円ぐらいかかってございましたが、こ

れが１２年度では８１万１,０００円ということ

で、約７万円ぐらいの減で１２年度については医療

費の負担軽減という部分が、効果が出てきているの

かな。これが引き続き１３年度以降もこういう脳卒

中予防対策とか、健康づくり対策を続けていくこと

によって、いろいろな面での医療費の負担、個人の

負担も当然軽減されますでしょうし、町の財政負担

等も効果が出てくるのかなと思います。ただ、これ

については、やはりいろいろな介護予防やなんかの

部分で、やはり地域やなんかもいろいろな地域の福

祉推進員とか、あるいは福祉係の方とか、そういう

ボランティア的な方々のいろいろな連携の中で、こ

れからのこういう介護予防事業のそれぞれの行事等

について実施していかなければならないと思ってお

ります。 

 それから、２点目の腰痛検査のデータ的な部分が

あればということでありますけれども、データ的な

部分については、ちょっと持ち合わせはございませ

ん。 

 今、先ほどこの児童福祉施設以外の介護士、要す

るに介護職員ですか、こういう人たちの部分につい

ては、実施している施設もあるようでございます。 

 以上でございます。 

 再度今の介護予防の部分について、補佐の方か

ら。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長補佐。 

○保健福祉課長補佐（岡崎智子君） 虚弱になる方

のずっと原因を見てきていたのですけれども、やは

り脳卒中とか、それから転んだのが原因で骨折した

方とか、それから閉じこもりが原因でだんだん弱っ

ていっているというふうな実態がありまして、さら

に例えばアルツハイマーの痴呆になる危険率という

要素なんかを、一つ一つは大きくないけれども、掛

け合わせると９００倍ぐらいの確率になるというふ

うなさまざまなデータがあります。それで、その

データの中に上がってくるのが五つの項目の中でも

他人と交流をしないとか、頭を打ったことがある、

散歩をする習慣がない、歯を半分以上失った、読書

をしないという、この１個１個は小さな要因なので

すけれども、掛け合わせるとアルツハイマーの痴呆

になるのは９００倍になるというふうな、そういう

ふうなデータをもとに、どういふうな働きかけをす

ることが、その人自身の介護保険の対象にならない

ような、虚弱の方たちが少しでも元気がつくような

条件ということで事業の組みたてをさせていただい

てます。 

 肺の機能の低下されている方なんかにつきまして

も、確かに在宅酸素をされたりして、それで外出が

減ったりする方も多いですし、遠出もできないとい

う方も多いので、ここ５年ぐらいやっていると思う

のですけれども、肺の機能の低下している方の学習

会とか、そういうふうな形で外出の場をつくるとい

うふうな形でもやっていて、その事業も介護予防の

中で、さらに進めていきたいなというふうに思って

います。 

 あと、歯の要因につきましても非常に多いので、

虚弱の方たちについての歯科衛生士の訪問指導と

か、そういうような形でもやっていきたいと思って

います。 

 今、大きくは事業として組み立てているのは、

やっぱり運動をすることで、たとえ寝たきりになっ

ても、その運動機能は上がっていくというデータを

もとに、運動する場をつくる、運動指導士を活用し

て運動する場をつくるというようなところをメーン

に組み立てをさせていただいています。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ただいまの課長補佐の話

でよくわかりましたですけれども、だんだん老人医

療費がどんどんふえてまいっておりますので、特に

この介護予防に力を入れて頑張っていただきたいと

思います。 

 それで、要望としましては、これから実態の把握

を進めていくということですけれども、一つの病気

から二つになってしまったとかという人を、そうい

うようなところをまた一つ、それからそういう進み

ぐあいが二つ、三つ、年とってきますといろいろあ

ると思いますが、それらをなるべくふえていかな



 

 

い、１人の方が二つぐらいの病気になってしまって

いるという方もいると思いますので、そこらを

ちょっと実態、そこのところがどのような効果があ

らわれていくかということを追いかけていただきた

いと思います。頑張ってやっていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○委員長（久保田英市君） ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） ９５ページ、９節の特別旅

費でお伺いします。 

 この特別旅費の対象者はどういう人なのか、また

何人で構成されているのか、また３４万４,０００

円ですけれども、１４年度の該当人員はどのくらい

になっているのかお伺いします。 

 もう１点は、１０１ページ、８節の報償費、学校

５日制推進事業講師謝礼５万円でありますけれど

も、新年度から週休２日制になるのですけれども、

この講師は講習いつごろやられて、対象者はどのよ

うな人になっているのかお伺いをします。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 介護支援センター業務

係長。 

○介護支援センター業務係長（鎌田理恵君） ９節

の特別旅費に関して御説明申し上げたいと思いま

す。 

 内容につきましては、介護予防の先進地視察とい

うことで、宮城県の丸森町、三本木町に在宅介護支

援センター職員と保健婦とで行く予定で組み立てを

しております。 

○委員長（久保田英市君） 社会係長。 

○社会係長（真鍋浩二君） 学校５日制推進事業の

講師謝金の関係でございますが、５回５万円の予算

を組んでございます。開催時期につきましては、各

町に西児童館、東児童館と２カ所の児童館ございま

すが、西児童館では９月７日、児童館祭り講師１

名、１１月９日、茶道教室、講師２名、１月２５日

土曜日、バトミントン教室講師２名。東児童館にお

きましては、６月８日、おやつをつくろう、講師３

名、１１月１６日、キャンドルをつくろう、講師２

名ということで、対象につきましては、各児童館小

学校低学年を主に対象として募集をいたします。人

員につきましては、３０名から５０名の中で各事業

を参加を募って実施をしていく予定でございます。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） ９３番になるのかなと思う

のだけれども、社会福祉協議会の補助の中に、小地

域ネットワーク推進があるのだと思うのですが、こ

れ各自治体に出している金なのかなと思うのです

が、これはどのぐらい各自治体、区ですね。本町と

か旭区だとかというのだろうと思う。でないかどう

かわかりませんけれども、そんなようなことなのか

なと思っているのですが。どのぐらいの団体に補助

金を出していて、内容は実際どんなふうな内容に

なっているのか。 

 金額的にも、恐らくばらばらになっているのかな

と。やっている内容によって違う金額なのかもしれ

ないと思うのですが、その辺ちょっと聞かせていた

だきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 福祉係長。 

○福祉係長（田中利幸君） 仲島委員の社会福祉協

議会事業費補助金の中の小地域ネットワーク事業に

ついての補助金の御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 社協ではネットワーク推進事業という事業に取り

組んでおりまして、具体的には市街地住民会１３住

民会、農村部の住民会１２地区ございますが、計２

５地区に福祉推進員を置きまして、その下の組織と

して福祉係という役職を置きまして、地域での福祉

活動をより推進しようというような事業であります

が、その事業費として市街地区には３万円、農村地

区には１万円ということで、計あと若干の活動費補

助合わせまして５５万円の助成をしているところで

あります。（「それは出し放しで、そこで勝手にや

れということになるのか」と呼ぶ者あり） 

 この事業は、それぞれ地域の特性を生かしなが

ら、余りルールを枠にはめないようにという配慮の

もとに、ある地区では、年１回敬老を祝う会のよう

な活動をしているところもありますし、地域ふれあ

いサロンが去年から３地区スタートをしています

が、地域ふれあいサロンの事業の方に活用している

地域もあります。あと子供たちと高齢者と触れ合う

機会をということで、住民会主催の運動会をやって

いるような地域もありますし、いろいろ地域の特性

によってありますが、そんな活動を行っているとこ

ろであります。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） うちらの方でも、実は毎月

やっているらしいのですよね、いろいろな行事を。

それで、やっていない部分のところもあるのだろう

と思うのだけれども、これ一律で果たしていいのか

なという考えもあるのですよ。それで、うちらの方

では、年に１回老人の方たちが温泉に行くかという

話もあって、やって実現はしているのですが、何せ

だんだんだんだん老人が多くなって、もう金が足り

ないぞというふうな問題にこの間なりまして、こう

いうふうな形の方に少しお金を回そうかということ

なのですが、よく調べてみたら、年に１２回、月１

回やってますからね。だからそれでは、ちょっと補

助金のバランスがとれてないのでないかなと私は思



 

 

うのですよ。その辺の考慮というのはないのか、何

がなんでも一律なのかというようなことだと思うの

ですが、そういうところもちょっとこれから調べて

みる必要性があるのでないかなと思うので、その辺

はどうなのでしょう。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 仲島委員の御質問

ですが、この小地域ネットワーク事業の関係とか、

地域サロンモデル事業の部分については、社会福祉

協議会が主体となってございますので、これらにつ

いても、今後今の地域福祉推進活動等の部分につい

て協議しながら進めてまいりたいなと考えておりま

す。丸投げでは決してございません。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） ９５ページの保健福祉施

設の建設の実計についてお尋ねさせていただきま

す。 

 ちょっと私今お尋ねする中で、款がまたがる部

分、明日の予定の款にまたがる部分があるので、も

し適切でなかったら委員長指導してください。 

 保健福祉施設につきましては、私はこういう時

期、この保健施設としての必要性は、もう１２０％

理解しておりますけれども、こういう時期にこうい

う大きなビックプロジェクトはどうかなということ

でずっと疑問を持っております。しかしながら、町

長の非常な熱意で大分押してこられまして、もう私

も徳俵で今やっと引っかかっているところでござい

ますけれども、まずお尋ねしたいのは、今回の計画

に対しまして、町民の方々からいろいろ御意見、要

望をお聞きしたという経緯があります。その中で多

目的ホール、文化会館的な施設という部分で、この

取りまとめた中身を見ますと、このような機能は持

たさなくてもいいのでないかというような意見が多

数あったというような報告もなされておりまして、

また、それに対する見解も述べられておりますけれ

ども、私もそういうスタンスでございます。と申し

ますのは、図書館の建設の要望、さらに今の公民館

が非常に老朽化しておりまして、私は早晩あそこを

触らないわけにいかないのでないかなというふうに

思っております。そういう時期が早晩もし訪れると

すれば、四次総の中には定義されていなくても、そ

ういう部分で文化的な施設はいずれ整備をしなけれ

ばならないなというような時期が来るような私は認

識を持っております。そういうような将来の心配が

ありますので、私としては、ぜひこの際必要な部分

の保健福祉機能としての部分のみの計画に、ぜひハ

ンドルを切り直してほしいなと。 

 それと、あわせて１０款になるのですけれども、

ゲートボール場が今回計上されておりますけれど

も、あそこ今病院の跡地でゲートボールなされてい

ると思うのですけれども、あそこを利用されてくれ

ております愛好者の方々が、何か都合が悪くて移設

をしてほしいというような要望があったのかなと。

私としては多分、想像ですけれども、行く行くあそ

こに保健センターを建設するので、移設しなければ

ならないというような意味なのかなと。ことしは、

実施設計という段階で、既にもうゲートボール場は

移設と。病院の古い住宅を解体するような予定でも

ないようですし、何か先行して進んでしまっている

のでないかなというような感覚持っておりますの

で、先ほどお尋ねしました文化的施設の再考するお

考えはないか、それから今のこのゲートボール場が

先行してどうも事業がなされるような印象持つので

すけれども、以上２点お尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 向山委員の御質問

でございますが、多目的ホールに文化的機能は再考

すべきでないかという御質問でございますが、この

計画の概要につきましては、前にも御説明を申し上

げたところでございますけれども、この多目的ホー

ルに文化的な機能の部分が加わった内容につきまし

ては、加えたことで保健福祉の本来の利用形態が損

なわれるということは、この文化的な活動の部分で

は、主に日曜日とか、それから平日でも夜間の利用

ということで、保健福祉本来の目的に影響出るとい

うようなことがないということと、もう１点はこの

多目的ホールにいろいろな目的で供用することがひ

とつ望ましいという視点と、財政的な部分でこの財

源として地域総合整備事業債を摘要して計画を立て

ているところでございますけれども、これらについ

ても見直しがかかりまして、今この本町の計画につ

いては、継続扱いで地域総合整備事業の摘要という

ような考え方でいただいておりますので、これで

もって、この機会を逃すと新たにその部分での文化

的な部分をまた別な部分でやるというときには、後

年度には難しい部分もあるのでないかなということ

であります。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 教育委員会の方が

いませんので、私の方から知っている範囲内でお答

えをさせていただきたいと思います。 

 御承知のように、今保健福祉施設を建てようとし

ているところには、ゲートボール場が４面ございま

す。そのようなことで、当然建設をしていく段階

で、このゲートボール場が支障になる、またゲート

ボールを愛好している方も多数いらっしゃいますの

で、その代替施設をというようなことで、このゲー

トボール場の新設事業を計画してございます。その



 

 

中で、当然ゲートボールをやっている人たちのゲー

トボール協会というのがありますし、また受け手の

地域等の課題もあろうかと思いますし、そこら辺に

つきましては、当然ゲートボール協会、また地域と

連携を図りながら事業計画を今遂行しているという

ことであります。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） 施設の計画そのものにつ

いては、財政的な今地総債の関係等で、今が最後の

チャンスだというような説明については理解もして

おります。ただ、私もう最後の徳俵で頑張っている

と申しましたのは、要するに文化的な機能を持たす

ということで、階段状の座席を設けたり、それから

音響設備を整えたりというようなことらしいので、

そういう部分については、保健福祉施設としての機

能としては持たなくても、私はこの施設としての機

能には差し支えないのでないかなと。それは、早晩

公民館とか図書館とかというような懸案が出てくる

ような気がいたしますので、そのときに一緒に解決

できないのかなというふうに思っているわけです。 

 それから、ゲートボール場については、これだけ

台所が苦しいというような状況ですので、例えばこ

としまだ使えないわけでないので、来年度でも私は

十分協議をして、来年の中で対応しても差し支えな

かった部分でないかなというふうに考えてお聞きし

たわけです。もう１回それぞれお答えをお願いした

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） 向山委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 いわゆる多目的ホールの関係でございますが、私

ども御提案といたしましては、文化会館の要望が非

常に強くございました。そういう中で、教育委員会

におきまして、今の既存の公民館を何とか財政的に

大変だということで、その既存の公民館を改修し

て、ある程度お金かけないで改修して、その御要望

にこたえる。当面なかなか大きい施設は建てれない

から、改修の中で何とか機能を果たしていただけな

いかというそういう要望を受けておりました。その

中で、実際に可動席のいすやなんか旧公民館の中に

設けますと、財源的にも１億７,０００万円ぐらい

かかってくることで、教育委員会の方で積算してご

ざいました。それであれば、今保健福祉センターを

建てる中に、その辺の機能を持たせることできない

かというようなことで、その機能を持たせることで

財源の付与もできるぞというようなことから、いわ

ゆる合築した中で、保健福祉センターの中でそうい

う町民の皆さんの要望をどうこたえるかということ

を判断いたしまして、多目的ホールをして、当面文

化会館につきましては後年度の方でひとつ考えてい

ただくというようなことで、この計画をもったわけ

でございます。 

 それと、ゲートボールの関係でございますけれど

も、御存じとのおり町立病院が移りまして、その後

しばらく目的を持たないままでおりました。そうい

う中で、あそこが空いているということで、ゲート

ボール場に使わせてくださいということの町民の要

望を受けまして、当面目的がないからというような

ことで利用を認めてきたところでございます。余り

にも期間が長くなってきたものですから、当然利用

者側としては、それにかわる施設をというのが要望

として参りました。そういう中で、今回１４年度に

おきましては、日東会館のところのグラウンドをぜ

ひ地域との協議を終えたので、合意ができるので、

あそこをゲートボール場に何とか整備を、かわりの

施設をやっていただけないかという、そういうよう

なことで、今年度この事業を取り込んで、そして１

５年からは、ここの場所については建設ができるよ

うにというようなことで計画をいたしているという

ようなことで御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） ９３ページの国民年金全般

についてお伺いします。 

 来年から国民年金が国の方に事務が移管されると

いうことでありますが、この内容について、国民年

金の報酬から１９節の負担金補助及び交付金までに

いて、これは何ら今後も変わらないでこのままいく

ものなのか、それとも国に移管した場合にどのよう

に変わっていくのか、それをちょっとお聞かせ願い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 国民年金に係りま

しての御質問でございますが、基本的には平成１４

年４月より国民年金の収納事務に関しまして、いわ

ゆる保険料といいますか、その収納につきまして

は、国の固有の事務ということになるということ

で、旭川の社会保険庁の方で直接収納をするという

ことになるわけでございますが、今お答えをしてご

ざいましたように、制度の変わり目でございますの

で、年金の制度上の御相談等を受けていくというこ

ともひとつ大切なわけでございまして、それらの対

応をしていきたいという考え方を現状持って、推進

員の方をそのまま進めていきたいという考え方でご

ざいます。 

 そのほか、印紙の購入にかかわりましては、あく

までその１４年３月分にかかわりましておくれて納

付をされる方もいらっしゃいますので、これらの若

干の対応をさせていただこうということで、今のと



 

 

ころ予算化をさせていただいたものでございます。

なければ使わないということでございますが、少し

の方がいらっしゃるのではないかという予測で、今

のところ整理をさせていただいてございます。 

 そのほかにかかわりましては、社会保険庁とつな

ぎますコンピューターで情報を確保するために、通

信運搬費で、これは今のＩＳＤＮ回線といいます

か、そういうものを使わせていただきながら、情報

をとることしかできませんが、その方法をとってい

こうということでございます。これらにかかわりま

すいわゆる電算機の借り上げの費用として計上させ

ていただいているものでございます。 

 ただ、明年１４年度以降といいますか、１５年度

以降といいますか、これらについては、また国の動

向を実際に業務量として、事務量としてといいま

しょうか、これらがどんなふうに変化していくのか

というのが、実際実務上の中でもはっきりしてない

面がございまして、これらについては、明年度以降

時間をいただきながら検討を加えていきたいという

のが現状でございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） １点だけ、９３ページの

２０節扶助費の中学卒業就職者扶助の状況、これを

お聞かせください。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １１番梨澤委員の

御質問にお答えします。 

 中学卒業就職者扶助でございますが、要するに準

用保護児童世帯、生活保護に準じた世帯の方の対象

とすることで、予算上では２名を計上させていただ

いております。見込みを立てさせていただいており

ます。お一人が１万円の額を計上させていただいて

おります。 

 今年度については、対象者はいないということで

御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 私は、９５ページの保健福

祉建設実計が上程されているわけで、その関連で保

健福祉施設調査特別委員会の一人として、町長にま

たお尋ねしなければならない。ひとつ御所見を賜り

たいと思います。 

 ということは、１３年１１月２６日に、平田議長

から町長あてに調査報告書が送付されていると思い

ますけれども、町長見ていただけましたか。まずそ

れからお願いします。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） 見ております。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 続けさせていただきます。 

 極めて町長の説明責任について所見を賜りたい

と、こう思っておりますので、特別委員会は御案内

のとおり１０カ月８回、町外視察１回、中で新年度

予算の編成に入って、調査経過についても、財政面

については少しの不安というか、問題点があるとい

うふうに考えさせていただきたいのですけれども、

４点ある中で、なかんずく先ほど同僚委員から質問

ありましたけれども、審査報告した後に、町長よく

考えてくださいよ。審査特別委員会設置した中で

は、あくまでも１６億円かかりますと。自分のさき

の一般質問においては、多目的ホールをつくるにつ

いては、道と協議した結果、極めて有効的だと。こ

れについては検討したけれども、一億数千万円かか

るということで、町長の態度は極めて不明朗、態度

はっきりしてなかったと思います。そういう中で、

昨年特別委員会できて意見が集約されて、そこで審

査委員会としては、文化施設として併用することに

ついては、財政が厳しいので、福祉機能専用施設と

して併用は望ましくないという意見を集約されてい

るわけですね。その点に自分こだわるわけですけれ

ども、少なくとも町長は行政責任あるわけですか

ら、特別委員会でそういう集約されても、私として

はこうやりたいのだ、その辺の説明がないのです

よ。その辺、甚だしくと言うと失礼ですけれども、

まことに遺憾に思うわけですね。信頼している町長

だけにですね。 

 初め１６億円かかると言ったやつが、１億２,０

００万円足したら、１７億２,０００万円ですよ。

１６億円で審議特別委員会でさせておきながら、結

果的には開いてみたら、風呂敷広げたみたら、減っ

ているというとはいいことなのですよ。１５億数千

万円に減っている。これも減った理由というのは、

町長から一言の説明もないのです。いい、悪いの問

題でないのですよね。減るということはいいことな

のですから。そのところを特別委員会のいわゆる議

長から町長にそうした報告書について、どのように

重みを持ってお考えいただいたか、町長の所見を賜

りたいと思います。 

 それから、あと事務的なことになりますけれど

も、財源内訳のことになりますけれども、長沼町で

は、自分お世話になっているところは市町村のポ

ケットマネー、町村振興資金ですか、１億円単年度

もらっているわけですよ。今日財政事情、道の懐は

よくわかりませんけれども、財調なんか１億円しか

ない。北海道庁にして１億円しか財調基金積み立て

ないと言うのだから。それは人のかまどはどうでも

いいのですけれども、ということは大変失礼なので

すけれども。５,０００万円５,０００万円で２カ年



 

 

大丈夫なのですか。 

 それと、いわゆる地総債で、最近まで５５％来ま

す。僕は予算は少な目に、支出は多目にと思ってい

るわけですけれども、そちらさんからと言ったら失

礼ですけれども、町長側からもらった資料では、１

２年のパークで４０しか来てないわけですよ、５

０、５０と言っていて。今日も保健福祉でやった

ら、地総債の生き残りとして５５と言っているわけ

ですよ。僕は、そうなのかもしれませんけれども、

国の最近の情報としては、メディアの関係では地活

債３０％、地総債に対しては、基本計画できている

ものに対してはいいでしょうと。そういう中で、い

わゆる予算措置、財源措置されているのですけれど

も、内訳どおり５,０００万円、５,０００万円道の

補助金心配ない。地総債、恐らくこれは名前はなく

なると思うのですけれども、地活債５５％、地活債

になったら３０％だなと思うのですけれども、その

辺のところは、後顧の憂いを持たなくても、盤石だ

から大丈夫だと、その辺の意気込みをこの際お聞き

したおきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、議員の皆さん方が特別委員会をつくってい

ただきまして種々検討していただきました調査報告

書は、何度も目を通させていただきました。委員も

私と同じように、皆さん方も財政的な状況を非常に

気にされているなと。この財政的な部分については

私自身も一番問題にしているところでありまして、

何としても健全財政を維持しながら、この保健福祉

施設を建設していきたいということで、今中期の財

政計画も提示させていただきながら、まず何とか財

政運営を図れるという見通しを立てて御提案させて

いただいているということで御理解をいただきたい

なと思います。 

 それから、１６億円が今１５億円ぐらいになった

のでないかとか、金額が変わったのでないかという

お話でありますが、当初の何度も申し上げているよ

うに、大体概算で１６億円ぐらいかかるのでないか

ということを前提とした中で、いろいろ基本構想

等々練ってきた。そして、そういう中にあって、１

６億円以上オーバーするようになると財政運営上厳

しくなるなというようなことも含めた中で、大体そ

れぐらいのところで押さえる保健福祉施設をつくり

たいということから、１６億円という数字が走り出

したということもあるわけでありますが、現在今年

度実施設計をさせていただいて、最終的に総額金額

が出てくるものというふうに思っておりますが、何

としても今計画立てている数字の中でとどめたいと

いうふうに思っております。 

 それから、特別委員会の皆さん方から多目的ホー

ルにつきましての建設は見合わすべきでないのかと

いう御指摘設けました。 

 また、いろいろな関係機関との意見調整の中に

も、そういう御意見を持たれる方もいたし、また別

に今後こういった対応は、先ほど担当課長からもお

話しありましたように、今後建設に向かっては難し

い課題である。でき得るならば、併合施設として対

応すべきであるという御意見も承っている。 

 私といたしましては、この施設が保健福祉施設と

して、この多目的ホールをつくることによって障害

が生ずるのであれば問題外でありますが、決して利

用状況からしても問題は生じない。加えて、この施

設に入ってくるお年寄りの皆さん方、そういった

方々との交流の場という見地からしても、併用施設

ということが全く無関係なものではないというよう

な認識に立って、古いところを改造して対応するよ

りも、新たなところで対応したいと。その中では、

今言うように、移動型のいすと舞台装置が余分に建

設をしなければならない。しかし、ホールは、多目

的ホールとして使う部分は、これはどうしても必要

な部分なのです。これは文化施設と併用しなくて

も、このホール、多目的ホールはつくらなければい

けないということからすると、それにいすを置く費

用と、そのいすをしまい込むところのスペースが多

くなる。舞台装置が多くなるというだけで、この多

目的ホールを文化ホールとしても併用ができるとい

うことを考えて、私としては特別委員会の御意見

等々も承っているところでありますが、一部町民の

皆さん方の文化に対するそういう要望等々の受け皿

で、併用施設としての取り組みを進めさせていただ

きたいというふうに考えているところであります。 

 細部につきましては、所管から説明させます。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ３番福塚委員の地総債

の関係の御質問にお答えさせていただきます。 

 この地総債の償還の交付税算入につきましては、

再三にわたりいろいろ御意見をいただいたところで

ございますが、何度も同じことを繰り返して大変恐

縮でありますが、私ども承知している中では、これ

はあくまでも制度の内容でございますので、そのよ

うなことで御理解をいただきたいと思いますが、償

還費につきましては、国におきましては理論償還方

式ということで交付税に算入されるところでありま

す。 

 算入の率につきましても、従前から申し上げてご

ざいますように、財政力指数に応じまして５５％ま

での算入ということになってございまして、本町の



 

 

財政力指数によりまして、算入率については５５％

が摘要されているところでございます。 

 それと従前から申し上げてございますように、事

業費補正の中で算入ということでありますが、その

後一部単位費用に移行している部分もございまし

て、それらを総合的に見ますと、委員がおっしゃる

ように、経過としましては４０もしくはそれ以下の

率のときもあるかと思いますが、全体の中で、全体

と申しますか、一応完済を終えまして理論償還の総

額を見たときに、５５％により近い率になってござ

いますし、そのことにつきましては、従前から資料

を提供してございますので、御理解いただきたいな

と思います。 

 私どもも再三御意見いただいてますので、私ども

の理解がひょっとたら間違いかもしれませんので、

議員がもし何かそういう的確な資料をお持ちであれ

ば、私どもにも御提供していただき、私どもも十分

勉強を加えていきたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） もう１点御質問に

ありました地域政策補助金の見通しについての話で

ありますが、この１億円を予定してございますが、

担当の方で上川支庁等に御相談申し上げ、類似施設

について、該当になっているというような御返事を

いただいて、我々も地域政策補助金として予定して

も大丈夫というようなことで理解をしているところ

であります。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 総務課長、総務課長が資料

持ち合わせてないのに、自分みたいのが資料持って

いるはずないのですよ。持っていれば尋ねませんし

ね、そういう答弁はないと思うのですよね。 

 それと、財政指数からいって、５５％摘要される

のだというくだりありましたけれども、では総務課

長、実際地総債の交付税の中で企画調整費ですか、

その中でチェックしていると思うのですけれども、

過去に５５％満額もらった事案ありますか。先ほど

も触れまたけれども、パーク１２年度で４０％、資

料、おたくの方から自分ちょうだいしているでしょ

う。その点については、町長、今まさしく町の２１

世紀の大事な時代に尾岸町長が上富良野町長に就任

されているわけですよ。行財政運営については、揺

るぎないリーダーシップを持って、今後うちの町が

後世に悔いの残らない行財政運営されることを御期

待申し上げて、質問終わります。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚委員のいわゆる地

総債の関係についての御質問にお答え申し上げたい

と思いますが、基本的に総務課長申し上げたとおり

でございまして、議員非常に投資の方で直接入って

くる交付税の中で、算入している分について４０％

ということで、それしか入ってきてないのでないか

というようなことで御心配をされての御質問かと思

います。私どもこの地総債につきましては、制度の

変遷を経てきているということで承知しておりま

す。したがいまして、直接交付税の中で数字として

我々が読みとれる分につきましては、御報告をさせ

ていただいているということで４０％ということで

ございます。 

 それからもう１点は、その不足する分につきまし

ては、単位費用の中で積算をしてますよということ

でなってございます。この辺のところがなかなか読

みとれないということで、なかなかお示しができな

いわけでございます。 

 この単位費用というのは、非常に国の方の財政の

状況からして、我々地方から見れば、極めて戦略的

な面で、地方の交付税を下げる要因の一つとして、

そういう戦略的なもので単位費用に衣がえしている

のだというふうなとらえ方をしてございます。そう

いう中で組み込んできてございますので、理論的に

は、ただいま申し上げました５５は間違いなく来て

いるというふうに私ども信じております。ただ、交

付税の仕組みからいたしますと総額主義でございま

す。全体が低くなってくる場合におきましては、ど

うもそれを入れたら、その分ふえるのだぞというよ

うなところが現段階におきましては見えないので

す。新しいもの、いわゆるそういうものを入れたら

通常はふえるのですけれども、現在のところは何か

そういうものを入れると、コップの方から違うもの

がこぼれるというようなことで、他の費用を圧縮す

るような傾向ございまして、その総額主義の中にお

きましては、非常に地方として、この財源を受ける

側におきましては、非常に不安を抱えているという

ような状況でございます。その辺、地総債の理論償

還につきましては、責任持って国の方で対応措置を

なされているものと我々は信じてございますので、

御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 終わりと言って、また手挙

げて申しわけないのですけれども、これ自分の感じ

でものを言うことは非常に間違い多いと思いますけ

れども、従来国は公共事業やることによって景気浮

揚策を図ろうと、それが国の大方の流れだったと思

うのです。そして、地方は箱ものをつくった。いわ

ゆるインフラをやってきた。そのとき、何か入った

ら必ず交付税手当て、オールマイティーなことを言

うわけですよ。そして、今日バブルがはじけてこん



 

 

な状況、十数年たってもまだ経済が元気出ない。そ

ういう中で、すべからく交付税で補てんしました。

そういう今ツケが最高潮、最大限来ているわけです

よ。この辺の問題を機敏に、財政担当者は先んじて

先取して、そして後世に憂いの残らない行財政運営

をしていっていただきたいために、意地悪で言って

いるのでないのです。情報知りたいし、意見の交換

したいという考え方で自分は今日まで質問させても

らっているので、その点御理解いただきたい。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚委員の御質問でござい

ますけれども、我々もこの自治体だけで歳入を見積

もれないという悩みがあります。国の中でコント

ロールされるという面ございまして、なかなか地方

分権となりましても、その自主性を発揮するために

は、この税財源というものは極めて地方に自主的に

判断できるような、そういうような制度の内容にな

らないと、なかなか自主性が生まれてこないという

ふうに考えてございます。 

 委員おっしゃいますとおり、経済対策の中におき

ましては、地方へひとつ協力してくださいよという

ようなことで、いわゆる財政支援についてはこう

やってやりますよ、そして後から交付税でこうやっ

て見ますよ、こういうようなことで地方への財政措

置も行ってきてございます。そういう中で、地方と

してもできるだけは経済の活性化のためにもおこた

えをしていこうというようなことで協力はしてきま

した。当然財源を伴ってまいります。国の方から財

政支援があったとしても、自前の財源を出さなけれ

ばいけない。そういう面につきましては、過去にお

きましても、担当の事業課におきましては交付税で

見てますよ、だからやってください、こういうよう

な担当部局からの財政に報告がございます。そうい

う中におきましては、非常に警戒心を私ども、私も

財政担当しておりましたから、非常に警戒心を持ち

まして、その辺のところを、ある程度はコントロー

ルしていかなければいけないなと、抑制していかな

ければいけないな。そういう中で健全財政を維持し

ていくということを基本に考えて財政の運営は行っ

てきたところでございますので、その辺、議員と同

じようにその先行きが見えない中で我々も心配して

いるところでございますので、この点何とか御理解

を賜っておきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 私は、１点だけお聞きした

いと思うのですけれども、この９５ページのケアハ

ウス、この管理運営でございますが、今何年か前に

けんけんがくがくと論議してできたわけでございま

すが、その結果でございますが、今現在満たんに

入っておられるのかおられないのか。 

 また、それに上富良野町民が何名ぐらい入ってい

るか。入所してしまえば上富良野町民でございます

けれども、入所するまでには上富良野町民の方が何

名は入っておられるか。経営はどういうふうになっ

ておられるか、町としてもかなり援助しておられる

ようでございますが、その建てた結果、町民に喜ば

れているのか、またこれよかったなという結果が生

まれておられるのか、まあまあだという結果に終

わっておられるのか、その点をお聞かせ願いたいと

思うわけでございます。 

 それというのは、私ラベンダーハイツでも昭和５

５年、６年一生懸命に上富良野町に建てていただく

ように要望してまいったわけでございますが、下川

にとられたりして二、三年おくれてできたわけで

す。このときに、でき上がったときに町民の方が

入ったのが３分の１、町外が３分の２で、それも２

年ぐらいかかって満たんになったと。非常に建てた

ときには受けが悪かったわけでございます。何十年

たった今考えてみますと、非常に上富良野町は先見

の目があったと、私はこう考えているわけでござい

ます。 

 それで、やったときには５０床だけれども、行く

行くは１００床にしなかったら、この看護師といい

ますか、これは経営がとれないということで、１０

０床にするという計算でやっていたわけでございま

す。ところが何年かたっているうちに国の情勢も変

わって、１町村に１００床は無理だということに

なって、あとの５０床の分はもらえないと、こうい

うことで非常に残念な結果で終わったわけでござい

ます。そうするならば、この私はケアハウスが本当

によかったのか。今までやってきたうち、私は自分

なりで考えているのは、上富良野町でけんけんがく

がく議論してやってきたうちで、私は今までのうち

この何十年間のうちに、失敗したのは看護婦宿舎だ

けだと、私はこう考えているのです。これは補助金

もらって、本当に生かされないで何十年過ごしたな

と、こういうふうに思っているのです。そのほか

は、非常に皆さん議論してやってきたけれども、白

銀荘も何年かたったきょう見ると、まあまあよかっ

たなと。ほかの町村も、上富良野に準じてかなりの

町村があせって今やってきているところです。そう

するならば、非常に上富良野町としては失敗率が少

ないと、私はこういうふうに誇りを持っているわけ

でございます。 

 そういうことで、私はこれ建てる前にも議論をし

なければいけないけれども、建てた後も反省しなけ

ればいけないと私は思っているわけです。そこで、



 

 

ケアハウスはもう何年かたった今日、ひとつ入って

いる方も喜びの声があるのかないのか、また上富良

野町民として、一般から見てもあのケアハウスがよ

かったのか、失敗で終わっているのか、その辺をひ

とつお聞かせ願いたいと、こう考えているのでよろ

しくお願いします。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １４番徳島委員の

御質問にお答えいたします。 

 現在ケアハウスの入所人員は、定員の３０名全員

が入所してございます。そのうち上富良野町民の割

合でございますが、ちょっと今若干あれですけれど

も、およそだと思いますが、後ほどお知らせしたい

と思いますが、３０人のうち８人、比率で２７％ぐ

らいだと。 

 そして、建設した結果どういう評価が、入所者に

とって喜ばれているのかどうかということでありま

すけれども、確かにこのケアハウスについては、あ

る程度自宅で、自分の家で生活ができないような機

能が体の状態になってきた方を対象にした施設でご

ざいますので、入られて、この施設の中では生活指

導員とか寮母もおりますので、そういう面での生活

上の安心感ということで、食事についても栄養士が

やってございます。そういう面で、この入所者に

とっては、この制度についてはいいことだなという

ことで、それとやはり介護保険制度ができてから、

この施設は介護保険施設ではございませんけれど

も、やはり独居老人の方とか、そういうような方で

こういうような介護保険になる前の方なんかで、自

分で生活できないような方というのは、こういう施

設が一つの受け皿ということなのかなということ

で、そういう面では、この施設ができていることに

ついてはいいかなと思います。 

 ただ、このケアハウスについては、所得階層でい

ろいろな補助制度もございますが、所得階層で所得

の高い方が入っていれば、多くいれば町の持ち出し

は少なくて済むのですが、軽費老人ホームというよ

うな名称になってございますので、そういう面で

は、やはり町の持ち出しも、今基準の分も含めまし

て、町で一般財源で出しているのは、補助金を一た

ん受けて、町がその分と合わせて持ち出ししている

分入れますと、町で出している一般財源は２,１９

６万円ほどの財政負担となっているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） あらましのことはわかりま

したが、これは正直言ってラベンダーハイツと違っ

て、こんなこと言ったらおかしいけれども、年を召

された動けない方だけれども、このケアハウスとい

うのは、入ったらかなり強い人が入っているので、

入ったらもう何十年と、３年や５年で出ない、１５

年も２０年も入っているということにもなりかねな

いように私は思うわけです。そうするなら、８名

入ったら、はっきり言うなら上富良野も余裕あるの

ならいいけれども、各町村の人をどんどん入れて、

これをずっと補助していくということにしては、

ちょっといかがなものかと私は思うわけで、その辺

は、上富良野町民の方が入りたいと言ったら、１割

やそこらは私は空けておいて、さっと入れるような

体制もどうかと私は思うのです。経済には大変だと

思いますけれども、これはもう上富良野町民が入り

たいと言っても、言って１０日や１カ月や３年やそ

こらで入れないように私は思うわけですよ。そうす

るならば、これ果たして建ててよかったか悪かった

のかと私個人的に考えるわけさ。それで、悪いとい

う言葉はどうかと思いますけれども、その点を踏ま

えて、私は経済にはちょっとえらいと思いますが

ね、１割ぐらいの部屋というかベッド数といいます

か、空けておいて、町民がいよいよ入りたいと言う

人は、気持ちよく受け入れできるような体制も私は

どうかと思うわけなのですよ。 

 何でも経済経済と言って満たんに入れて、はっき

り言って、よその町村から来た人を受け入れてです

よ、上富良野町民が入りたいというときに入れな

かったら、何のためにこれしたものかなという私は

判断もあるわけさ。そこで、今少しぐらいの余裕を

持っていただいたらどうかなと、こう私は思ってい

るわけでございますので、その点をひとつ判断して

いただきたいなと、こう思っております。よろしく

お願いします。 

○委員長（久保田英市君） 福祉係長。 

○福祉係長（田中利幸君） 徳島委員の御質問です

が、ケアハウスは平成９年の１２月に開設をいたし

まして、早４年近くたつわけですが、当初８名の入

所からスタートした経過がございまして、しばらく

の間は空きが余りにも目立ち過ぎるということもあ

りまして、その分の負担が大きいということで、町

外者の希望を受けて入所を進めてきたところです

が、１年半ぐらい前から、ほぼ満たんに近くなって

まいりまして、委員おっしゃるように、町長の意向

でもありますが、なるべく町民を優先にということ

で、１年半ほど前からその誘導にかかってきたとこ

ろです。 

 今現在、上富良野町民の待機者はおりませんが、

委員おっしゃるように、仮に空いたときが迎えます

と、町民を最優先にして入居を進める予定にケアハ

ウスとともに協議を進めているところであります。



 

 

その辺御理解をいただきまして、お願いしたいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） あと、なければこの款

終了したいと思いますが、どうですか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 寝たきり老人等をなくす

という形の方針で、閉じこもり予防、介護予防の対

策がとられようとしています。そこで町長は、こう

いう方針に基づいて、当然町長も加わってこういう

方針を築いたのだと思いますが、町長は将来この上

富良野町を介護予防の先進地にしようという形の方

針を考えたときに、今後やはり充実すべき点、そう

いった点を当然頭の中に思い浮かべておられるかと

思いますが、この所信について、町長の建設的なま

ず意見を伺いたいというふうに思います。 

 私この間見ていますと、町立病院があります。町

立病院があるのだけれども、医師もここにかかわっ

ていろいろな介護の予防には携わっているかという

ふうに思います。しかし先進地を見ますと、医師が

その中心になって、いわゆる部長あるいはその中心

になって、その介護の推進に当たると。そこに保健

婦さんや介護士さん、あるいはケアマネージャーの

方、理学作業療法士の方等がやはり競い合ってこの

介護予防に対して、我が町はいかにあるべきかとい

う論議と、そこで抽出できる課題や問題点を日々

やっぱり積み重ねて論議して、そこから進むべき方

向を見出しているというのが実態であります。そう

いう方向に上富良野町も、当然これだけの高い水準

の予防医療を目指すということですから、並大抵の

努力では、本当に到底追いつきません。これは本当

に今まで築いてきた、やっぱり質の高い介護予防の

ところまで今到達しつつあると私は思っています。

そういう意味では、町長はこういうことも踏まえ

て、行政の先進地としてのどうあるべきかというま

ず所見についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 米沢委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 私常に申し上げておりますように、第４次総合計

画、前期の大きな事業推進は、豊かな心の人の町づ

くりであると、そういう観点で総合計画の前期を取

り進めたいと。そして、特に老人医療、老人福祉を

含めた福祉関係の整備を整えたいということで、現

在この総計の前期に向かって、保健施設の建設にも

御支援をいただいているところであります。 

 要は、常に申し上げておりますように、高齢化社

会を迎えた中で、健康寿命をいかに伸ばしていくか

ということが究極の目的でありまして、担当所管も

その対応の中で取り進めさせていただいております

し、町としても、私としてもそういった予算措置を

させていただきながら、この総合計画の前期５カ年

は、福祉豊かな心の人の町づくりを重点にした中

で、健康寿命をいかに伸ばしていくかということを

最終の目的として事業の推進を図っていきたいとい

うふうに思っているところでありますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） そういう話は聞きました

が、具体的なやはり病院の医師をやっぱりきちっと

その方向での座らせて、それだけでは足りません

が、そういう方針もひとつやっぱり介護支援すると

いう目的の、そういった核となる部分をさらにつく

り上げていくことが今必要ではないかなというふう

に思いますが、この点について、もう一度明確な答

弁をお願いしたいというふうに思います。 

 それと９６ページ、９７ページにかかわってお伺

いいたしますが、今回緊急通報システム等の新たな

整備が行われます。ここにいろいろと問題点がある

かというふうに思います。最近、耳の不自由な方

等々がおられます。目の不自由な方もおられます。

そうすると、緊急通報システムが何かのときに始動

して、耳の不自由な方はその音が、いわゆる消防か

ら直接行ったとしても聞こえないという問題が実際

起きてます。消防では、そういったところはきちっ

ととらえて、どうあるべきかという対処もされてい

るという話であります。そういう意味では、そうい

う人たちが機敏に、また災害に遭った場合、火災に

遭った場合、何らかの対応がすぐできるような、聞

こえない人のためのそういう措置というのも兼ねあ

わせてこういったところにもっと導入すべきものが

あるのではないかというふうに思いますが、この

点。 

 さらに、介護保険料の利用者負担という形の中で

軽減策がとられています。今もう一歩これをさらに

進めるために、いわゆる非課税世帯、第１、第２段

階、こういう人たちに対する無料の制度をやはりき

ちっとつくり上げていくべきだと思いますが、まず

この点についてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 先ほど答弁漏れをいたしま

して申しわけございませんでした。 

 福祉は、委員おっしゃるように本庁舎の保健福祉

課だけで対応できるものでもないし、社会福祉協議

会、あるいは各関連機関の組織の皆さん方と協調し

ながら取り進めていかなければいけない。特に病院

との関係は、綿密に連携をとりながら対処していか

なければならない、最も連携を深めていかなければ

いけないというふうに認識しております。 



 

 

 療養型病床群の設置等々で、病院もその対応を

図ってきているわけでありますから、今後より一層

これらの推進に、現在も取り進めているところであ

りますが、より一層これらの連携をとりながら、綿

密な連携をとった中での対処をしていかなければな

らないというふうに思っているところであります。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 緊急通報システム

の関連の御質問でございますが、耳の不自由な方の

障害者の方についての対応でございますけれども、

今手帳を有している方に対しての日用品、補聴器等

の器具の給付事業がございまして、それらの対応の

中で、赤ランプがつくようなそういう装具がメ

ニューの中にございますので、申請等によってそれ

らの方に対しては対応できるのかなということで

思っております。 

 もう１点の介護保険利用者の負担の御質問であり

ますが、これは町独自でやっている、１３年度から

実施しております介護サービスの利用促進事業補助

の件だと思いますが、この目的は、まず在宅での介

護支援といいますか、そういうことで要するに利用

者の方の介護サービスをよく利用促進していただく

というのがまず一つの趣旨でございまして、あわせ

てその方の中で低所得者の方の負担軽減にもなると

いう二つの側面でこの制度を発足し、起こしたわけ

でございます。 

 先ほど、この利用者負担軽減の制度をさらに突っ

込んで、非課税世帯の方について無料にしてはどう

かという御意見でございますが、委員も御承知のと

おり、この介護保険制度というのは、ある程度受益

者の負担の原則のもとに、国民みんなが支えていく

という制度でございますので、その辺のことを御理

解いただきたいなと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 通報システムのかかわり

で言えば、そういう制度を利用してもらうというこ

ともいいかと思いますが、やはりそういうところに

設置に合わせて、やはり実態もよく見て積極的にこ

ちら側からそういったのとあわせて設置すると、行

政の方で、そういうのも必要だというふうに考えて

ますが、この点。 

 確かに介護利用者の負担軽減という点では、受益

負担の原則ということでされています。しかし、受

益負担といっても、おのずとそこにはやはり所得階

層で見れば、限度いっぱいの生活をしている方等が

おられるわけで、特に非課税世帯等に至っても、そ

うそう収入があるという状況の中ではありません。

これだけでは負担はありませんので、そういうこと

も考慮すべきで、そういうことも含めて改善の余地

があるのではないかというふうに考えますが、さら

にこの点をお伺いいたします。 

 次に、保育所の委託の問題についてお伺いいたし

ます。 

 町は、今後関係住民とのいわゆる説明をされると

いう話であります、保護者等ですね。本来であれ

ば、この保育等のあり方について、行政改革部会も

しくはそれにかかわった人たちの中で、こういう問

題が検討されたかと思います。しかし、こういった

現場の保母さんの意見等々については、恐らく伺っ

てないのでないかというふうに思います。この点は

どのようになっているのか、さらにお伺いします。 

 今、町長にお伺いいたしますが、国の指導に基づ

いたいわゆる一時保育等々は、現状でどのぐらいま

でこの町立の保育ではやられているのか。町の示し

た委託案では、今後一時保育、延長保育を含めてで

すが、充実というか、実施しなければならないとい

うことが書かれておりますが、現状ではどういう体

制になっているか、町長伺っておりますか。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番米沢委員の

再々質問にお答えしたいと思います。 

 まず、先ほどの聴力障害者の方とのそういう制度

の奨励といいますか、その辺はＰＲ積極的に行うべ

きでないかということについては、手帳のいろいろ

な手続上の制度窓口でやってございますので、そう

いう部分でのＰＲをさせていただきたいなという、

必要な方の、その方の体の状態に応じてそういう器

具が、装具が必要な方と判断した方に対しては、Ｐ

Ｒをさせていただきたいなという考えでおります。 

 それから、介護保険の利用料の負担軽減の関係に

つきましては、先ほどお答えしたとおりになろうか

と思います。 

 それから、次に保育所の委託の関係でございます

けれども、現場の職員の声を聞いた上で進めている

のかということの御質問でございますけれども、こ

れにつきましては、毎月保育士全員の職員会議を開

いてございますが、具体的に保育所の運営のあり方

とか、保育業務のあり方等も含めて保育だけの世

界、今自分たちが置かれている保育だけの部分のこ

とと、それ以外にやはりいろいろな障害児とかいろ

いろな現状の中のそういうものを考慮した中で、保

育士等の学習会といいますか、委託化の考え方とあ

わせて学習会をさせていただいておりますけれど

も、その辺についてはなかなか保育の業務、専従と

いいますか、その部門だけの仕事を今までやってき

た中で、施設の運営上の部分での判断というのは、

なかなか我々の問題点、課題点、そして方向性なん

かの部分での議論の中では、十分には職員には受け



 

 

とめはなかなか難しいのかなと。ただ、これについ

ては、時間をかけてそういう部分でのこれからの公

立の保育所のあり方とか、あるいは子育て部分での

役割とかという部分についての職員の一つの業務に

対する考え方については、逐次やっていきたいなと

いう考えでおります。 

 それから、最後に一時保育の現状はどんなになっ

ているのかという御質問でございますが、これにつ

きましは、今年度５件の受け入れをさせていただい

ております。これは、あくまでも一時保育でござい

ますので、急遽親御さんが家庭での保育に欠けると

いうような年度途中での入所申し込みでございまし

たけれども、それらの受け入れ状況については、５

件であります。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 通報システムのことで言

えば、聴力障害だけではなくて、お年寄りの方は結

構耳が聞こえないという方がふえてきているので

す。そういうことも含めて私は言っていますので、

そのことを十分検討する必要があるのではないかと

いうふうにもう一度つけ加えておきます。 

 保育の問題で伺いますが、今町にもどのような現

場の努力がなされているのかというところだという

ふうに思います。現場では、いわゆるアトピーにか

かわっては保護者と保育士さん、あるいは給食、障

害児の方おられますから、こういった体制の中で

やっぱり一人一人の健康状態に合った食生活という

か、給食というか、献立を追究しているというのが

実態であります。 

 まだまだ一時保育等については、住民の望むとこ

ろにはいってない部分もあるかと思いますが、しか

しそれに向けてかなりな努力もされ、いわゆる地域

とのつながりを持つための触れ合いのバザーという

のも率先して行われています。これだけのやはり

サービスが身近になって、保育士さんたちは一生懸

命この地域にかかわる保育所のあり方というのを追

究している。これを町長は、単に原価コストを求め

て委託しようという内容になっているわけでありま

す。 

 もう一度お伺いいたしますが、先ほどもお伺いし

たように、この委託に合わせて関係する方々の話や

現場の話というのは、その企画段階から全く酌み入

れられてないという問題ですね。 

 それと市場原理の問題で言えば、なぜ公立が原価

が高いのかというところで言えば、どこでもそうな

のですが、人件費の問題ですね。民間の場合は、い

ろいろな事情がありまして、退職される方が多いと

いう状況で、全国的にも平均年齢が二十五、六歳か

七歳ぐらいだという感じです。公立の場合は、一定

のやはり力量の持った方、社会にかかわって処遇さ

れているという状況の中で、きちっと保育体系を体

得して、身をもってきちっと子供たちに、親たちに

保育のあり方というものを問いかけられるだけの私

立、民間保育を全く否定するわけではありません

が、そういう比較的力量の持った方もおられます。

そういうことを考えたときに、ここにコスト、いわ

ゆる効率主義、民間に委託した方が安上がりでない

かというような理解が出てくるのだと思うのです。

しかし、私は一定の公立の役割というのは、やはり

そういう人たちを大いに生かして、地域の保護者や

子供たちにもっと保育のすばらしさや、そこにいる

給食やかかわる人たちの喜びというものを知っても

らう。 

 また、地域に、あるいは保育所を開設してほし

い、もっと開いて公園を裏庭を開設してほしい、そ

ういう要望にこたえられるのが公立の保育者だとい

うふうに思います。そういう意味で、私はこういう

問題をきちっと整理されないで、ただ原価コストで

委託しようというのが、どうも保育に対する町長の

理念そのものが全くないと言って私はいいと思うの

ですが、町長はこの点どのようにお考えなのか、ま

ずお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 保育所の民間委託の件につ

いてお答えさせていただきます。 

 さきにも何度も委員にもお答えさせていただいて

おりますとおり、言うならば民間活力を導入して、

そして民間の地域の活性化を促進していくと。そし

て、肥大化した行政組織を簡素化していかなけれ

ば、あらゆる面でこの厳しい財政難を乗り越えるこ

とができない。議員のおっしゃるように、経済コス

トのみを考えて委託をするというのではなくて、そ

れもあるわけでありますけれども、民間の力をかり

るのだ、民間が活力を持っていただくのだ。直営で

やるも民間でやるも、私はその民間でやることに

よってサービスが低下するというようなことはない

と。より一層の直営でやるよりも、機敏な変革を取

り進めていただけるのでないかなということに期待

をいたしております。 

 万が一民間がサービスの低下をするようであれ

ば、運営は委託しますけれども、それはまた委託先

を考えなければならない。再契約については、考え

なければならない。私は直営でやっているのと、民

間で委託したことによってのサービスの低下が生ず

るということついては、まず大きな心配はしており

ません。もしそういう場合があれば、契約は解除せ

ざるを得ないと、他に変更せざるを得ないというふ



 

 

うに思っております。 

 そのようなことから、基本的には民間活力、地域

の活性化を願う、行政組織の簡素化を図る、これが

目的であるということで御理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 人件費の問題でも、結局

そこに、機敏な対応できないと言うけれども、機敏

な対応というのはできないことはないと思うのです

ね、まずこの点。 

 それとコストの面なのですが、何回も言います

が、今の現状で言えば、ただ人員を移動するだけ

で、総体的にほとんど変わらない。コストの問題

は、どこに問題があるのかということで言えば、措

置費の問題なのです。国から来る措置費が物価に見

合った分の形で来ないという問題も合わさって、地

方自治体における一定の水準をやっぱり保とうとし

たら、それなりの財源というのは、一定水準必要だ

と思うのです。そういうことを考えたときに、私は

町立保育所、民間保育所、それぞれの共通の立場で

競い合う関係があるから、上富良野町の保育もぐん

ぐんぐんぐんこれから前に行くのだろうと思う。こ

れが簡単に言えば、一つになるということはないけ

れども、選択の幅が一つ二つになると、保護者の選

択の幅も狭まるという状況になりますから、この点

もう一度考えていただいて、保育所そのものがやは

り委託がいかに住民に受け入れられないものかとい

う形で、これからいろいろな問題が出てくると思い

ます。私は、改めて町長に、この保育所のあり方そ

のもの、町長自身の考えがやはりない。ないからこ

そ右往左往するという形になっているのだろうと思

いますが、もう一度確認いたします。 

 それと、１００ページ、１０１ページにかかわっ

て児童館の問題についてお伺いします。 

 これも何回もやっておりますから、充実するとは

言っているのだけれども、なかなか充実されないの

ですね。既存の施設を使って東児童館では受け入れ

態勢やっていますが、限界があると。やはり一般の

学童保育所を受けるとなると、１０名が今の体制で

はいっぱいだと。一般の児童館も受け入れていると

いう状況の中で、充実とは言っているけれども、そ

ういう現場の声もきっちり聞くべきだと。本当に子

育て支援と言っておきながら、一方でどんどんどん

どん後退させるような行政を行っている。ここに問

題があります。 

 さらに、東中におけるやはり児童館、学童保育所

の要求もふえてきています。今子供たちがやはりお

母さん、お父さん、農作業あるいは離農して仕事に

出て帰宅が遅いという状況になっています。そうい

う意味で、東中地区にも、ほかにもあると思うので

すが、やはり要求があります。こういう実態をいま

一度きちっと調べていただいて、やはりその体制を

とる必要があるというふうに思いますが、この点あ

わせてお伺いしたいのと、そういう中で保健福祉セ

ンターを建設するというのでしょう。これはやはり

当面中止すべきで、やはり必要な財源は、暮らしや

こういった切実なところにもっと回すべきでないで

すか。この点、もう一度確認したいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） お答えさせていただきま

す。 

 まず、保育所の委託でありますけれども、私は多

くの町民の皆様方からいろいろなお話を聞いており

ますが、その中で保育所の民間委託について反対だ

と、私の周りでいる方々の中からは、そういう声を

聞いておりません。委員とは意見を相違するところ

でありますが、ただいま委員から、右往左往して考

えているのでないかという心配をいただきました

が、私は民間に委託するという信念を持って御提案

させていただく、今でありませんが、来年度に向

かって御提案させていただく。心の迷いを持たない

で取り進んでいるということで、励まされましたこ

とをお礼申し上げたいと思います。 

 さて、保健福祉センターとの絡みでありますが、

そういうすべてのいろいろな部分もございます。保

健福祉センターを建設することによって、常に申し

上げておりますように、現状の財政状況の中で、あ

る面では、町民の皆様方に御苦労をいただかなけれ

ばならない部分もあるだろうと。潤沢な財政運営を

しているわけでないために、そういう我慢をしてい

ただかなければならない部分もあるだろうというこ

とは、前もってお願いしておりますように、そう

いったものを理解していただきながら、保健福祉セ

ンターの建設に向かっての御理解をいただきたいも

のだなというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 東中地区の先ほど

児童館が必要ではないかというような御質問でござ

いますけれども、私どもは現状では、そういうニー

ズ、地域の要望というのはまだ承ってございません

し、今東中保育所ございますが、あそこも少子化の

部分で、まだ２５人ぐらいは入れるような施設なの

ですけれども、地域として、現状としては１４人入

所している状況でございます。その中で、この東中

地区の御質問でございますけれども、そういうニー

ズがあれば調査してみたいということであります。 

 児童館につきましては、今東児童館の方は、放課

後児童の保護者が施設あるいは担当の方に申し出を



 

 

いただきまして、直接自宅には両親が仕事でいない

家庭の対象なのですけれども、そういう子について

は、そういう申し出をいただくというようなこと

で、今現在東児童館につきましては、十四、五名そ

ういうお子さんがおるということで、そういう子に

対する部分については、児童館の職員がある程度施

設の中での目配りというのはさせていただいてござ

いまして、あと一般の子供らの利用やなんかもござ

いますので、その辺のそういう必要、直接学校から

そういう児童館に行く家庭のお子さんが、そういう

希望される場合には、そういうようなことで対応で

きるようになってございますので、児童館について

のその辺のＰＲ等はさせていただいているところで

あります。 

○委員長（久保田英市君） この款の質疑終了いた

したいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） ここで、若干この際休

憩をとります。 

──────────────────                
午後 ３時４２分 休憩 

午後 ３時５５分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 次に、歳出、第４款、１０６ページから１１５

ページまでの質疑に入ります。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） １１１ページの衛生費の２

２節、補償補てん及び賠償金１００万円、けさほ

ど、この件に関して経過説明を承りまして、いろい

ろこの１００万円について考えさせていただいてお

りました。この春のお彼岸を迎えて、最近新聞には

チラシ入ってきているわけですね。どのぐらいのお

墓がどのぐらいかなと、体裁ですね。１００万円と

いったら結構立派な墓できるわけですよ。そこで、

聞いた限りにあっては、短絡的に申し上げますけれ

ども、大変申しわけないと思うけれども、町の責任

において完全に移設してあげれば、Ｂさんには礼を

失しないのだと。したがって、２２節ということに

なれば、相手方に、Ｂさんにお金を渡すという考え

方ですか。それについては、私は８節、１３節で上

富良野町が、行政が責任持って移設してあげて、後

その祭事の関係については８節報償費で、どういう

催事を御予定されるのか、どんな祭壇を予定される

のかわかりませんけれども、最初から最後まで行政

の責任において墓所有者の意向を酌みながらやるこ

とがよろしいのでないかと。したがって、２２節の

１００万円についての節の計上は、８、１３節が適

当でないかと。 

 それと、最後の質問をしたわけですけれども、１

００万円となった、ぽっきりのジャストになった根

拠、内訳をこの際お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚委員の御質問にお

答え申し上げたいと思います。 

 実は、２２節で組んだのは、今委員が御質問にあ

りましたとおり、祭事等の関係がございます。これ

らについて、町でということになりますと、宗教的

な問題もここに絡むというようなこともございまし

て、２２節、本人への補償負担ということで措置を

させていただいたということで御理解いただきたい

と思います。 

 内訳につきましては、担当課長の方から申し上げ

ます。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 移設の工事にかか

わりますのが８６万５,０００円、祭事に要します

のが１３万５,０００円の予定でございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 根拠となる移設が８６万

５,０００円ですか。これは見積もってもらったの

ですか。あとの１００万円の残は、祭事費というこ

とですね。では、その見積もった８６万５,０００

円の工種別の説明をお願いしたい、見積もりとった

のであれば。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 解体にかかわりま

す工事が２５万７,０００円、それから基礎の新設

にかかわりまして１７万円、移設の工事といたしま

て１９万８,０００円、天場の張り石ということで

２３万円の予定でございます。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ４款衛生費の１１ペー

ジ、１３節委託料のところでございますけれども、

１億１,７５３万３,０００円、昨年と比べまして

１,０４６万２,０００円と、こうふえておりますけ

れども、この中でクリーンセンター、私はクリーン

センターは活性炭装置を取りつけまして、今のとこ

ろ５ナノグラム以下で順調に推移してきていると

思っていたのですけれども、またここでダイオキシ

ン暴露防止対策費として８３６万１,０００円、こ

れを予算されておりますけれども、これはどうして

もつけなければいけないのでしょうか。どうしてこ

れが必要なのか、ちょっとわかりませんのでお尋ね

いたしたいと思います。よろしくお願いいたしま



 

 

す。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいまの御質問

でございますが、クリーンセンターに係りまして、

労働安全衛生法という法律の中で、その作業環境の

整備を求められる規則の改正がございまして、この

要綱に従って、その排出されるダイオキシンという

意味ではなくて、作業の環境にかかわりまして、ダ

イオキシンの作業員の皆さん方がダイオキシンの被

爆といいますか、どうしても炉の中でございますと

か、煙道の中ですとか、そういうところの作業をい

たしますので、それらに暴露されると言いますか

ら、受けるものを防止をする必要のある対策を講じ

る必要があるということが、この労働安全衛生法の

中の規則の中で定められ、要綱でその方向が示され

たということでございまして、この対策でございま

す。 

 したがいまして、それらに対応するものといたし

ましては、まず第１点目としては、その作業の環境

によって、場所によってどういう暴露を受けるかと

いう、その管理区域のそれぞれ設定を要するものが

１点でございます。そのためには、ダイオキシンの

測定を要するわけでございます。 

 それからもう１点は、作業にかかわりまして暴露

の防止被服といいますか、作業に要する被服をそろ

えると。当然場所によってはマスクをつけまして、

単なるマスクではなくて、呼吸用の送風をいたしま

して作業をするという形が必要になってまいりま

す。それら作業の環境によって、それぞれに指定さ

れている品質の作業衣等がございまして、これらを

準備をせざるを得ないというのが現状でございま

す。 

 もう１点は、それらの作業の状況から、通常の被

服を着がえて、一般的に言う作業外のところに行く

場合には、その暴露を受けているそのダイオキシン

類を外に出さないということが一つのねらいでござ

いまして、これらのエアクリーナーによってそれら

を洗い落としながら、その作業衣を保管する場所を

確保するというような内容でございました。あくま

で作業をされる方々の安全を確保するものでござい

ます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） それは、今こういう形で

出てきたものなのでしょうか。もう既にこれクリー

ンセンター設置されましてから経過しておりますけ

れども。 

 それとまた、この機械は、これは作業する方の方

でございますけれども、また何か違う法律等改正と

かなりますと、またこの機械というのは全く金食い

虫と言いましょうか、何かこうごみの処理で大変な

施設でありますけれども、１５年間これからこの機

械を使用していくに当たって、また何か違うもの

が、全然この機械は取りかえることはできません

し、古くなってきますと修理費がかかるということ

はわかりますけれども、今回またその作業する方が

こういった暴露対策をしなければいけないと。また

何年かたちますと、何かまた新しい法律がこう変

わったわと、こういうことになったりすることはな

いのでしょうか。そこら辺ちょっと心配なのでお聞

きしたいと思います。見通しとしまして。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 新たな法改正とい

うことにつきましては、私どもも予測はできないと

ころでございますが、労働安全衛生法のその規則の

改正につきましては、昨年１３年度でなされたもの

でございまして、これに１４年度より対応しようと

するものでございまして、どうしても作業の安全確

保につきましては、設置者の責任をどうしても問わ

れるということでございますので、これに対応せざ

るを得ないというのが現状でございます。 

 将来的に法律が変わってどうだということに関し

ましては、今のところお答えできる内容でございま

せんので、御了承いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） １０９ページ、環境衛生費

についてお伺いします。 

 旧ごみ埋立地に関連しまして、賃金と報償費があ

りますけれども、これはことしで終わるのか、あと

何年もこれは続くようなものなのか、見通しについ

お願いします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 旧ごみの埋立地の

周辺整備の賃金と、それから報償費の謝礼でござい

ますが、これにつきましては、当面まだ続く予定で

ございます。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １１ページの１９款の中

で、２点ほど質問したいと思いますけれども、合併

処理浄化槽の普及推進協議会の負担ですけれども、

これは農村などに点在している住宅につける合併浄

化槽かなというふうに理解しているのですけれど

も、それでよろしいですか。 

 それだとするならば、まだ実際上富良野町は、前

回質問したときは、平成１５年からというようなこ

とをお聞きしたと思いますけれども、実際に合併浄

化槽が普及してない段階で、この負担金が納める必



 

 

要があるのかどうかということと、それからもし１

５年から実施計画があるならば、ことしは何という

か、調査費といいますか、農村も１２年度、１３年

度に建てた住宅については、ぜひこれは補助金を出

していただくようにと。近隣町村はみんな出ている

のに、上富良野町はなぜだというようなことであり

ましたけれども、所管に伺いますと、そういう予算

はないというようなことでできなかったわけです。

そして、１５年からやるとするならば、調査費など

が必要でないかと。アンケートでもとらなかった

ら、農村は逆に今までやってほしかった分が、やり

たいけれどもやれないというような経済状況は衰退

しているというような実情でございますので、その

辺予算措置をなされるのかどうか、そして、また希

望者がいるかいないかのその辺の状況をどのように

見きわめるのか質問したいと思います。 

 それから、次に２２節です。墓地の件で、私も最

近墓地の敷地を買って建てたわけなのですけれど

も、これは順次順番に敷地を売るといいますか、権

利を譲渡するのだというようなことで、買って建て

たのですけれども、前後ろが全然建たないのです

ね。そして、そうかと思えば、最近建てた舗装にし

た分譲の部分については、どんどん建って、九十何

％ぐらいは建っているのでないかなと。毎年御盆等

いろいろな催事のときは私もお参りしてますけれど

も、私らは一番奥なのですよね。それもやはり見通

しのいいところはよかったわけですけれども、順次

順番にしか分譲しないということで、あそこに建て

たわけなのですけれども、その周りが全然建たない

で、草が生えたら１年に１回か２回管理はしてくれ

ますけれども、その辺の空き地がありながら、新し

いところにはどんどん分譲して建てさせるという、

この辺の点についてもお尋ねをいたします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ２点の御質問にお

答えを申し上げたいと思います。 

 第１点の合併浄化槽にかかわってのことでござい

ます。合併浄化槽にかかわりましては、総合計画の

実施計画におきましても、１５年からの展開という

ことで示しているわけでございます。若干のおくれ

がございますが、１４年につきましては、各種の情

報確保しながら、実現に向けて対応を進めていきた

いという考えがございます。 

 ただいまの１９節にかかわりましての業界に負担

ということにつきましては、これらの情報の発信の

場所が、この業界ではかなりのものを持ってござい

まして、これらの対応を進めていきたいというのが

その考え方でございました。 

 それから、２点目の墓地にかかわりましての御質

問でございますが、基本的には順次使用の許可をさ

せていただいているのが現実でございますが、委員

御発言のとおり、基本的にはできるだけ早期に墓石

の設置をお願い申し上げているわけでございますけ

れども、必ずしもその内容で推移はしないというの

が現実でございます。したがいまして、許可をさせ

ていただく段階では、できるだけ早期の設置をお願

いしながら許可を出させていただいているというの

が現状でございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 墓地の土地所有について、

もう１回お尋ねしますけれども、後からここ近年に

できたところは簡易舗装だと。我々が買った、平成

７年に購入したわけですけれども、この土地につい

ては、いまだ舗装にならないで砂利道で草が生える

と。やっぱり条件整備がなされてないので、そうい

う建設がおくれているのかなと。それで、やはり条

件を同じにしていただきたいなと。自分はもう建て

てしまっているからいいのですけれども、そういう

計画あるのかないのか、お尋ねをいたします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 基本的には、実は

砂利で整理をしているところにつきましては、それ

なりの金額で使用を許可させていただいてこざいま

して、新たにつくった部分については、その金額で

ということでさせていただいてございまして、なか

なか全部同じように整備というのができていかない

というのが現実でございますので、御了承を賜って

おきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 先ほど１５番委員の関連で

ございますけれども、ダイオキシン類の暴露防止対

策でございますけれども、一応平成１３年度に労働

安全法が変わって、それを着用が義務づけられたと

いうことで理解してよろしいですね。 

 それで、エアクリーナーを今度はその防護服であ

れして、今度エアクリーナーでするということにな

ると、そのエアの中の処理といいますか、言うなれ

ばダイオキシンは大気へ出ればもうなくなることは

ないのですね。だからその点で、そのエアクリー

ナーの中の後の処理がどういうシステムになってい

るかということで１点お伺いをいたしたいと思いま

す。 

 それから２点目は、委託管理会社の業務員の言う

なれば健康診断といいますか、これは恐らく定期的

にやられておりますけれども、ただいろいろなとこ

ろのデータを見ると、毛髪や何かについても必ず入



 

 

るということになってますので、言うなれば体内か

ら吸収しているケースもありますし、それらも含め

て当然血液検査等はやっていると思いますけれど

も、それらの健康管理、健康診断の状況について２

点目お願いします。 

 それから３点目は、平成１４年度のダイオキシン

の測定検査、これを何月１回か２回かやる関係で、

できれば私は全国的なデータを見ると、一応毎年同

じ月にやれば、１年間なら１年間、もしくは半年な

ら半年のデータがきちっと出るということがござい

ますので、前年度の測定月日から逆算して、どうい

う形でやるかということでお伺いをいたします。 

 それから第４点目は、ダイオキシンは先ほど言い

ましたように、大気に出ればもう自然消滅はあり得

ないと。大阪の野瀬であったように、もう炉を壊し

ても、そのままそこにまだダイオキシンが滞留をし

ているということでございます。そんな関係で、今

学術書を読むとクロマツだとか、それからここでは

落葉の木ですか、そういうようなことで葉っぱを

とって、それを回収して、大体１０グラムぐらいあ

れば、それを測定していけばダイオキシン類の測定

が今できるという形になっているのですね。ですか

ら、できれば私はクリーンセンターの周囲の木のと

ころの何点かのポイント、それから医療焼却の施設

のところの何点か、それから葬祭場の周辺の何点

か。 

 この前新聞で富良野で出てましたけれども、葬祭

場で焼く副葬品についても、できるだけダイオキシ

ン類が発生しないようなものというようなことで

ちょっと出てましたけれども、当然上富良野として

も、葬祭場についてはそれぞれ葬祭の業者等も含め

て、副葬品の焼却については十分対応されていると

思いますけれども、それらの指導と、もう一つは木

の葉、マツの葉のダイオキシン検査測定というのを

ポイントを決めて上下、それからうちで言う今ク

リーンセンターと医療廃物とそれから葬祭場の点、

ぜひこれらを取り入れてほしいということで考えて

いただきたいということで、ちょっと御検討をいた

だきたいと思います。 

 それからもう１点、草分にあるコンクリートの廃

棄物の関係です。中間処理場の関係なのです。それ

で、１１月５日に上富良野町長尾岸孝雄の名前で、

産業廃棄物コンクリート破砕施設における事前協議

前の事業拡大ということで、一応町長名で対策協議

会と事前に協議をしてないと。そういうことで、速

やかに協議会の了解を得ていない事業を中止をし、

協議会と協議を行ってくださいということで町長名

で出されております。しかし現実は、そのままずっ

とこれらが使われているということです。言うなれ

ば、建築廃材の関係ですね。建築廃材を９月１２日

付で上川支庁に提出をされて許可をされている。し

かし協議会とはされていないという問題。 

 それともう一つは、このコンクリート中間処理の

関係で、いかに環境ということで、建築廃材を置く

場合は、必ずコンクリートか、もしくは地下浸透の

しない形ということになっているのですね。そうす

ると、国有地の道路用地を３分の１とられたものだ

から、今鉄板をただ置いて、そしてその上に建築廃

材を置いているのですね。その状況が適切かどうか

ということでお尋ねをしたいのと、それからもう一

つ、火事の火災現場の木が持ち込まれているのです

ね。これは違法なのです。私もこの写真撮ってきま

した。それで、これらのことも含めて、道が認可を

するからということで、上富良野があそこの環境を

どうするかということを考えるためには、前も質問

いたしましたけれども、言うなれば町としてそれら

の産業廃棄物等の関係については、町がある面で力

を発揮する、こういうものだということがなけれ

ば、歯どめをかける何かがなければ、今ツーツーな

のですね。言うなれば、去年の９月から今日まで

ずっと建築廃棄物がやられている。ましてや、この

前私が見に行ったら、恐らく富良野であった火事の

やつだろうと思いますね。焼けた材料が全部積んで

あるのです。これは私も確認をしましたけれども、

恐らくもう今処理されているかもしれませんね。だ

からそれらのことを含めて、やっぱり担当としてど

う対処するかということでお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） まず、ダイオキシ

ン類の暴露防止の関係でございますが、エアーク

リーナーのシステムに関しましては、後ほど課長補

佐の方からお答えを申し上げたいと思います。 

 次、委託管理会社における健康診断でございます

が、現実には私ども関知をしてございませんで、委

託会社の独自の健康診断確保をしていただいている

というふうに認識をいたしてございます。 

 それから、１４年度のダイオキシンの検査にかか

わりましては、これにつきましても後ほどお話を申

し上げたいと思いますが、総体２回の予定をいたし

てございますが、月等につきましては、後ほど課長

補佐の方からお答えを申し上げます。 

 それから、委員御発言の周辺の関連につきまして

は、現在土壌については、それぞれやらせていただ

いているわけでございますが、葉をとってというこ

とについては、今のところやってございません。 

 あわせまして、医療廃棄物の関連につきまして

は、私どもの方としてもちょっとお話をしていく方



 

 

向でいかなければいけないのかなというふうに思い

ますが、今のところどういうふうになっているか確

認はいたしてございませんので、今後設置者との協

議を進めたいと思います。 

 それから、葬祭場につきましては、できるだけい

わゆる副葬品といいますか、そういうものについて

は避けていただくと言いながら、なかなか皆さんそ

う簡単ではないのかなというふうに思ってございま

す。これらの周辺のダイオキシン類の測定に関しま

しては、少し時間をちょうだいいたしまして検討を

させていただきたいというふうに思います。 

 それから、コンクリート破砕施設の関係でござい

ますが、委員御発言のとおり、地域との協議を了し

ない内容については、早急に地域協議会との協議を

終了してくださいということでお出しを申し上げた

わけでございますが、以降なかなかそれがうまく進

んでいかなかったということは事実でございます。 

 途中、本年２月２４日に入りまして、また改めて

その辺の内容の協議が協議会との間でなされたよう

に聞いてございまして、これらについて協議会との

協議をしっかりとお願いを申し上げたいと思ってご

ざいますが、ただ火災現場の廃材等に関しまして

は、私ちょっと認識をいたしてございませんでし

た。これらについて、あるとすれば、また協議会の

方々とも、それから事業者の方ともしっかりとお話

をさせていく必要があるというふうに思っておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長補佐。 

○町民生活課長補佐（前田満君） まず、エアシャ

ワーの関係でございます。システムとしましては、

一応畳１畳程度のボックスを設けまして、その中で

上から風によって被服についているダイオキシンを

まず除去すると。その除去したダイオキシンを下の

掃除機のようなもので基本的に全部吸い込みます。

それをフィルターで補修してその処理をするという

ことで、当然焼却現場から通常の事務所あるいは休

憩所へ行くときについては、そのダイオキシンの付

着している被服については、すべて洗浄された状態

で行くという形で進めていく計画でございます。 

 それから、次に平成１４年度のダイオキシン検査

についてでございますが、毎年国の方へ報告する数

値については、１０月あるいは１１月に測定してい

る数値を報告してございますが、去年から、平成１

３年度から２回一応予算づけさせていただきまし

て、４月と１０月の後半になろうかと思いますけれ

ども、１０月にダイオキシンの測定を予定しており

ます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） コンクリート破砕

施設の中で、鉄板を敷くということについてどうな

んだということにつきましては、ちょっと十分認識

をしてございませんで、少しの時間をいただきたい

と思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） エアシャワーは、それでは

下から吸い込むということですね。それで完全に中

のものがとれるという、中のダイオキシン類は、浮

遊しているものが吸い込めるということで理解して

いいんですか、まずそれが１点です。 

 それから、あと委託管理会社の従業員の健康管理

の関係なのですけれども、今言う健康管理は委託管

理会社だと言っても、言うなれば５ナノグラム以下

であれしているよということを、現実に１０も２０

も出ているケースがあるし、これからも起こり得る

から、こういうことで防護服を使うということです

けれども、従来のあったものが蓄積をして、そして

ということであれば、そういう健康管理も町として

もある面で問われる面があるのでないかということ

で、できれば今まで受託会社がやっている健康診断

等は、どういう内容でやっているかということを僕

はきちっと押さえておくべきだなという気がしたも

のだから、その点の確認を求めたいと思います。 

 それから、コンクリートの破砕施設の関係ですけ

れども、上川支庁はもうそれはだめですよと、これ

ははっきり言っているのですよ。 

 それから、火災の焼けた木材も、結局建築廃材

は、あれは再利用するわけですから、そうするとそ

んなものが、本来的に焼けただれたものは焼却処分

をしなければならいのですよ。それがあそこの現場

には持ち込まれているということなのです。そうい

うことで、それももしわからなければ、支庁に確認

をして御回答をいただきたいと思います。 

 それから、コンクリートの鉄板の継ぎ目のあるも

の、これはもうだめですよと、地下浸透しないよう

にということになっていますから、それをもう一度

上川支庁に、もしわからなければ確認してくださ

い。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長補佐。 

○町民生活課長補佐（前田満君） エアシャワー室

の処理でございますけれども、作業工程におきまし

て、当然被服と作業衣等に、俗に言う防護服等につ

いているダイオキシン分をエアによって除去すると

いう形でございます。その状態の中で作業服も脱ぎ

まして、初めてクリアな状態の空間に移動していく



 

 

という形のシステムをとる考えでおります。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 先ほど委員からご

ざいました健康管理にかかわりまして、実質５ナノ

グラム以上が出るから、そういうことでということ

でございましたけれども、実際のこの作業環境のい

わゆる暴露防止に関しましては、排出のダイオキシ

ン類の測定値という意味ではございませんで、あく

まで焼却炉内でございますとか、煙道内ですとか当

然にして作業いたしますので、それらの部分につい

ての作業内での暴露防止でございますから、それが

どれぐらいの被爆、先ほどちょっと申し上げました

が、影響を受けるかということを確認しながらその

管理区域を定めていくということでございますの

で、そういう中にありまして、委託会社の方でどう

いうふうな健康管理体制をとっているかにつきまし

ては、私ども改めて確認をさせていただきたいと思

います。 

 それから、火災の残渣でございますとかコンク

リートの対応の下地といいますか、それらについて

私ども時間をちょうだいいたしまして、確認をいた

しまして御報告を申し上げたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） 今質問されました廃棄物の

件でありますけれども、この道の許認可について、

許可されたものは、この取り消し道でできない。

やっぱり道は許可だけして、あとは検査もしない、

点検もしない、ただ放りっぱなし、あとまずいとこ

ろは町に任せるという、これはちょっと問題が違う

のでないか。もっと支庁に抗議をして、もっと業者

を指導する、そしてだめならば認可を取り消すと、

そのぐらいのことを道もやってもいいのでないかと

思うのですけれども、いつまでも庁内にいて、どう

なっているのだどうなっているのだと、担当課では

どうにもならないと思うのですね。しかしそのくら

いのことは道に申し込みができると思いますが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長補佐。 

○町民生活課長補佐（前田満君） 今、吉武委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、産業廃棄物の処理施設の届け出等につきま

しては、議員おっしゃるとおり道への申請でござい

ます。ただ、それぞれ処理しようとする廃棄物の種

類によりまして、当然設備、それから施設等がござ

います。その施設も道においては、その施設が備

わっているかどうかをすべて確認した上で基本的に

は許可する形になっております。 

 今回中村委員がおっしゃられた部分の中で、その

許可条件と異なっている場合等につきましては、ま

た私どもの方も認識不足の中で申し上げるのが

ちょっと失礼なのですけれども、道の方にもう一度

照会含めまして、資格的に施設的に合致しているか

どうかも確認させていただきたいなと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員、よろ

しいですか。別な件ですか。別に質疑してくださ

い。 

 １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 課長補佐にちょっとお伺い

しておくのですけれども、砕石リサイクル現場、今

のコンクリリサイクルの今中村さんが言われてい

る、あの施設について期成会ができてますね。それ

で、その期成会があそこの部落でもって期成会が、

今回期成会長さんがおやめになって、それで前回の

副の期成会長が会長になったということは私も確認

しています。それで、その期成会に基づいて、道の

支庁の指示に基づいてあの営業を行っているのだと

いうふうに私は聞いているわけなのですけれども、

その期成会が変わったということは、会長おかわり

になったのは北村さん、これは名前指しても構いま

せんから、北村さんが今度会長になりました。そし

て、あそこの会をつくって、そしていろいろな施策

を、もし何かあるときには町に訴え、また道に行く

というふうなことで、あそこ管理状態になっている

ということは私も聞いているのですけれども、課長

補佐はどういうふうにお聞きになっているかちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 協議会の関係につ

きましては、先ほど申し上げましたように協議会と

事業者の間で、２月２４日に建築廃材についても協

議を了したというふうにお聞きをいたしてはござい

ます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） そういうことで、それらの

指導につきましては、町との契約も幾らか、よく中

身はわかりませんけれども、町にも報告するという

義務が与えられているということから、期成会は町

に対して報告があると私は思います。この間いろい

ろな方とお会いしてきたときに、町の方にも報告し

ていると、それでもって事業を行っているというよ

うに私聞いているのですけれども、その点は課長補

佐お聞きになっていますか。課長補佐の方がおわか

りでないかなという気するのですけれども。 

○委員長（久保田英市君） 町民福祉課長補佐。 

○町民生活課長補佐（前田満君） 実は、２月２４



 

 

日、基本的に協議会の総会がございますということ

で御案内もいただきまして、中で基本的には総会の

折に、会社の方からも総会の方に出たという中で、

会社の方から既に協議の提案はしてあったけれど

も、建築廃材について、今まで協議がなされてな

かった部分の中で、ぜひ建築廃材についても新たに

テーブルに乗せたいということで、会社の方で申し

出をした中で、総会の出席者の方の全員の了承の中

で、建築廃材についても基本的には認めるというこ

とで、翌日２月２５日に北村会長の方から私どもの

方に、一応私どもの方も町と会社の方と覚書を交わ

してございます。それから、協定書の中の立会人と

いう立場で町がおりますので、その中で報告をいた

だいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） ２月２４日の対策協議会の

総会にですよ、現状はどうなのかということを僕は

課長や課長補佐に言っているわけでしょう。建築廃

材の置き場は適切でないよと。それが、今度あんた

方が指導しなければならないでしょう。対策協議会

の地区の人は、そういう法律的な道の条例的なもの

はわからないのですよ。それをあれしないで、その

まま決まったからオーケーですよということには僕

はならないと思うのですよ。必ず地下浸透のしない

ようにということがぴちっと書かれているのですか

ら、それが鉄板置いたり、鉄板の置き場がなくて、

そのまま土の上に置いているのですよ。 

 私、この前どういう状況になっているか見に行っ

たら、その火災現場のあれはあるわ、それからそれ

らのものがどんどんどんどん置かれて、普通の地上

の上に置いてあるのですよ。こんなことはだめだと

言われているのですよ。それあんた方２４日、対策

協議会が知らないからそうかもしれない。だけれど

も、あんた方はやっぱり事務屋だから、その点僕が

言ったことをきちっと理解をして、そしてやってく

れなかったら困るでしょうや。だれがそういう環境

関係を守るのは、町長含めて皆さん方がやっぱり守

らなかったら、そういう道の条例だとか法律とか無

知なんですから、ですから僕はそのことを指摘した

のですよ。その点でお願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 中村委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 基本的には道の許可権、御存じだと思いますけれ

ども、町として監視権限というのですか、その辺の

ところが果たして強制力持ってやれるかどうかとい

う点は、私どもとしてはちょっと疑問に思うわけで

す。この三者契約を結んでいるというのは、あくま

で町としては地域のそういう被害がないような形の

中で、万一法に照らして違法措置だとか、そういう

ことあった場合については、町として厳しくその業

者の方に抗議するなりの、そういう中での役割を果

たすべきだというふうに思っておりますし、今中村

委員のおっしゃっているのは、まさに許可権の中

で、その監視行為のところまで町が果たしてそこま

でやれる権能があるかどうかという点につきまして

は、甚だ義務的に私どもはとらえられているという

ことにつきましては、疑問に思うところでございま

すので、その辺、町がどの辺まで役割を果たしたか

につきましては、地域との中での協議が主になって

いくのでないかなというふうに思います。 

 御指摘のとおり、法的に地域の人は知らないよと

いう点におきましては、事前にわかれば、その辺の

ところの指導もやっていかなければいけないという

ふうには思いますけれども、強制的にその辺のとこ

ろこうなっているからということを常に監視の目を

向けていくということにつきましては、果たしてど

うなのかなというふうには私は思うところでござい

ますので、その点、若干中村委員につきましては、

厳しい御判断をされているようですけれども、その

辺のところ御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 助役さんよ、僕は監視をし

てほしいけれども、僕が通報しているんだよ、彼ら

に。それでは、行って見てくれと言っているわけだ

よ。例えば建築廃材のやるやつに、あそこの復元が

どういう状況になっているかと僕は１１月２日に

行ったのですよ、昨年の。そうすると、建築廃材が

がんと積まれている。これは何だということで前田

補佐に、朝の７時半ですよ、電話したの。そうした

ら、前田補佐が現場を見に行って写真を撮ってき

て、建築廃材があると。それで僕は上川支庁に確認

したのです。そうしたら９月の１２日に出てますよ

と。それだからこそ、町長名でとりあえず操業を中

止しなさいと、そしてやっているわけでしょう。僕

は、だれ常時監視しなさいと言った。僕言うのは、

僕がそうやって言ったんだから、速やかに業者に言

うなり、その措置をしなさいと。 

 昨年の１月２５日ですね。あそこの面積が拡大を

するということで上川支庁から３人来て、私はその

とき行きました。そのときに、ここで上川支庁は、

一応条件そろっているから許可をしますよと。しか

し、何かがあれば地域の皆さん方や町民の皆さん方

役場へ言ってくださいと。役場へ言ってどうにもな

らなかったら支庁へ飛んで来てください。そういう

ことで、我々はその段階をきちっと言っているわけ

ですよ。それ前田補佐どうだい、ちゃんとあんたも



 

 

見ているわけでしょう。おれも行っているし、それ

を全然ぴちっとしてないわけでしょう。だから僕は

言いたくなるわけさ。だれも２４時間監視しれとは

言ってませんよ。言われたらやんなさいと、そして

たまに見に行くぐらいの姿勢があってもいいのでな

いかと、僕はそのことを言いたいのですよ。だれが

町民のそういう環境やなんか守るのですか。そうい

う担当の職員が、やはり守ってやらなかったら守れ

ないわけでしょう。 

 助役、もう１回説明してください。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） 情報をいただいたというこ

とでございますので、その点につきましては、それ

に基づいた対応をするべきというふうに私は思いま

す。委員がおっしゃるとおりだと思います。 

 担当の方といたしましては、委員から御連絡いた

だいた中におきましては、業者側に対しまして、そ

の違法性があるよというようなことで指導はしたと

いうことでございますので、その点、委員と若干意

見が違いましたけれども、そういう点では、委員の

おっしゃるとおりだというふうに思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 先ほど岩崎委員の関連

だったのですけれども、改めまして。 

 墓地の件でございますが、私の知人が奥さんを亡

くされましてお墓を建てたいということで役場に申

し込みましたところ、３７番というところを、そこ

に建てたいと、こういうことで申し込みましたとこ

ろ、３６番が売れないと３７番は売れないと。こう

いうことで、何年も、いつまで売れるのかわからな

いような状態でして、建てる人にしてみますと、命

日ですとか初盆までにですとかいろいろなことがあ

りまして、それで今岩崎委員が先ほどおっしゃって

おられましたが、お墓を建てられたそうですが、前

にも後ろにもお墓は建ってないということを今聞き

まして、いつからこういう、３６番が売れましてで

ないと３７番は売ることができないということで、

建てる人にしてみますと、どこでもいいというわけ

ではありませんで、やっぱりある程度ここがいいと

いうところがあると思いまして、そういうときに

は、やっぱりそこを分けてあげると言うとおかしい

ですけれども、借地料というのでしょうかね、販売

にはならないかもしれませんですけれども、いつか

らそういうふうな、町としてはやっぱり順番に売る

ということはどうなのでしょうかね。借地、そうい

うことを聞きまして、どうでしょうかね、やっぱり

今お聞きしますと、何かちょっと飛び飛びにもなっ

ているような気もいたしますのですけれども、そう

いうここをという場合には、何かそこを分けてあげ

るというようなことにはならないでしょうか。何か

いい、何年かかるかわからないわけですね、その隣

が、３６番が売れないと、その３７番はということ

でございますので、何かそういうお考えないでしょ

うかね。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 委員御質問の件で

ございますが、平成６年の造成地より区画が正確に

入るようになりました。順番に従って許可をさせて

いただいてございまして、委員お尋ねの３７番がと

いうことでございますが、それ以前のものが使用許

可出てない段階では、それを飛んでということには

なかなか難しいと存じます。 

○委員長（久保田英市君） この款ほかにございま

すか。 

 １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） 最後に一つ質問させて

いただきます。 

 １０９ページのクリーン推進員について質問いた

します。 

 クリーン推進員の町としての選任の仕方、また行

政としてはクリーン推進員にどのような指導をして

産業廃棄物推進の担い手となっていただいているの

かお聞きしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 委員お尋ねのク

リーン推進員でございますが、基本的には各町内

会、農事組合の御推薦で決定をさせていただいてご

ざいます。 

 なお、クリーン推進員さん方には、分別の各種の

内容についてお願いを申し上げているわけでござい

ますが、まだそれぞれに若干の認識の差があるとい

うことは現実でございまして、私どもの啓発不足も

ございます。基本的には要綱を定めながら進めさせ

ていただいてございますが、今後なおきめ細やかに

お話を進めながら、分別について御協力をちょうだ

いするように進めたいというふうに考えてございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） この款終了いたしたい

と思いますが、どうですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） この款の質疑終了いた

します。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度とし、延会といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 

 

○委員長（久保田英市君） 御異議ないものと認め

ます。 

 本日は、これをもって延会とすることに決定いた

しました。 

 本日は、これをもって延会いたします。 

 明日の予定につき、事務局長から説明いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 明日３月１５日は、本

特別委員会の２日目で、開会は午前９時でございま

す。定刻までに御参集願いたいと思います。 

 なお、本日の予定の日程が延会となりましたの

で、３月１５日も引き続き議案第１号上富良野町一

般会計事項別明細書の歳出第５款から御審議いただ

くこととなりますので、各会計の予算書及び資料等

を御持参願いたいと思います。 

 以上です。 

午後 ４時５２分 延会  
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １８名） 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 昨日に引き続き、御出

席まことに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は、１８名であり、定足数に

達しておりますので、これより予算特別委員会第２

日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明させま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 本日の議事日程につき

ましては、昨日３月１４日が延会となりましたの

で、本日の日程を変更し、昨日に引き続き議案第１

号上富良野町一般会計予算の事項別明細書の歳出、

第５款、１１６ページから御審議いただき、以下、

さきにお配りいたしました日程で進めてまいりま

す。御了承願います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １日目に引き続き、議

案第１号上富良野町一般会計の事項別明細書の歳

出、第５款１１６ページから第６款１２７ページま

での質疑に入ります。ございませんか。 

 １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） １１７ページの労働諸

費、町内労働者団体育成、それから富良野地方自衛

隊退職者雇用協議会、この件について２点お尋ねし

ます。 

 まず、この町内労働者団体というのは、あそこの

病院職員住宅ですか、あそこを無料で使っている

と、こういう経済状況のときにですね。あそこは、

きのうもちょっと言いましたけれども、福祉施設と

いうことでもって、移動あるのかなという感じもす

るのですけれども。 

 私は、この方たちの政治活動とか選挙活動につい

ては言いますけれども、労働ということについては

理解は持っておりますから、ですから商工会館なり

あそこに入っていただいて、使用料なり何なり見て

やるとか、そういうような考えもあっていいのでは

ないかと、堂々とやればいいというように私は思う

のですよ。 

 ということについてお尋ねをするのが１点と、次

は富良野地方自衛隊、これが雇用協、今までは商工

振興に入っていたのです。なぜこちらに移ったの

か、その根拠ですね。自衛隊は労働者ではないので

す。退職者になると商工の方には入っているので

す。雇用協というのは、商工会の１部門である、そ

ういうことなのです。１部門、だから中富良野につ

いても確認をしました。雇用協というのは、労働の

諸費ですかと言ったら、いやあれには入らないで

しょうと、こういうことです。だから今までどお

り、商工会長のところに置くというようにあるのが

しかるべきだというように思います。 

 大体労働者ということにならないのですよ、自衛

官は。定年になったら労働組合に入ることもないで

す。そういうこともないのです。だからこれが一緒

に並ぶということには、ならないのではないかな

と。今までどおり商工振興という方に持っていって

はいいがかということです。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １１番

梨澤委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目のいわゆる連合上富良野支部の事務

所の件でありますけれども、委員の御提案の商工会

のコミュニティの施設を使ってはどうかというふう

な御意見でございますけれども、あの施設につきま

しては、いわゆるそういった地域住民の公民館的な

役割を担っているところでございまして、特定のそ

ういった団体に長期にわたってお貸しするというこ

とにはならないということで考えておりますので、

移ることはできないといふうに考えております。 

 それから、２点目の今回予算の中で、労働費の中

に自衛隊退職者雇用協議会の項目が移ったというこ

とでございますけれども、委員のおっしゃるような

労働者云々の論議ではなくて、労働者としての部分

の雇用ということで、今回労働費の中で他の雇用協

議会と同じような中で歳出をまとめたということで

御理解をいただきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） これ中富良野町の予算書

です。商工振興、こちらにそのままです、ことしも

ずっと。何を魂胆を持っているのかと。その辺のと

ころ、同じ金でもなぜこれを移すのかということで

す。根拠があるでしょう。今まで商工振興というこ

とに、定年になったらその商工振興に尽くしますよ

と、こういうことなのです。これ見ると、労働とい

うことにはなりませんねということなのですよ。こ

れもう１回検討してみてください。 

 それから、連合ですね。自治労の方に特に老婆心

ながら言っておきますけれども、今富良野が選挙

やっておりまして、政治活動どんどんやってます。

当たり前の顔して軒並み歩いているのですね。選挙

が終わりますと、１６年にかけて１７年の合併の話

が出たときに、職員の査定だっとされます。非常に

厳しい。一つのポストを５人、単純計算で５人が争



 

 

うのですよ。上富良野から占冠まで、５個で争うよ

うになる。厳しい状況になります。やはりいずれ国

家公務員法、地方公務員法というものが、今間もな

く出てきます。これには、政治活動に関して厳しい

制約が入ってくるのです。そう携わらないで、一つ

でも多くのポストを合併になったときはとっていた

だきたい。それがこの町に対する最高のものになる

のです。もう政治などというのは政治家に任せて、

そして職務に専念していただきたいということなの

です。 

 それで、この労働連合のあそこは、壊した後はど

のような面倒を見るのか、お聞きをしたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 梨澤委員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、この連合の支部の場所

でございますけれども、基本的には保健福祉施設を

建設することで、あそこの住宅の取り壊しをすると

いう考えでございます。まだその辺のところの交渉

はいたしておりませんけれども、これから通知をい

たしまして、やはり一つの連合という独任の機関で

ございますので、町としての一時的な使用というこ

とでは許可してございますので、あくまでも労働団

体の方におきまして、その辺のところの町がこうい

う事情になったということの理解を得た中で、従来

の中におきましては、町の方への要請もあるところ

でございますので、その辺のところの調整をかけて

いきたいというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） 今年度の予算には直接関係

はないですけれども、若干間接的に関係するものと

考え、町長の執行方針の中にありました家族経営協

定という農家の問題についてちょっとお尋ねしたい

と思います。 

 これは、家族の中でお互いに給与とか、そういう

ものを契約して給料を支払うということではないか

と思うのですけれども、国の方針でそうなされるの

かもしれませんが、まあ考えると、経営者と使用人

ということになると思うのです。給料を払うと所得

税の問題も出てくるのではないか、また年金の問題

も出てくるのでないか。農家の従業員が農業者年金

が納められるのか、あるいは国民年金になるのか、

また健康保険の問題等もろもろの諸問題が出てくる

と思いますけれども、この農家経営協定というもの

を結んだときに、どのようになるのかお伺いをしま

す。 

○委員長（久保田英市君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（谷口昭夫君） ５番吉武委

員の御質問でございますけれども、家族経営協定を

結んだらどんなことになるのかということでござい

ます。これは、今委員が言われたようなことでな

く、家族の中のルールを守るということでございま

して、極端に言いますと、いわゆる配偶者にお嫁さ

んをもらったというときやなんかのときに、いわゆ

るルールを守って月に何遍かの休みをとるだとか、

いわゆる報酬の関係をどのようにするかということ

の決め方でございまして、年金だとか、そのような

関係につきましては、全く農業者年金につきまして

は、いわゆる家族協定を結ぶことによりまして年金

の額が少なくなると。いわゆる支払いを政府が見て

くれるというような恩典がございまして、そういう

家族協定を結ぶということでございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 他になければ、次に進

みたいと思います。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １１９ページ、農業委員

会委員１８人でもって９２７万５,０００円の報酬

ということで予算出ているのですけれども、ことし

農業委員会の農業委員の方の選挙ということで、こ

れはどういう方法で１８人を選任されるのか、

ちょっと教えてほしいのですけれども。 

 それと、農業振興審議委員１０人いらっしゃいま

すけれども、これらの方のメンバーの構成はどのよ

うになっているのでしょうか、また何回ぐらい会議

をなさっているのでしょうか、ちょっとお尋ねしま

す。 

○委員長（久保田英市君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（谷口昭夫君） 村上委員の

御質問にお答えいたしたいと思います。 

 農業委員１８名おりますけれども、この中で選挙

委員というのが１４名でございまして、あとの４名

につきましては、農協の推薦だとか、あと共済組合

の推薦、あと議会が２名の推選ということで、合計

１８名というふうな構成でございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 村上委員の２点目

の農業振興審議会の構成でありますけれど、内容的

には、ここに１０名と書いてございます。それで、

基本的には農業振興に関する事項を審議していただ

くと、それであわせまして研究的なことも行うとい

うようなことでございます。ここに年１回そういう

審議をしていただく、そういう場でございます。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １４名選出で、あとは農

協と議会推薦だと、４名につきましては。私、女性

の農業委員もいてもいいのでないかということも



 

 

常々思っておりまして、何とかこういう気持ちも

通っていかないものかと思っているのでございます

けれども、議会での推薦枠もあるということ今お聞

きしましたので、ぜひこれは課長にお願いしてもど

うしようもないかもしれませんけれども、よろしく

お願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） 村上委員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、ただ今事務局長の方か

らお答えいたしましたとおり、議員と同じように、

１４名につきましては、公職選挙法の規定に基づき

まして選挙ということになります。したがいまし

て、立候補すれば、その辺のところは十分機会があ

るということで御理解いただきたいと思います。 

 あと、また推選の関係、議会の推薦という観点に

つきましても、これは議会で御判断いただく状況か

と思いますので、その辺のところは議会の方でお任

せをする形かと思いますので、状況を見きわめなが

ら、その辺のところを御判断いただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） まず狂牛病、いわゆるＢ

ＳＥの対策についてお伺いいたします。 

 酪農組合等からもいろいろな要望等が出されてい

るかと思いますが、現状のいわゆるＢＳＥに対す

る、今回は経営維持資金の利子補給等も予算が計上

されました。農家の現状と、この利子補給の対象農

家、大体どのぐらい予想されているのか、この点を

お伺いいたします。 

 さらに、上富良野町における近隣管内から比べ

て、反収における粗収入は大体どのような、過去５

年間さかのぼってみてどのような状況になっている

のか、この点。 

 さらに、１２１ページの農地流動化促進対策補助

事業という形で２０００万円出されておりますが、

流動化における実態と、この補助事業の内容等につ

いてお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢委員の３点の

質問にお答えをいたします。 

 ＢＳＥ、狂牛病の関係でありますけれども、これ

につきましては、農民連盟あるいは酪農部会等から

助成というか、現状を見ながら助成の件が出てきて

ございます。内容的には、今いわゆる搾乳を終えた

廃用牛と申しますか、それらがいわゆる滞留をして

いる。農家に滞留をしていると。何かといいます

と、結果的にＢＳＥの発生を、この地域から出すの

が非常に恐ろしいということが一つあります。そう

いうことから、なかなかさばけないといいますか、

販売できないというような状況になってございま

す。そういうようなことから、飼料代、そういった

経費がかさむのも現状であります。 

 本町においては、家畜市場を通しまして販売をし

ているところでありますけれども、それらについて

も、ＢＳＥ発生前の価格より相当落ちているという

のが現状であります。 

 ここに大家畜経営維持資金の利子補給の関係であ

りますけれども、２件であります。頭数的には、

２,６６０頭が対象になってございます。１頭当た

り１０万円というのが根拠であります。これは農家

以外の方の対象と。農業者、農協管内、農業者の関

係につきましては、昨年ＢＳＥの発生によりまし

て、１１月でありますけれども、希望をとったとこ

ろ、結果無利子といえども、結果的には借入金とい

うか、借金の形になるというようなことで、手をお

ろしたという経過がございます。そのようなことか

ら、これについてはそういうことでございます。 

 それから、２点目でありますけれども、上富良野

町が管内のそういう反収が低いのでないかと。議員

御指摘のとおりでありまして、富良野市、それから

中富良野町に比べますと、非常に反収が低いという

のも現状でございます。なぜかと申し上げますと、

結果的には畑作４品と申し上げますか、それらの関

係が非常に価格も低迷しているというようなことが

ございます。中富良野におきましては、施設園芸的

なものも一つありますので、その辺の差があるのか

なというふうにとらえてございます。 

 それから、農地流動化促進対策事業の関係であり

ますけれども、これにつきましては、農地のいわゆ

る利用権設定、賃貸契約を結びまして、そこに上富

良野町には農地利用改善組合、１６の団体がござい

ます。そこに対しまして、農地を集積したものにつ

き交付する額であります。これは道費が１,０００

万円、それから本町の１,０００万円ということ

で、足して２,０００万円でございます。内容的に

は、昨年度をちょっと見ますと、出し手が６２件、

それから受け手が６５件ございました。面積にいた

しますと、約２５５ヘクタールが出されているとこ

ろでございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ＢＳＥの対策について

は、対象が大家畜農家ということですから、そのと

おりだと思います。この大家畜農家以外の一般農家

については、なかなか対象になり得ない。いろいろ

な制約があります。 

 今、担当の課長も話されたように、その借り入れ

等の要望を聞いたけれども、なかなか手が挙がらな

いと。そのとおりだと思うのです。実態は、まさに



 

 

農業経営が窮地にというか、ひどいところまで追い

込まれているという実態かというふうに思います。 

 そこで、町として何をするかというところが課題

になっているのだろうというふうに私は考えます。 

 酪農家の方に聞きましたら、なぜ市場に出さない

のかといったら、先ほども課長がおっしゃったよう

に、ここの上富良野、言うなれば富良野沿線から万

が一、そういうことはないと思うが、そういう病気

発生ということになれば、農業全体、町全体のイ

メージがやっぱり致命的なところに追い込まれると

いうのが根底にあるという話であります。このまま

続いたらどうなるのだという話を先に進めてみまし

たら、やはり農家そのものが、農業そものがやはり

成り立たないだろうと、資金繰りも思うように回転

しないだろうというのが実態であります。ですか

ら、私はこういう実態を行政がどのようにとらえて

いるのか、こういうところまできっちり受けとめ

て、対策も出されているかと思いますが、やはり今

廃用牛に至っても、いわゆる産業廃棄物という形の

中で、焼却処理という形になっています。そこでも

当然経費がかかるという形の中で、補助を求めたり

だとか、負担軽減してほしいということ。 

 今回の死亡家畜処理補助についても、町において

は削減の動きがありますが、これも現行どおり維持

してほしい。そして、将来の農業経営ができるよう

な、成り立つような、そういった支援をしてほしい

ということが実態なわけであります。 

 まず、この点について、今後町は一般的な制度の

対応をするのではなくて、本当にこの農家の人たち

の気持ちの気持ちの入ったやっぱり家畜経営、ある

いは農業経営をどう進めていったらいいのかとい

う、やっぱりそこまで踏み込んだ対策をとらなけれ

ばならないと思いますが、この点、担当の課長もし

くは、また町長の答弁を求めたいと思います。 

 さらに、反収の問題でありますが、確かに施設園

芸その他の違い等があると思います。先ほども、前

にも同僚の委員が取り上げたように、耕地の農地の

圃場整備等の当然おくれもあります。負担もありま

すから、なかなか大変だということもあります。し

かし、やはりこういったところにも、やはり特段の

行政の支援対策というのを進めるというのも一つの

方法だろうというふうに思います。そういうことも

含めて、やはりこれからの農業の畑作４品ですか、

これが３品、これが上富良野の場合は比較的多い

と。ここのやはり落ち込みがひどいということにな

れば、それに対する対策、それにかわるきちっとし

て対策を持って農業指導、営農指導をしなければな

らない。当然これは合併ということになりまして、

ふらの農協にもかかわることでありますから、こう

いう体制をやはり町独自でも、ふらの農協がしない

とした場合、これをやる必要が今本当に迫られてい

るのだろうと思いますが、この点あわせてお伺いし

たいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢委員の御質問

にお答えいたします。 

 ＢＳＥの関係でありますけれど、私先ほど申し上

げましたように、やはり廃用牛が一番、今酪農家に

おいては滞留をしているというようなことが一番問

題であると。それも私もよく聞く話でありますの

で、これらに対する市場まで連れて行く、そういっ

た輸送の経費ですか、こういったものも他町村でも

実際に支援をしている、そういう状況も見ます。そ

ういうようなことから、滞留しますと、酪農家にお

いてはどうしても経費がかさむと。このようなこと

から、そういったこともひとつ考えなければならな

いことだなというふうに思います。 

 それから反収の違い、これらは委員も御指摘のよ

うに、当然農地の基盤整備もすることが生産性を上

げていくという重要な一つだというふうに考えま

す。こういったものにつきましても、町長が一般質

問でもお答えしましたように、町が計画段階から積

極的にかかわりまして、いろいろな課題はありま

す。受益者におきましては、負担金の問題だとか、

地区取りまとめの問題だとか、そういった課題はあ

りますけれども、積極的に行政がかかわりまして、

何とか事業が実施できるように進めてまいりたい

と、このように考えております。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員のＢＳＥの問題で

ございますけれども、いわゆる町としての独自の対

策というような観点での御質問があったかと思いま

すが、基本的にこのＢＳＥの問題につきましては、

当初この報道でも明らかなように、国の対応という

点でまずさがあったというようなことで報道されて

おります。そういう中で、国の責任の点で非常に大

きなものがあろうというふうに思います。 

 こういう利子補給制度だとかを設ける段階におき

まして、町の方におきましては、基本的に国がこの

辺の状況を生んだという原因の中から、その辺の責

任をとってもらうような対策を講じるべきというこ

とで、町村会を通じまして、その辺の働きかけをし

てきた経緯にございます。 

 実体的な状況を客観的に見てみますと、日本の状

況におきましては、他国と比べて、いわゆるもとの

ところはわかりませんが、原因のところがまだ究明

されてないということで、その安全性を云々すると

いうのは、極めてあれですけれども、他国と比較に



 

 

おきましては、日本の場合におきましては、相当高

い安全性があるというような情報でございます。 

 一般的には、風評という面がどうしても国民に報

道を通じてあおっているという気運がございます。

その安全性の面につきましては、その究極はわかっ

てはおりませんけれども、その辺のところが大きく

出てまして、農家に大きな被害を講じているという

ような状況にございますので、その辺につきまして

は、それぞれ抱えている自治体におきます酪農家の

対応につきましては、個々の対応している町村もご

ざいますので、それらを参考にしていきたいなとい

うふうに思っております。 

 先ほど米沢委員がおっしゃっていたのは、大家畜

農家だけということではございませんので、対象は

酪農家全員にこの対象になる状況でございますの

で、その点は違いますので、そういう中で担当課の

方では個々調査申し上げまして、この資金の利子補

給制度にのるかどうかという点で調査いたしました

中での課長からの御回答ですので、その点御理解を

賜っておきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ぜひそういう実態を再調

査されまして、どういう方向がこの酪農家にとって

も、農業者にとってもいいのかという相手の本当に

気持ちに入るぐらいの形のやはり実態を掌握してい

ただきたいというふうに思っています。 

 それと、もう一つは農地流動化策についてです

が、確かにいろいろ聞きましたら、なかなか大変だ

と。やはり農家同士のことだし、受け入れしなけれ

ばならないという実態もあるが、しかしこのまま

ずっとこの状態が推移すれば、もうとてもではない

けれども、受け入れることはできないという実態、

声もあるわけであります。そういう意味では、やは

り条件、そういう土地が出てきたときに、やはりど

うするのかというところをさらに踏み込んだ、当然

こういう状態を出さないということは前提でありま

すが、やはり有利に農家が引き受けられるような対

策をとって、この利用促進組合だけではなくて、利

用したいという人は、ある程度の補助なんなりをい

ただいて、あるいは耕地整備をしもらって、そこに

さらに農地を耕作するという対策もいろいろ聞いた

ら必要ではないかというような声も聞かれますが、

そういう実態等はどのように受けとめておられるの

か、お伺いしたいというふうに思います。 

 あと、もう一つは心土破砕施設、割って水はけを

よくするという機械等がありますが、１台か２台か

なというふうに思いますが、もうちょっとこういう

機械をやはりふやしていただいて、春耕期に入る前

にそういう機械を導入して、いち早くやはり暗渠だ

とか明渠がされてないという状況で水はけが悪い

と。そういう機械を導入することによって、早く耕

作ができる状況がつくれるという声もあります。や

はりこういう声も一つ一つ酌み上げるという対策も

必要だと思いますが、そういう実態等も含めて、町

はどのようにお考えなのかお伺いいたします。 

 さらに、認定農家の問題についてお伺いいたしま

すが、国の制度でいけば一定の資金力、意欲のある

方という形の対象枠があるかと思いますが、この認

定農家の対象というのは、どのような方々が対象に

なるのか、この点をお伺いします。 

 例えば、これに若干かかるかかからないか。仮に

かからないにしても、農家やりたいという方もいる

わけであります。そういう意味では、その認定の枠

を若干外してもらって、町独自の基準も設けて、意

欲のある農家の人には農業経営を続けられるという

ようなやはり対策も必要だと思うのです。 

 ある農家の人言ってましたけれども、今の認定農

家ですら、枠があって手挙げようとしてもなかなか

手挙げることはできないと。確かに国の基準から言

えば、いろいろと審査があって難しい問題あるのか

もしれないけれども、しかしこれだけ農地が余って

くるということになったときに、いろいろとやはり

私たちも農地を守りたいというのは当然なんだと、

だからそういう枠も多少緩和してもらって、そうい

う人たちにやはり農業経営できるような環境づくり

を積極的にやってほしいという声があります。その

点についても、あわせてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢委員の５点の

質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のＢＳＥの関係でありますけれど

も、これらは委員おっしゃるとおり、さらに調査を

しまして、対応できるものについてはしたいという

ふうに考えております。 

 それから、農地流動化の関係でありますけれど

も、やはり一般質問にも出ておりましたけれども、

離農も相当出てきておりまして、これに伴いまし

て、やはり農地の流動化はなかなか進まないという

ようなことから、この事業も取り入れてやっている

わけでございますが、やはり農業者においては、た

だ農地が出たから売買ができるというようなもので

もないのだと思います。やはり農業経営において

は、適正規模というものがあります。何かと申しま

すと、労働力の問題あるいは機械力、そういった問

題がありますので、農地が安いからすぐ買うという

ような状態ではないと。そんなことから、先ほど一

般質問に出てきました法人化も一つの考え方だろう

というふうに思います。 



 

 

 それから、心土破砕の関係でありますけれども、

これはいわゆる大型機械が今入りまして、土壌を圧

をかけて、そういうような状況になってますので、

心土破砕をすることによって、土壌の中に空気を送

り込むと、そういうことによって作物の生育を助け

ると、そういう事業でございます。以前からずっと

引き続き継続してやっております。今年につきまし

ても、引き続き実施をしていきたいと。 

 ちなみに、１２年度より面積は２７０ヘクタール

ぐらい毎年やってきております。 

 それから、認定農業者の件でありますけれども、

これは農業者がみずから立てた、５年間であります

けれども、みずから農業改善計画を立てまして、そ

れに対しまして資金だとか、あと支援する部分あり

ますけれども、特に資金の問題、低利な資金が借り

られるというようなことになります。そこに国の資

金、それから北海道の資金、町の資金を合わせまし

て支援するものでありまして、特に今１３８件ぐら

いありますけれども、いずれにしましても市町村長

が認定するわけでありますから、出てきた農業者が

みずから書いて出される計画については、一応道、

それから町のそういう基本構想というのがありま

す。いわゆる何かといいますと、営農類型パターン

が何十種類があります。そこに合致するものについ

ては、積極的に認定しますよということで考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） １１９番のアグリパート

ナーというやつと、それと農業センターの運営負担

ということで、野菜、苗の供給というふうなことに

なっているのですが、これでは８００万円と。それ

で、あそこの中では、何年か前の話だったと思いま

すが、苗の供給は上富良野の場合は何をするのだ

と、トマトというふうな形で随分なさっていたと思

うのですけれども、奨励をしている野菜の苗は、今

現在何なのかなと思うのです。恐らくキャベツやな

んかやっていると思うのですが。 

 花だ何だといろいろなことを今までやってきて、

余り成功していないと思うのですよ。次から次へと

奨励野菜というものはやってきてはいるはずなので

すが、今現在トマトの苗が最終的だろう。その後は

聞いたことないからちょっとわからないですが。ど

のような形になっているのかなと。その成果は一体

どうなっているのか。恐らくトマトをやるときも相

当の金額の金は出ているはずなのですが、今農家戸

数は何軒やっているのか、現在、それから将来的な

見通しとして、一体どうなのかなというふうなこと

もなければならないと。 

 結果的に使った金はどのように生かされているの

かという問題が出てくると思うのですね。だからそ

れ欲しいからと、すぐわかったと出すものではない

と私は思うのです。だからやはり金出した限りに

は、上富良野の特産として出ていくるような奨励を

本当にしなければならない野菜だと思うのですね。 

 平取あたりに行くと、トマトなんてあそこすばら

しいハウスがあって、一躍有名になっているような

形になっていると思う。そういうようなものは、う

ちの町としてはないのでないのかなと。何でもとれ

るからそうなのかわからないですが、そういうふう

なことをもう少し考えていく必要性があるだろうな

と思っております。 

 それとアグリパートナー、農業後継者の結婚対策

ということなのです。これ今、結婚相談員とか何と

か、今現在うちの町でいらっしゃるのかどうかなと

思うのですが。 

 写真交流の集い、単独とこう書いてあるのです

が、これどこにどうなっているのかなと。１回も見

たこともないし、どのようなことで実施し、広域で

実施となると、この沿線でやっているのかなという

ようなこともあるで、その辺はどうなっているか、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 仲島委員の農業セ

ンターの関係につきましてお答えをいたします。 

 農業センターにつきましては、３本の柱を持って

今運営してございます。 

 一つは、野菜苗の供給、これにつきましては、い

わゆる育苗労働力の軽減を図るというのが一つあり

ます。 

 それから、二つ目につきましては、土づくりの対

策の関係、いわゆる土壌の分析、診断、こういった

ことであります。 

 それから三つ目は、先ほどお話の出てました奨励

作物の品種選定だとか、こういったものでございま

す。内容的には、１３年を見ますと、野菜の苗であ

りますけれども、キャベツが１位であります。５０

万本ほどつくられてございます。それから、あと長

ネギ、これが１３万２,０００本。それからあとメ

ロンの関係であります、１万４,５００本。あとア

スパラが今少し伸びて、グリーンアスパラでありま

すけれども、伸びてきてございます。これが２万

４,０００本ぐらいという状況であります。トマト

は、苗仕立てはしておりますけれども、やはり余り

伸びてないというのが現状でございます。 

 これから、昨年より額的には農業センター運営と

いうことで減額している部分もありますけれども、

農協の合併によりまして土壌の分析、これが年間８

００件から１,０００件ぐらいあるわけですけれど



 

 

も、これらが中富良野町に富良野管内のものは一括

集まるというようなことになりまして、本町の部分

につきましても、農業者から依頼された部分を持っ

ていくというような状況になるかと思います。そし

て、返ってきたものについて診断をし、農業者にお

渡しするというような状況になるかと思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） やっぱりキャベツというの

は、ずっと野菜奨励してやっているのだろうと思う

のですけれども、次から次へと出てきて、今になっ

てみるとトマトやっている農家今何軒あるか、今全

然ゼロになっているのかどうかだと思うのです。そ

れちょっと聞かせてほしいのだけれども。結果的に

余り成功してないですね、こうやってね。だからそ

の辺をやっぱりもう少し腰を入れてやっていかない

と、だめなのでないかなと思うのですよ。 

 そして、この施設そのものが合併になったのです

が、これの運営というのは、うちの町としてずっと

続けていくことになるのか、それともふらの農協と

合併になったから、今後どうなっていくのかなと思

うのですよ。今までどおりにお金を注ぎ込んでいく

というような形になっていくのか。 

 それと、やっぱりつくるその土地土地によって、

その土地によってできいい悪いとあると思うのです

ね。たとえばジャガイモにすれば江花地区だとか、

向こうのに行けば非常においしいよと。そういうふ

うなつくり方もしていかなければならないのでない

かなと思うのですね。やっぱりその辺は農協でやる

仕事だろうとは思うのですが、そういう指導もひと

つしていかなければならないと思うのですよ。 

 そういうふうにして、一応キャベツ、長ネギ、ア

スパラと、それからもう一つ何だっけな、そういう

のつくっておるよと言うけれども、では今後はもう

これだけでやっていくのかと。ふらの農協のものの

考え方もあると思うのですけれども、その辺も含め

た形でこれからやっていかないと、ただ研究するだ

けに金を注ぎ込んでしまって、次々とだめになって

しまうと。たしかトマトやっているときは、僕らも

視察したことあると思うのですが、その辺は今その

農家の人一生懸命やっていらっしゃるかどうかわか

りませんけれども、中途半端に終わると、農家の人

も施設を一応つくってやるわけですから、その金額

のその後がまどうするのだと。アスパラすれとか何

かつくれとかと、長ネギやれとかとできるだろうと

は思うのですが、そういう指導をもう少ししっかり

としておかなければならない部分もあるのだろうと

思うのですよ。どうもうちの場合は中途半端で、も

うだめになったらすぐめてまた新しいのやると、こ

ういうふうな形態が多過ぎると思うのですね。その

辺はどうなっているのかと。今後の考え方も、ひと

つお聞かせを願いたいなと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 仲島委員の御質問

にお答えいたします。 

 トマトの件数その他につきましては、補佐の方か

らお答えします。 

 それで、今後の運営につきまして、どう行ってい

くのだということでありますけれども、まず平成１

５年度までにつきましては、町の農業振興計画まず

一つありますということで、これは継続しなければ

ならない。 

 あと苗施設の状況、これは本町と富良野市にある

ということであります。それで、そこにおきまし

て、そういう苗の種類も分散されていくのだろうと

いうふうに考えます。上富良野町はキャベツをつく

ります、富良野は何をつりますというようなことに

分ける形になるかと考えております。これ、いずれ

にしましても、こういう指導の問題もありますけれ

ども、やはり今後１６年度以降のものにつきまし

て、よく農協と話しながら進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 助成につきましては、今後苗仕立てをしないとい

うことであれば、当然打ち切ることになりますけれ

ども、やはり施設もしっかりしたものを設置してお

りますので、当然利用していかなければならないだ

ろうといふうに考えております。そのようなことか

ら、支援につきましても行っていかなければならな

いというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長補佐。 

○農業振興課長補佐（岩崎博君） トマトの実情で

ございますけれども、１３年度の苗につきまして

は、１万４,０００本ほど町内に出回っているとこ

ろでございます。単価も鉢苗ということで１５０

円、セル苗で２７円ということで、ホクレン価格よ

りもかなり安価で提供しているところでございま

す。 

 仲島委員、申しわけありません。後ほど戸数調査

させていただきます。 

○委員長（久保田英市君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（谷口昭夫君） 仲島委員の

最初の２点目の御質問ですけれども、アグリパート

ナー協議会の関係でございますけれども、本町には

町独自でアグリパートナー協議会を設立しておりま

して、これは町、農協それぞれ負担金をいただいて

運営しているところでございます。 

 主な支出といたしましては、結婚相談推進員１名

おりまして、それの報酬、また成婚された方のため



 

 

の記念品だとか、また媒酌人の手当に充てていると

ころでございます。 

 それから、年に１度農業後継者の花嫁花婿の集い

ということでございまして、結婚し後継者として就

農している方々の激励会、交流会等も年１回開いて

いるところでございます。 

 それから、美瑛を含む富良野沿線の６市町村で広

域なアグリパートナー協議会も設立しておりまし

て、これにつきましては、農村青年写真掲載事業と

いうことで、週間女性に毎年本町から三、四名の青

年の写真を掲載しまして、広く全国から花嫁、花婿

の候補者を募集し、カップル誕生に役立てていると

いうところでございます。 

 それからもう一つは、サマーフェスティバル事

業、これにつきましては、週刊誌で女性を募りまし

て、農業青年との交流会、毎年７月に２泊３日で予

定しているところでございます。 

 今までの結婚の成立でございますけれども、平成

元年から１２年、ことしまでで成立件数が６６組ご

ざいます。その中で、交流会事業等で成功された方

が１２名いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 農協合併によって整理、

統合される施設もあるのだろうと思いますが、将

来、先ほどと重複するかと思いますが、農業の土壌

の試験センター等は、将来的にはこういうものも整

理、統合の対象になっているのか、この点。 

 それと、あと今独自で町の補助制度をやっており

ます。富良野圏域で合併したとなっていますが、し

かしその地域の実情に合った育てる部分だとかとい

うのがいろいろあるのだろうと思いますが、こうい

うものは独自でも補助策として行われるのかどうな

のか、この点。 

 さらに、これは農協の問題でありますから、一概

にとやかく言う問題ではありませんが、店舗の移転

や職員の相当数の削減というのが今行われてきてい

ます。雇用との関係で言えば、かなりなその実情も

ありますから、経済団体ですから口を出すというこ

とではないのですが、しかし雇用という形からとれ

ば、やはりそういった問題も何らかの形で、やはり

雇用ができるような環境づくりをもっと整えてほし

いという要請、あるいは店舗に至っても、地域形成

から至っても、今度ふじスーパーの前に出るという

ことになれば、あそこにお年寄り等がいまして、か

かわる人たちがおりまして、やはり身近にああいう

スーパーがなくなると大変だという本当に切実な声

があります。こういう点についても、自主的な判断

だから、経済団体だから言えないというのもあるの

かもしれませんが、何らかの要請もあってもいいの

ではないかというふうに思いますが、ここら辺につ

いても、あわせてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢委員の御質問

にお答えをいたします。 

 まず、農協合併によりまして、そういった施設の

整備が移転したり統廃合されるのかというようなこ

とでありますけれども、私先ほど申し上げましたの

は、１５年度までは最低施設がそういう合併された

り、あるいは統合されるということではなくて、い

わゆる土壌の検査部分が富良野圏域全体で行います

という、それをひとつ一本化して中富良野町でやり

ますということであります。 

 本町については、先ほど申し上げましたように、

年間８００件から１,０００件程度のものがありま

す。それらを検査した結果を技術的に診断をする。

分析をした結果、これらを農業者に返すということ

でありまして、それは農業センター内で行うという

ことであります。 

 それから、作物につきましては、地域の事情それ

ぞれあります。上富良野町については、麦が今主力

になっておりますけれども、畑作ではそういった地

域差、麦においては富良野地域の４割程度というよ

うな大きな１,２００町ぐらいありますけれども、

こういった畑作においては麦が主体、こういった地

域のそれぞれ差がありますので、今後におきまして

は、当然農協と十分協議しなければならない部分で

ありますけれども、そういった作付の事情を勘案し

ながら地域ごとに行っていくと、そういう指導も行

わなければならないなというふうに考えてございま

す。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３点目

のスーパーの移転に関する御質問でございますが、

さきの向山委員の一般質問の中でもお答えしました

とおり、町としても深刻な状況になるということで

受けとめております。その中で、そういった高齢者

の方に対する配慮につきましても、地元商工会等と

も十分協議をしながら、それらの利便性の確保に向

かっての協議を進めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 また、スーパーの移転に伴いまして、農協さんと

もちょっとお話をしたわけでございますけれども、

従業員につきましは、新店舗の方に全員引き継ぐと

いったようなお話を承っているところでございま

す。 

○委員長（久保田英市君） ７番石川委員。 



 

 

○７番（石川洋次君） 予算書にないことでちょっ

と申しわけないのですけれども、先ほどいろいろと

同僚委員から農家の窮状を訴えられている中で、今

回も恐らくかなりの農地が出るのでないかと。そう

した中で、その誘導対策で耕作をお願いしたいとい

う形をとっているのだけれども、それもなかなかな

り得なくて、流動化されなくて遊ぶというのかな、

耕作されない農地ができるのでないかという気がす

るわけです。それで、そうした農地に対して、価格

的には大した顔面ではないと思うのですけれども、

固定農地の固定資産税、それらの点についてどう対

処されるか、その辺ちょっとお伺いしたいと思って

います。農業振興課長、そこらのところどう対処さ

れるか。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 石川委員の御質問

にお答えをいたします。 

 先ほどから出ておりますように、離農者がふえま

して、あわせまして農地も出てくるといったような

そういうような課題がございます。先ほど私申し上

げましたように、幾ら農地が安いといえども、それ

ぞれの農家の皆さん方の適正規模というのが多分あ

るのだと思うのですよ。そんなことから、簡単に買

えないという部分がきっとあります。そんなこと

で、ここで各改善組合の中で賃貸を結びながら進め

るという一つのやり方、これが１点でございます。 

 それから、これも先ほど申し上げましたように、

いわゆる農地の集積あるいは労働力の確保と、こう

いうような意味から、やはり公的な公社といいます

か、こういうようなもの含めて農業法人をやはり設

立して、こういったものカバーしていくことがいい

のではないかというふうに考えます。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） 石川委員の税の関係でござ

いますけれども、基本的に税法上で減免だとかとい

うのは一定の基準がございますので、特別に流動化

という面では、そういう措置はございませんので、

いわゆる経済状況が著しく急激に変化したとかとい

う中で、ひとつ税法上の中での現行制度の中で対応

するしかないなというふうに思っております。この

辺のところは、特別にそれを取り上げるということ

には、現状ではならないのでないかなというふうに

思っております。 

○委員長（久保田英市君） 吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） 農業政策の中の補助金政策

についてお伺いします。 

 国、道にかかわるものについては、やむを得ない

と思いますけれども、町独自の補助政策というもの

を真剣に考えていかなければならないときに来てい

るのでないかと私は思います。なぜならば、狂牛病

の問題、これも先ほど出ました廃用牛というのです

か、これを安く買われて、市場には出回っていませ

んけれども、私今まで廃用牛という肉を見たことが

ございません。恐らく農協加工業者において、いい

肉とまぜて高い値段で売られていると思うのです。

業者はもうかっているけれども、農家は一つももう

けないと。今鶏肉にしろ豚肉にしろ、同じような状

況であります。野菜にしろ、農協系のそういう企業

は丸もうけをしている。そのような悪事を働いて、

その結果が消費者離れして、真剣に頑張っている農

家にしわ寄せが来るわけです。やっぱり牛乳も飲ま

ない、チーズも買わない、あるいは野菜も買わな

い。そうなるとも、一生懸命つくった農家が苦しい

わけであます。 

 かつて聞いたことがあるのですけれども、カボ

チャをつくって一生懸命磨いて箱に詰めて、農協に

出したら箱代もなかったと。しかし、農協に積まれ

たカボチャは出荷されて、農協はきちんともうけて

いる。いつも苦しいのは、一生懸命やっている農

家。だからそういう農家に補助できるような真剣な

政策が私は必要ではないかと、そういうように考え

てますが、いかがでしょうか。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 吉武委員の方からの御質問

にお答え申し上げたいと思いますが、非常に安全に

対する問題が全国的に出ているわけでございます。

そういう面につきましては、自治体が云々すること

でなくて、これはたかいむらの中でそれぞれ御判断

いただくものというふうに思っております。町とい

たしましては、現在の振興計画が改定期にありま

す。そして、また農協の新しい合併ということにな

りますので、新しい振興計画におきまして、その辺

のところを農家のための施策という点を十分重視し

まして、新しい策定に向けて今後検討してまいりた

いというふうに思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 補助の関連でお尋ねしま

すけれども、先に昨年の何月だったかな、市町村合

併の説明会があって、ひな壇にずらっと農協組合長

から始まって、それぞれの立場の人がおりまして、

それで補助金についての考えもちょっと農協の組合

長おっしゃいまして、どのようになるのかなと。農

協の組合長は、等分に同じようにあげたいと。補助

金については同じようにあげたい。いろいろありま

す。皆さん、ここには市町村長もそれから議員さん

も来ておりますので、なかなか言いづらいのですが

と言いながらですね。しかし、気持ちとしては、補



 

 

助金というのはみんな同じようにあげたいのだと。

しかし、それぞれの市町村というのは、我が町のと

いうものが入るのですよね。ここら辺はどのような

状況でしょうか、お聞かせいただきたい。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） 梨澤委員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますけれども、この補助金の関

係でございますけれども、基本的には対象となるも

のについて、公平にという観点でやっていかなけれ

ばいけないというふうに思います。 

 それと、また地域事情というものを、農協が合併

になりまして、やはり上富良野町としては、上富良

野町の地域行政区域の中での農業ということは、当

然強調していかなければいけない。そういう面を、

やはり合併になりました農協の中で十分話し合いを

して、町としての考え方をやはり取り入れてもらう

ようなことで今後考えていかなければならないだろ

うというふうに思っておりますので、現在の振興計

画の中で現状は推移しておりますけれども、今後合

併になりました農協の方向がどうなるかという点も

見定めながら、今後対応していかなければならない

問題だというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長補佐。 

 先ほどの仲島委員のトマトの農家戸数の件です

か、報告いたさせます。 

○農業振興課長補佐（岩崎博君） 先ほど仲島委員

さんからお尋ねられましたトマトの作付戸数でござ

いますけれども、１０戸でございます。 

○委員長（久保田英市君） よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） それでは、この款の質

疑、これにて終了いたしたいと思います。 

 次に、歳出、第７款、１２８ページから１３３

ページまでの質疑に入ります。 

 ここで説明員が交代いたしますので、自席で少々

お待ち願います。 

 それでは、質疑をお受けいたします。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １３３ページ、かみふら

の十勝岳観光協会運営費補助１,６６６万３,０００

円でございますが、これ所管ではありますけれど

も、ちょっとわかりませんので。昨年もたしか案内

所を設置するということで、３１４万７,０００円

増額した経緯があると思うのですけれども、またこ

としも案内所を１カ所ふやすというようなことなの

ですが、これでシャトルバスはシーズン中運行、こ

れは別の方の予算で計上して予算づけしております

し、どこに、案内所というのは毎年１カ所ずつふや

していくようなお考えなのでしょうか。ちょっと３

３６万６,０００円ふえておりますので、そこらあ

たりちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １５番

村上委員の観光協会に対する補助の内容と、それか

ら観光案内所の件でございますけれども、観光案内

所につきましては、現在駅前と、それからシーズ

ン、深山峠のオーナー園のところに設置をいたして

おりまして、数的には、ことしも去年も同じ２カ所

ということで聞いております。 

 それから、３６３万５,０００円の部分でござい

ますけれども、これは従来町で観光ポスター等一括

の部分がございまして、その部分が今回観光協会の

方に移っているわけでございまして、総体の観光に

かかわりますポスターの部分については、変更はご

ざいません。 

 それと、先ほどの観光案内所の件でございますけ

れども、オーナー園の観光の案内所の施設がちょっ

と周りとマッチしない、みすぼらしいと言ったらな

んですが、そんなような施設ございますので、こと

しはちょっと手を加えまして、景観に配慮された観

光施設に、案内所にするということでちょっと費用

をかけているといったことでございました。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 一つだけお聞かせ願いたい

のですが、日の出山の公園のラベンダー祭りにかけ

て、あそこ花を植えていると思うのですが、下から

ずっと上まで。これの予算というのは、何ぼ見てい

るのかなこれ。３７１万６,０００円というのか、

これ。その金額というのは、毎年毎年かかっていく

と思うのですよ。そうするというと、どぶに捨てる

ような金だなと私は思っているのですね。あの程度

の花というのは、どこへ行っても今見れるのです。

あの花を、果たして植えて効果があるかないかと私

は思うのですね。だからそれだけの金をかけるので

あれば、多年草になるようなものを選ぶとか、何か

違う方法が私はあるだろうと思うのです。毎年それ

だけの金を捨ててしまう。その花なんか、だれも見

に来ないですね、あのぐらいの規模の花では。しか

もラベンダーというのは、うちの町は山の上にある

ものですから、年寄りは全然だめだと、登っていけ

ないですからね。だからその辺をもう少し考え直し

ていかなければならない時期なのでないのかなと私

は思うのですが、それをどのように考えているの

か、ちょっとお聞かせ願いたいというふうに思って

います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 



 

 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 仲島委

員の日の出山にかかわります花壇整備等の御質問で

ございます。委員御指摘の部分は、たしかふれあい

花壇のことだと思いますけれども、ふれあい花壇に

つきましては、御承知のとおり、当初は地域の方、

職場の方の参加をいただきまして、お客様をおもて

なしをするといった考え方で始まっておりますが、

現在もう１０年を経過しておりますので、本年はそ

れらのものを見直しをしましまして、中富の富田さ

んのようなわけにはすぐにはなりませんけれども、

委員のおっしゃるようなことで、観光客の方に見て

いただけるようなことのことしはその作付、例えば

多年草だとか、季節に応じて長く秋ごろまで咲くよ

うな部分だとか、そういったことの工夫を凝らして

行うということで、ことしは計画をいたしていると

ころでございます。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 中富の話なんか別に出す必

要もないと思うのですがね、あそこのスキー場にお

いても、きれいな花がずっと咲いているのですな。

うちの町は斜面というのは、いつまでたったって手

をつけれないと。ラベンダーの花を植えてみなさい

という話もすると、スキーの邪魔になると。しか

し、それならば、スキーに邪魔にならないようなも

のたくさんあると思うのですよ。土地がだめだから

できないというのかどうかわかりませんけれども。

だからやっぱりうちらあそこで、僕も商売やってい

るときに、年寄りはもう上へ上がらないで食堂で休

んで、もうあんたらだけ行って見てこいと、こんな

ところつらくてかないませんよ。だからあそこの斜

面をどうにかすれば、観光としては非常に私はいい

と思うのですね、あれ。完全に殺しているのです、

あの場所は。だから昔あそこの舞台の裏の菊地さん

の土地かどうかわかりません。あそこにポピーか何

かの花植えたことあるのです。あそこにすごい観光

客行ってしまうのですね。畑の中に入ってしまっ

て、ちょっと困るのだろうと思うのですが。だから

そういうふうなものの考え方をしていかなければな

らないのでないのかな。ただ土地は買うよ、整備は

するぞと、しかし来てもらうにはどうするのだとい

う感覚が全くないと思うのです。毎年毎年同じこと

ばっかりやっている。 

 私が昔、観光協会のちょっと役員やったことある

のです。あそこの角にスズランの花でも植えてみよ

うかという話もあったのです、実は。あれは早く、

５月ごろ咲くので、６月か。だから６月、７月、二

月間その期間はもてますよというふうなことも考え

たらどうだというふうなことは実はあったのです。

それもぱさこんになってしまったけれども、だから

何とか考えてみる必要性があると思うのですね、あ

そこは。何にもないで、芝桜ちょこっとつくってみ

たらと、そんなこと何にもないと。少し腰の据わっ

た計画を立てていかないと、金があるから使わなけ

ればならないからと使っているのでは、何にもなら

ないのですよ。その辺もう少ししっかり考えいかな

ければならない。その対策としては、どう考えてお

りますか、お尋ねをします。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 仲島委

員の御質問にお答えをいたします。 

 斜面のラベンダーの植え付けにつきましては、昨

年スキー場のスロープの下側のところに、約３０

アールラベンダーの苗を植えてございます。それか

ら、三宮さんとの境界にラベンダー、それからポ

ピー、それからシャクヤク等のものを列にして昨年

から植えてございます。そういったことで、斜面の

ラベンダー化というにも、昨年から取り組んでいる

ところでございます。 

 さらに、ことしにつきましても、斜面について

は、上の方につきましてはラベンダーが傷められや

すいということで、そういった冬に対する、雪に対

する対応できる花ということで、上の方にはハーブ

をことしは整備していきたいということで計画をい

たしているところでございます。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 十勝岳観光協会にかかわり

ましてお聞きしたいと思いますけれども、最近国内

の観光客は多少減少の傾向ありますけれども、海外

の観光客が上富良野の日の出公園を訪れているお客

がふえている。私も昨年ラベンダー祭りに出し物が

ありまして、その応援に行っていたわけなのですけ

れども、言葉のわからない外国人が結構多数見えて

おりました。後ほど関係者に聞くと、台湾とかまた

韓国のお客さんだというようなことで、身だしなみ

は我々とちっとも変わらないけれども、言葉が全然

違う。そういったことで、観光案内所にそういった

通訳的なガイドをできる方の配置は、どのように

なっているのかお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ９番岩

崎委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 委員の御指摘のとおり、最近は韓国、それから台

湾を初め、北海道の雪ということの観光で、冬期間

に訪れる方がふえてきておりますし、管内の観光協

会におきましても、そういったことでキャンペーン

を行っているところでございます。 



 

 

 町におきましても、台湾人とか韓国人の方がおい

でになるわけでございますが、残念ながら観光協会

の方では、通訳の者の対応はできてないところでご

ざいますが、昨年の緊急雇用で作成いたしました台

湾語用のパンフレット及び英語用のパンフレットが

できておりますので、それらのパンフレット等をも

ちまして、そういった方の御案内をしていくという

ことで考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 今、課長の説明で、パンフ

レットにはそういうものを載せたいというようなこ

と、そういう言葉の部分。そういうことですけれど

も、直売所が並んでいるのですけれども、いろいろ

と会話をしたいのだけれども、さっぱり言葉が通じ

なくて、そういう勉強した直売所には、現在何か店

員さんはいないようなのですね。それで、今後の見

通しとして、そういうカナダ・カムローズの対応と

しては、英語に堪能な職員も育っているというふう

に伺っておりますけれども、それらのアジア圏域の

お客さんに対する今後そういう育てる考えはあるか

どうかお尋ねします。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 委員の

御提案につきましては、観光協会、それから売店さ

んとも御協議しながら検討してみたいと思いますけ

れども、言いわけになりますけれども、台湾の方は

多少の英語は話される方が多いということと、また

日本語も若干話される方が多いので、今のところ身

振り手振りでも、そういった買い物程度のものは何

とか対応になっているのかなということもございま

すが、いずれにしてもそういった方を置くことが、

お迎えをする町の観光の姿勢としては大事だという

ことで、検討して配置できるようなことで協議を進

めてまいりたいというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 最初に深山峠、それから千

望峠、美沢線道道、この維持管理を本年度はどこで

委託されておりますか、まずその点お尋ねしたい。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３番福

塚委員の御質問にお答えいたします。 

 １３年度におきましては、深山峠につきましては

観光協会、それから千望峠につきましても観光協

会、それから美沢の爆発記念公園につきましては、

株式会社ＣＳＴでございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 観光協会に深山峠と千望峠

を委託されているということにつきまして、観光協

会に委託してきていることは、自分は決して間違い

だと思っておりません。しかし、観光協会固有の本

来の業務としてはいかがなものかと。その懐疑心を

持つわけですけれども、町長は努めて民間というこ

とを強調されて今日まで経過していることは、もう

御案内のとおり、自分もそのようにうけとめており

ます。 

 委託の方法について、発注者の立場にしてみれ

ば、競争の精神を導入してもらいたいと。、そうい

う考え方が開発なり土現にあると思うのですよ。そ

の辺の期待に沿って、今日まで経過しているのかど

うか。自己評価なさっていると思いますけれども、

その辺のところ、まずお伺いしておきたいと思うわ

けであります。 

 １３年度、本定例会の１日目に、千望峠で１５０

万円減額しておりますよね。それが新年度、１４年

に入って、その減額された１５０万円の金額が復活

されているような考え方に立っているのか、その辺

のところお尋ねしたいと思います。 

 ページ数で言えば、１３１ページの委託料１３節

１,５６８万７,０００円の中に、その１５０万円が

復活して入っているのかどうか。観光協会のそう

いったことで、従来委託をしてきた経過にあること

については、１８０度考え方変えるということは、

至難な存在している問題があるのかもしれません。

でも、年齢的には観光協会という一つの定規を当て

るならば、年度的には人がいるのかどうかわかりま

せんけれども、そういった機会に民間の方の力をか

りるというようなことで、今後次元の高い御配慮を

されてはどうかということでお尋ねしたいと思いま

す。 

 それと、１９節の負担金補助及び交付金、大雪十

勝広域観光開発推進協議会７万円、これについては

自分議席を持たせていただいて、１２年の１定にお

いて質問したわけですけれども、バブルがはじけて

久しい、１２年度ですから少なくとも１０年、１１

年バブルはじけて経過している。リゾート法が制定

されて、バブルの関係、その法に基づく精神に企業

が、では出てくるかと、期待できるかということに

ついて、いささか自分疑問に思って、１２年の１定

で質問したわけですけれども、そのときの担当課長

の説明では、１３年には発展的解散をするのだとい

う答弁をいただいているわけですよ。１３年度、本

年度ですね、予算計上したことに対しては、それに

対してはどうであったのか、さて一目を置いていた

わけですけれども、このたびまた金額が７万円とい

えども、１３年度には発展的解散するというもの



 

 

が、今日こうやってまた出されてきているので、そ

の説明、一過性の説明では僕はないと思うのです

よ。少なくとも説明には基本的なものの考え方あっ

て、法律、条例、根拠にして、例えばの話ですけれ

ども、説明に立ってくださっていると思うのですけ

れども、その辺のところどうなっているのか。今後

も引き続きこういう金額について、７万円ですから

こだわることはないのかもしれませんけれども、そ

ういう言質を与えてもらってきているので、しから

ばでは構成メンバー、それと１３年度の活動計画、

事業計画、この十勝、サホロですか、十勝といえ

ば。あと富良野の関係ですか、あと上富と、そんな

協議会の負担金だと思いますけれども、この協議会

の運命は、将来どう考えておられるのか、以上の点

について御答弁をいただければと思っております。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３番福

塚委員の御質問にお答えいたしたいと存じます。 

 １点目の観光協会に、これらの事業の委託につい

てのことでございますけれども、まず観光協会にお

きましても、この委託を受けたことによって事業収

益並びにそういったものの雇用につなげていると

いった実態にございまして、仕事につきましても、

今までの経過から見ますと、支障なく仕事も遂行さ

れてきていることから、町としましては、観光協会

の事業定款の中にもこういった事業の授受ができる

というふうなこともございます。そういったことも

含めまして、現行の部分については、引き続きお願

いをしたいものだというふうに思っているところで

ございます。 

 それから、次に美沢線の金額の件につきましてで

ございますけれども、先ほど委員千望峠とおっしゃ

いましたけれども、補正で減額した節につきまして

は、道道の美沢線の公園トイレでございまして、さ

きの答弁にもお答えしましたとおり、当初道の堤示

が遅かったものですから、町の積算によりまして計

上した当初予算額と確定した金額に差異ができて、

１５０万円の減額を行ったということでございまし

て、今年度につきましても予算提示は１３６万円と

いうふうになっているところで御理解をいただきた

いと存じます。 

 それから、１９節の負担金に関してでございます

けれども、この大雪・十勝の広域につきましては、

この大雪・十勝国立公園に接する市町村、３市２２

町村で構成されておりまして、いわゆるリゾート関

係とはちょっと異なっておりまして、これらの市町

村で構成しておりまして、観光客の誘致、それから

エージェントの誘致、それから関係市町村の意見交

換、そういったことの協議を行っているものでござ

いまして、いわゆるリゾート法に基づく協議会とは

異なっているものでございます。 

 富良野大雪リゾートにつきましては、委員の御指

摘のとおり発展的な解消ということで、昨年度から

負担金を徴しないということで、事務のみが道の事

務局で行われておりまして、ことしも予算は計上し

てないところでございますので、御理解をいただき

たいと思います。 

 済みません、答弁漏れがございました。 

 ７万円の負担金の件につきましては、これは大

雪・十勝広域の協議会の負担金でございまして、こ

の構成は、いわゆる大雪・十勝岳の国立公園を囲む

３市２２町村で構成されておりまして、活動の目的

は、これらに来られる観光客の誘致並びに関係市町

村の連絡等々の活動を行っている組織でございまし

て、１３年度に委員にお答えしました富良野大雪の

リゾートの協議会につきましては、活動を、負担金

を徴してない、事務的なものだけで道の事務局の方

でそういった情報の部分だけ行っているということ

で、ことしも負担金を計上してないということで御

理解いだきたいと思います。 

 会員につきましては、旭川市、帯広市、富良野

市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、

上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野

町、南富良野町、占冠村、日高町、音更町、士幌

町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、

池田町、幕別町でございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 大変言葉じりをとって恐縮

ですけれども、質問は自分は観光協会がもうかって

いるか損しているかという質問を僕してないと思う

のです。私が尋ねているのは、観光協会の固有の本

来の仕事として、なじむかなじまないかといった

ら、なじまない部類でないですかと、そういう観点

で質問させてもらっているのですよ。したがって町

長は、自衛隊ではもう３０名から退職者出ると、高

校出てきても就職ないと同僚委員から質問あった。

観光協会として、固有の業務があると思うのです

よ。会員の増員から始まって、したがってそういう

ものは、観光協会として今日までこたえて仕事して

もらったわけですから、いきなりやめるということ

は至難であろうと、そこまで自分は言っているので

すよ。何かの転機で、６５歳以上の人がついていれ

ば、役場の事務局長の費用は一部負担しているわけ

ですよ。そういう観点から役場の考え方をもって、

高齢者が従事していれば、ひとつそこで転機が発生

するのでないかと、こういうことで、町長は雇用の



 

 

創出、自衛官の若くして退職される、その人たちの

仕事がない。民間雇用の創出、町長いつも強調され

ているから、そういうときにはひとつ町長、ひとつ

次元の高い判断をしてくださいと自分言っているわ

けです。観光協会が損していようともうかっていよ

うと、そういう僕は関心は、全然視点は置いてませ

んので、やはり端的に質問してくださいということ

ですから、やはり質問している内容についてはメ

モって、端的に率直にダイレクトに答弁してくれる

ことを、この際期待をしておきたいと思います。町

長さん、その点いかが考えますか。 

○委員長（久保田英市君） 御答弁いただきたいと

思います。 

 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚委員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、今委員おっしゃるとお

り、雇用の問題というのは非常に重要になってきて

いる状況にございます。そういう中で、役割的に民

間でやれるものという面につきましては、積極的な

中で町長考えてございますので、そういう面もござ

いますので、今後これらの点につきましても、従来

の過去の経緯もあったところではございますけれど

も、ひとつ課題として受けとめさせて検討させてい

ただきたいというふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 今の助役の答弁で十分期待

をしたいと思っていますけれども、ただ質問した関

係については、答弁ないのですよね。観光協会で仕

事をお願いしているけれども、ではその受注の発注

の仕方、委託の方法はどうしてますかということで

尋ねて、発注者が開発、土現の立場に立って観光協

会に決めた、落札させた、それに対してはどういう

委託方法をとってますかと、それも答弁全然してく

れる気がないでしょう。してくれる気あるのだった

ら答弁してください、尋ねたわけですから。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３番福

塚委員の答弁漏れがありましたので、答弁させてい

ただきます。 

 これらの道等からの委託に伴いまして、町が観光

協会等に発注するに当たっては、それらの見積もり

の部分をもちまして、随意契約で道の委託の範囲の

中で契約を行ってきているところでございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 契約方法はわかりましたけ

れども、確かに随契、見積もり合わせが始まって指

名競争入札ありますけれども、随契でやっていると

いうことに対しては、いささかの問題もないという

ことで今日まで経過していると思いますけれども、

最近の社会情勢見るときに、極めてこれらについて

は重く受けとめて、事務と取り組むことのなされる

ようにお願いをして、自分の質問を終わりたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 私、昨年公園の遊具の関係

等で調査に歩いた折、町から掲示をいただいた地区

公園、街区公園、それから緑地、広場等の中では、

４４カ所リストがあります。その中で、町内ずっと

私歩いてみて、西６線北３１号にある、言うなれば

西野目きたろうさんが寄附をされた土地がありま

す。あそこに深山峠から各地への距離というすばら

しい看板が立っております。ところが、あそこの上

に三角のあずまやがあります。それから、あそこで

地区で祭っている山神があったり、それから下には

交通安全祈願塔等があります。現実に、あそこの管

理はどこでやっているのかということで、まずお尋

ねします。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ちょっ

と御確認させていただきますけれども、中川さんの

峠そばの前の公園のことですね。 

 あそこは、いわゆる桜公園と通称申しておりまし

て、そこの清掃管理につきましては、トイレもあわ

せまして観光協会の方にお願いをいたしているとこ

ろでございます。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 間違いなく観光協会に委託

をしているのですね。というのは、私現状見たら、

もうひどいのですよ。ベンチの背板はないわ、ベン

チはさびてるわ、それからもう一つ、恐らくあれ

旭、高砂から外された水飲みのあれがあるのですけ

れども、それも上もなければ、もう水も出る状態で

は全然ないのです。ここに後で写真撮ってきてある

から見せますけれども。 

 それから、外灯がありますけれども、それも全然

さびて機能が発揮してない。それから、そこから電

気のコードが数カ所ですよ、もうばらばらに出てい

るのですよ。 

 それから、草の刈った跡だとか、そんなものはな

いのが現状なのですよ。 

 それから、あそこに上がる鳥居の上部は、もう腐

食をして危険な状態になってます。それは恐らく山

神ということで、地域でやっているから地域の人た

ちが祭るということでばこざいますけれども、たま

たま深山峠までから各地の距離ということが、すば



 

 

らしい看板が立っていて、その階段を上っていった

らその現状が、観光地上富良野に本当にふさわしく

ない。何でということでございます。ですから、僕

は今観光協会に委託をしているということが今答弁

されてましたけれども、恐らくしてないでしょう。

とりあえずね今僕現状を申しましたので、それらの

関係について答弁を求めます。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） いわゆ

る桜公園の中の清掃とトイレの清掃は、間違いなく

観光協会にお願いしております。ただ、施設の破損

等々についての部分については、当方もちょっと今

まで承知していかなった部分がありますので、早速

調査して善処したいというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 委託をしているのであれ

ば、委託した後のどういう状況かというのは、一般

的に確認するわけでしょう。その効果がぴしっと整

備、清掃されているか。だからさっき言ったような

形なり、フェンスは曲がって危険な状態になってい

るわ、本当に僕はびっくりいたしました。下にはす

ばらしい看板が立っているのに、その上へ行けばそ

んな状態だということで、私昨年写した写真を後ほ

ど課長に見せます。これが観光地上富良野、言うな

れば花人街道にある一つの施設かなという感じをい

たしましたので、ちょっと僕は残念ですし、それで

は観光協会に委託したのは単なる草刈りか、そんな

程度のものなのか、そこからそういう設備的にこん

な状態にあるからということで、観光協会から商工

観光まちづくり課にそういうような意見等が寄せら

れているかどうかも含めて確認して、また後ほど課

長とちょっとこの点、写真を見せてお話ししたいと

思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 観光協

会に依頼している業務内容でございますが、草刈

り、それから食堂横のトイレの清掃が主なものでご

ざいます。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 私は、町長にお伺いいたし

たい。これは商工費の中で、これはいろいろと委託

料としてのトイレだとか浄化槽だとか、こういうも

の出てますよね。この中の今回の予算書を見まして

も、前回私が島津公園のトイレの問題について質問

させていただいた経緯があるのです。このときに、

あの汚いトイレをどうするんだと言われたとき、町

長は都市公園としての充実を図りたいと、水洗化に

持っていきたいということを答弁されたはずなので

す。これが今回の予算にもない、委託料にもない、

あの汚いトイレをこのまま続行するのか、この点ど

のようにお考えなのか、やるのかやらないのか、こ

のままでぶん投げて、あの汚いトイレをこのままこ

としも１年間使うのか、３年使うのか、それで御答

弁いただきたいのです。 

○委員長（久保田英市君） 島津公園は８款、次の

ときに質疑受けます。 

 １２番米沢委員どうぞ。 

○１２番（米沢義英君） １２９ページに、商工融

資の関係についてお伺いいたしますが、前も聞きま

したが、相当融資の関係で、新たに町独自の何らか

の融資対策が必要な状況にあるのかどうなのか、こ

の点。 

 それと、ペイオフ関係にかかわって利子補給等、

今現在は原資を積み立てるという形になって、将来

的には利子補給の方に移行するということも模索中

ということでありますが、そこでお伺いしたいの

は、今原資を積むということでやっていれば、それ

だけ何倍かの融資が受けられるという形の中で、や

はり融資を受けるに至っても、有利な方法の一つ、

手段だと思うのです。これを利子補給のみだけのみ

にするということになれば、いわゆる経営審査が

あって、当然優良企業かＢランクかＣランクかとい

うことになれば、このＣランクではなかなか融資を

受けることが難しいという、そういうときに原資を

積立てておけば、一定有利な条件で融資が受けられ

ると。利子補給だけということになれば、そういう

ことが懸念がふえるのではないかと。今この段階で

すから、はっきりしたことは言えませんが、それと

同時に、利子がだんだんかさんでくれば、その分だ

けまた補てんしなければならない。現在でしたら、

一定の低利子を設定して、そこで金利、利率、融資

の貸し出しをやっているという状況ですから、こう

いう心配が起こり得ないのかどうなのか、この点お

伺いいたします。 

 それと、まちづくり関係でお伺いいたしますが、

今仮装盆踊り等が町主催のがなくなったという形

で、復活を望むという声も出てきています。なかな

か不景気で、やっぱりそういう踊りも取り入れなが

ら、また新たな町の一つの、これ事業をやるという

ことになれば、また大変ですが、そういうのも今年

度から取り入れていってはどうかということ。 

 それともう一つ、観光時期に、やはり町にお客さ

んが流れるような、そういう対策をもっととるべき

ではないかと。この間、町の広報紙でもいわゆるガ

ラス工芸家の人やら、いろいろな人との対談がなさ

れてきています。そういう人たちの意見も当然私が



 

 

言う以前に酌み取られて、このまちづくりにどう生

かしたらいいのかということで検討されているかと

いうふうに思います。そういうことをも踏まえなが

ら、やはりもっと中に、また地域の中だけでなくて

拠点をつくりながら、そこを一つの観光の名所にし

ていくということも一つだというふうに思います。 

 町の中で言えば、やっぱりそういう陶芸家だとか

いろいろな人たちが出品できる、あるいはそれだけ

ではなくて農産物も含めた形の中で、そこで人を集

めるような工夫、それともう一つは、ねぶたがあり

ますが、これを観光時期に、今こちらにありますけ

れども、町の真ん中に持ってきて、やっぱりそうい

うスポットを提供できるような、そういうつくり方

も必要だというふうに思いますが、この点。 

 さらに、いわゆる駐車場を使った農産物の加工販

売をしている方がおられます。１３年の決算の中で

は、いろいろ問題点、利用料も払わなければならな

いか、期限つきでそれを利用してもらうかという形

の話のことでありましたが、町の政策として、やは

りきちっとそういうものを位置づけて、そういうあ

らゆる人たちがそういった場所で出店を望むのであ

れば、やはり何らかの対処という形で、そこにする

かどうかは別として、友好的なやはりそういう人た

ちの意思を酌み上げるようなまちづくりというのを

もっと積極的にやるべきだというふうに思います

が、この点。 

 あと、１３１ページの公園の管理なのですが、ト

イレを見渡したらクモの巣が張っていたり、トイレ

の便器が汚かったりという形の中で、委託されてそ

れぞれ努力をもうされているのですが、やはり観光

の町というイメージであれば、やはりそういったき

れいさを求めて入って気持ちいい、して気持ちいい

というか、そういう環境をもっとその委託に当たっ

ても、清掃に当たっても、隅々まで行き届いた清掃

の管理というのをする必要があるというふうに思い

ますが、これらの点についてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １２番

米沢委員の御質問にお答えを申し上げたいと存じま

す。 

 まず、１点目の今の町融資制度の部分について、

新たな何か方策はないかというふうなことでござい

ますけれども、４月からペイオフが実施されるわけ

でございますが、それら来年においても完全実施と

いうことの間におきまして、金融機関、商工会とも

十分協議しながら、そういったことの可能性につい

て協議を進めてまいりたいというふうに思ってござ

います。 

 それから、利子補給等につきましても、原資が引

き上げられることによっての、金融機関においては

原資保有の部分が相当厳しいことでございますの

で、いわゆる貸しづらくなるということの実態には

なろうかと思いますけれども、そういったことにつ

きましても、沿線、旭川信金さんがずっと支店がご

ざいますので、そういった中におきまして、同じよ

うな取り扱いがしてもらえるようなことでのお願い

やらをしてまいりたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 ３点目の盆踊りにつきましてでございますけれど

も、これは御承知のとおり、大人盆踊りを火祭りの

ときに行っていたわけでございますが、一緒に。だ

んだん参加者が少なくなってきたといったことか

ら、子供盆踊りだけでも引き続きやっていこうとい

うことで、火祭りの前段の催しとして行ってきた実

態にございます。しかし、どこかの道南の方の記事

にありましたとおり、大人盆踊りというのは、やは

りふるさとを思い出させるそういった情緒があるも

のであるから復活するべきだというふうな御意見も

あって盛大になったという事例もございますので、

それらの可能性につきましても、また検討を加えて

まいりたいと思っております。 

 それから、いわゆる国道から町にもうちょっと観

光客が入ってきて、何か楽しめるようなことをもっ

と宣伝、あるいは体験させるような方策はというこ

とでございますけれども、今現在道において、平和

通りの部分の道路の一部改修を行っていただいてい

るところでございますが、その中におきまして、い

わゆる花人街道２３７から町の方に入ってきていた

だけるようなことの今いろいろな案内標識を含めた

中、それからフラッグをまたかける中、またイン

フォメーションを置くとか、そういったことの展開

をここ二、三年で完了してまいりたいということ

で、当然これには、そういった商店の方等の御協力

が欠かせないわけでございますので、そういった方

の盛り上がりというか、御協力いただきながらそう

いった方のお迎えについて進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

 次に、ねぶたの件でございますけれども、今現在

ねぶた会館の方に置いて見ていただいているわけで

ございますけれども、なかなか一般の方が、すぐあ

そこまで来て見ていただくことよりも、町の真ん中

のどこかに置いて見せてあげるのも一つの方法かと

いうことでございますので、そういった場所が確保

されるのであれば、そういった試みについても検討

をしてみたいというふうに思っております。 

 次に、地域の方々が地場農産物を使いまして商品

販売をいたしているわけでございますけれども、こ



 

 

れらのことにつきましても、ことしそういった方々

の情報交換を行いまして、もっともっとそういった

ネットワークを広げまして、町としましては、でき

れば空き店舗等を利用させていただきまして、そこ

の中でいろいろな業種の方が日がわりといいます

か、そういった形でいろいろなものを売っていただ

くような場所の設置をことしぜひ検討して実施した

いものだというふうに、農政課とも協議をしながら

進めてまいりたいというふうに思っているところで

ございます。 

 それから、トイレの部分でございますが、これは

いつでもお小言をちょうだいしているわけでござい

ます。今後も十分にそういった方の部分の嫌な思い

をさせないためにも、トイレの清掃につきまして

は、トイレを見ればその観光地の姿勢がわかるとい

うふうなぐらいの部分で印象があるわけでございま

すので、これらについてもしっかりと清掃に努めて

まいるように委託者において指示をして、管理監督

をしてもらいたいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 雇用の問題でお伺いいた

しますが、雇用の安定基金の交付が受けられて、こ

ちらの予算で言えば、翁公園の歩道整備という形で

何がしかの予算がつけられています。これで言え

ば、１３１ページでありますが、実雇用は何人雇用

されるという状況なのか、お伺いいたします。 

 いろいろな方からも、この雇用の促進については

特段の配慮をしていただきたいという形で、ここだ

けではなくて、学校関係だとかという形の中でも雇

用も生まれる体制が組まれていると思いますが、わ

かる範囲でよろしいですが、そういったのも含め

て、実際にその雇用調整金を使った実雇用というの

は、月に直したら何人になるのか、延べではだめで

す、月ですよ。月に直したら何人雇用されるのか、

この点。 

 今職がない、求めている人というのは、潜在的に

はたくさんおられるというふうに思います。確か

に、この制度の半年間という限定つきがあったにし

ても、やはり何らかの形の中で、その実態も調査さ

れる必要があるのでないかと。既に何らかの形で調

査されているのであれば、それをこの場で述べてい

ただきたいと思いますが、やはりそういったきめ細

かな今対応というのが、より一層求められていると

私は感じているわけです。そういう意味で、この点

においての実態にまだまだ合ってないような、当然

資源に、財源に限界あるというのもわかりますが、

しかしそれを一歩踏み越えた中でいろいろ工夫して

いる自治体というのもあります。そういうものも含

めて、答弁お願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １２番

米沢委員の御質問にお答え申し上げます。 

 １点目の緊急雇用対策の関係でございますけれど

も、今商工観光まちづくりの方で計画しております

のは、翁公園内のササ刈り等の歩道の整備でござい

まして、２人、実数は９０日でございます。このほ

かに、教育委員会の方のパークゴルフ場の芝の整備

ということで、同じく２人の部分をことしは雇用す

ることになっております。 

 それで、その雇用に関する情報ということでござ

いますけれども、上富良野高校につきましは、町長

の一般答弁でもいたしましたとおり、ほかの高校に

比べて有利な就職ができているということでござい

ますけれども、まだ高校の方の先生の方からも、地

元の企業が上富良野高校を指定して就職の案内が

ちょっと足りないかなというふうなこともいただき

ましたので、今後はそれらの情報も、また各企業に

おいてお知らせをして、そういった地元の高校の就

職について応援をしていただきたいというふうなこ

とで考えております。 

 また、ＪＡ関係につきましても、リストラ等々ご

ざいまして、３月にお聞きしますと、約ことしの３

月末で１１人ぐらいの方が希望退職されるのかなと

いうことの情報は得ております。 

 それから、北海カラマツさんの方で特段の予定は

なかったけれども、上富良野高校の生徒を３人ばか

し採用されたということで、非常に感謝申し上げて

いるわけでございますけれども、こういった状態

で、町の中の雇用情勢においては他地域に比べて、

悪い状況の中にありますけれども、少しはいいのか

なというふうな判断をしておりますけれども、さら

なるその連絡調整のためのそういった会をつくりな

がら、さらなる雇用の充実に努めてまいりたいとい

うふうに思っています。 

○委員長（久保田英市君） １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） 今、緊急雇用対策雇用

交付金のことありましたけれども、月２人ぐらいの

雇用では、緊急対策雇用の意味にはならないと思う

のですよね。やっぱりこういう交付金を足場とし

て、短期的でなく、恒久的に新たな事業を生み出す

ようなものに使えないかと思うのですけれども、例

えば町の中の空き店舗を利用して、地産地消の店を

つくって、今農業従事者が、農業に従事している人

が非常に離農なんかしてますよね。そこでその失業

者を雇用するとか、そういうような発想にはならな

いのですか。この芝刈りだとかこういうものは、し



 

 

なければならないことであって、別に緊急雇用対策

にはならないような気がするのですけれども。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １３番

長谷川委員の御質問にお答えします。 

 緊急雇用対策の件でございますけれども、この点

については、国の方で予算が枠がございまして、そ

れをもって各道内の町村に枠が参るわけでございま

す。それで我が町におきましても、これ３年間事業

でございまして、約１,９００万円の枠の割り当て

ということでございまして、その中で組み立てをし

ていくわけでございまして、その中で私の方２人、

教育委員会の方で２人というふうな人数をもう

ちょっと多く雇用できないのかということもござい

ますけれども、年度の額の定めがございますので、

雇用がそういった部分で、それ以上ふやせないと

いった実態にございます。 

 それで、また違う例えば事業、今言った空き店舗

を利用した部分のそういった雇用の部分にならない

のかといったことでございますけれども、これにつ

きまして、あと２年間ございまして、一応のあと２

年の雇用については、その事業を予定を上げており

ますけれども、中の変更についてはできるものと

思っていますので、もしもそういったことが優先さ

れることであれば、そのようなことに持っていくよ

うなことでの検討をしてまいりたいというふうに

思っております。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） この款の質疑、これに

て終了いたしたいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 質疑を終了いたしま

す。 

 この際、休憩をとります。 

──────────────────                
午前１１時０４分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 次に、歳出、第８款、１３４ページから第９款、

１４７ページまでの質疑に入ります。 

 質疑に当たっては、ページ数を言っていただくよ

うお願いします。 

 １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） １４３ページ、先ほどは勉

強不足で、まことに申しわけございません。この島

津公園管理の問題についてお伺いをいたしたいと思

います。 

 先ほども言いましたけれども、公園のトイレの問

題、これは新しい方でなくて、古いトイレが２カ所

あるのです。この２カ所のトイレが前回町長は水洗

化にするかというような、水洗化にしたいというよ

うな御答弁がありましたが、これらは必要性がある

のかないのか、今後、この点についてお伺いをいた

したいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 小野委

員の御質問にお答えいたしたいと存じます。 

 今の御質問にありましたとおり、島津公園内には

ゴルフコース場沿いに２カ所水洗でないトイレがご

ざいます。その中で、９月の御質問にもお答えいた

しましたが、パークゴルフ場が、今１５年に完成と

いうことになれば、島津公園の今あるパークゴルフ

場の部分についての廃止も念頭に入れまして、その

トイレの改修についても見きわめたいということで

ございます。したがいまして、今現在では、使用状

況におきましては、現状のままのトイレで使用して

いただきまして、そのパークゴルフ場の方向が決定

され次第、その対応をしてまいりたいというふうに

思っておりますので、御理解いただきたいと存じま

す。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） それでは、結局はパークゴ

ルフ場が完成後においては、あれを撤去するという

形になるわけなのですね。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） そのよ

うに撤去となれば、あの一番奥のトイレ等々も不用

となるというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） それならば、これ来年まで

あるし、ことし１年間は使用しなければならないの

だけれども、完全に清掃をきちっとしてやっていた

だきたい。去年のような状態であるならば、観光で

来られる、パークゴルフもおやりになる人がいます

ので、これらをみっともないようなことでなく、清

掃をきちっとしていただきたいと思いますが。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 先ほど

来、観光地にかかわりますトイレの清掃管理につき

ましての部分の苦情があるということでございます

ので、このトイレにつきましても、誠心誠意管理に

十分を気をつけてまいりたいというふうに思ってお



 

 

りますので、御理解をいただきたいと存じます。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １４５ページ、家賃滞納

者少額訴訟のところ予算見ているわけですけれど

も、これ幾らぐらいだったでしょうか。 

 それと、これは弁護士さんをあれしているのだっ

たでしょうか、それと今までこういったことありま

したでしょうか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １５番

村上委員の御質問にお答えいたします。 

 家賃滞納者少額訴訟の件でございますけれども、

この金額については３０万円、弁護士費用でござい

ます。昨年から、この費用を歳出に計上させていた

だいております。理由としましては、誠意が見られ

ない、長期にわたって滞納を続けていると、そう

いった者に対しての手段として、もう大都会、旭川

市とか道で既にこういった対応をとっておりますの

で、こういったことで、目的は和解をして納めてい

ただくことで家賃を整理していくというのが本来の

目的でございますけれども、今現在、昨年も含めま

して、こういった事例にはない実態であります。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ないということですけれ

ども、今相談やってますね。社会福祉協議会で火曜

日ですか、いつも防災無線で放送されておりますけ

れども、それらのところにどうなんでしょうか、何

か大変難しい問題寄せられて、やっぱり弁護士さん

とか法律関係とかいろいろあるようでして、そうい

う方の兼ねての活用というのは、またちょっと目的

が違うのでしょうか、ちょっと。 

 それと、町営住宅建てますときに移転しますね。

そのときの移転補償というのを予算見ている。別の

方で見ているのですけれども、その方のあれはない

のでしょうか。交渉事という、その移転補償の難し

さ、そこら辺はどうなのですか、ちょっとお伺いし

ます。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 この家賃の滞納者の訴訟の件でございますけれど

も、いわゆる悪質者、もうどうにもならないといっ

たことで、いわゆる心配事相談にかけてもどうにも

ならないと。法的手段に訴えなければ言うことを聞

いていただけないと。国の方で１日で裁判が終わる

簡易裁判という制度ができまして、負債額３０万円

以上のものに対しては、その裁判を受け付けると

いった制度ができておりますので、そちらの方に

持っていくといって、約束を守っていただかなけれ

ば、強制執行はできるといったことで対応するとい

うものでございます。 

 それから、２点目の移転の補償でございますけれ

ども、この件につきましては、建てかえにかかわり

まして、現在入っている住宅を取り壊さなければな

らないといったことが出てまいりますので、それら

の方々に対して、引っ越し賃として補償をおあげす

るものということでございまして、現在までそう

いった建てかえにつきましては、当然もうその住民

との了解も得ておりますので、そこに関してのトラ

ブルはございません。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 今、商工課長答弁したこの

家賃の問題なのですが、去年３０万の方が２人いた

よね。それで、その２人のために訴訟をするため

に、この予算をとったはずなのですけれども、この

３０万円の方々はどうなったんだろう。お亡くなり

になったのですか、これちょっとお伺いいたしたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 小野委

員の御質問にお答えします。 

 ３０万円は３０万円でございますけれども、いわ

ゆる悪質、部分的でも毎月なり納めていただいて３

０万円の方と、全然もうなしのつぶてで３０万円以

上超した者の区分がございまして、今ここで考えて

いるのは、いわゆる悪質、誠意が見られないと、そ

ういった者に対する措置でございますので、御理解

いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ページ数は１４６ページ、

消防費についてお伺いしたいと思います。 

 各一部事務組合の新年度予算書を拝見させていた

だきました。消防予算について、ありのまま感じた

ことをもってお伺いを、管理者に御所見を賜りたい

と思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 既にもう消防南部組合で議論されて、議決されて

いるといことで承知をいたしておりまして、各論的

な意見を述べるつもりは全くありません。管理者と

して、総論的な御所見を賜りたいと思っておりま

す。 

 予算書拝見しまして、自分も及ばずながら組合収

入役４年間務めさせてもらいましたけれども、中



 

 

富、上富、南、北で、予算的には共通経費含めてバ

ランスがとれていたと思いますけれども、決して物

件費、人件費で南と北とが、言わせてもらえばアン

バランスだと。したがって、南が団職員の待遇がよ

くて、団員、職員の志気が低下するとも考えを持っ

ているものではありませんけれども、少なくとも組

合ですから、一つの自治体ですから、そこの管理者

ですから、南、北、中富、上富とのいわゆる行政配

慮に基づく首長さんの、両町長の考え方の違いは、

当然出てくると思います。しかし、管理者としての

リーダーシップというか、そういうものは当然町長

お持ちだと思いますので、その点に立った考え方

を、御所見を賜りたいと思います。 

 各論に入らないということを言いましたけれど

も、南部消防事務組合予算書を見ますと、４０ペー

ジ、この予算書、消防組合の。この中で、消防組合

参事としてお尋ねしたいのですけれども、上富対策

費、中富対策費の中で、１９節の負担金補助金とも

ども予算持っているのですね、対策費で上富、中富

対策費として。北海道消防防災ヘリコプター運航連

絡協議会１９万７,０００円、中富対策費、同じく

１３万６,０００円、これらは参事、一般共通経費

と一般管理費で一本化なぜできないのか、この辺の

ところ参事にお伺いして質問を終わります。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚委員の基本的な考

え方についてお答えさせていただきますが、上川南

部消防事務組合、御案内のとおり、本部につきまし

ては両町の共通経費の中で本部対応をしていると。

そして、南署、北署につきましては、それぞれの自

治体の条例に基づいた自治体と同等の対応をしてい

るというようなことの問題点があるわけであります

が、そういったことから、職員の処遇がそれぞれの

自治体間の差で違う、また消防議員の対応について

も違うというような部分がございます。 

 本来であれば、上川南部消防事務組合としての職

員採用を図って、北署、南署の職員の処遇を図るべ

きが本来の委員のおっしゃるような事務組合として

の対応であるというふうに思っているところであり

ますが、それぞれの町村の実情、それから組合結成

当時からの状況等々の中で、現在それが今日まで進

んでいないというようなことであります。 

 ただ、これからの課題といたしましては、今検討

しております富良野地区消防事務組合と上川南部消

防事務組合との合併問題、統合問題等々も含めなが

ら、今後研究を重ねて対処してまいりたいなと、今

そのように考えているところであります。 

 後ほど助役の部分につきましては、助役の方から

お答えさせたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） ３番福塚委員の御質問にお

答え申し上げたいと思います。 

 ここに書いてあります同じ項目で、私もこれ何で

１本にならないのかということで疑義を持っていた

のですが、請求先の方で、母体町村への請求を求め

てきているところでございます。私どもは事務組合

設けているものですから、そういう観点で、それぞ

れ上富と中富という中で、この組合の方に移行させ

まして、その請求者の中での範疇で判断させて、こ

ういうような形で従来からやっているということで

ございますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） １４２ページです。住宅

費についてお尋ねさせていただきます。 

 勉強不足のところはお許し願いたいと思います

が、当町における、まず公営住宅の現状と申しま

しょうか、現在何棟あって、そこに入居できる戸数

としてはどの程度あるのか、町営住宅の再生マス

タープランというものが示されているようですけれ

ども、ちょっと私存じてませんので申しわけありま

せんが、それで町として公営住宅を、相当年数が経

過した古いものもあるように見受けております。 

 また、近年近代的な公営住宅に改築されているも

のもありますけれども、建築年度の一番古いまず公

営住宅がいつごろからのものがあって、それがどの

ように今後対処されていく御予定なのかをまず１点

お伺いしたいと思います。 

 総戸数と棟数と戸数を先にお尋ねしましたので、

２点目にそれもお尋ねしたいと思います。 

 それから、そういうことの延長線上で、当面公営

住宅の整備計画というのは、どのように位置づけさ

れているのか。入居していただく戸数を最終的に現

在の水準より高めていくのか、現在の水準で行われ

ていくのか、そこら辺の中長期的な考えもお尋ねさ

せていただきたいと思います。 

 それから、最近建築されております公営住宅、ひ

ところのものと見比べますと、非常に近代的ですば

らしい造りになってきておりますけれども、時代の

趨勢もあるでしょうけれども、ここ１０年くらい前

の建築コストは、１０年間ぐらいでどのように、１

戸当たりで、例えば用地費だとか、補償費だとか、

そういうものは別にいたして、直接その建設、建家

の部分にかかります建築コストというのは、広さも

いろいろあって一緒くたに比べれというのはちょっ

とできないのかもしれませんけれども、傾向として

過去１０年間ぐらい今日至るまで、どういうことに

推移してきているのかもお尋ねさせていただきたい

と思います。 



 

 

 それと、最後にもう１点、現在どの程度の入居を

待っておられる方がいるのか、以上４点お尋ねさせ

ていただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １８番

向山委員の御質問にお答えしたいと存じます。 

 棟数について後でちょっとお知らせしますが、戸

数については、現在４４４戸の部分でございます。

そのうち、建てかえ対策として空き家としていると

ころもございます。 

 それで、２点目の一番古い公住はという御質問で

ございますけれども、一番古い公住は緑町公住でご

ざいまして、昭和３６年に建てられたものでござい

まして、築経過も４１年を経過しようとしているも

のがございます。そこの部分につきましては、団地

４２棟でございましたけれども、そこの建てかえを

行うべく、数年前から居住者との折衝をして参った

ところでございますけれども、今現在まだ１２戸の

方が、これらの建てかえに応じてもらえないといっ

た実態にございまして、町の建てかえプランに基づ

きまして、次の団地ということで進めてございます

が、またその団地が終わりました段階で、また緑町

団地の方に、また建てかえのことについての御理解

をいただくといったことで対応してまいりたいとい

うことで考えております。 

 それから、３点目でございますが、将来の公住の

建てかえ計画等についてでございますけれども、現

在平成７年に立てられました再生マスタープランと

いうものに基づいて、これらの新築計画を行ってき

ているわけでございますけれども、ちょうどことし

経過半分を見まして、新たにストック総合活用計画

といった見直し計画を今年立てまして、それに基づ

きまして住居の改善、広さだとか玄関だとか、そう

いったものの改善、あるいは耐用年数の来たものに

ついての建てかえといったものに着手してまいりた

いということで今考えております。それがちょうど

１７年まで続く予定をいたしております。 

 それから、近代的なということで、最近の建てま

す公営住宅につきましては、平屋では当然認められ

なく、最低２階建て、中富においては３階建てもご

ざいますけれども、２階建てのＲＣの部分で建設を

しておりまして、当然コスト的にも、その分だけの

費用がかかるわけでございますが、現在のものにつ

きましては、大体１戸当たり１,８００万円から１,

９００万円ぐらいかかっております。当時１０年ぐ

らい前と申しますと、富町団地かなということでご

ざいますけれども、一千四、五百万円で当時は建て

られたというふうに記憶しております。そんなこと

で、設備も立派になりましたけれども、建設コスト

についても、そんなような経過で上がってきている

のが実態でございます。 

 答弁漏れがございました。 

 現在公営住宅に入居を希望されていて入られな

い、いわゆる待機者は何人かということでございま

すけれども、大変昔と違いまして、公住の出入りが

少なくなって、高齢者の方が比較的多くございます

ので、そういった関係で、常時今三十数名の方がお

待ち願っている状況にございまして、空き次第現場

を見せて確認してもらいますけれども、なかなか自

分の理想に合ったものでなければうんと言わないの

がちょっとございまして、緊急を要する人ついて

は、すぐいいですよと入っていただけるのですけれ

ども、一応の広さとか、そういった条件の方につい

ては、お見せしてもちょっと遠慮するかというよう

なこともございまして、そういったことも含めまし

て、３０名程度の方が常時おられるということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） わかりました。ありがと

うございます。 

 そこで、１点に限ってお尋ねさせていただきたい

と思いますが、古いところですと昭和３６年にもう

建てられているということで、できれば財政が許せ

ば、極力快適な居住環境に整備していくことが望ま

しいのかなと思いますけれども、私なぜ古いのはい

つごろからとお尋ねしたのですが、毎年冬になりま

すと、道内でも何件か必ずお年寄りがひとり住ま

い、あるいはお年寄り同士で暮らしておられる公営

住宅から火災が出たりして、犠牲者が毎年冬になる

と出るのですよね。必ずテレビなんかでニュースの

報道見てますと、総じて古い住宅がそういう犠牲に

なられている対象のふうに傾向があると思うのです

よ。それで、今課長の方で示してくれました緑町の

方の住宅なんかも、私たまたま通りがかりなもので

すから始終見ているのですが、非常に老朽化してい

ると。そういう古いものですから寒い、寒いから余

計ストーブも強く燃やさなければならない、そうい

う悪循環でそういう悲惨な事故が起きる可能性がは

らんでいるのでないかなというふうに心配している

のですよ。それで、何とか問題が含まれているよう

ですけれども、そういう本当に古いところから建て

かえるような形に何とか進めてもらえないのかなと

いうふうに感じているのです。その点、もう一度お

答えいただきたい。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 



 

 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 向山委

員の公営住宅にかかわる御質問にお答えをいたした

いと存じます。 

 先ほど申し上げましたとおり、緑町公住が一番古

い建物でございまして、道内でいろいろなそういっ

た事故による報道がなされるところでございます。

あの場所においても、委員御存じのとおり、暖房に

ついては灯油の部分もございますが、一部まきなど

の利用もしているお方もおられまして、火災等の発

生も心配されるところでございます。建てかえのた

びに、町長を初め説明会において建てかえをさせて

ほしいと、理解をしてくれということでひざ詰め談

判を行ってきておりますが、さらなる努力を重ねま

して御理解をいただいて、早急なる建てかえに向け

ての努力を引き続き行ってまいりたいと思いますの

で、御理解をいただきたいと存じます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） １３９ページの工事請負

費で、２号橋と富原橋のかけかえという形でなって

おりますが、戦車の九〇式でしょうか、導入によっ

て橋をかけかえということでありますが、大体何両

ぐらいこちらに配備されるのか、当然これも１００

％国の防衛補助で行われていると思いますが、何年

がかりで完成されるのか、この点をお伺いいたしま

す。 

 それともう一点は、島津の２０号の第２橋という

のでしょうか、いわゆる橋が新設されたのですが、

取りつけ道路が余りにも橋の方がぐっと来まして、

手前に道路があって、橋があって、左側に回る道路

があるのですが、左折する道路があるのですが、余

りにも食い込みが激しいものですから、その左折す

る道路のところに町の方で土のうか何か積んで、結

局その土のうを、いわゆる道路幅狭くなったことに

よつて土のう積んで、横に拡幅してあるという感じ

になっているのですよね。２０号橋、西中保育所あ

りますよね。その東側に向かっていったら橋ありま

すよね。もう大分前にできたのですけれども、そこ

の取りつけのところが、左側に入っていく河川通り

にずっと入っていく道路あるのですが、そこに余り

にも橋げたの方がぐっと手前の方に出ているもので

すから、あの道路が左側に左折する場合に、なかな

か左折し切れないという状況で、住民の要望があっ

て、土のう積んであるという状態が放置されている

のですよね。これをきちっとやっぱり修復する必要

があるのでないかなというふうに思いますが、その

点をお伺いいたします。 

 それともう１点は、１４１ページにかかわって景

観条例の策定、基本調査ということで、今後どのよ

うな推移で進められるのか、この点。 

 それと委託料、１３節、１５節にかかわってであ

りますが、市街地の街路灯実施設計、いわゆる設置

という形になりますが、今後の計画と、東１丁目路

線という形で設置計画されていると思いますが、計

画路線についてお伺いいたします。 

 １４３ページの工事請負費で日の出公園の環境整

備、新設という形で工事請負費が１,６００万円、

ここで１５節で見られておりますが、その内容等に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 米沢委員の１点目

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 ９０式戦車の装備配置についての予定であります

が、我々が今お聞きをしていますのは、平成１４年

度１０月ごろに数量が１６両導入される予定とお伺

いをいたしております。 

 なお、今後の予定につきましては、まだ数量やな

んかは多く入ってくるということはお聞きをいたし

ておりますが、いつまで何両というようなことで

は、確認を今されていない状況にあります。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤修君） 米沢さんの２条大橋

のところのカーブの土のうにつきましては、土現で

門をつくったことによりちょっと生じております

ので、直ちに現地を確認いたしまして、通れるよう

な対策をいたします。 

 それから、富原橋につきましては、今年度、前回

の議会で繰越明許費で御議決をいただいております

ので、今年度と今実施設計をやりますので、今年度

の秋過ぎぐらいに発注しまして、完成が１５年度に

なる予定です。 

○委員長（久保田英市君） 町並推進係長。 

○街並み推進係長（辻剛君） 米沢委員の御質問に

お答えいたしますが、景観条例の関係の策定スケ

ジュールについてなのですが、まず今年度におきま

しては、シンポジウム等を２回開催するということ

になっております。このシンポジウムにつきまして

は、やはり私どもの町の財産である景観というもの

に対して、町民の皆さんのその意識の高揚を図る、

そういう機会として、まず設けたいなというふうに

思っております。 

 調査費の方の１１０万円の方につきましては、果

たしてこれからつくる景観条例を理念的なものにす

るのか、それとも実効性のあるものにするのかとい

う部分についての、当然実効性が伴いますと行政経

費の投入というものが考えられますので、その辺の

景観条例に対する住民の皆さんの意識の把握という

ようなことで、アンケート調査を中心にした基礎調



 

 

査を進めていきたいというふうに思います。 

 それ以降につきましては、今のところ、その調査

結果に基づきまして、どの程度の内容の濃さの条例

をつくるかというところを判断しながら、今後は進

めていくというようなことになっております。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長補佐。 

○商工観光まちづくり課長補佐（水島栄二君） 米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 日の出公園の工事請負費の件でございますが、こ

こにございます環境整備という項目が載っているの

ですが、これは現在エントランスゾーンで噴水が使

われておりますが、現在町の上水道を使っている現

状でございます。それを、ことし一応２００万円程

度かけまして、あの近くにボーリングをして地下水

を使用して常時流しっ放しということで、現在伏流

水、要するにくみ上げして使っているものですか

ら、夏場の暖かい日にすごい藻がわいて、小さい子

供が素足で入って遊べないということで、今度流

しっ放しにすれば、十分きれいな遊びができるので

ないかと思っております。 

 それと、日の出公園のもう一つの新設工事の方な

のですが、平成１１年に用地買収しました西斜面の

方の整備を、一応１４、１５、１６、３カ年かけま

して中に管理用園路だとか散策路、それから宿年

草、要するに多年草ですね。それとかラベンダー、

それを植えたいと考えております。 

 それと、あわせて１５、１６には、日の出公園の

あの森林部、枯れているところに植栽を考えていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 東１丁目通りを含

めての街路灯の今後の整備計画についてであります

が、まず東１丁目通り、また北基線通りというよう

なことで整備計画を持っているところでございま

す。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤修君） 東１条通りの今年度

の街路灯の計画につきましては、林さんのコンビニ

から、もとの三野スポーツ店のロータリーまでのイ

ンターロッキング、歩道のインターロッキングの整

備と、それからそこまでの間の安全灯を４基デザイ

ン灯で設置します。そして、三野スポーツ、通常銀

座通りですか、三野スポーツ店の通りから駅前ま

で、大柳さんの手前の道路までの５００メートルの

区間の実施設計をして、来年から随時そこに歩道、

インターロッキングと交通安全灯を設置していく予

定でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） その延長線はどういうふ

うになりますか。大柳さんのところから向こう側で

すね。当然要望もあるかと思いますが、そういった

ところも計画されているのかどうなのか、お伺いい

たします。 

 それと、１４３ページにかかわって、いわゆる木

が倒れたところ等の整備かというふうに思います

が、これのちょっと図面がないのでよくわからない

のですが、もう一度確認のために、どういう整備さ

れるのか、この点を確認しておきたいと思います。 

 それと、公園にかかわってですが、今全般的にそ

うなのですが、遊びの日という形の中で、週５日制

も導入されます。それで、子供たちがいわゆる川に

入るだとか、そういう機会がない。そういったトン

ボをとったりだとか、そういったところがないとい

う状況の中で、もっとやっぱり遊ぶ環境づくりを何

らかの形で進めていく必要があるのではないかなと

いうふうに思います。 

 それと、あわせてさらにオートキャンプ場の横に

流れる川、あれが向こうから、上の方から流れてき

ますが、時にはいろいろな雑水がまざって汚れがひ

どかったりだとかという形になってまして、上富良

野の町の中で、ああいう川というのは、貴重な川と

いうのはほとんどないという状況で、ああいう川を

また何らかの形で浄化する形で、また子供たちも遊

ばせるような、そういう対策もとれないのかなとい

うふうに思いますが、こういった点についてもお伺

いいたします。 

 あと、道路関係では、いわゆる維持費関係の予算

というのがかなり道路が舗装された後、簡易舗装の

後がでこぼこで、修繕しなければならないというよ

うな状況がたくさん生まれています。現場の方も努

力されて、こまめに現場に行って、その対応をされ

ているという状況だと思うのですが、現行予算でま

だまだ足りない部分もあるのだろうと思いますが、

今後こういった維持にかかわる予算等について、増

額する部分も出るのではないかというふうに感じま

すが、この点お伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤修君） その後の駅前からた

こ公園、教育長の家の前のところまで、その間につ

きましては、通常の交通安全灯を１０基予定してお

ります。 

 それから、一つ飛びまして、道路の凹凸の補修に

つきましては、今委員おっしゃったとおり、随時補

修してこれからもまいりますのですけれども、特に

ひどいところ、新町地区と駅裏の本町地区において

は、少ない予算ですけれども、随時計画しておりま



 

 

す。これからの増額につきましては、町長と助役に

は耳を閉じていてほしいのですけれども、現場サイ

ドとしては、もうできるだけ住民の要望にこたえた

いのですけれども、台所の事情によりまして、少な

い予算で計画的に進めていきます。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長補佐。 

○商工観光まちづくり課長補佐（水島栄二君） 日

の出公園の工事の件なのですが、今うちの方で考え

ているのは、２ヘクタールの西山の斜面を１４年、

１５年２カ年で整備したいと考えております。あわ

せて、１５、１６でいろいろ林業試験場の方だとか

町民の意見を聞いて、どういう木がいいか、植樹を

考えていきたいと思っております。 

 それから、せせらぎゾーンについては、天気のい

い日はそうでもないのですが、雨など降ると、やっ

ぱり上流から結構流れてきますので、当初もいろい

ろ浄化装置も考えたのですけれども、これからさら

にどういう方がいいか、それで毎年春には、中にご

ろた石置いてあるのですが、中に土砂だとか草がた

まりますので、それは毎年春に清掃するように心が

けております。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 長くしゃべりませんから、

すぐ終わります。 

 ちょっと言いづらいのですが、工事請負、これ今

年度山加川ですか、ページ１４１ページ、この問題

なのですが、これ今後入札についてですけれども、

前回もいろいろ申し上げたことがありますが、いろ

いろとやってますと丸抱えみたいな、丸請けみたい

なことをやっている業者がかなりおります。こうい

うことにおきましては、この２,５００万円以上に

対しての技術主任をきちっと把握して入札施行に当

たっていただきたいと、その点をひとつお伺いをし

て、確認して質問終わります。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤修君） 小野委員から御指摘

されておりますので、即座に現場に出向いて、その

旨を十分注意し、留意するように言っておりますの

で、間違いないと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） それは現場ででしょう。入

札施行のときに、必ず技術主任の者がついて出てく

るでしょう、入札の施行に対して。このときにやっ

ぱりきちっと調べて、もうこれは丸抱えがないのか

なということは、きちんとやっぱり把握して今後

やっていただかなければ、ずるい者勝ちみたいなや

り方されたら困る。全く仕事しないでお金だけも

らってさようならというのはね、許されないから。

そういう点、今後助役さん気をつけていただきたい

と思うのですが、助役に確認しておきますから。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野委員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますけれども、議員の中からも

いろいろ御心配かけて、そういう面御指摘をいただ

いているところでございます。私どもこの２月の１

５日だったですか、町内の業者に集まっていただき

まして、平成１４年度に向かう町の工事の関係につ

きまして説明会をさせていただきまして、そういう

御指摘のある点も、その中で指導をしたという経緯

にございますので、十分その辺のところ踏まえて対

処してまいりたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） この款の質疑、終了い

たします。 

 この際、昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午後 ０時０３分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 昼食休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 次に、歳出、第１０款、１４８ページから１７１

ページまでの質疑に入ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １５８ページ、１５９

ページでしょうか、社会教育費の中で、１９節負担

金補助及び交付金のところでございますけれども、

そこで町民芸術劇場負担、これが１５０万円と、そ

れから自主企画芸術鑑賞事業補助が１４０万円、合

わせて２９０万円、これが７６７万５,０００円の

中で３７％ということで、非常に合わせて２９０万

円、ちょっと突出しているような気がするのですけ

れども、それとあわせまして１６１ページ、公民館

費、この中で公民館事業としまして、北海道舞台塾

ｉｎ富良野の開催負担ということで３６万２,００

０円ですか、こういうものを予算しているのですけ

れども、ちょっと教育長にお尋ねしたいのですけれ

ども、社会事業費としての方での事業と、公民館事

業とのそのとらえ方をどのように教育長はお考えの

でしょうか、ひとつその点よろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） １５番村上委員の

御質問にお答えします。 

 まず、町民劇場の負担でございますけれども、こ

れにつきましては、高校、中学校、小学校、幼稚

園、保育所等の各関係団体が協調しまして、芸術文

化の鑑賞機会の提供ということでございます。 



 

 

 それで、平成１３年度の実績でございますけれど

も、幼稚園、保育所、幼児の部としましての音楽鑑

賞、それから親子関係の劇、それから小学生の部に

つきましても、こぶし座等の伝統芸能、それから高

校、中学の部につきましても劇の鑑賞、これらの事

業を実施してございます。 

 次に、自主企画でございますけれども、これにつ

きましては、自主学習グループの育成ということで

ございまして、町民の自主的企画によります芸術鑑

賞事業でございます。これにつきましては、実行委

員会を組織しまして実施してございます。特に平成

１３年度につきましては、道の補助事業を受けまし

て、８事業を実施してございます。１４年度におき

ましても、同程度の希望がございまして、実施する

ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育係長。 

○社会教育係長（山川護君） １５番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 北の舞台塾ｉｎ富良野負担ということで、このた

び３６万２,０００円という金額を計上させていだ

たいております。富良野北海道舞台塾ということ

で、これ北海道の補助金をもって、平成１２年から

富良野の演劇工場が中心となった中で開催しており

ます。１２、１３ということで、富良野１市で北海

道との連携を保っていたわけなのですが、北海道の

方から富良野沿線全体を舞台、また音楽の北海道に

おけるメーンにしていきたいということで、平成１

４年度においては、広域をもって対応していただけ

ないだろうかということでございまして、上富良野

町では、今御説明したように３６万２,０００円、

中富良野町では２４万８,０００円、南富良野では

２０万５,０００円、占冠では１８万５,０００円、

そして富良野市は２００万円という、事業規模３０

０万円の５市町村で事業を受け、そして道からの補

助金をいただきながら進めていこうという内容でご

ざいます。 

 昨年度の実績においては、東中中学校の清流獅子

舞、また東中小学校の太鼓が演劇工場の方に行きま

して、プロの方からの指導を受けたり、また上富良

野中学校においても、カナダからのパントマイムを

上富良野中学校の体育館で実施したり、広域をもっ

て富良野に演劇工場に集まってくる人たち、芸術家

を地域に出していこうという事業で展開しておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 今、北海道舞台塾ｉｎ富

良野、これにつきまして、広域でとらえていると。

中富良野町も２４万８,０００円あれしているとい

うことなのですけれども、これどこから要請があっ

たものなのでしょうか、代表の方は何とおっしゃる

のでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育係長。 

○社会教育係長（山川護君） 本件につきまして

は、先ほどのも御説明のとおり、２年間富良野市で

対応しておりました。北海道全体においての舞台の

発信基地として、富良野の演劇工場を建設した経緯

が北海道もございます。よって、北海道の目の高さ

から見ますと、この地域全体を北海道の舞台の発信

地として位置づけていきたい。よって、富良野市の

演劇工場においても、北海道の振興補助金並びにい

ろいろな補助金をもってして設立した経緯がござい

ます。その運営を地域に根ざすための事業というこ

で、この事業が進められております。 

 事務局につきましては、富良野市役所の方で実施

しております。北海道の方から、広域をもってしな

ければ、今補助事業につきましては、そういう指導

がございます。単体の市町村ではだめですよという

中において、全体の一つの財産を広域の市町村で運

営、また活用していこうかという事業でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） それでは、上富良野町の

方がこういうことを立ち上げまして演ずるとなりま

すと、これにつきましては、こういう広域で、また

とらえていただけるものなのでしょうか。 

 私思いますのは、今町の財政難の中で、お互いに

補助金、ことしも１割ぐらいカットかと思うのです

けれども、そういうところでやっているところであ

りまして、公民館事業としてとらえているのですけ

れども、今完全週５日制になりましたし、総合学習

が入りましたし、子供さん方が総合学習ということ

で、調べものを非常にするために、図書室を利用す

る機会が多いのでないかという気がするのですけれ

ども、そうすれば図書室の方に予算を多くとった方

がいいのでないかというような、公民館事業等、で

すからその公民館事業のあり方と、それから社会教

育事業との先ほど教育長のちょっと見解をと思いま

したのは、それを質問したのですけれども、私はむ

しろ今の状況から考えますと、図書費の方に何か回

した方が予算、公民館事業といたしましたら、そう

いうことを申し上げたいのですけれども、いかがで

しょうかね。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） １５番村上委員の質問に

お答えしたいと思うのですけれども、１点は芸術文



 

 

化の振興ということで、今までは文化講演会だとか

そういうようなうちが主体的にやっていたのですけ

れども、余暇時間やなんかふえて、町民の人たちに

文化・芸術の推進をしていこう、そのためには行政

が主体的に、何でもうちが消化型で見せるのではな

て、町内の組織だとか団体がみずからの力で、そし

て芸術文化をやるということで、社会教育面では二

つの事業を組んでおります。去年までは、道の補助

金も相当いただいたのですけれども、そういうこと

で、広く町民への芸術鑑賞の普及ということと、そ

れからみずからの力でそういうものを広げて定着さ

せるということがございます。 

 それから、公民館の講座につきましては、これは

ただ科目が違っておりますけれども、内容について

は文化・芸術の推進ということで、科目で分けてい

るだけで、中身については同じでございます。 

 それと富良野の舞台塾につきましては、全道で今

まで道で相当文化・芸術の推進ということで、相当

のお金、たしか４カ所だったと思うのですけれど

も、ただ富良野がああいう富良野舞台塾ができて、

富良野が文化・芸術では北海道の発信の拠点だとい

うことで、たしか去年は６００万円の総体の事業

だったのですけれども、道は富良野の舞台塾を北海

道の拠点にするということで、９００万円のことし

事業を組んでいるはずです。その中で、うちの係長

が申し上げましたように、一市町村ではなくて、広

域でそういうものを進めていきましょう。そのかわ

り、道もバックアップしますよということの企画で

すので、御理解をいただきたいと思いますし、公民

館の図書室の関係につきましては、また別な角度

で、私たちも熱意を持ってそういう部分について力

を注いでいかなければならないと思っておりますの

で、これについては文化・芸術と図書館ということ

で、分けて御理解いただければと思っております。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ただいまの演劇劇場の件

ですけれども、これわからないわけではないのです

けれども、私が言っているように、つくるのは富良

野でつくって、はい負担はみんなに平等にと、これ

全部かけられるのですよ。これだけでなく、今山部

につくっているあれも負担均衡来ますね。 

 それから、では上富良野のクリーンセンターの負

担金もらえるのかといったら、どうなのかなという

ところあるのですよね。 

 それで、あれをつくるに当たっては、富良野でも

半々だったのですよ、あれ。今でもかなり批判出

て、市長選挙に影響が出るのでないかというような

建物なのですよ。だけれども、私はやっていいよと

いう考えはありますけれども、その負担金来たとい

うことについては、これはしてやられているのでな

いかなと。もっときちっと、もっと富良野で定着を

させて、そしていかがですかという草の根の形で

もってやってきてもらわなければならないのを、市

役所でございます、はい、この地域全部ですという

やり方は、これ官独特のやり方だ。非常に不愉快な

感じがしないでもないのですよ。 

 今、非常に経営難しいと思いますよ。ですから理

解はするのですけれども、だからといって、そうい

うやり方がいいということにはならないのでないか

と思うのですよ。その辺のところは言われたのです

か。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 梨澤委員の質問にお答え

したいと思いますけれども、今梨澤委員から言われ

るとおり、去年までは富良野市が主体的に文化・芸

術という部分での拠点整備をしましたけれども、こ

れから文化活動については、富良野だけでなくて広

域と、それから道も北海道の文化の発祥の拠点とい

うことでやりましょうということで、その活動費に

対して、それぞれ各市町村が負担金を出して活動費

の応分の負担ということで御理解をいただきたいと

思っております。 

 確かに、中心が富良野にありますからね、去年ま

では富良野が２００万円出していて、富良野が独自

に道と直結してやってましたけれども、これからは

広域で活動という部分で、うちの係長言いましたよ

うに、去年は東中の獅子舞もやりましたし、それか

ら向こうから演劇を中学校に来て披露していただい

たりなんかということの展開をしていただいており

ますので、うちの方の負担している部分について

は、ただ負担して、ただ何にもということでなく

て、私たちもそういう中での活動をできるだけ上富

良野に持ってきて活動していただくような努力をし

ていきたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） 福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） １０款につきましては、私

の所属している事項でありまして、大変恐縮に思う

ところであります。 

 過日来、今まで説明がなかったので、その部分に

ついて承知したいと思いまして、以下質問させてい

ただきます。 

 １６７ページ、９節の旅費７５万２,０００円の

うちの特別旅費５５万３,０００円、これについて

根拠をお示しいただきたいと思います。 

 それから１６９ページ、備品購入費、１８節パー

クゴルフ場施設備品管理費１,３００万７,０００

円、施設備品費、管理備品費に分かれてますけれど

も、大別してどのようなとらえ方をしておられるの



 

 

か。 

 過去には、町長には大変失礼ですけれども、考え

あってのことだとは自分は受けとめておりましたけ

れども、時計買うに当たって、スポーツ店から買っ

たということについては、いろいろ町内で意見を聞

かされた経過にあるわけですけれども、これらの備

品を調達するに当たって、どのような考え方で調達

する考え方か、以上２点お伺いしておきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） ３番福塚委員の特

別旅費の関係でございます。これにつきましては、

特に通常の体育行事にかかる研修会等の旅費、その

ほかに従来のＢ＆Ｇの管理といいますか、上富良野

町におきましては養成士というのがありまして、こ

の養成士につきましては、Ｂ＆Ｇの本部の方から、

ぜひ養成してくれと言われております。それで、こ

としうちの職員が１名養成士としての研修を受ける

る。そのための旅費約２９万３,０００円でござい

ますけれども、これが大きいところでございます。 

 それと、あと２点目のパークゴルフ場の備品関係

につきましてでございますが、備品関係につきまし

ては、当初の予定どおり１,３６０万円ということ

で計画をさせていただいたところでございます。 

 その計画の中身でございますけれども、まず大き

な備品関係、これにつきましては乗用の芝刈り機、

自走式芝刈り機、それから動力噴霧器、それら大き

い備品でございます。それにつきましては、１,３

６０万円のうち、１,３００万円の計画でございま

す。そのほか消耗品的備品もございまして、あと室

内の会議テーブルですとか、それら消耗品的な備品

につきましては、６０万円を計上しているところで

ございまして、これらにつきまして、財務規則に基

づきまして購入するような形でございまして、でき

るだけ地元から購入ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 了解できますが、では芝刈

り機、噴霧器、この計に対してはどのぐらいの金額

になっておりますか。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） 芝刈り機の金額で

ございますけれども、芝刈り機につきましては、

リール式、ロータリー式ということで、これ２台の

備品でございまして、これらにつきましては、２台

で３５０万円の予定でございます。そのほか、ロー

タリー式の自走芝刈り機、それからリール式の自走

芝刈り機ということで、約８０万円ぐらいの計画で

ございます。 

 それから、まだ吸引式の吸じん機ですとか、それ

から刈り払い機ですとか、自走式の動力噴霧器、そ

れから肥料の散布機、これらもあわせまして導入す

る予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 今の説明聞きましたら１,

３００万円ですよね。お伺いしましたら、５００万

円ぐらいですよね、大型備品というのは。あと残っ

ているのは、８００万円というのは、これ消耗品的

備品になるわけですね。極めて金額が多いので、消

耗品的備品の、後日所管でお話し、承知する機会あ

ると思いますけれども、７、８００万円の消耗品的

備品については、少なくとも財務規則ということに

言及されておりましたけれども、その辺の購入につ

いは遺憾のないように、慎重に取り進められること

を御期待申し上げて質問を終わります。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 今、福塚委員からいろい

ろ備品の購入の内容、それから受注の仕方等につい

いろいろ御提言ありましたので、十分意に沿って遺

憾のないように進めたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １５３ページから１５５

ページにかけてですけれども、児童の登校に関して

質問をしたいと思いますけれども、通学距離が比較

的長いのだけれども、遠いのだけれども、スクール

バスが通ってないという、東中でも５線から４線に

かけて西中寄りといいますか、報徳寄りといいます

か、子供たちが時間をかけて通学しているのをいつ

も見かけているわけなのですけれども、これらに対

しての対応はどのようにされているのか、お伺いを

したいと思います。 

 それからもう１点、１６３ページの下段の方にか

んがみまして質問したいと思いますけれども、まず

町のこの指定文化財、文化財保護委員、報酬の方に

ありますけれども、委員会の構成メンバーをどうい

う方がなっておられるのか、質問したいと思いま

す。 

 それから、指定文化財で、各地区に遺跡の看板が

掲げてございます。あって、中にいろいろあるので

すけれども、何というか、その時代にそぐわなく

て、もうブルとかユンボの重機が入って完全に整備

されて、その遺跡の出るような形跡もないような場

所にそういう看板がかけられてあって、逆に山地帯

のわき水なんかあるところに行くと、うちの地帯は

今でも十勝石の、先住民族が、先住とは言いません

けれども、そういう石器類といいますか、ものが出



 

 

てくるというようなお話を聞いておりますから、そ

ういう見直しをされて、時代にマッチしたような遺

跡といいますか、そういうものの指定をされている

のかどうか伺いたいというふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） 管理課長。 

○管理課長（早川俊博君） ９番岩崎委員の遠距離

というか、東中地区のスクールバスの運行してない

生徒に対しての助成はどうかということですけれど

も、これにつきましては、遠距離通学の条例があり

まして、それに基づいた形で、例えば年間距離によ

りまして９,０００円ですとか１万８,０００円まで

支給するようになってございます。町内で対象者と

しまして、現在平成１４年度は７名の予定でござい

ます。 

 運行経路につきましては、東中地区１路線しか

走ってませんので、そういうことでスクールバスの

通ってないところにつきましては、そういう遠距離

通学生という形で助成しているということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育係長。 

○社会教育係長（山川護君） ９番岩崎委員の御質

問にお答えいたします。 

 上富良野町の文化財保護委員におきましては、１

０名で構成しております。構成内容といたしまして

は、３名が学校の校長、また２名が社会教育委員、

１名が文化団体の代表、４名が学識経験者という構

成でございます。 

 ただいま文化財の委員長には、桑田輝市さんにお

願いをして、年に１回開拓記念館並びに郷土館、ま

た文化財の保護についての指導、また議論並びに決

定をさせていただいいる内容でございます。 

 もう１点の御質問でございますが、上富良野町の

先住民族遺跡ということで、３７カ所北海道と上富

良野町において指定しております。よって、本遺跡

地区を工事をする場合は、北海道から文化財の担当

者が来まして、掘削をしたり調査をして、ここに工

事をしていいという承諾を得てから工事をしている

実態でございます。 

 よって、その今言われましたように、御指摘あり

ましたように、遺跡につきましては、水が出ている

とかということでなくて、その下に入っている場合

がございます。よって、底がわからないという内容

で、看板を立てているという実態でございます。看

板につきましては、年次計画で看板を立てておりま

して、昨年度でほぼ一巡をしたということでござい

ます。かなり老朽化したり、またさび等が発生して

おりましたので、看板については更新をしていって

いる状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 岩崎委員の１点目の料金

どうなっているというより、不便を来しているから

バス運行の計画をもうちょっと考えられないのかと

いう要旨の説明だったと思いますので、これについ

ては、各地域から要望されておりますけれども、た

だバスの車両の問題等の問題がありまして、住民の

期待にこたえれてないというのが実態ですけれど

も、効率的な運行計画をさらに検討して進めてまい

りたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 文化財の関係で、もう少し

質問したいと思いますけれども、最近建築物でも、

かなりそういう資産の高いものがありまして、上富

良野町の町の中でも大きな建物が壊されていくのを

目の当たりにして、寂しい気持ちがしているわけな

のです。東中においても、去年は東中公民館、戦前

の大きな十勝岳の材木で、ナラ材で建てたものが取

り壊されて、これも時代の背景かなと思っておりま

すけれども、ことしもまた大正時代に建てられまし

た東中の個人の住宅ですけれども、由緒ある住宅が

取り壊されて、今平地になろうとしているわけでご

ざいまして、そういった新しいものは、新しい技術

でもって建てられるけれども、古いものは取り壊す

とそれでおしまいといったようなことで、そういっ

た遺産にかかわるような建築物に対する、また

ちょっと考えてみましても、今農協合併が進みまし

て、農産物が集約的になってきまして、石造倉庫で

あるとかレンガ倉庫が今取り壊されて、順次そうい

う時代に沿った低温倉庫に建てかえられようとして

いるわけです。こういったものの保存についても、

全部が全部保存せよというのではないですけれど

も、そのうちの１点でも、やはり上富良野町の建築

遺産とし残すような考えを持っていただきたいなと

思いますけれども、教育長はこの文化遺産の継承に

ついて、どのような考えを持っているかお尋ねをし

ます。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 岩崎委員の質問にお答え

したいと思いますけれども、看板、それから伝承文

化財、これについては執行方針でも述べましたよう

に、私たちも意を注いでいかなければならないと

思っておりますし、看板やなんかについても大分指

摘をされております。 

 それで、去年も同じ質問をされて、うちの担当者

やなんかは、看板つくるといっても結構お金かかり

ますので、急の要するものについては逐次手をかけ

ておりますし、また今岩崎委員から言われた、そう



 

 

いうものを私たちもなかなか伝承文化財というの気

づかない部分もありますので、小さいことでも、町

民の皆さんからそういう資料だとかお話を聞くよう

なことで、また学者等を通じて、伝承文化という部

分についてのものについては、十分これから前向き

に検討させていただきたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 先ほど質問しました中

で、答弁漏れがありましたので。 

 上富良野町の人が劇団をつくって、それで富良野

市で演ずる場合に、やっぱり上富良野町としても、

こういう広域でのとらえ方をしていただけるのかど

うかという点、ちょっと確認、御答弁いただいてな

いのですけれども、よろしくお願いします。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 村上委員の文化・芸術活

動については、自主企画やなんかやって、上富良野

でやる部分については、小・中・高、それから一般

の人たち、それからまたなおかつ富良野の演劇工房

でやるものについての活動については、そういうう

ちの町民の人たちが向こうで活動する場合もあると

思いますけれども、それについては切り離して

ちょっと考えてください。１４０万円と１５０万円

については、上富良野町の文化・芸術の活動費、そ

れから向こうでやるのは、村上委員言っているの

は、恐らくそういう人たちも向こうでやれるのです

かということを端的に聞いていると思うのですけれ

ども、できます。 

○１５番（村上和子君） 舞台塾ｉｎ富良野に、こ

ういう中富良野町幾ら、上富良野町幾らというこう

いうふうにしてやりますよということを伺いました

ので、もしこういう状態が逆の場合、何かできまし

たときに。 

○教育長（高橋英勝君） それは先ほど説明しまし

ように、向こうから来てやっていただいて、去年も

２講座やっていただいております。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 総合学習、１５５ページ

に小中学校にかかわってお伺いいたしますが、学校

の２期制の問題ということで、新聞等で取り上げら

れました。こういった現場と教育委員会とも話し合

われて、将来の進むべき方向という形になったのだ

ろうと思いますが、その経過と、今後中学校等もい

ろいろな連携というか、あるかというふうに思いま

すが、その経緯と経過、また保護者等も交えて話し

合った経過もあると思いますが、２期制の問題、そ

の点。 

 それと総合学習の問題では、いろいろな現場に出

向いていって実習を積むという形の学習になってい

ます。そうしますと、いろいろなやはり教材等、交

通費の支給の問題等、いろいろな課題等も発生する

かというふうに思います。そういう問題とあわせ

て、この総合学習のねらいはどこにあるのか、町と

してこういうものを通して、子供たちにどういうと

ころまでそういうねらいを合わせた教育のいわゆる

指導内容を引き上げようとしているのか、この点を

お伺いしたいというふうに思っています。 

 それと、学校図書にかかわって、１５５ページの

備品購入費になるのでしょうか、小学校等の部分に

ついてもお伺いいたしますが、充足されている部分

もかなりあるかと思います。小学校等においても、

こうい教材を使った中での学習も進められていま

す。そういう中で、学習に要する教材、本等が不足

して使えないという話もありますが、そういった実

態があるのか。 

 それと、上小の話を聞きましたら、いわゆる学校

の図書の整備される職員というのは、特に専任では

ありません。学校の先生か、もしくはだれかがやっ

ているのだろうという話ですが、こういったところ

に時間的に、そんな１日でなくてもいいから、専任

のそういう図書を整理される方を配置してもらった

方が、より効率的だという話も現場へ行きましたら

聞きました。そういう意味で、こういったところに

対する対策等があれば、お伺いしたいというふうに

思っています。 

 それと学校給食の問題で、１６９ページにかかわ

る問題ですが、委託ということになりました。町の

発表によりますと、何ら委託においては問題ない

と、経費の削減等が図れるというような状況であり

ます。しかし、現行見ますと、職員の配置がえだけ

であって、その現場見れば、確かに収支の出る方と

入る方のマイナス要因というのはあるのかもしれま

せん。将来完全に委託ということになれば、確かに

そういう要因もあるのかもしれませんが、しかし

やっぱりこういったものは、そういういろいろなホ

ルモンだとか、やはりアトピーだとかいろいろな形

の中で、やっぱり学校側、いわゆる行政が携わらな

ければならない部分というのもたくさんあるような

気もします。これをただやはり委託で開始するとい

うわけにもいかない問題、それと何回も申し上げま

すが、やはり学校の給食というのも教育活動の一環

として位置づけられています。そういう意味で、そ

ういうものも含めて、やはりこの委託のあり方その

ものに問題があるのではないかというふうに思いま

すが、この点についてもお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） １２番米沢委員の４点の

質問にお答えしたいと思いますけれども、１点の総



 

 

合学習の教育改革に伴う理念につきましては、私か

ら今まで、今さら申し上げるまでもなくて、総合学

習というのは、大体授業数にして３割カットして、

小中学校で１００時間ぐらいそちらに向けられま

す。そういう面では、学力低下だとかいろいろなこ

とがあるのですけれども、そのことについては、ま

た置いておきまして、とにかく西小学校と東中小学

校を２学期制にするということなのですけれども、

実は学校の先生の現場が、２学期制にすることに

よって、私たちと学校だけでなくて父兄の同意、な

ぜ２学期制にするのだということについては、十分

コンセンサスを得た中でやっておりますし、また子

供の評価も２回しか評価しないのでなくて、３学期

というのは本当に形式的に、もう１カ月しか授業や

れませんので、子供の評価というのは、本当に形式

的になってしまうので、本当の子供の目線で正しく

評価してあげようということが大きな本来の２学期

制の趣旨ですので、その辺については御理解いただ

きたいなと思っております。 

 ２点目の総合学習の予算措置につきましては、１

２年から試行的に学校現場で取り組んでいただいて

おりますし、学校現場の意向を踏まえて、金額的に

は４０万円か５０万円の範囲で、各学校に地域の人

たちの人材育成だとか、教材だとか、体験だとかと

いうことで配慮させていただいておりますし、こと

しもそれ応分の予算措置をさせていただいておりま

す。 

 私たちも毎月校長会、教頭会を開催いたしまし

て、ただうちの方でそういうことはやるから、予算

をつけるから何かでなくて、子供たちのために何を

するのか、先生たち心熱くして私たちに言ってくだ

さい、そうすると私たちも予算確保については頑張

りますということで常日ごろ言っておりますので、

ことしの総合学習については、初めて実施、スター

トの年ですので、今後十分意を尽くしてまいりたい

と思っております。 

 それから、学校図書の問題については、御提言あ

りますように、総合学習になりますと、なお図書館

の活用というのは重要視されてくると思っておりま

す。そういう意味では、図書館の図書室の教材の充

実ということについては、配慮していかなければな

らないと思っておりますし、上小やなんかも、今委

員から初めて聞いたのですけれども、私たちも困っ

ているという実態余り耳にしなかったものですか

ら、また学校現場で、本当に何が困っているのかと

いうことについては、また十分配慮していかなけれ

ばならないなと思っております。 

 ただ、司書だとかそういうのは、ことしも新しい

先生、司書を持った先生が来るのですけれども、そ

の先生に整理とか、専門の図書司書ということには

ちょっとならないと思いますけれども、子供たちが

今ほとんど整理やなんかやってくれていると思いま

すので、恐らく委員言っているのは、何回も入れた

らぼろぼろになって、そして棚に上げてそのままに

なっているのでない、そういうものは別な角度でと

いうことを言っているのかなと思っておりますの

で、十分調査させて検討させてください。 

 それから、４点目の学校給食については、町長か

らも答弁しておりますように、私たちは子供たちに

マイナス要因があれば、当然大きな問題として検討

もしなければならないと思っておりますけれども、

今回やりますのは米の炊飯、それから回収、配送、

そして施設の環境整備ですから、その面について

は、私は今の給食センターの一定の条件を保持した

中で委託ができると思っておりますので、今後委託

する段階では、やっぱりいろいろな問題があると思

いますので、それらについては慎重に内容を検討し

て、そして議会の方にも協議しながら委託の方に向

けていきたいと思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ２期制の問題では、相当

現場へ行ってもいろいろ話聞いてきまして、相当学

校の先生の力量も当然そこで試されるという校長先

生の後の話であります。そういう中で、いろいろ先

生方も忙しい事情もあるのかもしれませんが、その

学校によっては、いろいろと教育指導方針もあっ

て、なかなかそういった方向に進まないという先生

もいるという話も聞きました。それで、やはり今

親、保護者にしてみれば、少しでも勉強、学ばせた

いと。子供たちのやっぱり成長を思うのは、だれで

も同じだというふうに思います。そういう意味で

は、相当なやはり力量をつけなければ、３学期あっ

たものが２学期制になるわけですから、長い目で、

よりその一人一人の子供たちの成長をはぐくむよう

な、そういった基本的な教育方針というのがさらに

要求されるのだろうというふうに思います。そうい

う意味でのやはり学校側の対応、教育委員会として

も、そういう立場からのやはり先生における教育内

容の充実、必要ならばそれにふさわしいような町独

自のやっぱり研修体制も整えて、また総合学習も行

われるわけですから、独自に予算を組んで、専門的

な知識を先生方にも養ってもらうという立場からの

研修やら、そういった体制が必要だと思いますが、

この点。 

 それと、東中の２期制に移行した中で、全部が全

部でありませんが、いろいろとこの出発するに当

たっては、納得やら不安やらというのがありまし



 

 

て、画一的に行われたという話もあります。そうい

うものも混在しているということを押さえながら、

この２期制に当たっての進むべき押さえ方、進め方

というのをきっちりと、やはり保護者にもこれから

納得してもらうのだと、さらによかったというよう

な方向での進め方というのが求められているという

ふうに思います。 

 それと、これは立ち入るわけではありませんが、

先生の今異動時期になりまして、いろいろと教育委

員会等でもどういう先生がいいのだろうと、上富良

野町の教育目標はここら辺にあるのだと、こういう

先生をもってやっぱり特色ある学校づくりをしたい

という形の中で、基本的な指導の方針というのはあ

ると思うのですが、その点と、それに基づいて、た

だ不満としていろいろ聞きましたら出ているのは、

この先生はちょっと勉強をなかなかしてくれないと

いうような現場の声聞きます。どこの学校とは言い

ませんが、そういう不満が出ないような、確かにい

ろいろと先生のやりとりというのは、話聞いたらあ

るみたいです。確かにこういう問題点を抱えた先

生、それは人間ですからいろいろな問題点持ってい

ます。だけれども、余り格差があっては困るという

話がありますので、そういった面も含めて教員の配

置の仕方、やはりそこら辺を十分対応する必要があ

るのだろうというふうに思いますが、この点もあわ

せてお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 米沢委員の質問にお答え

したいと思いますけれども、２学期制やることに

よって、何か今まで３回子供たちの評価やっている

のに、２回しかしないということでイメージとられ

ているのかなと思いますけれども、逆なんですね。

要するに、２学期制にするということについて、今

の新しい教育改革は児童生徒の個性を伸ばす、その

生徒の評価を、とにかく２学期制になっても適時、

例えば数学だったら２回で評価するというのではな

くて、適時例えば１学期で大体終わる課程で、この

ぐらいまで伸びているよ、それを先生方が何回かや

ることになりますので、先生これむしろ情熱傾けて

もらわないと、本当に何か３学期の評価する部分の

手間が省けてということのイメージではなくて、む

しろ２学期制やることの方が先生仕事ふえるので

す。ただ、ふえるけれども、子供たちの目線で一生

懸命頑張るという熱意をやってますので、そういう

意味では過去踏襲、現状維持の今までの学校経営の

あり方でなくて、率先していいことについては取り

組むということですから、その熱意を買ってやって

いただきたいと思いますし、教育内容のさらなる充

実ということで御理解いただきたいと思います。 

 それから、先生の異動については、もっともその

とおりだと思います。ただ、中には地域からの信頼

性だとか指導力だとか、それは人間完全無欠な先生

おりませんので、そういう先生も耳にしております

けれども、私もそうですけれども、皆さんの力でで

きるだけそういう先生を支えて学校のために、子供

のために、地域のためにということでさらなる努力

をしたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） 吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） 関連で、２学期制について

お伺いします。 

 新学習指導要領では、学力が低下されるというふ

うに言われて、いろいろ学校側でも考えた末に、そ

ういう２学期制を取り入れたのだと思いますけれど

も、現在では大体春休み、夏休み、冬休みと、休み

の期間が３回ありますけれども、今度は２学期制に

なったら２回になるのかなと。それと１回分の休み

は、これを授業に回して、それで学力低下を補うの

か、そうなのか、休み時間が短くなるのか、夏休み

の時間がですね。あるいは今までどおり休みは休む

のだというふうになるのか、これはピントの外れた

質問でありますけれども、ちょっと内容について、

なかなかわからい面がたくさんありますので、その

辺もちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 吉武委員のちょっと２学

期制の実施についての説明が不十分で申しわけござ

いません。 

 ２学期制というのは、冬休み、夏休み、春休み変

わるわけでないのです。子供たちの評価を２回に分

けて評価しよう、その間に各科目の評価について

は、都度その子供の一つの一定の、１年生だったら

１年生の教育課程終わった時点で、１学期で例えば

このぐらいのあれですよということは、都度やって

いくのです。ですから、今まででしたら１学期、２

学期、３学期の中で評価していたのですけれども、

ただ今の評価いうのは、１学期から２学期にわたっ

て一つの課程を終わる評価もあるのです。そういう

意味では、中途半端でいい加減な評価するよりは、

きちっとして課程を終わった時点で評価するという

ことですから、夏休み、冬休みとかそういうことに

ついては、一切関係ないのです。同じなのです。た

だ、評価の仕方が変わりますよということですの

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） １５１ページ、また款を間

違って申し上げると申しわけないのですが、上富良

野高校の今回の入学生、これこの間の中学校の卒業

式に参ったとき、上富良野町は３５名というように



 

 

なってました。それで、その他から何名かおいでに

なるのでなかろうかと思いますが、ここで指摘して

おきたいのは、昨年の入学時の生徒が、１年間たた

ないうちに６、７、８名の方がやめていかれたと。

これらには、５万円ずつの補助金を出していたはず

だ。こういう点を、今後ないようなやり方をしてい

ただきたいなということ。これ何名になっている

か、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 次に、さっき同僚議員から一般教材の、これは１

５５ページになりますか、一般教材の問題で同僚議

員がお聞きになったのですけれども、これ私たちい

ろいろと今回教民に入れていただいて学芸会だ、そ

れから研修だ、いろいろなところへ参加させていた

だきました。そのときに、いろいろのとこの一般材

料の不足も訴えておりました。この点に、今後協力

して教材を求めさせて、子供たちが一生懸命やって

いる姿に対していろいろとやってほしいなと。これ

はお願いみたいなものですけれども。 

 それからもう１点、これは最後ですけれども、ま

ずパークゴルフの問題についてちょっとお尋ねをい

たします。 

 この備品の問題につきまして、前回委員会のとき

に、備品の購入について指摘をした部分がございま

す。 

 また、いろいろと問題化するようなことがあって

は困るので、この備品の購入については、きちんと

した対応で買っていただきたいなと。これは委員会

のときに私ちょっと指摘した事項でございます。 

 その次に、これは教育長にお願いしたいと思いま

す。まず、今回パークゴルフ場の指定寄附金があっ

たと思います。その指定された寄附金につきまして

は、今後御本人が指定された寄附金でありますか

ら、このパークゴルフにはぜひ活用していただきた

い。そして、その人の真意をきちっと認めておあげ

していただきたいと、こういうことについて教育長

の御答弁を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 管理課長。 

○管理課長（早川俊博君） １７番小野委員の１点

目の御質問でございますけれども、上富良野高等学

校の１４年度の応募者数につきましては、５２名で

ございます。内訳としましては、上富良野中学校か

ら３４名、東中中学校から１名、中富良野中学校か

ら１５名、富良野東中学校から２名という内訳と

なってございます。 

 あと、１３年度において途中退学した生徒がいる

ということですけれども、当初入学者５９名おりま

して、そのうち留年された方２名、６１名で４月に

スタートしております。１１月の資料で申しわけな

いのですけれども、そのうち７名が途中退学という

ことの内容でございます。 

 入学準備金の５万円の支給に関しましては、その

５月１日現在の生徒に対しての入学準備金というこ

とで支給してますので、この時点ではやむを得ない

かというふうな感じで思っています。 

 次の各学校の教材の関係の不足ということですけ

れども、毎年予算計上いたしまして、整備、充実に

向けて努力しているところですけれども、今後とも

整備、充実に向けて努力したいというふうに考えて

ございます。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） 小野委員のパーク

ゴルフ場の備品の購入についての御指摘でございま

すけれども、これにつきましては、御指摘のとおり

誤解を招かないように購入を図ってまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） ４点目の寄附金の善意が

大枠の中で入っている。その善意をした人たちの意

が表に出てこないのでないかということの御指摘

は、常日ごろ言われておりますので、私たちも高価

な木やなんかもいただいておりますし、また、お金

でいただいている部分もありますので、寄附いただ

いた人たちの善意に感謝するような形で予算執行す

るように配慮したいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 今、教育長の答弁を期待し

て、私の質問を終わります。 

○委員長（久保田英市君） 梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ちょっと確認なのです

が、前に一度お聞きしたことあるのですけれども、

１４９ページの上川教育研修センター運営費負担６

１万１,０００円ということで、前お聞きしたとき

は、どうも絞り切れなかったのですけれども、道議

会でもっての状況を見ましたら、講師として来てお

られる方が、上川教育局とか旭川の教育委員会とか

で来て、これ時間中に講師として来て、手間の二重

取りをしているのではないかというのが、これが道

議会でたしか上がったと思うのですが、この辺につ

いて、この上川教育研修センターというところはど

のようになっているか、ちょっとお聞かせしていた

だきたいと。 

○委員長（久保田英市君） 管理課長。 

○管理課長（早川俊博君） １１番梨澤委員の御質

問にお答えいたします。 

 上川教育研修センター運営費の負担６１万１,０

００円につきましては、これは基本額が人口割です

とか、教職員の人数割で負担金が決まっておりまし



 

 

て、全体金額で予算２,６７０万円を管内２４市町

村で割り振りしているものでございます。 

 また、この運営につきましては、教職員の研修の

場ということで、それぞれその経費という形での運

営費でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ちょっと問いに答えられ

てないかな。それはわかっているのです。４市２０

町というのはありまして、上川支庁管内の４市２０

長村が共同で教職員のと書いて、それはわかってい

るのです。それから、２,０００万円か何ぼです

ね。それはわかっているのです。私の聞いたのは、

講師として、上川教育局から呼んで、職員を講師と

して呼んで、時間中に呼んで、そして手間を払って

いると。これは、道議会でたしか上がっているので

すよ。それは二重手間払いになるのでないのかと、

給料もらいながら手間をもらっていると、そういう

ことにはなっていないですかということをお尋ねし

たのですよ。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 梨澤委員のセンターの運

営についての内容について御指摘ありました。私た

ちも新聞読んでおりますし、不明瞭な運営なされて

いるのかということで、どこの市町村もそういう疑

惑の念があると思いますので、また教育長会議やな

んかのときに適正に執行するよということで、私た

ちの方からも声を出していきたいと思っておりま

す。 

○委員長（久保田英市君） この款の質疑、これに

て終了いたしたいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 質疑を終了いたしま

す。 

 次に、歳出、第１１款、１７２ページから第１５

款１８１ページまでの質疑に入ります。あわせて、

調書１８３ページから１９０ページまでの質疑を行

います。 

 ここで説明員が交代いたしますので、自席で少々

お待ちお願いいたします。 

 それでは、これより質疑をお受けいたします。 

 ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） 直接は関係はないと思いま

すけれども、道新のけさの朝刊読みますと、新しい

ハザードマップができて、３月の末には完成し、美

瑛、上富、中富、富良野市に配付するという新聞発

表がありましたが、これは上富良野町は割と出入り

が多いので、配付されただけで間に合うのか間に合

わないのか、そうなると増刷する場合は、また道に

申請すれば来るのか、あるいは町で印刷しなければ

ならないのか、そうなりますと予算の問題が、これ

はお金の問題がついてくるのだと思いますけれど

も、その辺はどうなのかちょっとお伺いをします。 

○委員長（久保田英市君） 今の質問は、この後一

般会計総括の時間をとっておりますので、そのとき

にお願いします。 

 ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進めた

いと思います。 

 ここでちょっと休憩いたします。 

──────────────────                
午後 ２時０３分 休憩 

午後 ２時２０分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 これより、一般会計全体の質疑を行います。 

 一般会計で漏れの質疑がありましたらお受けいた

します。重複質疑はないようにお願いをいたしま

す。 

 それでは、お受けいたします。 

 ２番中川委員。 

○２番（中川一男君） 資料の提出をお願いしたい

と思うので、お諮りいただきたいと思います。 

 まず、第１点は、先ほどもちょっと各種の委員

会、審議会等の名簿、委員会のリスト、それを

ちょっと諮っていただきたい。 

 それからもう一つは、さっき丸投げとかそういう

言葉出ておりましたけれども、業者のランクづけの

一つのリスト、それからもう一つは、先ほどの質問

の中にも結構あったのですが、特別旅費の、あれは

全部出したらこんだけあるのでね、時間かかります

ので、それを一覧表というか、根拠を書いて出して

いただければと思いますが、その点お諮りいただき

たいと思いますが、よろしくお願いします。 

○委員長（久保田英市君） ただいま中川委員よ

り、資料の要求がございました。 

 理事者にお伺いいたします。資料が出せれるかど

うか。 

○助役（植田耕一君） ただいま中川委員の方か

ら、資料の提示のお話ございました。日程的な関係

もあるかと思いますので、１８日ぐらいまでに皆さ

んに配付できるような形で配慮いたしたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

○委員長（久保田英市君） ただいま理事者側から

資料の配付できますということでございますので、

そのようにいたしたいと思います。 



 

 

 ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 前回質問しようかなと思っ

たのですが、失敗しましたので、今回改めてやらさ

せていただきます。 

 教育関係なのですが、新上富良野小学校改造実施

計画ということなのですが、この中身はどのような

ことになっているのかなと。これから、やはり今の

小学校というのは、恐らく半分ぐらいの生徒数に

なっているだろうと思います。現状を見ると、相当

傷んでいるところもあるというふうなこともあるの

だろうと思うのです。だから悪いところだけちょこ

ちょこちょこちょこ直していくというのは、これは

必要ではあるのかなと思いますけれども、将来的に

はこの小学校を、上富良野小学校ですが、どういう

ふうな形に持っていくのかというそのビジョンがな

ければ、新システム、たかだか調査費だとか何とか

と、当然それは調査費も必要だと思うのですが、こ

の調査費をつけるその中に、将来を見据えたビジョ

ンがあるのかどうかということだと思うのですね。

だから町長が、今一生懸命考えていらっしゃる総合

福祉センターというのも、確かにこれは必要だと思

うのですが、ではそれを見ていただけるのはだれだ

と、今これから小学校なり中学校なり入ってくる生

徒、当然維持管理の金から全部見ていかなければな

らないと思うのです。だから確かに福祉センターも

大切だとは思うのですが、これからやっぱり一番大

切な人たちだと思うのですね。小学校、幼稚園から

してみんなそうだと思うのですが、その辺を見据え

た長期的なビジョンとか、出てこなければだめだと

思うのです。そういうのは、教育長としては金使う

の上手な人だから、相当な規模のこと考えているの

かなと思うのですが、中途半端な金ではなくして、

５億円とか１０億円とかと思い切って建てていただ

くというような考えの中で、今すぐできるかどうか

わかりませんけれども、そういうビジョンがあっ

て、初めてこういうものも出てくるのだろうと思う

のですよ。そういうものもしかあるのであれば、ひ

とつお聞かせを願いたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） 教育長。 

○教育長（高橋英勝君） 仲島委員の上小の問題な

のですけれども、ことし１３０万円つけていただき

ました委託料につきましては、今の執行方針でも述

べましたけれども、町内に弱者の子供が非常に多く

なってきております。実際、今特学の教室というの

は、本当に警察の取調室みたいところに、言葉の障

害、精神障害、身体障害、いろいろな方がぎゅう

ぎゅう詰めになっているのが実態でございます。そ

れで、そのための特学の教室をことし設計して、来

年、２,６００万円ぐらいかかるのですけれども、

文部省の補助をいただいて、ぜひやりたいというこ

とで、やっとこ町長の御理解いただいて予算を計上

させていただきました。 

 それから、上小の将来ビジョンにつきましては、

委員から御指摘ありますように、平成１２年度に全

体計画の基本計画を策定させていただきました。当

時約１,２００人ぐらいいた学校ですので、１線、

２線、３線校舎ということで、非常に機能的にも使

いにくいですし、それと防衛庁の改造でやっている

ものですから、外回りは非常に立派に見えるのです

けれども、床、暖房、至るところもうひどくなって

きております。もう床が抜け落ちるようなところも

出てきておりますので、そういう面では、基本計画

では、約５億５,０００万円から６億円全体やると

いったらかかりますので、町長は今の段階では、ま

だだめだということで、とにかく図書館やなんかも

含めて、私の在職期間中、とにかく町長に早く決断

していただくようにさらなる努力をしていきたいと

思っていますので、委員の皆さんも特段の御理解を

いただいて御支援いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 今、当然町長の許可も要る

のだろうと思いますけれども、私が今言ったよう

に、町長も考えていただかなければならないのでな

いかと思うのですよね。確かにお年寄りというの

は、今まで培ったものもあるし、我々そのおかげで

いるのだろうと思いますから、大事にしなければな

らないということは間違いない事実だと思うのです

けれども、ならばこれから新しく育っていく芽を、

今の現在のままでいいかということになると、私そ

れは全然違うと思うのです。同じやるのであれば、

並行してやるべきだろうと。そのぐらいの勇気と決

断がなければ、町長若さと何とかで町長になったの

だから、もうちょっとそれから年をとってしまった

けれども、やっぱりもう少しめり張りのあるやり方

をしないと、今の総合福祉センター、そったらもの

要らないという人がたくさんいるのですよ、町の中

には。何でおまえらそんなの許可したと、実際に言

われる。だからそれならば、私はこっちの方もやり

ますよと、だから皆さん勘弁してくださいと、町民

にひとつ頭を下げながらやってもらわなければなら

ないという部分があると思う。だから町長自身の考

え方も、ひとつこの際だからお聞かせ願えればあり

がたいなと。５億円と言わず、１０億円ぐらいのや

つを建てるぞというぐらいの意気込みで、ひとつお

願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島委員の御質問にお



 

 

答えさせていただきますが、先ほど教育長が答弁い

たしました。教育委員会の方からは、改築等々につ

きましての要望というのは、上がってきているとこ

ろであります。私といたしましては、今小学校、中

学校、これにつきましては、西小のように改築して

いくというようなことには相ならんと、これからの

財政状況からしていくと、現在の建物を長い間使え

るように対処していかなければいけないというふう

に思っておりますので、早急にまず上富良野小学校

の改築、全般的な改築計画というものを１２年につ

くらさせていただいておりますので、それに基づい

た対応を図って、１線校舎、２線校舎、３線校舎と

逐次年次計画をもって改修に取り組んでいきたいと

いうふうに思っておりますので、御理解をいただき

たい。 

 また、中学校におきましても、そろそろ上小と同

じように老朽化してきておりますので、これらの改

修についても、手おくれのないように対処していき

たいというふうに思っておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） まず一つは、８款の関係

で、景観条例制定の基本調査ということで、辻係長

から一応答弁があったのですが、一応基本的には、

ことしはアンケートによる基礎調査を行うというこ

とでございますけれども、言うなれば景観のみなら

ず生産環境、それから生活環境、それから観光環境

等も含めた、そういうものをこのアンケートの基礎

調査資料の中にぜひ入れていただきたいというのが

１点。 

 それから、次に同じ８款ですけれども、公園の関

係で、一応町長の執行方針の中で地区公園、街区公

園等は５カ年計画で整備、点検を行うというとで、

私昨年４４カ所ずっと回って、ああひどいなという

ことで印象を受けてまいりました。ただ、５カ年を

ずっと順番に待つのでなくて、一つは少ない財源

で、いかにそこの地区地区の環境をよくするかとい

うことでは、一つは町内会だとか、住民会だとか、

それぞれの地区の人たちに、ある程度そういう維持

管理の応援態勢をつくっていかなければ、これが全

部町で丸抱えということは、これからの時代に合わ

ない、言うなれば受益者負担的な原則で、地域のも

のは地域で環境をつくるというような方向に行かな

いと、何ぼ５カ年計画で整備していっても、そのま

た繰り返しをやるのでないかという気がいたしま

す。そういうことで、それらの草をとったとか、遊

具のさびを落として原材料をいただいてペンキを塗

るとか、そういうようなことを地区のそれぞれの応

援態勢をいただいてやってはどうかというのが２点

目。 

 それから３点目は、２款の関係で納税貯蓄組合の

関係なのですが、一応１２年、１３年で２％補助率

を下げてきておりますけれども、今回の平成１４年

度の予算を見ますと、組合長謝礼と、それから組合

の補助等含めると約５００万円出るわけですね。そ

うすると、言うなれば上川管内の町村会で出してい

るデータの納税組合員に対する補助というのは、上

富良野町が一番突出しているのですよ、それでもな

おかつ。ですから、今後どうするのかというような

ことを早目に納税組合員にも、それから住民にも議

会にもというようなことで、今後の方針について、

どうかということでお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

 それからもう１点、２款の関係になるのですけれ

ども、先ほど吉武委員が質問しようという災害復旧

の関係でしたのですが、きょうの新聞にショッキン

グなことが載っております。道新では、十勝岳噴火

で４市町に泥流、ましてや場合によっては旭野まで

来るというような形になってます。ただ、これは基

本的には、十勝岳火山噴火警戒避難に対する計画検

討委員会というので出されたということなのですけ

れども、最大規模の爆発と、それから中規模の噴火

の関係ということで、何か二通りでハザードマップ

を一応関係市町村に配付をするということなので、

きょうの新聞のあれですから、できればこれらもま

た情報が収集された段階で、またうちのハザード

マップの再作成といいますか、それらについてはど

うお考えかということで、以上４点お願いいたしま

す。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） １番中村委員の御質問にお

答え申し上げたいと思います。 

 まず、景観条例の関係につきましては、係長の方

から申し上げましたとおり、うちの町にどういう景

観条例がいいのかという点がございますので、この

辺につきましては、先ほど申し上げましたとおり、

町民の意見を聞きながらということでございますの

で、今中村委員の方からも御提言ございましたとお

り、その点につきましても配慮してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 それから地区公園、街区公園の整備の関係でござ

いますけれども、委員のおっしゃるとおり、いわゆ

る監視体制の問題が一つあろうかと思います。そう

いう面につきましては、住民会なり町内会に支援を

いただくような形で管理をしていくようなことを今

後検討してまいりたいというふうに思います。 

 それから、納税貯蓄組合の関係でございますけれ

ども、現行の補助金の見直しの中で、今の状況を



 

 

持ってございます。将来に向かいまして、このあり

方についてどうあるべきかにつきましても、ひとつ

課題として押さえていただきまして進めさせていた

だきたいというふうに思っております。 

 それと、ハザードマップの関係でございますけれ

ども、たまたまこの十勝岳につきまして、火山砂防

の方で、こういう研究会を設けていただきまして、

我が町の十勝岳についての対応策についての研究を

重ねていただいております。私もその中で助役とし

て、対策委員として出席する予定でございましたけ

れども、今回こういう議会ございましたので、補佐

が出席して、最終のまとめというとできのう新聞報

道がなされたということでございますので、最終的

に今新聞報道なされた面につきまして、担当課長補

佐の方から状況の説明を若干申し上げたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長補佐。 

○総務課長補佐（北向一博君） それでは、今助役

からありましたとおり、昨日１４日、札幌で開かれ

ました検討委員会に助役にかわりまして代理という

形で出席してまいりました。 

 最終的な答申というか、方針が決定されたという

ことで、昨日の検討結果が本日の朝刊に載ったとこ

ろ、皆さんごらんのことかと思います。その件につ

きまして、新聞に載りましたものにつきましては、

新聞紙上にちょっと説明があったとおり、３,００

０年規模という長い時間内で起きる最大限の活動の

規模で想定した、非常に現実的かというと、非現実

的なレベルのものを想定してあります。これはいつ

起きるかというものにつきましては、３,０００年

規模ですから、あした起きるかもしれませんし、確

率的に言うと、３,０００年に１回という大きな災

害で想定しております。それで、旭野がエリアまで

含まざるを得ないという結果になっております。 

 検討委員会には、地震の専門家、火山の専門家、

それから各行政機関、国の機関の代表、それから地

元からは上富良野町と美瑛町の各助役が委員として

含まれて、１４名で構成されております。その中

で、最終で上富良野町域が一番災害規模で大きくエ

リアが変わるということで意見を求められまして、

その際に、前回の検討会にも助役の方から発言して

おりましたけれども、再度上富良野町につきまして

は、吹上地区が観光のポイントになっていると。こ

のエリアに、そういう確率の低い大規模な災害を想

定したエリアをかけていただくのはどういうものか

ということで疑問を投げかけましたけれども、技術

畑の火山専門家の立場で言えば、危険性は少なくて

も、極少であっても、ある限りは一応地域住民にお

知らせすべきであろうという最終的な結論が出され

まして、そのハザードマップ、危険区域の図面につ

きましても、最大規模のその３,０００年規模のも

のと、大正泥流と言われる通常１００年、２００年

規模で起こり得るだろうという規模の２種類を一応

提示するという結論になりました。 

 報道機関に発表されたのは、２種類が発表されて

おりますけれども、報道機関側でセンセーショナル

に取り上げるということで、最大規模のものを取り

上げて報道に載せられております。そういうこと

で、皆様に御心配をおかけいたしますけれども、平

成１４年、１５年と２カ年で地域防災計画を大幅に

全面改定に近い形で見直しをかけてまいります。そ

の中で、当然ハザードマップ、危険区域の指定線引

きが具体的になりますので、その時点で住民の皆様

と合意を持ちながら線引きをしてまいりたいと思っ

ております。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございますか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 最後になりますので、総

括ということですから、再び質問いたします。 

 まず、公園管理の問題で、比較的きれいに整備さ

れているかと思いますが、機材がそのまま放置され

ている区域があります。これは前からも言ってあり

ますが、一向に撤去されないという状況がありま

す。こういうものは速やかに撤去して、公園として

のやはりきちっとした体をなすというところをやっ

てもらわないとだめなわけで、幾ら口では子育て支

援だとか、環境を守ると言っていても、実態がこれ

では、本当に町長の姿勢そのものがこういういうと

ころにあらわれているというふうに思いますが、ま

ずこの点についてお伺いいたします。 

 次に、入札制度の改善についてお伺いいたします

が、町の方では今後入札監視に向けた第三者機関の

設置というのも考えるという話もいつぞや聞いたか

に思われますが、今そういうものの設置がどういう

ふうになっているのか。 

 それと、さらに談合の疑いが出たときの対策とい

う形の中で、そういう指名された業者の中で談合が

出たとき、これはきちっとその指名業者の中から外

す、もしくはもう入札が前にあっても参加させない

というような対策も当然必要だというふうに思いま

すが、こういった点。 

 それと一般競争入札も当然必要ですが、一定のや

はり決まりを持った公募型の入札制度も適用しなが

ら、うまく地元の業者も守りながら、大手の企業が

入らない形の中で、やはりきちっとした対策制度を

もっとつくる必要があるのではないかという点。 

 それと、今は予定価格については事前公表と、事

後公表はやっておられないかと思いますが、この点



 

 

ちょっとお伺いしたいのと、それと設計単価におい

ても、これも透明性を確保する上からも、事前にき

ちっと示すべきではないかなというふうに思います

が、この点です。 

 次に、保育所の問題でお伺いいたしますが、この

町のいただいた資料を見ますと、どこの部分が高い

かということになれば、人件費なのですね。民間委

託した場合としない場合の施設の維持管理費等につ

いては、入所者についての処遇費についてもほぼ変

わらないと。そして変わる部分で言えば、収入費

が、維持費、人件費にかかわる分が一番ウエートが

多いという状況になっているわけです。この年齢構

成で見ましても、わかばが２７歳、西保育所が３５

歳、平均年齢ですね。中央保育所が３１歳。 

 勤務年数はどのぐらいかというと、中央が１０

年、西保育所が１４年、わかば愛育園が３年という

形になっています。ここに、いわゆる賃金格差があ

らわれていると。そこにはいろいろな問題、処遇の

問題だとかいろいろあって、移り変わりが早いとい

う実態があらわれていると思います。 

 仮に西保育所の人員を中央保育所に、４名になる

か３名になるかわかりませんが、移したとします。

あわせて同時に、その障害児保育もこちらの方で一

緒に行うということになれば、それにふさわしいよ

うな人員を配置しなければならない。できなけれ

ば、臨時かなんかの対応にするかいというふうに思

いますが、ところが現職の保育士さんがおりますか

ら、そう簡単にはいかない。とすると、委託した部

分でいれば、若干下がるかもしれないが、しかしそ

のまま中央保育所に移管されるわけですから、経費

やその他見たら逆にふえるという、こういう利用に

なると思うのです。ですから、町が言っている経費

の削減というのは、こういったところにごまかしが

あるのですよ、町の。こういうことをどういうふう

に考えているのか、もう一度お伺いしたいというふ

うに思っています。 

 それと、日の出公園の整備の問題についてお伺い

いたしますが、西斜面を整備するという話でありま

す。１,６００万円だったかと思いますが、しかし

今公園のこれからの投資、あるいはこれからの利用

状況を見たときに、果たしてそこに投資したけれど

も、利用者がふえるかといったら、決してそうでな

いのです。今の公園の体系見てもおわかりのよう

に、もう既に利用している場所というのは、本当に

限定されている。ラベンダー時期だとか、冬でした

らスキーだとか、そういった限定されています。ふ

だんそこで遊ぼうかというような公園でないわけで

すから、ただそういう状況を考えたときに、一千何

百万円のお金をかけて、新たにそこに投資して、本

当にその投資した効果が生まれるのかという、私は

疑問を持っているわけです。そういうお金があれ

ば、もうちょっと同じ公園で整備するのだったら、

花壇整備の方にお金回すだとか、その分別な維持管

理費にお金回す。保育所で言えば、遊具の方にもっ

と中央保育所ではつけてほしいという声ありますか

ら、そういったところに財源を配分すると、こうい

うことをやはりもっとやるべきだというふうに思い

ます。 

 さらに、保健センターの問題では、必要性はわか

りますが、しかし当面財政の不透明さ等々というの

が口々に出てきます。将来的には、このいろいろな

維持管理費が、経常経費がぐっと町の示した指標で

も、上がるということが当然予想されてきてます。

上がらないとすれば、全員臨時雇用にするか何かに

しなければ、低く抑えられないという現状でありま

す。そうするときに、やはりこいう保健センターを

建てて、それが後に町民の負担なって返ってくると

いうことを考えたときに、もっと適切な時期に、や

はり建築の見直しを行うというのも当然私はあって

しかるべきだと思いますが、こういう措置はなされ

ないのかどうなのか、改めてもう一度お伺いいたし

ます。 

 全般に、あともう一つ二つ聞きますが、補助率の

面で下がった分、今年度、あれば各種の補助率の中

でそういうのがあるかどうか。 

 あと、起債等の元利償還、いわゆる交付税で算入

されているという一定の基準等がありますが、これ

にしてもいろいろな形の中で、一つに入ってくるわ

けですから、その基準に示された算入率というの

は、若干変動あるといいます。そういう微妙なやは

り予算の食い違いが、これから恐らく財政にも大き

な影響出てくるというふうに私は思いますが、こう

いうものも含めて、町の給食センターもあります

が、こういうことも含めて、町の見解についてお伺

いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 初めに、重複のないよ

うにというお話をさせてもらった。 

 ２番中川委員。 

○２番（中川一男君） 同僚議員は、一般質問して

いるわけですよ。答え得ているので、また今やって

も同じような答えしか出ないだろうと。そういう

点、やっぱり整理してもらわないと、委員長整理し

た方よろしいのでないかなと思うのですよね。例え

ば、保育所の問題、それから健康センターですか、

そのやつは一般質問して、町長答えてますのでね、

今これから新たな答えになるのならばいいけれど

も、町長どうですか、ならないでしょう。だからそ

れであれば、やっぱり交通整理しなかったらだめで



 

 

ないかなと。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 まず、最初公園の管理の関係でございますけれど

も、機材の放置等の関係も御指摘をいただいたとこ

ろでございますけれども、この関係につきまして

は、早急に支障のないような形で対応をしてまいり

たいと思います。 

 それから、入札制度の関係でございますが、第三

者機関の関係でございますけれども、まだ具体的な

検討はしてございません。課題としては押さえてお

りますけれども、その点までは踏み込んではござい

ません。 

 それから、談合が出た場合の関係につきまして

は、当然現行の取り扱い規則の中で指名停止という

ことになります。そういうことで、一定の期間だと

か、その内容によりますけれども、それに応じた対

応をしていくということになります。 

 うわさが出た場合につきまして、従前もありまし

たけれども、本人呼びまして、そういうことのない

かどうかというようなことで、誓約書の提出だとか

そういうことを求めながら、これはそういううわさ

の関係につきましては、本人に意向を確かめるとい

う点で、書類上の措置でそういう対応をとっており

ます。引き続き、そのようなことで取り計らってい

きたいというふうに思います。 

 なかなか現実的な現場がどうかというのがあれば

別として、通常のうわさの関係におきましては、当

然聞き正すしかないのでないかなというふうに思い

ますので、そういう措置を講じてまいりたいという

ふうに思っております。 

 それから、保育所の民間委託の関係でございます

が、議員おっしゃるとおり、人件費のウエートが非

常に高いということで、委託の効果としては、その

辺が一つあろうかなというふうには思います。 

 町長が申し上げてますとおり、保育所につきまし

ても、民間企業でそういう機会を設けて、民間の中

でそういうものがやれるものにつきましては、これ

からそういう時代を迎えているという中でございま

すので、その辺のところも積極的に取り込んでいく

ということで考えてございます。 

 また、西から中央に保育士が入ってくることに

よって、人件費がかかってかさばるのでないかとい

う点もございますけれども、どこかで民間委託を決

断するに当たりましては、町としては一時的にはそ

ういうことに費用が重なる面がございますけれど

も、どこかで決断しないと、それが解消していかな

いので、ずるずるというふうになりますことから、

やはり効果という面は、どこかで区切りをつけて

やっていかなければいけないというふうに思うとこ

ろでございます。 

 具体的にわかば、西、中央というようなことで、

年齢構成のところもございます。そういう面、客観

的に見ましても、民間サイドではそういう雇用の関

係については極めて流動的なというか、柔軟性を

持ってやっている点もございますから、町といたし

ましても、その辺のところも一つの効果として受け

とめれるのでないかなというふうに思います。 

 従来の終身雇用という点で考えれば、反するのか

もしれませんけれども、これからの時代はその辺、

終身雇用制度も、今日本の社会全体としては変わっ

てきている状況にございます。そういう面で、雇用

の幅広い対応ができるのでないかなということも一

つの考えの中にあるところでございます。 

 それから、日の出公園の関係でございますが、当

然これ日の出公園の整備につきましては、町民の憩

いの場としての基本計画を立てて、長期スパンの中

で整備をすることで順次進めてきてございます。 

 委員おっしゃいますとおり、その利用が云々とい

うことでございますけれども、これは長いスパンの

中で町民が憩えるということで、町民の皆さんが一

堂に会してというとらえ方でなく、長い期間の中で

憩える場所がここにあるのだということの押さえを

していただきたいなというふうに思います。そうい

う中から、長期の中であの日の出公園を整備を立て

た段階で、長期の中で整備するということで進んで

おりますので、この点も御理解をいただきたいと思

います。 

 それから、保健福祉センターの建設に係りまして

の関係でございますけれども、補助金の制度等につ

きましては、基本的には現状の状態で推移するとい

うふうにとらえてございます。 

 また、交付税の財政支援の措置につきましては、

何度か申し上げておりますとおり、今構造改革の中

で、国の方での対応で厳しい抑制策の中で進んでき

ておりますので、その辺につきましては、いわゆる

箱型のものにつきましては、なかなか今後認められ

ないということで、市町村としても箱型をやる場合

につきましては、厳しい財政対応が求められるので

ないかなと、そんなようなことで考えております。

そういう中で、箱ものの関係につきましても、こう

いう起債の措置以外に、補助制度の有利なものを活

用してということで、大きなものでないものについ

ては、そういうものを活用しながら財政の効率化を

考えた中で対応していくべきかなというふうに思っ

ております。 

 ただ、こういう厳しい情勢迎えておりますけれど



 

 

も、一番はやはり景気が回復してきて、国の税収も

上がり、地方への配分も変わってくるというような

ことを期待を申し上げるしかないのでないかなと、

そんなふうに考えてございますので、この辺のとこ

ろを注視していくというか、よく見きわめていくと

いうことで財政運営を考えていきたいというふうに

思っているところでございます。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

ね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

１号の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員の交代をいたしますので、自席で

少々お待ち願いたいと思います。 

 議案第２号平成１４年度上富良野町国民健康特別

会計予算の件を議題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して、予算全般の質疑に入ります。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 短期交付証の問題でお伺

いいたしますが、町において短期交付証、資格証明

証の発給の実態はどのようになっているのか、お伺

いいたします。 

 それで、これ保険証という位置づけかというふう

に思いますが、あくまでも証明証であります。条文

等においては、短期証明証等においては、条例化さ

れてないにもかかわらず、こういうものが発給され

ているという問題があるかと思いますが、その前

に、やはりいろいろな悪質だとかいろいろな条件が

あると思いますが、しかしやはりよく相手と話し合

いながら納付してもらうという状況が必要だと思い

ますが、この点についてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 御質問の件にお答

えを申し上げたいと思います。 

 まず、短期証及び資格証明証の発行、現在ござい

ません。短期証にかかわりましては、国民健康保険

法の中で、その期間を定めるということによって、

その発行が許されているということでございますの

で、これらについては御了承賜っていただきたいと

思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） そういういろいろな理由

をつけて、その資格証明証を出そうということなの

ですが、これはぜひやめていただきたい。いろいろ

な会合の中でも、全国的にこういう問題が起きたと

きに、やはりあくまでも現場の慎重な対応を望むと

いうことでの旧厚生省の当時の大臣等の発言もあり

ますから、こういうものも含めて、慎重に対応して

いただきたいというふうに思いますが、もう一度確

認いたします。 

 それと、近年２５ページにかかわって、老人医療

費の拠出金等が前年度から比べて若干ふえているか

というふうに思います、２,０００万円ばかり。こ

の要因というのは、今後国保会計の財政を運営する

上でも、新たな拠出金等々が求められるということ

になれば、相当な財政負担にもなるかと思います

が、こういうものも含めて、その実態と今後の予防

医療のあり方、それとこれにかかわる将来税率の改

定というのはあり得るのかどうなのか、このまま推

移すれば歳入と歳出合わなくなって、そういったと

ころまで検討されているのかどうなのか、お伺いい

たします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） まず、資格証等の

発給の関係でございますけれども、御承知のように

これにつきましては、税の滞納とのかかわりをもっ

て進めさせていただいているところでございまし

て、あくまで御本人と、その納付にかかわりまして

御相談を申し上げながら進めさせていただいている

わけでございまして、あくまで慎重に取り扱うこと

については、議員御意見のとおりといいますか、慎

重に取り扱っているのが現状でございます。 

 次に、老人保健に係ります拠出金の関連でござい

ますが、財政負担につきましては、老人保健のいわ

ゆる対象者が年々国保関連にかかわりましてもふえ

てございます。当然にして、それにかかわっての財

政負担は、現状の制度の中ではふえていくことが予

測されることは、その対象者の数によって明確なと

ころでございます。したがいまして、これら現状の

ままの制度で行くとすれば、当然にして国保会計か

らの負担は上がっていくということは事実でござい

ます。 

 これらに対応といたしまして、老人保健の方での

医療支出がふえれば、当然にしてふえるわけでござ

いますので、これに対応していくためには何なのか

ということになれば、どうしても医療費の抑制をど

うやって考えていくかということになっていくのだ

と思います。それは国保、老保、いずれにしてもそ

のとおりであります。これにどう対応していくかと

いうことで、これまでも申し上げてまいりましたよ

うに、特に生活習慣病に対応するためにどうしてい

くかということで、現在も検診を中心にいたしまし

て進めさせていただいてございますし、さらに健康



 

 

日本２１という形で、これらのデータベースを整理

していく対応も進めたいというふうに考えてござい

ます。ただ、そのかかわりですべてが解決するので

あればいいわけでございますが、必ずしもそのこと

によって、すべてが解決するかどうかということに

ついては、予測のできないところでございまして、

御質問ございました税率の改定等につきましては、

現状御提案申し上げましたときにも申し上げました

とおり、可能な限り税率の改定は行わない方向を求

めてございます。現状ある基金を取り崩しながら

も、その内容で進めたいということでございますけ

れども、いずれにいたしましても、かなり厳しい状

況にあるということは事実でございまして、これら

のこれからの推移の中でどう変化していくかという

ことについては、慎重に見きわめていきたいという

のが考え方でございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 国保の加入年齢が上がっ

てきていると思うのですけれども、その平均年齢は

何歳ぐらいになっているのでしょか。もしあれでし

たら、後でも教えていただきたいと思うのですけれ

ども。 

 今、国の方では、国保の加入職業構成別ですと、

農林水産業の方の減少が非常に落ちてきているとい

うことで６.１％、平成２７年ごろには２.５％にな

るだろうと、こういうふうな予測が出ているのです

けれども、上富良野町としては、この職業構成とい

うのはどういうふうになっているのでしょうか、加

入率わかりましたら教えていただきたいと思います

が、よろしくお願いします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 御質問のまず加入

の平均年齢でございますけれども、これはちょっと

後ほどということで。 

 それから、加入の状況なのでございますけれど

も、無職の方が４割、有職６割という状況でござい

ますので、さらに農林業の率につきましても、後ほ

どお知らせを申し上げたいというふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

２号の質疑を終了いたします。 

 これより、議案第３号平成１４年度上富良野町老

人保健特別会計予算の件を議題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 質疑をお受けいたしま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） ないようですのだ、こ

れをもって、議案第３号の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代いたしますので、自席で

少々お待ちいただきたいと思います。 

 これより、議案第４号平成１４年度上富良野町介

護保険特別会計予算の件を議題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質疑に入ります。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） １号被保険者の保険加入

率というか、加入者というか、大体何名ぐらいおら

れるのか。 

 それと、来年度に向けて、いわゆる介護保険料等

の見直し等が今年度から始まるかと思いますが、そ

れに向けたいわゆる実態調査も含めた対応がなされ

て、初めてこういう予算に反映されていくのだろう

と思いますが、今後のその実態調査等の内容等につ

いてお伺いいたします。 

 それと、納付に当たっての納付回数、国民健康保

険税もそうだと思いますが、やはり伸ばしてほしい

というような話等も出てきています。そういう意味

で、そういった部分の改善が必要だと思いますが、

その点。 

 それと、前にも申しましたが、あわせて検討され

るべき点という点では、保険料等の非課税世帯者に

対するいわゆる免除制度等の検討も当然必要かとい

うふうに思います。この点について、改めてお伺い

いたします。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番米沢委員の

４点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の第１号被保険者の人数でございま

すが、これは６５歳到達で、年度途中で人数等もふ

えることがありますが、計画では２,５３０名程度

の見込みを立てているところでございます。 

 それから、２点目の計画の見直し、これは１５年

度から、また５カ年間の計画を見直す計画でござい

ますが、それをこの１４年度で、１年間にその準備

を進めるということでございます。 

 この見直しの中で、どういうふうに進めていくの

かという御質問でございますが、今要介護認定者の

方のいろいろなサービスの利用意向とか、そういう

部分も含め、そういった面での実態把握に努めてお



 

 

ります。 

 それから、３点目の納付回数の御質問でございま

すが、これにつきましては、現在８期という設定で

条例設定させていただいてございます。これについ

ては、４点目の御質問と関連ございますけれども、

この介護保険計画を見直しを立てた中で、条例の改

正等の中で、そういう納付回数の必要性があるかど

うかというのは、この１年間の中でちょっと検討さ

せていただきたいということでございますけれど

も、ただ今そういう収入の関係で、この８期の中で

うまく納入できないという方については、納入相談

といいますか、さらにそれを分納で納めていただく

ような形で、相談を受けた中で対応させていただい

ておりますことを御理解いただきたいなと思いま

す。 

 それから、４点目の低所得者、要するに非課税世

帯の保険料の減免、免除の御質問でございますが、

これにつきましても、この計画を立てた中で、その

辺の部分も必要があるかどうかという部分も含めて

検討させていただきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ぜひ検討していただきた

いというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、いわゆる限度額に対する

利用率の問題であります。全国平均等に至っては、

４割とか３割という状況の話も聞きますが、上富良

野町においては、このいただいた資料における、見

ますと、要介護１で言えば２５.８％という形の中

で、平均的に見ますと３割強か弱かなというふうに

思っておりますが、必ずしもその高ければよいとい

う問題ではないと思いますが、それにふさわしいよ

うな介護の支援体制がとられていると、押さえ方に

よっては、だからこういったところで終わっている

というような感じで見受けられるかと思いますが、

その実態について、この利用率の問題等について

は、どういうふうな押さえなのか、あわせてお伺い

したいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 介護保険係長。 

○介護保険係長（鈴木真弓君） 米沢委員さんの御

質問にお答えしたいと思います。 

 ただいま上富良野町の要介護認定者における在宅

サービスの利用率は、約３０％を基準に推移させて

いただいておりますが、あくまでも月別の推移でご

ざいますので、その月によって利用限度額における

点数によっては上下がしておりますが、要支援につ

きましては３２.３％、あと要介護３では４４％

と、介護度別におきましても利用推移は異なってご

ざいます。 

 あと、保険料に対する利用率につきましても、第

１段階から第５段階まで、あと被保険者につきまし

ても、その利用率につきましては、適正なるサービ

スを支援計画で提供させていただいているところで

ございますので、報告させていただきます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） という形で、適切な指導

もなされているという形のあらわれかなというふう

にも思われますが、あわせて今後いわゆるこの介護

度の高い層の中には、いわゆる所得階層で言えば、

比較的上富良野町で言えば高所得者が多いのか、低

所得者が多いのか、その点についてお伺いいたしま

す。 

 さらに、町の介護保険と一体となって、新寝たき

りの作戦という形の中で、在宅支援の強化というこ

とがうたわれて、展開されているかというふうに思

います。一人でもやはりこういう介護にかからない

方をつくるということが当然前提かと思いますが、

新年度のその目標について、これに対した計画等に

ついて、どういうふうないわゆる要介護支援受けな

い、必要ならば受けるのは当然ですが、予防医療に

当たっての対策強化という点での話等があれば、お

伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番の米沢委員

の再々質問にお答えいたします。 

 １点目については、担当係長の方からお答えさせ

ていただきますが、２点目、３点目の部分につい

て、あわせてお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 本年度の、この介護保険事業のどういうふうな運

営の仕方を考えているのかという部分については、

昨年度から行っております在宅介護サービスの利用

促進というものをメーンにしまして、在宅サービス

の利用促進を図っていくということを、さらに人数

を多く見込みましてやっていくということと、それ

から一般会計でも措置してございますが、介護予防

の事業を展開していく中で、要支援の方が要介護に

なっていかないようにというような、あるいは要介

護度１の方が重度化になっていかないような形で、

この介護保険部局と、それから在宅介護支援セン

ターとか保健師等の関係機関、担当部局との連携の

中で、この辺の介護予防の事業の展開を図ってまい

りたいと考えてございます。 

 それで、１点目の件につきましては、担当係長の

方からお答えいたします。 

○委員長（久保田英市君） 介護保険係長。 

○介護保険係長（鈴木真弓君） 第１点目について

御報告させていただきます。 



 

 

 要介護４の方につきましては、保険料階層２階層

が４名、第３階層が７名、あと２号被保険者が１名

の１２名となっております。 

 要介護５と最重度の介護を要する方になります

が、この方につきましては、保険料階層第２段階で

６名、第３階層で５名、合わせて１１名の利用者に

なっております。 

 それぞれのサービス認定者につきましては、さま

ざまな訪問介護、あとデイサービス、ショートステ

イを組み合わせたサービスの給付内容となっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １３ページ、介護認定審

査会費４３２万円、これ１５８万６,０００円増額

になっているのですけれども、それとあわせまして

認定調査費、これが８１項目は変わっていないと思

うのですけれども、内容が何か変化ありましたで

しょうか、これもふえておりますので。といいます

のは、昨年１４名から１６名に介護認定審査委員が

ふえたということで、７４万５,０００円増額した

と思いますけれども、１点目はその点お伺いいたし

ます。 

 それと２点目は、ヘルパーのこの移動時間の判定

でございますが、この中に距離等の決めがあるので

しょうか。その２点お伺いいたします。よろしくお

願いします。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １５番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 １点目の、介護認定審査会費の前年度のよりふえ

ているという部分についての御質問ですが、１点目

は、実質には１５８万６,０００円となってござい

ますが、この中には一般管理費の方からの賃金で計

上していたものを、この審査会費の方に組み替えし

たという部分の要素もございます。実質的にふえて

いる部分につきましては、富良野地区介護認定審査

会費の審査件数がふえているということで、事務局

体制の強化の部分で、この５市町村の構成市町村の

負担に対して、その部分がふえている要因でありま

す。 

 それから、ヘルパー移動の２点目の御質問につい

ては、担当係長の方からお答えさせていただきま

す。 

○委員長（久保田英市君） 介護保険係長。 

○介護保険係長（鈴木真弓君） 村上委員の御質問

にお答えします。 

 まず、認定調査の内容等の記載事項には、現在厚

生省の方で平成１５年度に向けまして、一時判定の

ソフトについて見直しをかけてございますので、現

在のところのソフトの変更はございません。 

 今回の認定調査費に関する増につきましては、施

設サービスを受けている方、在宅で認定を受けてい

る方の委託調査費が件数をふやさせてございますの

で、それに伴う増額になっております。 

 ２点目につきましてお答えいたします。 

 訪問介護員の移動時間につきましては、距離等の

指定はございません。あくまでも距離等につきまし

ては、その移動時間については含まないということ

で、介護報酬の方で算定で決まっておりますので、

あわせて御報告させていただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 今、規定はないというこ

との御答弁いただきましたけれども、実は社会福祉

協議会からヘルパーさんが出発する時間から入って

おりまして、それでそのお家にまで到着する時間、

これが家事労働１時間１,５３０円でございます

が、そのうちに１５分見ているのですね。往復３０

分カットなのですよ。それで、ある方によっては、

社会福祉協議会から起点いたしまして、社会福祉協

議会から出発した時間、そこの家まで到着する時間

１０分をとっている方もいらっしゃいますし、それ

で私はその距離の規定とか、そういうのがあるのか

と思いまして、この時間の中にその移動時間が入っ

ているわけなのですよ。そこのとこをちょっとお聞

きしたかったのですけれども、そこらあたりはどう

なのでしょうかね。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 制度的には、今の

部分は含んでないと承知してございましたけれど

も、そのように実態的に社会福祉協議会で実施して

いる部分で、そういうような状況があれば、後ほど

私ども把握してまいりたいと思っております。現状

では、そういう認識はちょっとないところでござい

ますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 介護認定の内容について

ちょっと質問してみたいと思いますけれども、要介

護になりまして、１、２、３、４と段階があるよう

でございますけれども、この段階で体が不自由とい

いますか、動ける状態が重度になってくることに

よって段階が上がっていくというか、認定されてい

くと思うのですけれども、そういった中で、これに

要介護にかかわる費用といいますか、経費が私は段

階が上がることによって、家にいての介護にかかわ

る重圧、手間もかかるので費用が安くなるというふ

うに判断をしていたわけですけれども、そういうよ

うに年をとって認定されることはありがたいのです



 

 

けれども、逆に経費がかさんでくるという部分があ

るわけですね。 

 これ介護というのは、最近されてきた部分でござ

いますけれども、従来の身体障害者といいますか、

そういう身障者の場合は、そういう状態が悪化する

といいますか、階層が上がることによって費用も安

くなり、また手当等も上がっていったというような

状況の中でバランスがとれていたわけなのですけれ

ども、この要介護につきましては、アンバランスで

あるというふうに思うのですけれども、これらの内

容について求めます。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えいたします。 

 介護保険制度上の中で、介護度に応じたサービス

の利用料の問題の御質問でございますけれども、こ

れにつきましては、先ほどの他の委員の御質問でも

ありましたように、支給限度額ということが定まっ

てございまして、その介護度に応じた支給限度額の

範囲内で、要するにそれぞれの限度額いっぱいに

サービスを利用される方、あるいはその範囲内でど

こまで利用するかという部分で、制度上では、サー

ビスを利用するに当たっての利用回数やなんかの部

分で、利用料というのは介護度の低いランクの方か

ら上に上がったときに、そのときにそのサービスの

利用計画書というものを立てるのですけれど、その

中で御家族や御本人との御相談の中で、どういう

サービスを何回利用するかということの中で、その

利用料というものが設定される仕組みになってござ

いますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長補佐。 

○保健福祉課長補佐（岡崎智子君） 介護保険の制

度といいますのは、その介護度に応じた、介護度と

いうのは、その人に必要な介護量を算定して、それ

を介護度として定めております。それで、その介護

度に応じた、必要な介護量に応じたサービスを提供

された分の１割を御負担いただくというふうな制度

ですので、介護度が重くてたくさんの介護量を皆さ

んが提供した量に合わせて介護、お金を払う額が安

くなるという形でなくて、使った量に合わせてお金

を払うというふうな制度の仕組みになっておりま

す。 

 過去の身体障害者とかの級別の場合は、重ければ

思いほど高い障害者手当とかの支給になっておりま

したけれども、それはやはり家族介護を基本とし

て、家族がその重い障害を自分で見なければいけな

い、そのときに必要な量として級が高くなれば支給

されていたというふうな経過の中で成り立った仕組

みで、今回の介護保険制度の仕組みと、また若干異

なる姿だと思います。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

４号の質疑を終了いたします。 

 次に、これより議案第５号平成１４年度上富良野

簡易水道事業特別会計予算の件を議題といたしま

す。 

 ここで、提案者より補足説明があれば、発言を許

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

５号の質疑を終了いたします。 

 これより、議案第６号平成１４年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算の件を議題といたしま

す。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質疑に入ります。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １６ページの委託料、浄化

センターの維持管理業務の委託の関係でございます

けれども、この業務の現場に、町の職員といいます

か、専門の技術資格を持った方が配属されていると

思うのですけれども、何か聞くところによります

と、定年を迎えるというようなことを伺っているの

ですけれども、後任の維持管理の監督といいます

か、そういう関係についてはどのように推移してい

くのかお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（田中博君） ９番岩崎委員の御質

問にお答え申し上げたいと思います。 

 浄化センターの、今町の方から１名所長というこ

とで行っておりますけれども、１４年度から業務委

託につきまして、一部包括委託ということで民間に

維持管理、運転等保守管理ですか、それまでをやっ

ていただくということで、基本的には町の職員が

行って、そこで管理業務に当たるということはしな

くてもいい、そういうようなことで、昨年から国土

交通省の方から、今後浄化センターの維持費がかさ

むことになっていくということから、できるだけ簡

素で、しかもきちっとした維持管理ができるような

仕組みをとってやるようにという指導もございまし



 

 

て、我が町におきましても、過去のデータもかなり

のデータをそろえておりまして、今回必要なユー

ティリティーと申しますか、そういう調達も含めま

して、一部業務を委託したわけでございます。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 課長の説明で、内容につき

ましてはわかりましたけれども、理事者にお伺いし

たいと思いますけれども、そういった管理体制でい

いのかどうか、全般的に民間委託というようなこと

で、現場作業については、私もたまに行って見てま

すけれども、よろしいと思いますけれども、直接的

な管理運営については、やはり町が監督といいます

か、管理しなければいけないのでないかなというふ

うに思うわけでございますけれども、その点につい

てお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 岩崎委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 ただいま課長が申し上げましたとおり、今年度か

ら１名向けていた者を向けないということで、それ

を全面的委託という形でやっていくことになりまし

た。 

 ちょっと御理解賜っておきたいのですが、当初こ

の公共下水道立ち上げのときに、私もちょうど担当

でございました。当初、本来的には委託でよかった

わけなのですが、初めてやることだということで、

当然町としても委託業者を管理するという面もござ

いましたものですから、専門者を置いて適正にやっ

ているかどうかという点を重視しまして、当初配置

をしてきたところでございます。ここずっとやって

きまして、そういう維持管理体制が十分できるとい

うことで、その辺の路線をついてきましたので、十

分その辺のノーハウも委託業者でやれるような状況

にきたものですから、たまたま今回定年退職に当た

りまして、全面的委託でその辺をやっていくという

ようなことで考えてございます。 

 基本的には、町が総体管理ということでございま

すので、現行の下水道の中の職員の体制で総括管理

は引き続きやっていくということでございますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 今の助役の答弁で、概略的

にはわかりますけれども、何かあそこのセンターと

いいますか、大きくなりまして、今も何か継続事業

で改修をなされて大きな池ができるというようなこ

とで、そしてまた昨年でしたか、どこかの部分から

異物が混入してバクテリアが、死んだわけではない

ですけれども、バクテリアにも影響出たようにお聞

きしたことがございます。そういった何か異変が起

きたときに、役場職員がそこに常駐してれば、すぐ

にこっちの庁舎の方にも報告がなされるものと思い

ますけれども、やはり第三者機関でありますと、そ

こらで処理をしてしまって、その善処がいい方に向

けばいいけれども、万が一いろいろなところで事故

が起きているわけですけれども、そういったことに

なりかねないという部分では、この１人の給料が民

間委託することによって低く抑えられるという部分

ではわかりますけれども、経営管理という面では問

題が残らないかという、再度お尋ねします。 

○委員長（久保田英市君） 助役。 

○助役（植田耕一君） 岩崎委員の御質問にお答え

します。 

 運転管理で危惧する面ということでございますけ

れども、当然私ども委託するに当たりましては、そ

ういう経営ノウハウを持った者を委託してございま

す。その辺のところは、大丈夫だというふうに感じ

てございます。 

 御存じのとおり、デッチふえますけれども、いわ

ゆる管理していくパターンというのは同じでござい

ますので、その点は量がふえてどうのというのは、

特段ないというふうに思っております。 

 今バクテリアの関係でございますけれども、あの

デッチというのは、通常我々の下水道の中間で、動

物園に動物をかっているということで、このいかに

バクテリアを殺さないかということが、第一番目の

その運転管理のノウハウでございますから、その辺

が専門業者として基本的な部分ができなければ、こ

れは能力ないことで、これは町としては委託できな

いわけですから、そういう面は適切にやっていける

業者として委託をかけているということで御理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

 １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） 済みません、１４ペー

ジなのですけれども、久しぶりに特別会計で町長の

交際費が出ているのですけれども、この辺はどうい

うあれに使われるのでしょうか。この公共下水道だ

けに。 

○委員長（久保田英市君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（田中 博君） １３番長谷川委員

の御質問にお答え申し上げます。 

 ここにあります交際費でございますけれども、こ

れにつきましては、汚泥を使っていただいている

方々に対しての円滑に業務が進むということでの推

進費用というか、そういうものに充てている費用で

ございます。町長交際費とありますけれども、使用

目的は、内容につきましてはそのようなものでござ



 

 

います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委委員。 

○１２番（米沢義英君） １６ページの下水道の汚

泥のいわゆる農業者に委託して処理されているかと

いうふうに思いますが、今後汚泥がふえるという状

況も見込んで、十分な処理されるような体制がある

かどうか、この点お伺いしたいと思います。 

 あと、職員の配置については、同僚議員が言いま

したので言いませんが、しっかりと配置していただ

きたいというふうに言っておきます。 

 今後この汚泥については、農業のいわゆる堆肥化

に合わせた対策もとられるという話も聞いておりま

すが、そういった関連の中での処理対策もあわせて

お伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（田中博君） １２番米沢委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 浄化センターから排出されます汚泥の、私ども脱

水ケーキと呼んでいるのですけれども、これにつき

ましては、現在３組合で昨年議決をいただきまし

て、繰越明許においてストックヤードという４０１

トン、４２０平米の建物を３棟建設しまして、１組

合１棟ずつということで、そこにこちらから運搬し

て、そこにストックしまして、それを麦とか稲わら

とかもみ殻でまぜて良質の堆肥をつくっていただい

ております。 

 今後につきましても、想定といたしまして、１,

０００トン前後かなというふうに私は想定しており

ます。今現在では、１４年度で８７０トン想定して

おりまして、今現在では、それに近い８６０前後ぐ

らいで１３年は完了するのかなと思います。 

 それと、３組合につきましては、それぞれ話し合

いによりまして、１棟当たり３５０トンから２５０

トンとか、ある１棟につきましては、ほかの方で余

裕というか、あったときにはこちらの方で全量引き

取るよというお話も聞いておりますので、今後とも

そのようなことで緑地還元に向けて進めていきた

い、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

６号の質疑を終了いたします。 

 次に、これより議案第７号平成１４年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計予算の件を議題と

いたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば、発言を許

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質疑に入ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ５ページ、６ページにわ

たりまして、サービス収入の中でのショートステイ

の自己負担金の２８２万１,０００円、これは昨年

に比べまして６９万１,０００円増になっているの

ですけれども、これは何人ぐらい見込んでおられる

のか、また現在の状況を聞かせていただきたいと思

います。その１点よろしくお願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 特別養護老人ホーム所

長。 

○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） 村上委

員の質問にお答えいたします。 

 本年度の収入につきましては、昨年は４人を見込

んでおりましたが、本年度は４.７５人ということ

で、本年度は利用者も多いということで、４.７５

人を見込んでおります。それの利用収入ということ

で、自己負担金もそれぞれ収入を見込んでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

７号の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定を事務局長から説明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） ３月１８日月曜日でご

ざいます。本特別委員会の３日目で、開会は９時で

ございます。定刻までに御参集願います。 

 なお、御出席の際には、上富良野町水道事業会計

並びに上富良野町町立病院事業会計の予算書及び資

料等を御持参願いたいと思います。 

 以上です。 

午後 ３時４８分 散会  
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平成１４年上富良野町予算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成１４年３月１８日（月曜日） 午前９時００分開議  

──────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成１４年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成１４年度上富良野町老人保健特別会計予算 

議案第 ４号 平成１４年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成１４年度上富良野町水道事業会計予算 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １９名） 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） おはようございます。

御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は、１９名であり、定足数に

達しておりますので、これより予算特別委員会第３

日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事については、事務局長から説明させま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 本日の議事日程につき

ましては、さきにお配りしております日程のとおり

でございます。 

 議案第８号並びに議案第９号につきまして、御審

議をお願いいたします。 

 本日、本委員会の終了後、各常任委員会単位に別

れていただき、意見の取りまとめをしていただきた

いと思います。後ほど各常任委員長、総務常任委員

会におきましては、副委員長に配付いたします用紙

に各会計予算案、審議意見素案を記入していただ

き、予算特別委員長に提出をお願い申し上げます。 

 素案作成に当たりましては、各常任委員長、総務

常任委員会におきましては、副委員長によって進め

ていただきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） これより、議案第８号

平成１４年度上富良野町水道事業会計予算の件を議

題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

８号の質疑を終了いたします。 

 次に、これより議案第９号平成１４年度上富良野

町病院事業会計予算の件を議題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） ないようですので、こ

れより歳入歳出を一括して予算全般の質疑に入りま

す。 

 １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） まず、第１点は、会計予算

の関係の総則第２条業務予定量の関係なのですが、

昨年の業務予定量の患者数ということで、入院患

者、外来患者、この昨年の予算書と対比をします

と、トータルで１万８人が減少というようなことに

なっています。それで、当然１２年度は、産婦人科

の関係だとかもろもろありますけれども、１３年度

は現状のままということであれば、もう一つは外科

の関係の手術の関係等もありますから、こんなに減

るのかなという感じでございます。そういうこと

で、業務予定量の算出の関係について、まず１点お

伺いをいたしたいと思います。 

 それから、次に１３ページの関係で、材料費、薬

品の関係でございます。１３年度は２億１,９５４

万６,０００円で、１４年度は１億５,６６２万８,

０００円ということで、マイナス６,２９１万８,０

００円ということで、これは恐らく院外処方箋の関

係でなっていると思いますけれども、これらの関係

について、どの程度院外処方箋ということで算出を

されたのかということでお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 それから、次第３点目、２０ページの手当の内訳

の関係でございますけれども、時間外勤務手当とい

うことで、どこのセクションも減額でいっておりま

す。特に町立病院の場合は、特殊な関係ということ

で承知をしておりますけれども、大体１２年度と１

３年度を比較しますと３３万６,０００円、これは

定期昇級等やベースアップ等もあって、単価が上

がった関係等もあろうかと思いますし、夜間になれ

ば割増金等の関係等もありますけれども、同じよう

に１３年度と１４年度を比較しますと、３２万２,

０００円の増額ということでございます。それらの

関係の内訳について、どうあれしているかというこ

とでお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、次に手術手当の関係なのですが、１２

年度とずっと見ますと、１２年度は７０万円、１３

年度は１２０万円、１４年度は３６０万円というこ

とで、３倍になってきております。そういうこと

で、外科の先生が手術ということでやるということ

だろうと思って、この３倍の形になっていると思い

ますけれども、これらの算出の根拠についてお尋ね

をいたしたいと思います。 

 それから、次に研修、研究手当の関係です。一応

町立病院往診手当等支給条例の第２条によって、研

修、研究手当が支給されるということになっており

ます。これは医師の研究及び研修に対し、別に定め

る基準に基づき手当を支給をするということになっ

ておりまして、１２年度は１,６２０万円、それか

ら１３年度は１,５９０万円ということで、これは

医師の減の関係だろうと思います。１４年度は１,

６５０万円が計上されております。したがいまし



 

 

て、院長を含めて、これらの内訳についてお知らせ

をいただきたいと思います。 

 それからもう１点、表紙をめくっての２枚目の裏

に交際費の関係があります。第９条、これが１７０

万円です。昨年の予算書では５０万円なのですね。

それで、どこが根拠なのかということで、僕なりに

調べてみましたら、１５ページに１７節交際費１７

０万円、その下に１９節諸会費というのがあります

が、これは一般会計でいう負担金補助及び交付金の

部類だろうと思いますけれども、ここに大学各科負

担金６０万円ということになってます。たまたま昨

年の１３年度の予算書を見ると、これが１２６万円

になってますね。それが１２０万円減ったからここ

へ行ったのか、何で５０万円の交際費が一気に１７

０万円になったのかということで、できるだけ交際

費は透明な形ということで原則になっているので、

一挙に５０万円が１７０万円ということで、１２０

万円が、私なりにあれした点では、そういう移動が

あったふうには感じるのでございますけれども、こ

れらの交際費１７０万円の計上の関係でお尋ねしま

す。 

 それから、一般質問等でもありましたけれども、

平成１４年度に、この院外処方箋の率のアップとい

うことで、具体的な数値の中で、一つは目標を設定

していく努力をすべきでないか。当然それに基づい

て、薬剤管理業務の指導業務というものが出てまい

ります。これは機器等の設置が終わり次第、速やか

にということで、町長からも言明を受けているとい

うことでございますので、具体的にこれらの薬剤管

理指導業務をいつころということで、そして月に４

回できるということではございますけれども、実態

の中から、とりあえず年度途中からやるということ

であれば、どういうような過程で進めていくかとい

うことでお尋ねをしたいと思います。 

 それから、次に院外処方箋の発行に伴う応需薬局

のファックスの使用でございます。先般の答弁で

は、１３日に応需薬局の話し合いがあるということ

でございましたので、その結果が恐らく事務長に届

いているだろうと思います。それで、それらについ

ての対処をどうしているかということで、基本的に

は、僕は応需薬局と病院との話し合いでどうするか

ということで進めていかなければならない問題だろ

うと思いますので、応需薬局のその１３日の会合の

模様等で、町立病院にどのように伝達をされている

かということで、それに基づいて病院としてはどう

対処していくかということでお尋ねします。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １番中村委員の御

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、１点目の業務量の関係でございますが、本

年度予定の業務量につきましては、前年度大幅に見

直しをしているという状況にございます。その要因

といたしまして、特に外科外来患者の減少というの

が大きな数字であらわれているといったようなこと

から、この実績を踏まえて、新年度見直しを図って

いる状況にございます。 

 これにつきましては、１日平均４４人ということ

で定めてございますが、実績においては３４人と

いったようなことで、この差異１２あるわけでござ

いますけれども、これにつきましては、努力目標と

いうようなことをプラス加味してございます。 

 また、指定介護型の１日平均の２０名、これにつ

きましては、実績およそ２０名と、実績に見合った

数字を業務量としてございます。 

 もう一つ、外来の関係でございますが、２３７名

といったことで定めてございますが、実績といたし

まして２０４人といったことでございまして、ここ

にも３３名の差異があるわけでございますが、これ

につきましても、より多くの患者の確保といったこ

とで、努力目標３３名を掲げて業務量を設定をいた

しているといったことでございます。こんなことか

ら、努力目標というようなことで掲げて、前向きに

患者の確保に向けて取り組んでまいりたいというよ

うなことで業務量を掲げているところでございま

す。 

 ２番目の薬品費の関係でございますが、院外処方

におけるどの程度かといったようなことでございま

すが、これまで院外処方を進めてきている中におい

て、約半分が外来における院外処方を取り扱ってい

るといったようなことでございまして、ただこの数

字が、即この薬品費の購入に５０％の減少といった

ような状況には至っておりません。２０数％から３

０％といった状況にありまして、今年度の予算措置

に当たりましては、前年対比２４％を減じたところ

の薬品費の設置をいたしたところでございます。 

 そして、３番目の時間外手当の関係でございます

が、委員御意見にありましたとおり、今単価アップ

に伴うものといったようなことでの計上でございま

す。 

 そして、あと４番目、手術手当の関係についてで

ございますが、これにつきましては、これまでも外

科手術、また内科手術等におきましても、前年対比

大きな実績の増となっている状況にございます。 

 ちなみに、２月末のその状況を申し上げますと、

外科手術では１１６件、診療報酬で見ますと１,４

５０万円程度、内科におきましても内視鏡等におけ

る手術等３２件、２００万円程度と、こういった前



 

 

年に対して多くの件数に至っているという状況にご

ざいます。そんなことから、これらにかかわる手術

手当つきましても、２０％の支出になっているとこ

ろでございます。 

 次に、研修手当の関係でございますが、今常勤４

名の医師に研究、研修手当を支給してございます。

そのトータルで１３７万５,０００円になっている

ところでございます。４人の常勤医で１３７万５,

０００円の研修手当でございます。 

 これにつきましては、別に定める基準ということ

で、町長発議による決済をいただくことで決定をい

たしておりまして、その内訳といたしまして、院長

におきましては５２万５,０００円、富永副院長に

つきましては３５万円、金子、田中両医師につきま

しては、２５万円といったことでございます。 

 今この研修手当の関係につきましては、一つのも

のの考え方を整理し、一定の取り扱いを定めてござ

いまして、上限２５万円とするというようなことで

取り扱いをいたしているところでございます。 

 それから、６番目の交際費の関係でございます

が、これにつきましては、ちょっと御説明させてい

ただきたいと思いますが、５０万円が１２０万円と

予算計上いたしているところでございますが、本年

度におきまして、新たに計上させていただいたもの

といたしまして、第２２回旭川医科大学内科第３講

座の主管によりまして、６月に旭川市で医学生物学

会が開催されるところでございます。この学会の円

滑な運営に協力いたしたく、学会に対して御寄附を

申し上げたいといったことで、交際費に１２０万円

を計上させていただいているところでございます。 

 このことにつきましては、旭川医大が道北の地域

医療の重要な役割を担っておりまして、高度の医療

提供をいただいております。 

 また、当病院に対しましても、旭川医大から多く

の出張医等の派遣をいただいている中で、これが住

民にとりましても、医療の提供を受けている大きな

原動力となっているということから、そんなことか

ら、前向きに当病院においても、これら学会に御寄

附を申し上げたいというようなことで、その額を計

上させていただいているところでございます。 

 さらに、委員お話のありました１９の諸会費で、

大学各会負担金６０万円とございますが、これは６

万円でございまして、従前第３内科講座に１２０万

円の御負担を申し上げてきておりました。これにつ

きましては、諸般の事情等から、近年御負担を申し

上げていない状況で、１４年度においても、従前計

上しておりましたものについては、予定いたしてお

りません。そのようなことで御理解をいただきたい

と思います。 

 次に、院外処方について、目標値の設定等の関係

でございますが、今現在約５０％の院外処方率とい

うことになってございますが、移行値は、門前薬局

等ができたといったことで、若干状況等が変わって

きている状況にあります。こんなことから、現行の

５０％をより高いところで院外処方に向けて進めて

いかなければならない、そんなことで考えてござい

ます。 

 次に、薬剤の管理指導の関係、いつごろからとい

うことでございますが、これにつきましても、先般

委員からの御質問にお答えをさせていただいたとこ

ろでございまして、薬剤師業務量において、若干の

業務量の余裕が出てきたといったようなこともござ

いますので、これらにつきましても、前向きに取り

組んでいきたいと考えてございます。 

 ただ、実施時期につきましても、現行今予算計上

させております医療事務システム等の導入の中にお

いて事務処理もいたしたいと。そんなことから、こ

れら整ったとき、さらに２カ月程度の業務の実施を

し、実績を踏んだ中において、北海道にその届け出

を出して、下期には診療点数にはね返れる、そう

いった業務というこで取り進めてまいりたいと考え

てございます。 

 あともう１点、先般も御質問ございました院外処

方のファックスの送信の関係でございますが、応需

薬局との協議の中において進めていくことにいたし

てございますが、先般１３日に、応需薬局において

も薬剤師による会議が開催されたところでございま

す。その中においても、このファックス送信の関係

について協議がなされました。その結果といたしま

して、まだ十分話が煮詰まらないといったような状

況のようでございました。これにつきましては、引

き続き薬剤師間における緊急当面の問題として、即

また引き続き協議をするといったようなことでお聞

きいたしてございます。 

 いずれにいたしましても、応需薬局間でいわゆる

１枚岩になっていただかなければ、病院との協議も

整わないという状況がございます。そんな条件整備

がなされた段階で、応需薬局とも協議をしてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 手当の関係、時間外の関係

は、そういうことで厳密に単価が上がった、それか

ら手術等で仕事がふえているということで理解をし

たいと思います。ただ、研修、研究手当のこういう

出し方がどうかということで、また十分御検討をい

ただきたいと思います。 

 それから、交際費の関係なのですが、一応第２２



 

 

回の医学生物学会がある、その寄附だということで

あれば、僕は厳密にこの１９節諸会費、これは一般

会計では負担金補助及び交付金になります。したが

いまして、私はここに入れるべきだという考え方を

持っております。 

 それで、１２０万円がこちらへ移動したというこ

とで、１２０万円そのものを、その学会への寄附金

というようなことで考えているのか、再度確認をい

たしたいと思います。 

 ただ、従来、各昨年度の予算書を見ると、大学各

科負担金１２６万円ということで予算が計上されて

おります。したがいまして、ことしはこの６万円で

よろしいのかという問題があります。それで、今大

学の関係のこの学会の寄附ということであれば、諸

会費で僕は計上すべきと思いますが、その点お伺い

をいたします。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １番中村委員の御

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 交際費とせづ諸会費とすべきといったことでござ

いますが、これにつきましては、御寄附といったよ

うなことでの支出をさせていただきたいといったこ

とから、そんなことから支出の科目につきまして

は、交際費の計上になるといったことでございま

す。 

 また、諸会費等についての予算計上になった場

合、相手方からのその意思等がそこに発生するわけ

でございますが、今回の取り扱いにつきましては、

町からの意思で今回の学会に御寄附をさせていただ

くといったようなことで計上させていただいており

ます。そんなことで御理解をいただきたいと思いま

す。 

 それと、大学各科の負担金６万円の計上につきま

しては、これにつきましては、札幌医科大学の第１

内科にかかわる御負担といったことでございまし

て、従前の第３内科にかかわるものの額は、ここに

全く含まれておりません。 

 それと、寄附金の１２０万円、交際費の１２０万

円の根拠でございますが、従前第３内科に御負担申

し上げておりました１２０万円が、相当額といった

ようなことで判断をさせていただきまして、交際費

１２０万円ということで計上させていただいており

ます。御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

 １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） １８、１９ページの資

産購入費の１節医療機器のそれぞれの購入予定価格

と購入時期をお知らせ願います。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １３番長谷川委員

の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、それぞれの機械の単価等でございますが、

これにつきましては、いわゆる購入時に競争入札と

いったようなこと等がございます。そんなことか

ら、それぞれ単体の価格については省略させていた

だいておりまし、トータルで計上をさせていただい

ているところでございます。 

 また、購入の時期につきましては、この購入に当

たりまして、企業債の適用を受けて購入をさせてい

ただきたいと考えておりまして、企業債にかかわる

諸手続等の関係がごさいます。そんなことから、一

般的に発注等行為がされる状況が整うのが１０月前

後になるのかなと、そのようなことで考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） まず、これは所管委員会の

問題だと思うのですけれども、一応これ今回の予算

ですから、一応お伺いだけしておきたいと思いま

す。 

 院外処方については、これ昨年度の委員会におい

ても、まず６０％、７０％近い院外処方をしなが

ら、そして薬剤業務指導に移りたいのだという話も

質問されて、町長からの提言もあったはずです。そ

して、私は昨年の９月の定例議会で院外処方をお伺

いしたときに、薬剤業務指導については、今後検討

されていくのだと。もうこれ６カ月もたっても、ま

だ考えられないと。そして、これからまた３カ月も

４カ月後でなければ考えられないのだと。どうして

これができないのかというのが、まず一つ疑問点に

あるのでないかと。簡単にやれることではないので

ないでかすかと事務局長に言いたいのですよね。な

ぜここまで引っ張っていくのか。この薬剤業務指導

に移りなさいという各昨年の委員会のときも、町長

の提言があったはずなのですね。それから６カ月

たっている、私が質問してから、それでもまだ決ま

らない。これはどういうことか、薬剤師が本当にや

る気があるのか、私たちが行って言わなければしな

いのかなと。なかなか事務局長は言われないで、胸

の中で曇らせているのかなという感じもします。 

 それで、院外処方については、もう完全に今後薬

剤業務指導に移るよう努力ができないのかどうか、

その点を聞きたいことと、それから院外処方の、例

えば応需薬局の問題についても、まずあくまでもこ

れは患者の責任において、余り側ががんがん言わず

にして、前回から聞いているとき、何気なく口利き



 

 

をしたというような情報も入っているので、そうい

う点はなくして、任せてしまうと、薬剤、患者に任

せてやるのだということ。あとは応需薬局さんがど

のように今後指導していくかは、これは今後応需薬

局の考え方でないかと思うのですよね。そういう点

をお聞きしたいなと。 

 この薬剤業務指導については、私はもう最前か

ら、去年からこれ言っているのに、さっぱり前に進

みはないのだけれども、今後こんな２カ月だ、３カ

月だと言ってなくたって、これすぐにでもできる。

直ちにできることなんだから、事務局長、この点に

ついてもう少し詳しく説明をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １７番小野委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、１点目の薬剤管理業務の現在まだ実行して

ないことについてでございますが、これにつきまし

ても、これまでたびたびこの指導業務を行うべきと

いうようなことで御意見等もいただいおりまして、

当然病院においても、その方向で検討してきており

ました。ただ、これにつきましては、施設基準とい

うのがございまして、そういった中において、この

業務を本格的に行うには、課題の整理等があるとい

うことで、院内においても、薬剤師等においても着

手できない状況がございました。ただ、院外処方が

ある程度定着している状況において、業務量におい

ても、従前から見たら若干の余裕が出てきたという

ことで、これについても取り扱いをしていくという

ことで、前向きにその整理をいたしているところで

ございます。ただ、あとスケジュール的に、条件整

備等々の関係から言いまして、先ほどこの件につい

て説明させていただきましたが、本年度の１０月、

いわゆる下期に本格的に診療点数にはね返る業務を

取り進めてまいりたいと考えておりますので、この

点についてぜひ御理解をいただきたいと思います。

そのように前向きに今取り組んでまいると考えてお

りますので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

 あと、ファックス送信の関係でございますが、基

本的には患者サービス等にかかわることでございま

すが、応需薬局サイドにおいて、ファックスの稼動

等実施していただくことが、現在時には課題、問題

となっているトラブル等も解消するためには、そう

いった措置を講じていきたいと、そんなことで応需

薬局とも今後も引き続き協議を進めていきたいと

思っております。御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 事務局長の答弁わかりま

す。でも、この薬剤業務指導について、何が根拠が

あるのか、そんなに時間をかけなければならない何

があるのかということなんだよね。これそんなに難

しいものでないのでないかと私思うのですよね。だ

けれども、なぜ上富良野町だけが、どこで拒みが

あってどこでやれないのか。これ薬剤師がこういう

拒みを出しているのでないですか。自分がやろうと

するならば、積極的にやらなければならないので

す、これ。こういう点、町長名で、町長社長なので

すからね、徹底的にこういう点はやっぱりやってい

ただきたいと思うのですね。個人で言えば町長社長

なのですからね。それらが全然入れてない。例えば

今薬剤師というのは、何をお考えになっているかわ

からない。これ全然やる気ないんでないですか、結

局は。ただ魂胆だ魂胆だ、ああだこうだってただ言

うだけで、これが６カ月たっても８カ月、これだ

まっていたらまずやりませんでしょう。前向きな答

弁だったら、もう来月にもして、４月からでも実行

するのだという考え方出ないのですかこれ。もう一

遍その答弁いただいておきます。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） たびたびなぜとい

う話で御質問、御意見があるところでございます

が、病院といたしましても、本当に私といたしまし

ても、前向きにといったことで言わせていただいて

おりますが、１４年度においは、本当に今取り進め

ていくといったようなことで、これにつきまして

も、薬剤師との調整を終えておりますので、これが

さらに１４年度において実施できなかったわといっ

たようなことにはなり得ないと、そんなことで考え

てございますので、これまで御答弁させていただい

た状況につきまして、御理解をいただきたいと思っ

ております。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 院外処方についても、これ

薬剤業務指導通知では６５％から７０％ぐらい院外

に出さなければでき得ないというのは現状だと思い

ます。それで、今現在５０％か５１％ぐらいでしょ

う。もう少し院外業務に力を入れてほしいというこ

となのです。ということは、院外でやるということ

はお金かかっているのですよ。だからあそこに人た

くさんいるでしょう。行ってわかるでしょう。あれ

だけの人は要らない。そのために院外に出しなさ

い、院外に出すことによって院外業務指導をしなさ

いと、それには１人３,５００円上げますよと、こ

んな立派なお言葉出ているのですよ。ですから、拒

まないで院外に出してください。力強く、うちは院

外ですよということを言えばいい。 



 

 

 いや、もういいよ、そこでもらってきなさいなん

て言うものですから、だから院内忙しいんだよ。だ

から院外だという認識を与えてしまって、よそは絶

対ないでしょう。その点、事務局長、今後各検討し

ていただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好 稔君） 院内、院外の処

方箋の関係でございますが、原則院外といったよう

なことで取り進めている状況にございます。薬局に

おける状況等も若干変化している状況にございます

ので、これらにつきまして、また院内において、こ

の処方箋の取り扱い等の関係、協議をいたしたいと

思っております。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 私は、この病院につきまし

ては、ことし平山院長が定年になるのでなかろうか

と、私はこう思っているわけです。そこで、この予

算書を見たら、今年度の終わりということは、予算

書に、昔の話でおかしいのですけれども、長年上富

の病院におられた方には、退職金のほかにお礼金と

いうものを上げていたことがあるわけです、昔は。

それで、最近は長くおられた医師がいないので、今

まではそんなにしてないと思うのですけれども、こ

の予算書に、１４年度で定年ということになれば、

退職金以外にお礼金というものをあげるのかあげな

いのか、これに載っていないので、また補正で組む

のかどういうふうな考えでおられるか、執行者の考

えをお聞きしたいと、こう思うわけでございます。 

 次には、平山院長が定年になると同時に、札幌医

大の方の手が切れるのでないかと、こう思っている

わけで、そこで今度旭川医大にかわっていくのでな

かろうかと思うわけでございますが、そこで今まで

上富良野町立病院は、美瑛と違って個人医師が３軒

もあるわけでございまして、美瑛の場合は個人医師

がいないものですから、美瑛町民は８割の方が町立

病院、また医師が、スタッフが９人というのがそ

ろっているわけです。上富の場合は、個人病院があ

るがゆえに、それだけのスタッフはそろえないと、

こういうことになっておろうかと思います。 

 そこで、私は思うのは、これから医大になれば近

いから通いが９割になるものか、ここにきちっとし

て、上富の町立病院にきちっと籍を置いてやってい

ただける医師が何人になるのか、その辺を聞かせて

いただきたいと思います。 

 ３点目ですけれども、ここ１０年以内に町民のア

ンケートをとり、議会も特別委員会をつくって議論

をしてまいったわけでございますが、ここで十何年

の皆さんの議論した町民のアンケートをとって、皆

さんのお気持ちを聞いてきたわけでございます。 

 そこで、この１０年間の議論、アンケートを特別

委員会等いろいろな問題が起きてきたわけです。そ

の結論が、今ここに来たのでないかと私は思うので

す。それで、今までの苦慮したことを経験に、これ

からこの平山院長が定年になると同時に、改革する

のならする、きちっとした方向づけを私はしなけれ

ばいけないのでないかと、私はこう思っているわけ

でございます。 

 そこで、きちんとした、ことし１４年度の間に方

向づけをきっちりしなければいけないと。早目早目

に私はしていかなければいけないと。定年になって

からこれはこうだ、これはこうだでは、私いけない

ように思うわけでございます。 

 それで上富良野町立病院は、１００年も先はどう

かわかりませんが、１０年ぐらいの間の先はこうこ

うこういうふうにしていくのだと、一般会計からこ

れぐらいは出していかなければいけないとか、きち

んとしなかったら、また前回みたいような特別委員

会つくったり、また皆さんが審議しなければいけな

い場面ができるのでなかろうかと、私はこう思って

いるわけです。それで私の考えとしては、１４年度

の間に医師はこれだけと、通いの医師はこれだけ

と、こういうふうにして、こういうふうにしていく

のだと。一般会計からこれぐらい出せば、ここ１０

年間はやっていけるとか、こういう見通しを私は立

てていただきたいなと、こう思っているのですが、

その３点にちょっと執行者の考えをお聞きしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） １４番徳島委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 委員おっしゃるとおり、私もそう考えているわけ

でありますが、まず札幌医大との関係でありますけ

れども、議会にも報告させていただいたと思います

が、ちょっと年数ははっきりあれですが、平成９年

か１０年に札幌医大とは決別してまいりました。お

別れしてまいりました。長い間お世話になりました

ということで、議会の方にも報告させていただい

て、これからは旭川医大との調整をさせていただき

ますということで報告させていただきましたよう

に、今まで高橋先生、池川先生、あるいは院長先生

等々がおりましたけれども、その後札幌医大との接

触は一切なく、旭川医大の指導を受けて、今町立病

院の運営をさせていただいているところでありま

す。今そういうようなことで、札幌医大との関係に

つきましては、御理解を賜りたいなと。 

 それから、今後の町立病院の医師の数であります

けれども、私といたしましては常に申し上げており

ますように、町立病院は、今委員もおっしゃったよ



 

 

うに民間の病院があるよと。民間の医院を補完す

る、民間の医院が対応できない部分を町立病院とし

て補完した病院経営を今後考えていかなければなら

ないのでなかろうかというような方向で、これから

の病院運営を基本に置きながら、町民の健康維持管

理を中心とし、医療と保健と福祉とが連動した体

制、連携を十二分にとった病院経営に向かって今後

はいかなければいけないというふうに思っておりす

ますが、今日まで私自身も就任以来、病院の改善に

は大いにその努力をしてきたつもりでありますが、

どうもこの世界、私どもの思うようにはいかない

と。やっぱり相手の理解を得なければならないとい

うところがございまして、そういうようなことで、

今現在旭川医大の方との調整をさせていただいてい

るということであります。 

 今後も病院の医師の数につきましては、今現在定

数と申しますか、枠は９名と。そのうち６割、保険

の削減にならない６割の人員をもって４名の専従

医、それから旭川医大からの出張医等をもって、６

人をもって対応をさせていただいておりますが、病

院経営の現状の中にありまして、医師の増員という

ことは、まず考えられない。病院経営状況を見きわ

めた中での対応を考えていかなければならないとい

うふうに思っております。 

 それから、今後の病院の方向でありますが、おか

げさまで、今旭川医大から来ていただいている若い

先生方は、非常に医療に対する部分につきましても

一生懸命でありますし、この町立病院が、このまま

ではだめなのだという認識のもとに、この現状の規

模で、この病院を継続していくためにはこうあるべ

きだ、また、この病院を経営していくためには、こ

ういうふうに縮小する場合においては、こう縮小す

るべきであるというふうないろいろな提言、意見と

いうのを出していただいておりまして、院内でも非

常に活発に、今これからの町立病院のあるべき方向

を若い先生方が中心になって検討していただいてい

るというような状況でありますので、この委員の

おっしゃるように、この１４年、ことし旭川医大と

も調整させていただきながら、院長の後任をどうす

るのか、そして、その後の病院経営の方針をどうす

るのかというようなことも含めて、十分町立病院の

あるべき方向を定めていきたい。 

 今日までいろいろと病院の改善是正を図ってまい

りました。療養型病床群の取り入れ、また他の病院

の入院患者の受け入れベッドのオープン化等々も対

応しながら病院の改善を図ってまいりました。これ

からも、この病院がいかに安定した健全経営ができ

得るようにするか、中にありましては、御案内のと

おり、今現在町立病院には、町民１人当たり２万円

相当の繰り出し金を毎年病院に出しております。２

億５、６千万円の繰り出しをしているわけでありま

すが、言うなれば公共下水道、町の市街地区だけで

ありますけれども、と同じ額の繰り出しをしており

ます。病院は全町民、全体でありますけれども、そ

ういったことを含めながら、どれぐらいの町民の健

康維持管理をするために、一般会計からの繰り出し

が適当なのかというような部分には、それぞれ考え

方にはいろいろあろうかなというふうには思います

けれども、少なくとも、今大体町民１万円相当ぐら

いの交付金の病院があることによる交付税の導入が

なされております。そういうようなことを考えます

と、そういう病院に向かって、私は経営を進めてい

きたいというのは、やはり町民１人１万５,０００

円、国から交付税にプラス５,０００円ぐらいの、

町民１人５,０００円ぐらいの繰り出しは、今後の

公設病院としての利益を上げることは全く難しいと

いう観点からすると、せめてそれぐらいの繰り出し

で病院が健全に経営がなされ、現在の不良債務ある

いは繰越欠損金等々の生じない病院経営に持ってい

くように、新たな院長を中心とした中で、旭川医大

とも調整をさせていただきながら、町立病院として

の将来的な方向を定めていきたいというふうに思っ

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １４番徳島委員の１点

目の御質問にお答えします。 

 委員おっしゃるようなルールに基づかない慰労金

等につきましては、予算の措置はしてないところで

ございます。しかしながら、退職手当につきまして

は、勧奨あるいは今回のような定年の場合には、従

来からルールに基づきまして特別負担金というもの

をお願いをした経過にございます。しかしながら、

このような方が非常に近年多いということでござい

まして、北海道市町村職員退職手当組合に私どもも

加入してますが、こちらの方で各市町村の負担が非

常に多いということで、その負担の平準化を図る観

点から、この１３年の４月から特別負担金制度が改

正されまして、事前納付制度ということに改まった

ところでございます。したがいまして、勧奨あるい

は定年退職の該当者がいるいないにかかわらず、通

常の負担金に一定の率を加算しまして納付している

実態にございます。これらにつきましては、１３年

から１４、１５年の３カ年間に、このような事前の

納付をしまして、この期間に該当の方がいまして、

どのような出費がありましたかのことを３年後に精

査しまして、事前納付金が過剰であれば返還になり

ます。不足であれば、また、その３年後に各市町村

から負担をするという形に制度が変わってございま



 

 

して、このような中で、今回院長の定年退職に向か

いました措置につきましても、事前納付制度という

ことで、所要の額につきましては予算の措置をして

いるところでございますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 今お話聞いてわかるのです

けれども、私の内容がよくわからないので、今総務

課長から言われたけれども、院長、昔は医師が不足

だということで、上富良野町に来ていただいたとい

うことで功労金を出していたのかどうか、今は医師

が多いから町としてはお金は出さないで、功労金と

いうのか、出さないでいいという判断でいいのか

な。それはまあ、お決まりのその支庁というか、道

というか、そのお決まりの退職金の上乗せというの

はあっても、町としての別に功労金というものは、

最近長くいない医師には、私どうなっているかよく

承知してないのですけれども、もとは昭和５６年で

すかね、豊島医師がやめていったときには、別に５

００万円出したはずなのです。そういうこともあり

ますので、今回は長年勤めていただいたということ

で、上富良野町としては、何も別に考えていないの

かいるのか、その点だけ、その中身は私よくわかり

ませんので、町としての考え方だけお伺いしておき

たいと、こう思っております。 

 その次、今尾岸町長になりましたが、先代の首長

さんも苦慮していた病院でございますので、この際

にきちっとして、今までは札幌医大、旭川医大とな

すり合いというか、どちらについていいかわからな

くて苦慮してきたわけです。今度は、ひとついろい

ろな問題をできないようなことで、特別委員会とか

町立病院に余り議論のしないでいいように、ひとつ

この際に、私しっかりした前向きな姿勢で私は取り

組んでいただきたいと、私はこう思っているわけで

ございます。 

 病院は特別黒字にせとか、こういうことでも私は

ないのです。余り問題の生じないように、皆さんに

心配のかけないようなひとついき方をしていただき

たい。それには、この１４年度１年に限ると、私は

こういうふうに思っているわけで、その辺をひとつ

しっかり踏まえて、ひとつ前向き取り組んでいただ

きたい、こう思いますので、ひとつよろしくお願い

します。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １４番徳島委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、私といたしましては、規定外の慰労金とい

う部分につきましては、過去におきましては職員

等々にもそういういろいろな対応がなされていたと

いう経緯もあったかに記憶しておりますけれども、

私としては、今現時点ではそういうことは考えてお

りませんということで御理解をいただきたいと思い

ます。 

 それから、今後の病院経営につきましては、１４

年におきまして、私自身も先ほどもお答えさせてい

ただきましたように、旭川医大と十分調整しなが

ら、この病院のあるべき方向を見詰めていきたい。

しかし、今まで院内におきましては、長い年月のも

のがございます。これらを改善していくためには、

やはりある程度の年月が、内部の改善は、意識改革

はある程度長い年月がかかるかな、月日がかかるか

なというふうに思っておりますが、やはり従前の現

院長のもとで、長い間院内の職員が身につけた意識

を、この新たな意識に改革していくためには、ある

程度の時間を与えていただかないと、急激に改善と

いうことは難しいと。 

 先ほど来いろいろな御質問いただいております

が、そういった部分につきましても、やはり前にも

お答えさせていただきましたように、職員の意識改

革ということが大切であるというふうに思っており

ますので、今後そういったことを新たな院長、若い

先生方とともに十分方向を定めて討議しながら、病

院経営のあるべき方向を定めていきたいというふう

に思っておりますので、御理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 改革するということで、

包括的な町長の答弁いただいたら、それ以上質問と

いうことにはならないのかなというふうに思いまし

たが、そこでお伺いいたしますが、病院長がこの間

経営になかなかかかわってこないと。この庶務、い

ろいろな規定見ましたら、管理運営、町長のもとに

病院の管理や運営をきっちり現場でつかさどるとい

うことが書かれているわけです。そういうことを、

やっぱり残り１年であったとしても、きちっと要求

するものは要求するという立場をやはり貫くべきだ

と思いますが、この点をもう一度お伺いいたしま

す。 

 好き嫌いでこの病院の運営をやっているわけでは

ないわけですから、やっぱり住民の健康や管理をつ

かさどって、その核となるということが明確に規定

の中にもうたわれているわけです。そういった点を

改めて町長にお伺いいたします。 

 それと、この間整形が出きまして、病院のベッド

を一定開放するという形の中で行われてきました

が、この効果というのは、一体町の財政上で言えば

どのようになっているのか。健康管理上で言えば、

いろいろとあるかと思いますが、その点。 



 

 

 それと、病院運営で当然この整形、町は外科です

が、整形の方が民間の方がはやっているというよう

な状況が見受けられます。みすみすそういう状況

を、やっぱりこれからの将来を考えた場合に、町に

おいてもきっちりとした整形のやはり医師を配置す

るというのを当然検討されてしかるべきだというふ

うに思いますが、ただ民間でやって、一方でこちら

の病院の経営が、いわゆる外来が減るというような

状況であっては困るというふうに思いますが、その

点どのような認識をお持ちなのか、お伺いいたしま

す。 

 さらに、診療報酬等が今後改定されるというふう

に思います。それによった医療収入におけるマイナ

ス要因というのも、当然この予算の中にも反映され

ているかというふうに思いますが、今後その点、不

透明な部分等もあるのかと思いますが、どういうふ

うに推測、また推定されているのかお伺いいたしま

す。 

 次に、病院内におけるいわゆる安全管理の問題

で、とかく今頻繁にいわゆる誤診であったりだと

か、看護上におけるミスが命の問題に発展するだと

か、いろいろな問題が出てきております。 

 町においても、相当数経験に立った、またそれだ

けの技量を持った看護婦さん等がいるわけですが、

しかしこういった安全面における体制というのは、

これでいいというものは恐らくないのだと思います

が、そういう意味での、そういったいわゆる薬を投

与したときの、あるいは注射したときの、その二

重、三重の安全対策というのはどのようになってい

るのか。 

 また、当然看護婦さん等の質を向上させるという

点での研修体制も含めて、この部分の対応について

お伺いしたいというふうに思います。 

 町長は答弁の中で、医師のいわゆる給与の体系も

見直したいというような話がちらっと入っていたか

なというふうに思いますが、将来的にその収支のバ

ランスも含めて、いわゆる現在の診療、医師に対す

る報酬、これを見直して、一般的に言えば、役場職

員的な号俸や給与体系に持っていくべき方向で検討

されているのかというふうに思いますが、その点も

あわせてお伺いします。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢委員の御質問

に、まず２点お答えさせていただきます。 

 まず、院長との関係でありますけれども、当然規

定上、条例上そのようになっているわけであります

が、なかなかここらあたりは、皆さん方にも御理解

いただきたいのは、他の一般職と違って、後任人事

ということの問題等も含めたり、いろいろなことを

考えますと、なかなか難しい、１対１の対応ではで

きない部分がある。しかしながら、現在は、先ほど

お答えさせていただきましたように、旭川医大との

調整の中で進めさせていただいているところであり

ますので、今後ももう１年ということであります

が、院長みずからは、現在病院内の対応について

は、副院長との中心の中で物事が進んでいるという

ような状況下にもございますので、そういった部分

も含めて、今後院長に対するお願いや要望について

は、十分配慮してまいらなければならないなという

ふうに思っております。 

 それから、医師の給与と手当の問題であります

が、私自身もこの医師の給与、手当については、十

分その対応を図っていきたい。しかし、ここの問題

もやはり今後の医師との問題もありますので、他の

公設病院の状況を今集めながら、他の公設病院との

比較をさせていただきながら、我が町の町立病院と

しての方向を定めていきたいということで、今勉強

させていただいているということで御理解をいただ

きたいと存じます。 

 他の点につきましては、事務長の方からお答えさ

せていただきます。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １２番米沢委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、１点目の病床の開放状況によることについ

てでございますが、整形外科小野沢医院が病床を持

たないといったことから、町立病院の空きベッドを

開放している状況にございまして、この状況につき

ましては、入院者が３名から４名、また５名といっ

たような状況に今ございまして、ちょっとこれ資料

古いですが、１１月末現在で、平均４.４人の入院

となってございます。そんなことから、入院基本

料、診療点数にこれらをはね返してみますと、約８

９０万円程度の収入になっているという状況にござ

います。 

 また、これにつきましては、当然にして医師に対

する報酬等も払わなければならないわけでございま

すが、これらの回診の費用が１４０万円程度といっ

たことで、差し引き７４０万円程度の収益になって

いるという状況にございます。 

 さらに、整形外科診療、医師等の配置等の関係で

ございますが、１年経過した中において、当病院に

おける本来整形外科の診療の患者が専門医に移行し

ている状況等がございます。ただ、そういう状況に

はございますが、この整形外科の医師の配置等の関

係につきましては、まだまだこの辺の状況等を見き

わめなければならないのかなというふうなことで、

また声として聞きますのは、１週間に２回程度で



 

 

も、そういう専門の先生配置にならないのといった

話も私自身も聞いておりますので、この辺非常に難

しい問題があるわけでございます。状況を見させて

いただくというようなことでお答えをさせていただ

きたいと思います。 

 あと、今回の診療報酬の改定等に伴う予算に与え

る影響等の関係でございますが、診療報酬本体１.

３％、薬価また材料費で１.４と、２.７％、今回初

めてマイナス改定といったことから、はかり知れな

い減収があるわけでございますが、今回ようやくそ

の辺のそれぞれの単価が示されたというような状況

にございまして、そんなことから、今年度提案いた

しております予算におきましては、そういったもの

を反映させてはおりません。実際そういったものが

減収になるといったことについては当然でございま

すが、その額がどの程度になるかといったこと自体

も、それぞれシビアに見なければならないというよ

うなことから、ちょっと予測できないといったこと

で、トータルで２.７％削減になるというふうなこ

とでとらえてございます。 

 それと、あと医療事故、医療過誤等の関係に対す

る対応等の関係でございますが、これにつきまして

は、そういった事故を発生させてはならないわけで

ございまして、日々発生につながらないような気を

引き締めた業務を行っているところでございまし

て、平成１４年度において、これらのいわゆる安全

管理体制をシステム化することで今現在予定をいた

してございます。これにつきましては、診療点数に

も影響するもので、今回医療法改正によってこう

いったものを、体制の整備されてないものについて

は、減算になるといったような状況もございます。

なお一層こういったものの体制の整備ということ

で、病院においてシステムをつくっていくというこ

とで、現在計画をいたしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 整形については、課題が

多いということで話がありましたが、これ整形と民

間のと連携するというときに、ちょっとこれ過ぎ

去ったことでありますが、町の方針として、運営と

して、その連携するということが執行方針か何かに

あったかと思いますが、しかしこういう大切な部分

が十分知らされてなかったという問題点というの

が、やっぱりあると思うのですね。恐らく町の方で

は、既存の施設を利用するから、整形を利用するか

らという兼ね合いの中で、この整形の配置というの

も、なかなか難しいというようなふうにもうかがえ

るわけです、聞いてましたら。そういう問題という

のは、私横に置いといてもらって、きちっと位置づ

けするという立場から、やはりこの問題を取り上げ

ていただかないと、当然連携するのだったら連携を

するのでいいのだけれども、やはり収益との関係を

見たときに、一定の収益が配置して望めるというこ

とであれば、当然ふやさないで、今の外科の医師を

交代させて、その整形を配置するということも可能

なわけですから、この点を今後どのように追求され

るのか、いま一度お伺いしたいというふうに思って

います。 

 それと、処方箋との関係でお伺いいたしますが、

いわゆる病状に合った薬の処方という形で、これも

当然薬剤師の方から医師の方に、これは過剰の薬の

配置ですよというようなやっぱり体制もとられてい

るかと思いますが当町においては、まだその部分

の、やはり言うならばＡという人に病状に合った薬

が本当にいわゆる処方されているのかどうなのかと

いう点の交互の機能を高め合うと、そういう役割を

持っているのも薬剤師の師の役割ですから、それに

対して、医師といえど完璧にそのＡという人に対す

る処方箋が、全くこれが正しいという知識は持って

いるわけですから、それらの知識はあると思います

が、やっぱりお互いに研さんし合ってどういう治療

が、また薬の処方がいいのかという立場からのもっ

と密な関係をつくり上げていくべきだと思います

が、町においては、そこら辺やられてないと思いま

すが、その点もう一度確認しておきたいと思いま

す。 

 それと、これからの収益を向上させると、当然簡

単なものでありません。今の社会事情から言えば、

根本的な国との制度等のあり方の中で、当然変わら

なければ、一自治体で当然これが改善できるという

ものでないというものたくさんあるわけですが、そ

の中でいろいろな人間ドック等の勧めだとか、一定

やられている部分があると思いますが、そういう住

民検診とかかわって、やはり収益を上げれるもの、

それが住民検診とかかわって住民の健康に寄与する

というような、そういう相互の結びつきを強めると

いう中でのやはり病院のあり方、収益の改善のあり

方、健康管理のあり方というのも追求されるべきだ

と思いますが、この点についてもお伺いいたしま

す。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １２番米沢委員の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の整形外科医師との関係でございま

すが、現行におきましては、民間に医療機関ができ

たといったようなことで、大多数の方はそちらの方

で診療を受けておられる実態にあるようでございま



 

 

す。そういった中で、町立病院として、その整形外

科診療いかにあるべきかといったことになるわけで

ございますが、基本的には民間の医療機関も補完す

るものが町立病院というようなことが基本的に考え

てございます。そんなことから、整形外科の診療、

医師も必要というようなことも感じてございます

が、そういった外部との関係、そしてまた当病院に

おいて、整形外科の医師を派遣をしていただくと

いったことに対しての医局との調整、課題等もこれ

はあります。そんなことから、現行において外科に

かわって整形外科を配置するといったような状況に

は、今ないのかなといったことで、あくまでもこの

辺の状況を見きわめる中において、その必要性、度

合いによって検討しなければならないものかと思っ

ております。 

 ２点目の、いわゆる医師と薬剤師の相互の調整に

よるところの適当な投薬といったようなことでござ

いますが、これにつきましては、医師と薬剤師にお

きましても、月に１回は医師、薬剤師が研究会とい

うようなことを行っている状況にございます。そし

て、さらには入院患者におきましては、今後進展さ

せようといたしております薬剤業務管理指導の中に

おいて、当然医師もそこにかかわってくるわけでご

ざいまして、そんなことから入院患者等における投

薬については、十分な調整というのか、牽制がなさ

れるものと思っております。 

 ３番目の住民検診等におけるところの取り組み等

でございますが、これにつきましても、今町におい

て各種のがん検診等が行われている実態がございま

す。多くの方が受診されているといったことで、さ

らにその一部においては、精密検査も必要とされる

という状況にございまして、こういった町民に対す

る検診、これにつきましては、本年度予算計上させ

ていただいておりますＣＴが精度的に非常に最近の

高度医療に耐え得る機能を持った機器ということで

ございまして、当病院においても胃がん、大腸が

ん、肺がん検診等に適応できる機械ということでご

ざいまして、これの具現化につきましては、町の関

係課と協議をすることで、可能な限り具現化するよ

うに努めてまいりたい、そんなようなことで今考え

てございます。そのことによって、さらに収益の増

につなげるものと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 上富良野町は、若い自衛

隊さんもおられます。それで、少子化とは言ってお

りますけれども、１年に１４０人か１５０人ぐらい

お子さんが産まれているのではないかと思うのです

けれども、産婦人科を廃止いたしました。それで、

今園児ですとか小学生ですとか、そういう状態見ま

すと、そんなに減少ではないのでないかと思うので

すけれども、今我が町は、この町外からの転勤族も

かなり抱えておりますので、若いお母さん方にお聞

きしますと、ぜひ小児科が欲しいのだと。上富良野

に小児科がないと。富良野にいんやく病院と小児科

ございますけれども、お母さん方にしますと、核家

族化でおじいちゃん、おばあちゃんもいらっしゃら

ないし、熱が出ましたとか、本当にお子さんの病気

に対して、非常に不便であるということをよく若い

お母さん方から聞いておりますので、今後病院のあ

り方を検討されるという中に、ひとつ小児科という

ものを検討していただけないものかどうかと思いま

して、今後の対策といたしましていかがでしょうか

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １５番村上委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 小児科の設置等の関係でございますが、従前産婦

人科診療等は設置いたしておりました段階におきま

しては、出産、そして出産された後の子供の疾病等

にかかわるということで、小児科等の設置というの

も、また強く望まれてきておりまして、これについ

ても病院等においては、検討されてきた経緯がある

ようでございます。ただ、そのときにも小児科の診

療にかかわる、いわゆる経営といったようなことだ

けでとらえて見たときには、非常に収益の少ない診

療科目となってございます。今年の、前年年度末に

おいて産婦人科診療、いわゆる不採算というような

ことで廃止した経緯等がございます。この不採算と

いったようなことから見れば、この小児科について

も、大きな不採算になる診療科目といったようなこ

とで私も認識をいたしております。そんなことか

ら、産婦人科診療を廃止した中において、小児科だ

けを設置するといったことには、状況としてはなら

ないのかなというようなことで考えているところで

ございます。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございますか。 

 １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） ちょっと町長にお伺いした

いのは、これは病院運営の感覚になると思います

が、看護婦さんが全く育たないということ。とにか

くどんどんと立派なところからおいでになっている

わけなのですよ。ところが、看護婦さんが次から次

へと退職されていく、新しい人が。だから、それが

どうしてなのかということもいろいろうわさとか議

論はありますけれども、これはここでは言えません

けれど、今回富良野看護婦学校へ看護婦の要請を、

応募したと私思います。ですが、そこで出たこと



 

 

は、上富良野町立病院は行かないよと、あそこはだ

めだよと、いじめに遭うからだめだよというふうに

なっております。それで、なぜ上富良野の町立病院

の看護婦の方々が、入ってくるとやめてしまうので

すよね。 

 今回、日赤の主任であった佐藤さんという看護師

ですか、この方はもうやめた。今これ新しい人、ま

た次々入ってくるのですけれど、いつまでもつのか

なと。そういう点、どのようにお考えになって今後

やっていかれるのか、この点だけは、大きな声で言

えませんから、小さい声で言いますから、ひとつ御

答弁いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １５番小野委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 看護婦等の関係でございますが、看護婦定年退職

等によって今補充と、また途中において退職、補充

等をさせていただいております。そして後任の看護

婦についても、それぞれ現場になじみ、そして自分

の持っている技量を十分に発揮していただくという

こで頑張っていただいております。時に委員お話し

のように、途中で退職をされるといったのも現実で

ございます。それぞれ個々のものの考え方等がある

かと思います。決して今お言葉にありました、いじ

めにより云々という、こういったことについては適

当ではないと思いますし、そういった実態にはない

と私は思っております。できるだけ、その若い新卒

の看護婦さんが、うちの町立病院に勤務したいと

いったようなムードは当然にしてつくっていかなけ

ればならないと思っております。悪い評判があると

すれば、それを解消することで努力をしていかなけ

ればならないと思っております。そんなことで受け

とめさせていただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 指摘するのは余りいいこと

ではございませんから、余り指摘はしたくないので

すけれども、とにかく今おられる看護婦さん方あた

り、全くいじめではなくて、仕事をやればやるだけ

結局指摘されるというのが出ているのです。という

ことは、一生懸命やる、新しい人たちは。ところ

が、それはどういう方か知りませんよ、その方たち

が結局完全に一緒になってくれないということなの

ですよ。片一方はコーヒー飲んでも、こっちは動か

ないと。こんなこと言ったら怒られますけれども、

そういう形ではないかなと。ですから、若い人たち

は、全然町立病院は、いまだかつて成長してない。

本当に古い方だけで病院やっている。だからやっぱ

り患者さんにも不満もかなりあるし、こういうこと

余り聞こえると私困りますけれども、実際本当にそ

の点は、もう一辺改革しなければいけないのでない

かと。ただ、こうだああだ、こうだああだと言うの

でなくて、本当に事務局長御苦労なされることは、

私わかります。だけれども、一応は国家公務員なの

ですよ、看護師さんというのは。地方公務員です

か。ですから首になることもないし、何もないと思

います。ですから、やっぱりそういう点はもう少し

改革して、きちっとやっていただきたいなと。 

 やっぱりコーヒー飲んでいる暇あるならば、今新

人の方また入ったでしょう。それでまた出ていきま

すよ、次々と。それで、メスも持てないような人た

ちが次々残っていってしまうのですよ。ですから、

そういう点やっぱり、私こんなところで余り大き

な、この場所で言うとうまくないなかと思いますけ

れども、そういう点を一つと、それからさっき同僚

議員が研修費の問題でちょっと言ったので、私耳に

したのですけれども、それは退職金の前払いみたい

ので積み立てしているのでしょう。だから早く言え

ば、よくわからないよ、それは。ないのですか、そ

うでしたらいいですよ。 

 一応その看護の体制、この点ちょっともう一度聞

いておきます。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番小野委員の御質問に

お答えさせていただきますが、先ほどもお答えさせ

ていただきましたように、病院内そのものの改革が

必要である。今までの長い年月培ってきたいろいろ

なものがあるわけです。それをやっぱり改善してい

かなければいけない。今ある若い先生のお話お聞き

したら、やはり今委員の御質問にあったような部分

もあるというようなことで、院内では今看護婦を含

めて、研修の場を数持たなければいけないというこ

とで、先生方が中心になってやっているわと。今ま

で医師と看護婦との研修というのが、なかったとは

言いませんけれども、あるわけですけれども、回数

の問題だとか指導内容の問題、研修内容の問題等々

いろいろある。その中で、今の若い先生方は、これ

ではいかん、もっと回数を持って医師と看護婦との

意思の疎通を図っていかなければならないという先

生方が提言しておりますので、そのようなことで、

十分委員の意を呈して、病院経営に努力していきた

いというふうに思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 今の関連なのですけれど

も、これ非常にむなしい感じするのですよ。怖い話

は、天塩の病院で誤診断か誤投薬かわかりませんけ

れども、町長と院長との上で紙が飛び交って、事務

長は、もうなおざりにされているという、そういう



 

 

ようなのが新聞に報道されておりました。これは何

かというと、入院した患者が一晩で亡くなったので

す。これは報道されておりますからね。事務長とい

うのは、それわからなかった。しかし、後から書類

が出てきましたというような報道されていたのです

よね。それで事務長の、組織図見ると事務長の位置

というのは単なる事務の長なのですよね。その薬剤

をどうすれこうすれなんていうこと言えれない、線

引きなんか見たら何も言えないのですよ。私のとこ

ろでいらんこと言わないでと言われるのが組織図で

すね。あれをちょっと、いいのですけれども、私余

りこれは言いたくないのですけれども、その辺面倒

見てあげなかったら、格上げしてやらなかったら、

やりたいことやれないと、言いたいことも言えない

のでないかというように思いますね。 

 それから、同僚委員の言いました看護婦の云々と

いうことについて、美瑛の町立病院のこと言います

と、まずリストラだそうですよ。古い人やめてもら

うのだと。これ典型的なのが、ちょっとあれですけ

れども、信金のここの支店長ですよ。これ支店長終

わって、５０過ぎたら、はいおやめくださいと言っ

て、今度どこかその辺にお勤めになるのですけれど

も、これなんです。研修ではないのです。研修では

ない、リストラ。今大リストラ来ますから、いずれ

ここ一、二年のうちに大リストラ来ます。コーヒー

仕事中に飲んでもいいけれども、飲まなくてもいい

ときコーヒー飲んだり、やるべきこと忘れたとか、

そんなことは言う人は全部リストラです。どんどん

やらなければだめなのですよ。それをやれば、やる

気のある人はどんどん伸びていくし、若い人は、そ

れで組織は活性化につながるのでないかと思うので

すよね。 

 これは病院だけではないと思いますので、その辺

のところを、ちょっと厳しいですけれども、町長リ

ストラあたりどのようにお考えになってますか。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） まず、１点目の事務長の位

置づけでありますが、事務長の位置づけにつきまし

ては、条例上制定、位置づけされております。しか

し、私は常に申し上げていることは、事務長にはい

ろいろな部分もあるけれども、私が指示する部分に

ついては、これは管理者である町長の指示だぞとい

うことを伝えなさい。院長に伝えなさいということ

を申しつけて対応させております。ですから、事務

長は、そういったことも含めて事務長の職責と、私

のかわりに代弁する部分、病院で代弁する部分と、

そういうことで御理解をいただきたいなと。ただ、

今の状況からすると、事務長の権限というものは、

この形よりも院長の上ということになると、なかな

かそれは難しい。やはり病院院長は病院院長、管理

者の次に病院長がいるということで御理解いただき

たいなと。 

 それからリストラの問題でありますけれども、民

間企業は非常に厳しいリストラをやっております。

しかし、御存じのように公務員につきましては、そ

れぞれの公務員法で定められたいろいろな部分がご

ざいます。私も民間から出てきた一員として、公務

員法で定められた職員の皆さん方をよく見ておりま

すと、民間との違いということがよく理解して、し

かし法に定められた対応で取り進めていかなければ

いけないというふうに思っておりますので、リスト

ラというよりも、やはりその個々の職員が鋭意努力

してもらえるような指導と環境づくりが必要だとい

ううに思っております。 

○委員長（久保田英市君） ないようですので、こ

れをもって、議案第９号の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程を全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定を事務局長から説明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 明日３月１９日は、本

特別委員会の最終日で、開会は９時であります。定

刻までに御参集をお願いいたします。 

 本日は、ただいまから上富良野町各会計予算案審

議意見素案を各常任委員会において意見の取りまと

めをお願い申し上げます。集約が終わり次第、予算

特別委員長まで提出をお願い申し上げます。 

 各委員の取りまとめを行う会場につきましては、

総務常任委員会は議長室、教育民生常任委員会は第

２、第３会議室、産業建設常任委員会は議員控室に

おいてお願い申し上げます。その後、各常任委員長

から意見素案が予算特別委員長に提出されました段

階で、正副予算特別委員長並びに総務常任委員会副

委員長、教育民生常任委員長、産業建設常任委員長

に議長室にお集まりをいただき、明日の本委員会の

意見集約の素案として、全体の審査意見文案をつ

くっていただきます。御審議をお願い申し上げま

す。 

 以上でございます。 

午前 １０時３０分 散会  
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平成１４年上富良野町予算特別委員会会議録（第４号） 

 

平成１４年３月１９日（火曜日） 午前９時００分開議  

──────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成１４年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成１４年度上富良野町老人保健特別会計予算 

議案第 ４号 平成１４年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成１４年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成１４年度上富良野町病院事業会計予算 

───────────────────────────────────────────────                                       
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １８名） 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） おはようございます。

御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は、１８名であり、定足数に

達しておりますので、これより予算特別委員会第４

日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事については、事務局長から説明いたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 本日の議事日程につき

ましては、議案第１号から議案第９号までの各予算

を一括して意見調整と、各会計の討論並びに表決の

順で進めてまいりたいと存じます。 

 意見調整の審議に当たりましては、３月１８日に

所管委員会単位で御検討いただきました御意見につ

いて、正副予算特別委員長並びに総務常任委員会副

委員長、教育民生常任委員長、産業建設常任委員長

によりまして、本日の意見集約の素案を作成してい

ただいておりますので、これによりまして審査意見

の調整をお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） これより、平成１４年

度上富良野町各会計予算を一括して意見調整を行い

ます。 

 予算特別委員会審査意見素案を事務局長に朗読さ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 予算特別委員会審査意

見素案を朗読いたします。 

 平成１４年度各会計予算特別委員会審査意見素

案。 

 一般会計。 

 １、財政について。 

 （１）町税及び使用料などは主要な財源であり、

収納率向上を図るため、より一層具体策等を講じ、

不納欠損を生じさせないように努められたい。 

 （２）補助金、負担金交付団体に対しては、自

主・自立を促進されたい。 

 （３）地方税の減少、地方交付税の減少等、歳入

の財源の減少が著しい中、健全財政の維持について

は、十分留意するとともに、町財政の将来見通しを

広報等を通して町民に知らせ、十分理解を得られる

よう図られたい。 

 ２番目、行財政改革について。 

 行財政改革実施計画のさらなる推進を図られた

い。 

 ３番目、入札制度について。 

 情報公開条例の施行などに伴い、入札の透明性の

確保を図るため、公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律に従い、厳正な執行に努められ

たい。 

 ４番目、民間委託について。 

 民間委託については、行政サービスの低下につな

がらないように十分留意されたい。 

 ５番目、施設管理について。 

 施設管理業務については、広く民間活力を導入

し、その管理指導等を徹底されたい。 

 ６番目、付属機関等の活性化について。 

 付属機関等の活性化を図るため、委員の選任に当

たっては、任期や他の附属機関との重複を極力避け

るとともに、女性登用にも意を配られたい。 

 ７番目、行政事務の執行について。 

 行政事務に関する不手際等について、今後迅速に

経過報告等を行い、その対応を図られたい。 

 ８番目、保健福祉施設について。 

 保健福祉施設の実施設計に当たっては、施設本来

の機能が十分発揮できる内容にすべきであり、特別

委員会等の意見を尊重し、文化施設機能との併用に

ついては再考されたい。 

 ９番目、一般廃棄物の処理について。 

 一般廃棄物の収集等については、有料化も予定さ

れていることから、十分な周知徹底、体制整備等を

図り、住民に混乱等を招かないように配慮された

い。 

 １０番目、雇用対策について。 

 失業者の増大が懸念されることから、雇用対策に

は十分配慮されたい。 

 １１番目、産業の活性化について。 

 産業の活性化について、確実な実効が上がるよう

次の施策の展開を図られたい。 

 （１）農業経済の低迷する中、経営者の自立支援

策のあり方を早急に検討されたい。 

 （２）ＢＳＥによる牛肉消費量の減少が畜産業の

不振と農業経営の悪化を招いており、牛肉の安全供

給対策と生産者への支援を考慮されたい。 

 ３番目、商業の活性化に向けて。 

 空き店舗の活用については、一層の推進を図られ

たい。 

 １２番目、教育行政について。 

 学校週５日制に伴い、教育環境の低下を招かない

よう十分な対応を図られたい。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 慢性的に入所希望者が多く、待機者が増大してい

ることから、対応策を講じられたい。 

 病院事業会計。 



 

 

 一つ目、町立病院の運営見通しを明確にし、抜本

的な運営方針を樹立し、健全な運営に努められた

い。 

 ２番目、患者に対する接遇態度を改善し、来院患

者数の増加に努められたい。 

 ３番目、院外処方箋発行率を高め、薬剤管理指導

業務の推進を図られたい。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） これより、審査意見の

調整を行います。 

 ただいま事務局長に朗読させました審査意見素案

について、御意見があれば伺いたいと思います。 

 項目がたくさんございますので、会計別に１項目

ずつ意見調整を行いたいと思います。 

 初めに、一般会計から意見調整を行います。 

 １件目、財政について御意見がございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進みた

いと思います。 

 次に、２点目、行財政改革について御意見ござい

ませんか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 行財政改革なのですが、

これは後にも出てきます民間委託、あるいはその他

有料化の引き上げにも連動しているという形が受け

られますので、この点については、やはり十分な見

直しを行いながら、文言そのものをさらなるという

ふうに書かれておりますが、やっぱりこの表現を変

える必要があるのでないかと。やはり住民の側に

立った立場からの行政改革であれば認められるが、

住民のそういった福祉や暮らしをやっぱり削減する

ような行政改革は認められないというような感じの

表現に変えていただければいいかなというふうに思

います。 

○委員長（久保田英市君） ただいま米沢委員よ

り、２番目と７番と連動しているというようなこと

で御意見がございましたが、ほかに御意見ございま

すか。 

 ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） そういう意見もあろうかと

は思いますが、そこまで踏み込むということになる

と、財政の問題も出てくると私思うのですよ。私と

しては、この程度で十分であると思っております。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） ただいま仲島委員よ

り、このままでよろしいという御意見がございまし

たが、ほかはどうですか。 

 ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） 私も同意見であります。と

いうのは、ごみとか他の問題については、個々の問

題を取り上げているのであって、この２項目に対し

ては、行財政改革全般を指して言っているものだと

考えております。できるならば、実施計画の進状

況を見きわめて、さらなる推進ということになれば

いいのでないかと、そんなふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） この件について、ほか

に御意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、この件につ

いて、この原文でよろしいという方の、ほかによろ

しいという御意見の方ちょっと挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長（久保田英市君） それでは、この原文で

よろしいというのが多数でございますので、このま

まの原文で進めさせていただきます。 

 次に、３点目、入札制度について御意見がござい

ますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なしとの声でございま

す。 

 次に進めさせていただきます。 

 ４点目、民間委託について御意見ございますか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） これは確かに全般指して

いるように見えますが、しかし当面の１４年度の予

算委員会ですから、それで言えば給食センター、西

保育所等々が対象になっているというふうに考えら

れます。そういう意味では、サービスの低下につな

がらないように十分留意されたいということであり

ますが、財政的な問題も含めて、やはり財政の組み

方そのものが間違っているのであって、それとあわ

せて、その部分を民間委託によってカバーしようと

いう手法ですから、当然こういう表現については、

納得できるものではありません。この点について、

削除を要求したいというふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） ただいま米沢委員よ

り、この件の原文を削除していただきたいという意

見がございましたが、ほかの御意見を承ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） なぜそのように決めつけ

るのでしょうかね。全般について、これはもちろん

行政サービスが低下することは大変困ることでし

て、その民間委託するあれがないわけですので、私

はこれでいいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ほかに。 



 

 

 ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 私は、その民間に委託する

ことがサービスの低下ということに非常に抵抗を感

じるのです。我々民間人をばかにしているようなこ

とだから、早い話が。これは絶対に認められないの

です、私は。現状のままでいっていただかないと困

る。これは、これからもっともっと民間委託をして

いかないと停滞していく、経済が。なるほど、それ

は行政に頼っていればいい部分はあると思うのです

が、これではもっていかないですよ。そういうこと

も考えないと、では民間委託しないで行政だけで現

状どおりでやっていけるのか、いけるわけがない。

表現の仕方が非常に私は頭に来るのですが、民間人

はだめだよという発想はどこから出てくるのだと、

私はそう思うのです。これ現状のままだ。 

○委員長（久保田英市君） ほかに御意見ございま

すか。 

 １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 分科会できちっと話し

合っていないのですかね。委員長、その辺のところ

ちょっと統合して整理してください。今こんな話に

ならないと思うのです、分科会できちんと話されて

いれば。 

○委員長（久保田英市君） これは梨澤委員、それ

ぞれ違う三つの分科会から出てくるあれで、全部が

一つの問題を審議しているということでないので、

こういう場合があろうかと思います。 

 ほかに御意見なければ、原文に御賛同なさる方の

挙手を願いまして決めていきたいと思います。挙手

願います。原文に賛成の方。 

（賛成者挙手） 

○委員長（久保田英市君） 多数でございますの

で、このまままとめさせた素案の原文で進めたいと

思います。 

 次に、５点目、施設管理について御意見がござい

ますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に６点

目、附属機関等の活性化について御意見ございます

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に７点

目、行政事務執行について御意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に８点

目、保健福祉施設について御意見ございますか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 分科会の方でも述べまし

たが、いわゆるこの財政的な問題等もありまして、

やはり当面財政構造がぐっと変わっておりますの

で、こういった問題について、財政の動きも見なが

ら、やはり十分施設建設に当たっては、もう一度再

検討されたいというような表現の方がよろしいかと

いうふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） ただいま米沢委員より

御意見がございましたが、ほかに御意見ございます

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、現状の素案

によろしいということで、よろしいですか。 

 それでは、挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長（久保田英市君） それでは、この素案に

決定させていただきます。 

 次に、９点目、一般廃棄物の処理について御意見

ございますか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） この点についても、有料

化が必ずしも減量化に結びつくものでもないし、ま

た料金の設定等についても、問題点が含まれている

といるというふうに思います。これは有料化を認め

る前提の意見書という形になるかというふうに思い

ますので、この点についても、やはり有料化につい

ては全面的に認められないものですから、文書の表

現をぜひ変えていただければというふうに思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） ただいま米沢委員より

文書を変えていただきたいという御意見がございま

したが、ほかの方の御意見を伺います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 原文でよろしいという

ことの方、挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長（久保田英市君） わかりました。 

 次に、１０点目、雇用対策について御意見ござい

ますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に、１１点目、産業

の活性化について御意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に１２点

目、教育行政について御意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なしということでござ

いますので、進めさせていただきます。 

 ただいま項目別に意見調整をいたしたところです

が、ここで一般会計全般について、他の御意見があ

ればお伺いいたします。御意見ございませんか。 



 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進みた

いと思います。 

 これで、一般会計について意見調整を終わりま

す。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計について意

見調整を行います。御意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なしということでござ

いますので、これでラベンダーハイツ特別事業会計

についての意見調整を終わります。 

 次に、病院事業会計について意見調整を行いま

す。御意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、これで意見

調整を終わります。 

 お諮りいたします。 

 意見調整が終わりましたので、各会計の審査意見

は、これで決定してよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、各会計予算に対する審査意見は、ただい

ま調整のとおりと決定いたしました。 

 これにて、平成１４年度上富良野町各会計予算の

意見調整を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前 ９時２０分 休憩 

午前 ９時５３分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 中村委員並びに村上委員の先般の質疑に対し、答

弁を町民生活課長からさせます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） さきに御質問を

ちょうだいいたしておりました中村委員、村上委員

の御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、中村委員よりのコンクリート破砕等施設に

かかわりまして、建築廃材と家屋等の焼失材の再利

用に関しまして、御発言ございましたとおり、炭化

したものについての再利用はできないものでありま

す。 

 なお、当該事業者への確認を行わせていただいた

ところでございますが、応分の分類を行っての搬入

であった旨の報告でありまして、また建築廃材の堆

積にかかわりましては、委員御発言のとおり、浸出

液など地下への浸透を防げるものでなければならな

いものでございます。現況においても、一部それら

コンクリートをベースとしたところへの堆積でない

部分が見られたことなどから、直接事業者の方にお

話をさせていただいたところでもございます。 

 なお、今後ある程度定期的な立ち入りなど、協定

書に従いながら地域協議会、それから事業者の正常

な関係のために、必要に応じた対応を進めたいとい

うふうに考えてございます。 

 次に、村上委員の国民健康保険にかかわりまして

の２点についてお答えを申し上げます。 

 まず、第１点の国民健康保険加入者の平均年齢に

つきましては、平成１３年９月現在で申し上げます

と、その平均年齢が５４.４歳となるところでござ

います。 

 第２点目の国民健康保険加入のうちの農業世帯の

数でございますが、これにつきましては、事業内容

ということではなくて、所得のその分類によります

ために、必ずしも実際の戸数とは一致しない面がご

ざいますが、その点を御承知おきを賜りたいと存じ

ますが、１３年４月現在で３７０戸、全体の構成比

にいたしますと１８.３％ということになるところ

でございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 次に、理事者より所信

表明の申し出がございますので、発言を許します。 

 町長、尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 予算特別委員の皆様方に

は、１４日から４日間にわたりまして慎重審議賜り

まして、平成１４年度各会計におきます予算の御審

議を賜りましたこと、心から厚く感謝を申し上げた

いと存じます。 

 先ほど委員長さん、副委員長さんがおいでいただ

きまして、この４日間、各委員の皆さん方が意見調

整をしていただいて、予算特別委員会としての意見

書を提出をいただきまして、それらの各項目につき

まして、熟読させていただいたところであります

が、それぞれに各委員の皆様方の意見内容につきま

しては、各項目ごとにごもっともであるというふう

に私自身も認識いたしておりまして、今後の行政執

行に当たりましては、予算執行に当たりましては、

この皆様方の意見を十二分に呈した予算執行を取り

進めさせていただきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 加えて、私自身これからの大きな課題の一つは、

財政運営であるというふうに認識いたしておりま

す。厳しい財政状況下にあります財政運営を、何と

しても破綻のない再建団体になるような財政運営に

させないための的確な対応を図っていかなければな

らないということを念頭に置きながら、今後の財政



 

 

運営を健全財政維持方針に基づいた対応を進めると

ともに、現在取り進めております行財政改革実施計

画の促進を図りながら、財政運営の忌憚のない取り

進めをさせていただく所存でございます。 

 また、加えて行政事務執行に当たりまして、委員

の皆様方並びに町民の皆様方に多大な御迷惑をおか

けしたこういった部分につきましても、二度とそう

いうことの発生のないよう、事務執行に最善を尽く

してまいりたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 皆様方の委員会の審査意見を十二分に呈した１４

年度予算の執行をさせていただく所存でありますの

で、どうか１４年度予算につきましての御承認を賜

りますことをお願い申し上げまして、所信表明とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） これより、討論を行

い、各議案ごとに採決いたしたいと存じます。これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、討論を行い、各議案ごとに起立により採

決いたします。 

 これより、議案第１号平成１４年度上富良野町一

般会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 私は、平成１４年度一般

会計予算案に反対の立場から討論をいたします。 

 今、国が進める構造改革、これが景気の回復を図

れず、失業や倒産に追い込まれるという状況の中

で、国民や住民の暮らしが一層大変になってきてい

ます。そういう状況の中で、今後国は医療費の引き

上げや、あるいは母子家庭等における扶助費の引き

下げなど、各種の国民や住民負担を求める福祉や暮

らしを後退させる予算を編成いたしました。 

 今、国民や住民に求められているのは、こういう

不況や暮らしが大変なときほど、社会保障の充実や

暮らし、福祉を、そして地域産業を守り、発展させ

るということが何よりも大切だということは明らか

であります。 

 さらに問題は、そういう景気後退の中で、今後予

想されるのは、国において地方財政における交付税

の削減を平然と行っているところであります。本来

であれば、地方自治体が一定の行政水準を維持する

ための交付税がきちっと配分されなければならない

にもかかわらず、逆にその交付税を削減する。町に

おいても、約今後５,０００万円もの減額が予想さ

れる。 

 さらに問題は、個人、法人所得税の減収等によっ

て、地方財政においても収入が減額を余儀なくされ

るという状況は明らかになってきています。 

 町においては、そういう状況の中で各種の節約や

削減を行い、それに対処しようという努力もなされ

ていますが、しかし一方で、今後町の財政を見ます

と、国営しろがね事業の償還、あるいはこれからま

だ住民の要望、期待という状況の中で、新たな需要

が見込まれるという状況の中で、財政不安という状

況の中で、さらに保健センターの建設が進められれ

ば、新たな住民負担、財政負担を伴うものは明らか

であります。 

 そういう状況下の中で、町においてはどう財政を

変えようとしているのか。それは民間委託、保育所

や給食センター、あるいは各種の手数料や使用料を

引き上げによって解決を図ろうとしています。しか

し、根本的な問題で言えば、各種の努力をするのも

当然でありますが、国の財政構造が変わらない限

り、この根本問題は変わる道理がありません。 

 今、国の会計から借りた、負担で言えば利率が５

％、７％と高い状況下の中で、これも地方財政を圧

迫している一つの要因にもなっています。ですか

ら、私はこれらも踏まえて、住民が暮らし、福祉大

変なときにこそ、地方自治体は暮らし、福祉を守

る、これが今大切だと考えています。 

 それでは、保健センターはどうでしょう。今、確

かに予防医療の中核機関としてのその大切さや必要

性はわかりますが、しかし財政が不透明な中での新

たな建設というのは、いかがなものでありましょう

か。 

 確かに、この保健センターの建設に当たっての予

算措置という点では、一定の財政措置も図られてい

るかに思われますが、しかし私はここでよく考えな

ければならないのは、今後入ってくるしろがね灌排

事業、また経常経費の一定の行政水準を維持をしよ

うとした場合に、これを削減して改善できるもので

はありません。この保健センターの建設は当面中止

し、予防医療を徹底して、既存の施設を活用しなが

ら住民の暮らしと健康、そして管理、維持するこう

いう方向こそ、住民に喜ばれる政策ではないでしょ

うか。 

 また、給食や保育所の民間委託はどうでしょう。

民間委託について、本当にその役割、公の役割が終

わったと言えるのでありましょうか。確かに、民間

における役割というのも一定評価し、その必要性に

ついても私は考えている立場であります。しかし、

保育所問題を見てみますと、一時保育や、あるいは

住民のニーズをまだまだこたえられていない。経費

の削減等をうたわれています。しかし、ここで一番



 

 

問題と思われるのは、欠けていると思われるのは、

保育所や給食における、そこで携わる子供たちの生

活環境や教育環境をどう変えていくのか、この点が

一番欠けているところではないでしょうか。 

 本来であれば、こういう論議を原点として、保育

所や給食のあり方、センターのあり方、これを見直

さなければならないにもかかわらず、これが落ちて

いる。 

 今、保育所に至っても、地域の人たちと心を通わ

そう、そういう状況の中で触れ合いバザーを行うな

ど、各種の努力が始まっています。まだまだ公のや

らなければならない努力、改善というのはあるにも

かかわらず、ここに全くと言っていいほど手がつけ

られていない、着手されていない。こういうことが

全面的にやられてこそ、初めてこれでだめだったと

言うなら、一定民間委託という形での理解もできる

でありましょうし、また保護者においても理解もで

きるでありましょう。しかし、この点の努力がされ

ていない。 

 今、保育は契約という形の中で、保護者がどの保

育所を選ぶのかということ、これは保護者の権利で

あります。この権利を否定するとになるのではない

でしょうか。 

 この問題めぐって、一部自治体では訴訟にまで発

展するという問題にまできています。私は、保護者

のことを考えるならば、次の日から一転して民間委

託によって先生がかわって環境も変わる。そこで本

当に子供たちや心身ともに健やかに成長できる、そ

ういう環境をつくことができるでありましょうか。

民間があって、公設があって、そこでお互いに競い

合って、そしてそれがよりよい保育につながってい

るという現状を見たときに、私は一方的に公の役割

は終わったという形の中での民間委託というのは、

また給食における委託といったものについても、納

得できるものではありません。 

 さらに問題は、あの日の出公園における西側斜面

の開発という形の中で、新たな経費を投入して公園

整備を図ろうとしています。しかし、一般の住民の

見方はこうであります。今公園に一定の投資をして

開発するというのは、やめた方がいい。それより

も、もっと住民が喜ぶ、そういった部分のところに

予算を投資すべきだ、この間こういう声が聞かれま

す。確かに、あのせせらぎにおける、この部分にお

ける水の浄化、これに対する予算はいいでありま

しょうが、西斜面におけるその公園、新たな遊歩道

の設置というのは、まさに財政の投資効果から見て

も、大きな問題点があると私は考えています。 

 また、今後予想されるごみに対する使用料や手数

料等の引き上げを初めとした各種の引き上げが行わ

れようとしています。改めて、私は今町における予

算の組み方、もう一度見直して、原点に立った予算

編成をすべきだということを訴え申し上げまして、

私は平成１４年度における一般会計における予算案

に対して、反対の立場からの討論を終わるものであ

ります。 

 また、今後住民世論に訴え、保育所、給食の民間

委託について、完全阻止のために全力を尽くし、住

民とともに力を合わせ奮闘することを訴え、反対討

論といたします。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 １８番向山富夫君。 

○１８番（向山富夫君） 私は、一般会計に対しま

して、賛成の立場から討論を行いたいと思います。 

 今日の地方自治体を取り巻く経済状況は、社会経

済状況の低迷とも相まって、一段と厳しいことは、

御案内のとおりであります。国におきましても、経

済不況からの脱却を図るため、構造改革政策を強力

に推進されており、国民にある程度の痛みを伴うこ

とへの協力と共感を求め、経済再生に向けた政策を

講じようとしております。 

 本町においても、平成１５年度から始まる国営土

地改良事業の償還などから、今後多額の財源不足が

見込まれる状況が予想されます。 

 このような中で、当町の平成１４年度予算案が提

出されたところでありますが、一般会計におきまし

ては、さきに示されました健全財政維持方針、行財

政改革実施計画に基づき、前年対比６.７％減の予

算案となっているところであります。 

 予算の内容を全般的に見たときに、本日までの予

算特別委員会の審議でも数多くの意見が出ておりま

したように、農業、商工業振興等への予算執行は、

決して十分とは言えず、町民全体が満足するもので

はありませんが、総じて町民生活への配慮につい

て、可能な範囲で予算措置がなされているものと判

断しており、現在の財政状況から見ると、やむなし

との理解に至るものであります。 

 また、財政運営におきましても、健全財政維持方

針と行財政改革大綱に基づき、収支バランスのとれ

た財政構造への変革姿勢が伺われ、そういう面から

見ましても、執行者側の財政に対する認識について

は、それが十分なされているという判断をするわけ

であります。 

 今後の予算執行に当たりましては、今回提出され

ております予算特別委員会の審査意見書を十分踏ま

え、執行していただけるものと判断し、私の賛成討

論とするところであります。 

 以上でございます。 



 

 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する反

対討論があれば、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第１号平成１４年度上富良野町一

般会計予算の件を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２号平成１４年度上富良野町国民健康

保険特別会計の予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第２号平成１４年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算の件を起立により採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号平成１４年度上富良野町老人特

別会計の予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第３号平成１４年度上富良野町老

人保健特別会計予算の件を起立によって採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号平成１４年度上富良野町介護保

険特別会計の予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第４号平成１４年度上富良野町介

護保険特別会計予算の件を起立により採決いたしま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成１４年度上富良野町簡易水

道事業特別会計の予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第５号平成１４年度上富良野町簡

易水道事業特別会計予算の件を起立により採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成１４年度上富良野町公共下

水道事業特別会計の予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第６号平成１４年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算の件を起立により採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成１４年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計の予算の件の討論に入りま

す。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第７号平成１４年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計予算の件を起立により

採決いたします。 



 

 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成１４年度上富良野町水道事

業会計会計の予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第８号平成１４年度上富良野町水

道事業会計予算の件を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成１４年度上富良野町病院事

業会計の予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第９号平成１４年度上富良野町病

院事業会計予算の件を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 予算特別委員会審査報告書の内容については、委

員長並びに副委員長に御一任願いたいと存じます。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、予算特別委員会審査報告の内容について

は、委員長並びに副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は、全部終了いたしました。 

 予算委員会の閉会に当たりまして、一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 本会議で付託された平成１４年度の各会計当初予

算案を慎重かつ精力的な審査をし、本日をもって終

了いたしましたことは、委員各位の御協力によるも

のでありまして、委員長として厚くお礼を申し上げ

ます。 

 財政状況は大変厳しい時期の予算審議だけに、委

員各位の御苦労は大変なものであったと思います。

審議の過程では、貴重な御意見もございました。理

事者以下執行機関の方々においては、行政執行に当

たり、委員会の論議、意見を十分考慮されますよう

希望する次第であります。 

 予定された４日間という枠の中で、予算案の審査

に当たられました委員各位の御苦労に敬意を表しま

すとともに、委員長に寄せられました御理解と御協

力に心からお礼を申し上げまして、簡単ではござい

ますが、閉会のごあいさつといたします。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 今後の予定を事務局長から連絡いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御連絡申し上げます。 

 ３月２２日は、本定例会の５日目でございます。

開会は午前９時でございますので、定刻まで御参集

くださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

午前１０時２５分 閉会  
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